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はじめに 
 

電子出版の新たなマーケットの成長を目指して、その基盤となるコンテンツの制作・流通のための管理

コード等を検討するために、「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進プロジェクト」が発足された。 

今後の電子出版の発展のためには、オープン型電子出版環境の整備が必須である。オープン型電子出版

環境とは、多くの出版社が参入し、より多くのコンテンツが揃う膨大な情報・知識の共有を図ることによ

る効果・効率化と、社会インフラとしての役割と環境負荷の軽減、グローバル展開をも実現できる環境づ

くりである。それにより、多くの出版社（者）と流通配信事業者や関連事業者などが参入しやすくなり、

読者（国民）への選択の幅が広がり、より多くの読者（国民）に、より多くのコンテンツを届けることが

できる環境づくりである。 

「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進プロジェクト」の目的は、1 冊の電子出版コンテンツの提供から、

目次・記事単位の電子出版コンテンツの提供という電子出版ビジネスの先進的な展開を視野において、そ

の新たな価値の創出の実現基盤となるための「キーコード」とするために「電子出版コンテンツ流通管理

コード（仮）」を策定し、今後の電子出版マーケットの迅速かつ円滑な拡大に資することである。 

 

我が国と諸外国との間で電子出版の提供・利用に大きな格差が生ずることが懸念されたため、２０１０

年３月から総務省、文部科学省、経済産業省の副大臣・大臣政務官による共同懇談会として、「デジタ

ル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」が開催された。２０１０年６月に

は「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」報告書が発表され、電

子出版の進展に向けて、知の拡大再生産の実現、オープン型電子出版環境の実現、知のインフラへのアク

セス環境の整備、利用者の安心・安全の確保に向けたアクションプランが示された。 

その報告書の中において、電子出版は権利者の許諾のもと、紙の出版物では想定できなかった単位で細

分化した出版物の一部分（マイクロコンテンツ）を流通させ、利用者がニーズに応じて閲覧、参照する環

境を構築することが可能であるとの指針が公表された。 

既に、国内の雑誌コンテンツについては、２０１０年１月から、社団法人日本雑誌協会のデジタルコン

テンツ推進委員会と、それに連動している雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアムにおいて、雑誌の

目次・記事コンテンツ単位でのビジネスの可能性を探る実証実験が行われている。雑誌出版社同士が連携

することによるジャンル単位の横断検索、各デバイスに応じたインターフェースの選択方法、目次・記事

コンテンツ単位での課金モデル等の実証が進められていた。 

総務省は「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」の意図を受け

て、「新ICT利活用サービス創出支援事業」を企図し、その事業の一つとして「次世代電子出版コンテン

ツＩＤ推進プロジェクト」を、２０１０年１１月に、社団法人日本雑誌協会等で構成するプロジェクト

チームに委託した。 

マイクロコンテンツ化については、電子出版の種類によってユーザーニーズや権利者の受け入れやすさ、

ビジネスモデルとしてのフィージビリティに大きな違いがあることから、雑誌等の電子出版分野において

目次単位やコラム・特集等の記事単位で試行することが有効性が高くかつ現実的であることから、本プロ
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ジェクトは、国内を代表する雑誌出版社９５社が加盟している社団法人日本雑誌協会を中心として、検討

を進めることとなった。 

 

その委託事業の中において、２０１０年１１月に「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」が設置さ

れたが、この次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議は、学識経験者、出版関連団体、配信流通事業者、

関連事業者等から構成され深い造詣と先を見据えた視点と共に議論が重ねられた。 

また、同時に、社団法人日本雑誌協会のデジタルコンテンツ推進委員会の参加出版社関係者と、社団法

人日本書籍出版協会、一般社団法人日本電子書籍出版社協会、デジタルコミック協議会、一般社団法人電

子出版制作・流通協議会等の協力の下、更なる検討が重ねられた。 

 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、「電子出版物の流通管理において、出版社（者）が付番

する共通のユニークコード」として定義付け、出版社（者）をはじめ、電子出版配信流通事業者において

も共通で利活用できる管理コードとしている。  

本プロジェクトにおいて、この電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の仕様書及び運用ガイドライ

ン案の策定を図ったが、これにより記事・目次単位といったマイクロコンテンツ単位での提供・流通が可

能となり、より多くの電子出版コンテンツが、読者（国民）に提供され、読者（国民）の閲読の幅が拡大

されることが期待される。 

 

また、この電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を利活用することにより、電子出版物のコンテン

ツデータそのものをはじめ、様々なメタ情報をプロパティとして紐づけることが可能となる。連携するメ

タ情報としては、書誌情報が重要であるが、それ以外のメタ情報として、新たに「インデックス情報」に

ついての検討を行い、本プロジェクトの中で実証実験を実施した。 

インデックス情報とは、電子出版の目次情報をはじめ、記事タイトル情報（大見出し、中見出し、小見

出し等）、カテゴリ情報、キャプション情報、中吊り情報、記事コンテンツの中から抽出したキーワード

情報や、記事に含まれないが関連するワードを生成した情報などで構成される。 

その電子出版インデックス情報データベースについて、日本初の実証実験を試み、電子出版における全

文検索とは異なる新たな意味検索についての有用性が検証された。これにより、読者（国民）は全文検索

のみならず、意味検索等の多様な掛け合わせた検索が可能となり、本文到達性が向上すると期待される。 

 

さらに、このインデックス情報データベースの実証実験を踏まえて、将来のオープン型電子出版環境に

向けたコンセプトの検討を行い、「電子出版スマートクラウド」についての検討を行った。電子出版ス

マートクラウドは、出版社のビジネス参入障壁を下げ、配信流通事業者等の流通を促進し、多くのコンテ

ンツを読者（国民）に提供できることが実現できるしくみを目的としている。  

この構築により、出版社（者）においては、インフラコストの軽減と共に、電子出版コンテンツの新し

い企画・再編集ビジネスモデルの創出が可能となり関連事業者との連携も円滑となる。また、関連事業者

においては、新たなソリューションビジネスへの拡張が可能になり、読者（国民）においては、新しい

サービスの提供を享受でき、利便性が向上することが期待される。 
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また、２０１１年３月に発生した東北地方太平洋沖地震の今後の震災対策においても、電子出版スマー

トクラウドの構築は、その解決策の一つとして、大きな意義をもつものと考えており、早急な策定と構築

が必要である。この点においても、出版社や関連事業者の民間連携だけではなく、継続的な国の支援によ

る迅速かつ新たなイノベーションが必要であると考えている。 

 

本プロジェクトにより検討を進めてきた「電子出版コンテンツ流通管理コード」「電子出版インデック

ス情報データベース」「電子出版スマートクラウド」は、上記のとおり、新しいビジネスやサービスの創

出が期待でき、電子出版市場の全体的なマーケット拡大の一助となることを願っている。 

 今後、本プロジェクトで策定した各案については、電子出版に関係する業界全体への普及啓蒙を図ると

共に、その管理運用機関の検討、国内外の標準化などの協議を引き続き重ねていきたいと考えている。 

 

本調査報告書は、多くの出版社及び関連事業者等の協力の下でまとめたものである。ここに改めて、再

委託事業者である伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社インプレスＲ＆Ｄをはじめ、本プロ

ジェクトに参加いただいた出版社、団体、関連事業者各位のご支援・ご協力に、御礼を申し上げたい。 

 

２０１１年３月吉日 

 

社団法人日本雑誌協会 
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1.1 調査の背景 

第1章  

はじめに 

1.1 調査の背景 

1.1.1 出版市場の縮小 

我が国の出版市場において、書籍・雑誌の売上は、雑誌は 13 年連続してマイナス成長であり、書籍は

4 年連続してマイナス成長である。2010 年の書籍・雑誌の推定販売金額は、21 年ぶりに 2 兆円を割りこ

んだ昨年を 3.1％で 608 億円下回り、1 兆 8,748 億円となった。1996 年に過去最高の 2 兆 6,563 億円まで

伸びた売上は連続して減少している。近年の出版社数減少や書店数の減少に見られるような出版流通の変

化、国民の活字離れ、電子メディアの成長による情報手段の多様化等が要因として考えられる。 
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出典：全国出版協会・出版科学研究所「出版指標年報」（2010年） 

資料1.1.1 出版推定販売金額の推移 

1.1.2 電子書籍市場の拡大 

一方、電子出版市場における取り組みは極めて活性化している。我が国の 2009 年度の電子書籍市場規

模は前年比 23.7％増の 574 億円（2008 年度 464 億円）となっている。成長率はやや落ち着いてきている

ものの依然として成長を続けている。 
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また、今後は新たなプラットフォーム向けの電子出版市場の拡大により、2014年度には 2009年度比約

2.3 倍の 1,300 億円程度の市場規模と予測されている。電子出版が持つ技術的な可能性を活かすことで、

より多くのコンテンツ（出版社による新たなコンテンツの創造等）を、より多くのサービス（配信流通・

端末会社等による新しいビジネスモデルの創造等）で、より多くのサービス利用者（読者）を獲得してい

くというように、電子出版市場の拡大が期待されている。 
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出典：インプレスR&D「電子書籍ビジネス調査報告書 2010」 

資料1.1.2 電子書籍市場規模の推移と対前年比 
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1.2 コード（ID）の定義 
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出典：インプレスR&D「電子書籍ビジネス調査報告書 2010」 

資料1.1.3 電子書籍市場規模の推計 

1.1.3 マイクロコンテンツの可能性 

その中で、電子出版が持つ技術的な可能性の一つとして、紙の出版物では実現が難しかった記事・目次

等の単位に細分化されたコンテンツ（以下、「マイクロコンテンツ」という）を流通させ、利用者がニー

ズに応じて読みたいマイクロコンテンツを閲覧・参照する環境を構築することが可能と考えられる。 

現在、先行事例である学術分野においては、国際学術雑誌の大半は電子化され、記事単位に細分化され

たコンテンツの電子配信が行われており、検索容易性・本文到達性の向上といった顕著なメリットが獲得

でき、既に一般化している。 

しかしながら、一般の電子出版の分野においては、国民が読みたい記事を選択して読める等の「オープ

ン型電子出版環境」整備の研究が不十分であり、そのための基盤の一つとしてマイクロコンテンツ単位で

コード（ID）を付与して、その促進を図る仕組み等について検討する必要がある。 

1.2 コード（ID）の定義 

 出版物に関するコード（ID）とは、出版物やコンテンツ等を特定するための番号のことである。出版

物のコードは書誌情報の１項目であり、書籍で最も有名なコードとしては ISBN（International Standard 
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Book Number）等が挙げられる。著作権者等の情報はメタデータとして別途管理するものであり、本調

査においては、主に商用の出版コンテンツを特定化するコードについて検討する。 

1.3 調査の目的 

1.3.1 オープン型電子出版環境の整備の必要性 

以上のような背景を鑑み、オープン型電子出版環境を実現するためには、以下 3 項目の整備が必要と

考えられる。 

 

①多くの読者（国民）に、電子出版を選択して読める環境を構築するために、電子出版の流通管理を円滑

化するための、記事・目次（マイクロコンテンツ）単位のコード体系の整備。 

②そのコード体系に基づいて、読者（国民）に、電子出版の検索を容易にし、出版社がデジタルの新しい

再編集ビジネスを実現するための目次情報等の「電子出版インデックス情報データベース」仕様の検討。 

③その目次情報を利活用し、多くの出版社ビジネス参入障壁を下げ、配信流通会社等との流通を促進し、

読者（国民）に、多くの電子出版コンテンツにて提供する仕組みの検討。 

1.3.2 オープン型電子出版環境の実現のための課題 

これらの整備のためには次のような課題があると考えられる。 

①については、現状の紙の出版物の流通管理においては、「パッケージ」単位によるコードとなってお

り、最小単位である「記事・目次」単位となっていない。また、その他にも、次のような課題が想定され

る。 

・定期刊行物（雑誌等）においては「号数」の認識ができない。 

・現在、電子出版コンテンツは、流通業者毎のばらばらなユニークコードで管理している。 

・コンテンツ単位、章・節・項等の目次検索単位での検索、閲覧ができていない。 

・著作権管理、権利侵害対策のライツ情報とリンクするコードがない。 

・マイクロコンテンツ単位でのコード体系には、国際標準がない。 

 

②については、現状ではマイクロコンテンツを検索・再編集する仕組みがまだ不十分である。特に、検

索においては、コンテンツの全文検索だけであり、読者（国民）は、出版物の内容を把握できないケース

が多く、別の検索方法が求められている。 

 

③については、現状は、まだ限られた出版社や配信流通会社しか電子出版ビジネスに参加できていない。

この理由としては、次のような課題があげられる。 
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1.3 調査の目的 

・出版社自身で配信プラットフォームを持ち直接読者に販売することが可能な出版社は柔軟な電子配

信ビジネスが可能であるが、システムを持てない出版社は、各配信流通会社のファイル仕様等の提

供条件や販売条件に左右され、個々別毎の対応を余儀なくされているため、制作工数の煩雑さやコ

スト高が発生しており対応が難しく、電子出版の発行数に限界が生じているため、多くの出版社が

参加できる共通のサーバ管理等のしくみが必要となっている。 

・電子出版の制作には、著作権の処理・管理に、各出版社が膨大な交渉や契約作業が必要となり容易

に参入できず、そのシステム的な管理のしくみが必要となっている。 

1.3.3 本調査の目的 

前述の３つの課題を解決するために、以下の 3項目を本調査の目的とした。 

①国内外の電子出版管理コード等の現状を把握し、記事・目次単位の「マイクロコンテンツのコード体

系」を検討し、策定すること。 

②マイクロコンテンツの検索を容易にする目次情報等の「電子出版インデックス情報データベース

（仮）」の仕様を検討し、策定すること。 

③出版社のビジネス参入障壁を下げ、配信流通会社等の流通を促進し、読者（国民）に多くのコンテンツ

を電子出版にて提供する仕組みとして、「電子出版スマートクラウド（仮）」を検討すること。 

 

これらの実現によって、マイクロコンテンツ単位の配信が可能になり、さらに、マイクロコンテンツを

組み合わせて再編集し、新しい電子出版物を生み出す等の、新しい価値あるビジネスサービスを創造する

ことにより、電子出版市場全体の拡大を期待することができると考えている。 
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さやコスト高が発生しており対応が難しく、電子出版の発行数に限界が生じて
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資料1.3.1 オープン型電子出版環境の重要な3つのキー項目 
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1.3.4 調査成果のメリット 

本プロジェクトの成果が実現によって、各プレイヤー毎に以下の様なメリットが生まれると想定した。 

■出版社（者） 

・自社で配信プラットフォームを持つことが難しい出版社の参入障壁を下げ、電子出版ビジネスに参入可

能となる。 

・新しい価値あるコンテンツを提供する企画やデジタルコンテンツを組み合わせた再編集等、電子出版市

場において新しいビジネスの拡大が可能となる。 

・パッケージ単位だけではなく、マイクロコンテンツ単位での提供が可能となることにより、国内市場だ

けではなく、多様なニーズを求める海外市場に対しても、電子出版の提供が拡がり、海外向けの電子出

版サービスへの展開が可能となる。 

■流通業者（配信プラットフォーマー/電子書店/リアル書店等） 

・規模を選ばず様々な配信方法によるデジタルビジネスが可能となる。また、標準化されたオープンな

API を使い、リアル書店を含むどの企業でも独自の付加価値を付けてビジネスに参入する可能性が広が

る。 

・多くの流通業者が電子出版ビジネスへの参入障壁が下がり、出版社との連携環境が整備されることで、

互いの競争が促進され、読者（国民）に対して品質の高いサービスの展開が可能になる。 

・パッケージ単位だけではなく、マイクロコンテンツ単位での提供が可能となることにより、その記事に 

沿った広告をリンクして提供可能となり、多様な電子出版の広告ビジネスが可能となる。 

 

出版社、流通業者の環境が整備されることにより、国民生活の利便性も向上する。 

■読者（国民） 

・複数雑誌の読みたい記事を選択して閲覧することが可能になり、より個人の属性に沿ったパーソナライ

ズされた個人別電子雑誌や書籍等の電子書庫を創ることが可能になる。 

・関連コンテンツのレコメンドにより、今まで興味を持っていなかったコンテンツへ興味が沸く等の相乗

効果と、新しい文化や出版との発見の場が増える。 

・出版社を横断したマイクロコンテンツを組合せた電子出版の購読等、新たな価値をもったサービスを享

受できる。 

 

さらに、マイクロコンテンツ単位での配信がオープンな環境で自由闊達に行われるようになることで、

以下の様なメリットを生じることができる。 

 

・出版社が個別の著作権処理及び管理に対応可能となり、多くの電子出版コンテンツを流通させることが

可能となる。 

・多くの配信流通会社が煩雑な著作権処理の必要なくコンテンツの流通販売が可能となる。 

・さらに、日本の出版コンテンツの世界発信を推進し、国際競争力を強化することが可能となる。 
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1.4 調査テーマの概要 

以上のとおり、新しいビジネス及びサービスの創造が期待でき、電子出版市場の全体的な拡大につなが

ると考えられる。 

1.4 調査テーマの概要 

本調査では、大きく 5つの項目の調査・検討・実験を実施することにより、とりまとめを行った。 

①国内外の電子出版コンテンツの流通管理コード等の現状調査 

②電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討 

③目次情報等のインデックス情報データベースの検討 

④実証実験 

⑤電子出版スマートクラウドの検討 

1.4.1 国内外の電子出版コンテンツの流通管理コード等の現状調査 

国内外の電子出版コンテンツの流通管理コード等の現状調査を実施した。国内では、出版流通コード等

を管理する団体や電子出版物を取り扱うプラットフォーマーやストアに対してヒアリング調査を実施した。

海外では、学術分野で先行する DOI の事例調査や、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、韓国にお

ける出版流通コードの現状を調査した。 

それにより、マイクロコンテンツ単位の電子出版及びそれを管理するための流通管理コードに関する課

題を把握すると共に、電子出版に関する流通管理コードの検討のための参考資料を収集した。 

1.4.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討 

マイクロコンテンツ単位の電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に対する関連事業者の意向を踏ま

え、マイクロコンテンツの電子出版について、その流通を容易に管理できるようにするため、2 項目の成

果物を策定した。 

①電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書案 

②電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）運用ガイドライン案 

1.4.3 目次情報等のインデックス情報データベース仕様書案の検討 

全文検索にかわり、読者（国民）が出版物の内容を把握できるようにするための新たな検索方法のため

に、目次情報等のインデックス情報データベース仕様書案を検討した。 
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1.4.4 実証実験 

検討した電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書案、目次情報等のインデックス情報データ

ベース仕様書に基づき、実証実験を行い、電子出版流通管理コードの表示性、及び 目次情報等のイン

デックス情報データベースに伴う意味情報検索の有効性を検証した。また、それに対する評価を読者（国

民）へのグループインタビューや出版社に対するアンケートより行った。 

1.4.5 電子出版スマートクラウドの検討 

出版社や配信流通事業者（配信プラットフォーマーや電子書店、リアル書店）が用意に電子出版に参入

できるオープンな環境や、電子出版市場全体の持続的な拡大に向けた環境を整備するため、電子出版ス

マートクラウド・コンセプトガイドライン案を検討した。また、ガイドラインに基づき出版社における新

企画及び再編集ビジネスの有用性とビジネス展開の可能性や、目次情報等のインデックス情報データベー

スの多様なビジネスへの展開を検討した。 

1.4.6 今後の展開 

電子出版流通管理コード（仮）や目次情報等のインデックス情報データベース、電子出版スマートクラ

ウドの実現のため、今後、ステークホルダーがどのような取り組みを進めていくべきか考察した。また、

今後検討が必要である著作権に関する考察を行った。 
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1.4 調査テーマの概要 

 

資料1.4.1 本調査の全体図 
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 第 1 章 はじめに 
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1.5 本報告書の構成 

本報告書は、以上のテーマに関する検討成果をまとめたものである。報告書の構成と各章の内容は以下

のとおりである。 

 

■第1章（本章） はじめに 

調査の背景目的、調査テーマの概要等を記載。 

■第2章 国内外の流通管理コード等の現状調査 

国内外の電子出版コンテンツの流通管理コード等の現状について、ヒアリング結果を記載。 

■第3章 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮） 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討状況、同仕様書案、及び電子出版コンテンツ流通管理

コード（仮）運用ガイドラインを記載。 

■第 4 章 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を利用した目次情報等のインデックス情報データ

ベース 

策定した電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を利用した目次情報等のインデックス情報データ

ベースのコンセプトガイドラインを記載。 

■第5章 実証実験及び実証分析 

策定した電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書案、目次情報等のインデックス情報データ

ベース仕様書に基づき実施した実証実験について、概要、結果、評価を記載。 

■第6章 電子出版スマートクラウド 

策定した電子出版スマートクラウド・コンセプトガイドライン案を記載。 

■第7章 今後の展開について 

本調査の検討成果の実現のために、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の規格化の可能性や取り

組むべき課題、著作権等管理方式を記載。 

■資料 

委員会開催概要やアンケート票等、本報告書の参考となる資料を掲載。 

 

 

 



2.1 調査の目的 

 

第2章  

国内外の出版物の流通管理に関するコード等

の現状調査 

2.1 調査の目的 

学術分野においては、検索容易性や本文到達性をより向上させるために、記事（論文）単位での ID 付

与の仕組みが存在している。雑誌や書籍においても、読者（国民）が自分の希望する単位で電子出版を選

択し、読める環境を構築するために、記事・目次単位の「電子出版コンテンツ流通管理コード体系」の検

討・策定が必要である。 

国内外の先行事例や既存の出版流通管理コード関係の現状を詳細に調査することにより、コードの策定

に資することを目的とした。 

 

 

 ・出版関連団体等で利用している管理コード 

 ・配信流通事業者等の管理コード 

国内調査 

 ・既存の出版流通の管理コード 
 

 

 

 
海外調査 

 ・先行事例調査 

 ・欧米亜各国の流通管理コード 

 

 

 

資料2.1.1 調査概要 

2.2 国内の出版流通管理に関するコード等の現状調査 

2.2.1 調査対象 

 調査はヒアリングにて実施した。以下に、ヒアリング先の団体、事業者を示す。 
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 第 2 章 国内外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

 

 
分類 対象となるコード及び団体等 概要 

既存の出版流通

物に対するコー

ド 

JDCNコード 

（デジタルコミック協議会） 

・デジタルコミック協議会が推奨するデジタルコ

ミックの管理コード  

・既に実運用済み  

・ファイルごとを基本に出版社が個別に発番  

・最大20桁、冒頭にISBN出版者コード（2～7桁） 

ISBNコード 

（出版インフラセンター） 

・世界共通で図書（書籍）を特定するための番号で

ある。国際標準図書番号。  

・2007年1月からは13桁に変更された。  

・各種の書籍（単行本、漫画等）の他、CD-ROM・カ

セットテープ・マイクロフィルム等、出版社から

刊行されて出版取次・書店で流通する出版物にお

おむね適用される  

・2007 年からは電子出版物にも ISBN を付与するこ

とが可能になっている。  

定期刊行物コード 

（共通雑誌コード管理センター） 

  

・日本で出版社が発行している雑誌を管理するため

に、使われている識別コード  

・一般的には最初の 5 桁の数字を誌名コードとし、

「-（ハイフン）」で区切った後、数字で発行年

月日または通巻番号を付ける事が多い。 

ISSNコード 

（国立国会図書館） 

・逐次刊行物を識別するための番号。ISSN ネット

ワーク（旧称：国際逐次刊行物データシステム

（ISDS））が管理する。 

・日本では、諸外国と違い逐次刊行物の流通に ISSN

が用いられることがないため（「雑誌コード」が

一般的）、ISSN の付与は出版者の申請があって初

めて行われる。 

・ISSNコードは8桁の数字で表され、通常4桁-4桁

に分けて表記される。上位 4 桁が国ごとに割り当

てられ、その次の3桁が追い番で付与される。 

出版関連団体 出版社著作権管理機構 ・複写利用者の便宜をはかると同時に、著作権者な

らびに出版者（社）の権利保護を目的に設立され

た団体 

出版貸与権センター ・貸本、いわゆるレンタルブックの管理をしている

センター 

配信流通事業者

等 

プラットフォーマーA 社、プラッ

トフォーマーB 社、プラット

フォーマーC 社 

・電子取次サービスや電子書籍流通のプラット

フォームを構築 

電子書籍ストアＤ社、電子書籍ス

トアＥ社、電子書籍ストアＦ社、

電子書籍ストアＧ社、電子書籍ス

トアＨ社 

・電子書籍の販売サイト等を運営 

資料2.2.1 ヒアリング対象 
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2.2 国内の出版流通管理に関するコード等の現状調査 

 

 また、以下の項目を中心に調査を行った。 

・管理機関、ヒアリング先の概要 

・使用している管理コードについて 

 概要、そのコードの意味、付与の方法、コードの使用者、コードの特徴、費用、コードの対象物は文

献あるいは流通か、年間登録件数等 

・管理運用方法 

 組織の規模、担当者数、問い合わせ対応（電話、フォーム等）、問い合わせ件数、登録方法、どのよ

うにしてコードのルールを守らせているか、メンテナンスの有無等 

2.2.2 既存の出版物の流通管理に関するコード等の状況 

（1） JDCN（ Japan Digital Comic Number）コード 

1） 機関の概要 

JDCNの機関は、デジタルコミック協議会である。 

マンガ発行出版社等の 39 社で構成される「デジタルコミック協議会」は日本の文化的財産であるコ

ミック、マンガ文化のデジタル化を促進し、国内はもとより全世界に向かって、著作者とともにデジタル

コミックの普及を推進している。 

 
名称等 デジタルコミック協議会 

http://www.digital-comic.jp/index.php 

参加出版社 株式会社茜新社、株式会社秋田書店、株式会社朝日新聞出版、株式会社アス

キー・メディアワークス、株式会社イースト・プレス、株式会社一迅社、株式

会社一水社、株式会社エンターブレイン、株式会社オークラ出版、株式会社宙

出版、株式会社学研ホールディングス、株式会社笠倉出版社、株式会社角川書

店、株式会社幻冬舎コミックス、株式会社講談社、株式会社実業之日本社、株

式会社集英社、株式会社ジュネット、株式会社小学館、株式会社小学館集英社

プロダクション、株式会社祥伝社、株式会社少年画報社、株式会社新書館、株

式会社新潮社、株式会社竹書房、辰巳出版株式会社、株式会社徳間書店、株式

会社日本文芸社、株式会社白泉社、株式会社富士見書房、株式会社扶桑社、株

式会社双葉社、株式会社フランス書院、株式会社ぶんか社、株式会社芳文社、

株式会社マガジンハウス、株式会社メディアファクトリー、株式会社リイド

社、リブレ出版株式会社 

賛助会員社 シャープ株式会社、株式会社セルシス、デジタルカタパルト株式会社、株式会

社ボイジャー 

設立趣旨及び活動内容 コミックは日本の娯楽文化の大きな柱であり、同時にアニメーション・ゲーム

をはじめとする広範なエンターテインメント産業を支える源泉になるととも

に、欧米・アジアほか諸外国に向けた輸出産業としてますます重要になってい

る。インターネット技術の発達とネットワークインフラの普及によってユビキ

タスな環境が整いつつあり、ケータイやパソコンを経由したデジタルコミック

が、新たな娯楽スタイルを提供し始めている。 
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 第 2 章 国内外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

 

 一方では、急速なデジタルコミック市場の拡大に伴い、著作者の権利を保護

しつつ、読者のニーズに応えられる体制作りや、倫理面、法制面における整備

も必要となってきた。 

 そこで、デジタルコミック産業の健全な発展と、新時代における出版文化の

創造に寄与するため「デジタルコミック協議会」を設立する。 

 本協議会は、日本の文化的財産であるコミック、マンガ文化のデジタル化を

促進し、国内はもとより全世界に向かって、著作者とともにデジタルコミック

の普及を推進することを目的とする。 

資料2.2.2 デジタルコミック協議会概要 

 2） JDCN（Japan Digital Comic Number）コードについて 

■概要 

 JDCN (Japan Digital Comic Number)コードは、デジタルコミック協議会が推奨するデジタルコミック

の管理コードである。ファイルごとを基本に、出版社が個別に発番する。2010 年より大手出版社を中心

に運用が開始されている。 

 

■コードの意味 

JDCNコードは、全 20桁で発番する。 

先頭の 2桁から 7桁は ISBNコードの出版社記号であり、数字のみで必須項目である。 

後続の 13～18桁は、出版社の自由記号で、数字＋英大文字・小文字A～zを利用可能である。 

デジタルコミックの底本に ISBN コードの記号が振られている場合、ISBN コード内の 8 桁（出版社記

号＋書名記号。チェックデジットを除く）を JDCN コード内に盛り込むことを推奨している。ただし

ISBN コードを持たないデジタル先行タイトルや、各社システムで対応できない例もあるため、必須条件

とはなっていない。 

 

■付与の方法 

 出版社が個別に発番する。 

 

■コード取得のための登録費用 

 費用はかからない。 

 

■コードの対象物 

 JDCNコードを付与できる出版物は、次のとおりである。 

・携帯電話等各種デバイス向けのデジタルコミック 

 22 



2.2 国内の出版流通管理に関するコード等の現状調査 

 

（2） ISBNコード 

 1） 管理機関の概要 

日本図書コード管理センターは、ISBN 国際機関（本部ロンドン）との契約に基づき、図書流通の情報

化を図ることを狙いとして創設された世界共通のコード体系 ISBNについて、日本国内における普及促進

と運用管理の委任を独占的に受けている機関である。 

実際の運用については、発行者ごとに出版者記号を発行・登録して、固有の書籍への ISBNコード付与

と表記は出版者の責任において行うという役割分担の方式をとっている。 

日本図書コード管理センターは、1980 年に社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会、社団

法人日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会、国立国会図書館、社団法人日本図書館協会の 6 団体

からの選出委員に学識経験者を加えて発足した「日本図書コード管理委員会」を前身とする。同委員会は、

それまで出版界が使用してきた書籍コードから ISBN コードへの移行を決定し、1981 年 1 月より ISBN

コードを実施した。現在、ISBN コードならびに日本図書コードの管理運営は上記 6 団体と学識経験者で

構成するマネジメント委員会が行う。 

また 2002年には、現在の一般社団法人日本出版インフラセンターに統合されて法人組織となり、今日

に至る。 

 

名称等  
和文：一般社団法人日本出版インフラセンター 
英文：Japan Publishing Organization for Information Infrastructure Development 
略称：JPO  

所在地等  

所在地： 
    〒162-0828 東京都新宿区袋町 6 日本出版クラブ会館内 
電 話： 
    ０３－５２６１－０５３９  
FAX： 
    ０３－３２６７－２３０４  

設立団体 
日本書店商業組合連合会、社団法人日本出版取次協会、社団法人日本書籍出版協会、社団法

人日本雑誌協会、社団法人日本図書館協会  

役員  
（2011 年 3 月

現在）  

代表理事 相賀 昌宏（社団法人日本雑誌協会･小学館）  
常務理事 大江 治一郎（JPO） 
理事    佐藤 隆信（社団法人日本書籍出版協会･新潮社）  

安西 浩和（社団法人日本出版取次協会･日本出版販売）  
藤原 直（日本書店商業組合連合会･金港堂）  
松岡 要（社団法人日本図書館協会）  

監察務事 中村 勉（社団法人日本出版取次協会･トーハン） 
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業務内容  

1. 出版情報の収集と配信および出版情報等の標準フォーマットの作成と普及促進 
2. 出版情報提供者の情報システム基盤整備および電子データ交換システムの基盤 
  整備を支援 
3. 出版および出版関連産業において使用される各種コード体系についての研究、およ 
  びコードの管理 
4. 出版物の流通迅速化とトレーサビリティ向上の研究 
5. 知的財産活用のビジネスモデル研究および著作権等管理事業に関する事業 
6. その他、本センターの目的を達成するために必要な事業  

資料2.2.3 一般社団法人日本出版インフラセンター概要 

 2） ISBNコードについて 

■概要 

ISBN コードは、世界共通のユニークな書籍専用の識別子として、書籍本体の裏表紙や奥付ページに

「ISBN978-4-･･････」の文字列として印刷・表記されている。また、その多くが流通のためにバーコード

シンボル（書籍 JANコード）表記を伴う。 

ISBN（International Standard Book Number、国際標準図書番号）コードは、書籍を発行者、書名、発

行形態、版ごとに識別するユニークなコードとして、世界中ほとんどの国で発行される書籍に表記され、

書誌情報とリンクすることで、書籍の流通や図書目録の編さんに活用されている。日本の出版界では、

ISBN コードに加え、日本国内独自の基準である図書分類記号と価格コードを付加し、日本図書コードと

して標準化している。 

 

■コードの意味 

ISBNコードは、ISBNに続け、13桁からなるコード番号によって表される。 

「接頭記号 978」とは、国際標準コードの要素として GS1 と ISBN 国際機関との間で契約に基づき、

ISBNコードに付与されている「BOOKS（図書）」を定義する接頭記号である。 

「国記号」は ISBN システムに加盟する国もしくは地域を識別する要素である。国記号「4」は日本を

表し、日本国内で発行される書籍に付与される記号である。 

「出版者記号」とは、ISBN 加盟国もしくは地域内において特定の出版者を識別する要素である。例え

ば、「978-4-949999」とは、日本の出版者「日本図書コード管理センター」を特定する。 

「書名記号」とは、登録出版者が発行する固有の書籍出版物を識別する要素である。 

「チェック数字」とは、コード数列の誤りを検出し、ねつ造を防止するために一定の演算法に従い付加

している重要な数値である。 
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出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」 

資料2.2.4 ISBNコードと日本図書コード 
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出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」 

資料2.2.5 ISBNコードの国記号一覧（1/2）
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出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍 JANコード利用の手引き 2010年版」 

資料2.2.6 ISBNコードの国記号一覧（2/2） 
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出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」 

資料2.2.7 ISBNコードと日本図書コード（再掲） 

 

なお、下段の C から始まり E で終わる部分は、「分類記号」および「価格コード（税抜価格）」を表

す日本図書コード独自の規格である。 

日本国内では、上段部分の ISBNコードと下段部分（分類記号および価格コード）を合わせて『日本図

書コード』と定義される。 
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出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」 

資料2.2.8 日本図書コードの分類記号一覧 
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■付与の方法 

ISBN コードの「国番号」および「出版者記号」までは、日本図書コード管理センターが出版者に発行

し、あらかじめ固定化しているため、出版者自ら記号や数列を自由に変更することはできない。 

なお、「書名記号」および「チェック数字」は ISBNコードのルールに基づき、出版者の責任において、

出版者自らが作成し固有の書籍ごとに付与することとなっている。 

日本図書コード管理センターでは、以下（ISBN 出版者記号の通知）の文書を申請登録者宛てに発行し

ている。 

 

 

 
 

出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」 

資料2.2.9 ISBN出版者記号の通知 

■コードの使用者 

「4」の国記号を含む ISBN コードを使用できる出版者は、日本国内で書籍を発行する者（個人・法人

問わず）である。 

日本図書コード管理センターが登録を受け付ける出版者の範囲と基準は以下のとおりである。 

・自ら書籍を発行・頒布する者であり、個人・法人は問わない。 

・日本国内で発行する書籍に ISBNコードを付与する発行者に限られる。 

・発行者は、日本国内に出版業務を行うための事業所、事務所、発行場所を設置しなければならない。 

・出版者名称、出版者が書籍発行業務を行う事務所・事業所の住所、住所地の固定電話番号と ISBN管

理担当者等を届け出る必要がある。これらは、書籍本体の表紙・カバー・奥付・扉等に表記する発

行者名・出版者情報と一致する必要がある。 

また、同一出版者が同時に使用するために複数の出版者記号を登録することはできない。現在使用中の

出版者記号で付与可能な書名記号の枠が満数となった場合は新たな出版者記号（複次記号）の登録を申請

することになる。 

 

■コードの特徴 

ISBNコードは固有の書籍を識別する 13桁の数字からなる世界共通のコードである。 

固有の書名、版、発行形態を持つ書籍に一度でも付与した ISBNコードは、書名、版、発行形態等それ

ぞれを異にする他の書籍に重複して付与することはない。一度でも使用した ISBNコードは、その書籍が

絶版になったとしても、異なる書籍に付与することはできない。 
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従って、輸入書籍を原書の発行形態のまま、日本国内で販売する場合は、輸入書籍本体に既に付与され

ている ISBNコードを書き換えることはできない。つまり原書に表記された ISBNコードのまま扱わなく

てはならない。 

 

■コード取得のための登録費用 

現在、ISBN コードの新規登録の申請受付している出版者記号は、6 桁および 7 桁に限られており、こ

れらの登録費用は以下の表のとおりである。 

 
 書名記号を付与できる 

可能枠 

登録手数料 

（税込み） 

内訳： 

新規登録料/国際本部分担金 

6桁の出版者記号 100書名分 28,350円 26,250円/2,100円 

7桁の出版者記号 10書名分 16,800円 15,750円/1,050円 

資料2.2.10 ISBN出版者記号の登録申請費用 

表中の国際本部分担金とは、ロンドンにある ISBN国際機関の運営会費の分担金に当たる。初回は 5年

分（表中にある国際本部分担金額）を前払いし、以降 5年ごとに更新が必要である。 

 

■コードの対象物 

ISBNコードを付与できる出版物とは、次のとおりである。 

・印刷製本された書籍及び小冊子（雑誌、新聞、定期刊行物、ISSN コードの対象となる逐次刊行物は

除く） 

・雑誌扱いで配本されるコミックス及びムック 

・点字出版物 

・マイクロフィルム出版物 

・電子書籍・e-Book及び書籍をそのままデジタル化した出版物 

・カセットテープ/CD/DVDオーディオ等、朗読音声等を収録するオーディオブック 

・地図（1枚ものの印刷物も該当する） 

・主な構成物がテキスト・イラスト等の書籍印刷物である複合メディア出版物（書籍を本体として、そ

の内容を補完するために他のメディアが付録として複合的に組み込まれる出版物を指す） 

 

■年間登録件数 

ISBN 出版者記号の新規登録件数は、2009 年度：804 者、2008 年度：790 者、2007 年度：867 者、

2006年度：892者、2005年度：878者である。(各年度は、４月 1日から翌年 3月 31日まで) 

また、ISBN 出版者記号の累積登録者中、2010 年 3 月現在出版活動を継続していると考えられる出版

者は 14,966者となっており、複次記号も含む発行延べ件数は 21,433件である。 

個人の出版物の流通を扱うネット書店や電子書籍を取り扱う電子書店等が ISBNコードの付与を求める

ことから、出版者記号の新規申請者の数に減少傾向は見られない。 
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 3） 管理運用方法について 

■組織の規模 

日本国内の ISBNコードおよび図書コードの管理・運営基準は、社団法人日本書籍出版協会、社団法人

日本雑誌協会、社団法人日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会、国立国会図書館、社団法人日本図

書館協会の 6 団体からの選出者と学識経験者で構成されるマネジメント委員会が協議する。その決定に

基づいて事務局が出版者記号の申請受付と発行管理と書籍 JAN コードの申請受付と管理事務、申請者及

び登録者からの相談対応、各種啓蒙実務を行っている。 

 

■担当者数 

日本図書コード管理センターの運営実務は事務局 2名が担当している。 

 

■問い合わせ対応 

窓口事務局への問い合わせは、主に日本図書コード管理センターのホームページ（http://www.isbn-

center.jp/）内の問い合わせページ（サイトメール）、または電話で対応している。 

問い合わせ内容は、登録申請に関する質問を始め、登録後の運用方法や手順、ISBN コードを付与でき

る対象出版物の照会、その他一般からの質問等が多岐にわたり、１日に数十件に及ぶこともある(件数統

計はなし)。 

 

■新規登録の方法 

新規登録申請は、日本図書コード管理センターのホームページで申請に際しての注意事項を確認し、①

申請に対応する申込書をダウンロードの上、申込書類を作成し、②申込書に記載された申請にかかる登録

手数総額を前払いして、その受領証コピーを申込書に貼付の上、センターに送付する方法を採っている。 
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出典：日本図書コード管理センターのホームページ 

http://www.isbn-center.jp/shutoku/isbn-shinki.html 

資料2.2.11 ISBN出版者記号申込書（新規登録申請書）
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■エラーコードへの対応 

ISBN コードの正しい運用・表記については ISBN コード導入当初より指導が行われてきたが、ISBN

コードの利用の普及とともに、エラーコードによる流通上の支障も目立つようになってきた。 

 

 

・ISBNコード不正使用 

・ISBNコード自己管理不徹底 

・絶版書籍のISBNコードの使い回し（ISBN重複） 

・誤植 

・チェック数字の計算間違い 

・カバー（表紙）と奥付のコード表記違い 

資料2.2.12 エラーコードの実情 

2004年 9月のマネジメント委員会では、ISBNエラーコードの対応として、 

１．国会図書館やTRC（図書館流通センター）からFAXによりエラーコードの通知を受ける 

２．当該出版者へ電話連絡、エラーコード内容を知らせ、コード訂正依頼・指導 

３．正しい ISBNコードを連絡（国会図書館・TRC（図書館流通センター）へ） 

４．1か月分のエラーコード表作成（毎月末）、取次会社・図書館に送付 

の一連作業を行うことを決め、現在も継続実施中である。 

2007年の国際基準の規格改定（2006年までの 10桁から 13桁の表記に規格が改定。接頭記号にBOOK 

LAND を表す 978 コードを冠することになる）を機に、コード表記誤りの増加が懸念されたため、月次

集計（出版者数・発生件数）を作成し始め、同規格改定の普及を計るバロメータとしている。 

懸念のとおり、2007 年～2008 年はエラーコードの出版者数が増加したが、2009 年以降はマニュアル

の配布等の啓蒙活動により 13桁化への理解が浸透したため減少傾向にある。 

10 桁から 13 桁の移行時期（2007 年）以降に発生した主なエラーコードの内容は、次のとおりである。 

 

【誤植による】 

・接頭記号 978の単純脱落（奥付） 

・書名記号間違い 

・出版者記号間違い 

・国記号間違い 

・ハイフンの脱落 

【運用上の間違い】 

・チェック数字不正 

・コード重複（改訂版に同一コードの使い回し） 
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出典：日本図書コード管理センター マネジメント委員会作成資料（月次集計表）より作成 

資料2.2.13 エラーコードが発生した出版者数・件数 

2009年あたりから見られる減少傾向は、13桁化への認知が浸透したためと考えられる。 

 

■課題 

ISBN コードが日本国内で実施されてから 30 年が経過したが、近年書籍出版企画と書籍出版流通・

チャネル等が多様化する中で、ISBN を付与できる出版物（書籍）と対象外の物の区別、電子書籍・e-

Book に対する ISBN コードの付与基準等、導入当初は予測し得なかった市場環境変化を反映した事例へ

の対応が急務となった。 

これらの課題に対処するために、2009 年 9 月マネジメント委員会の傘下に「ISBN 日本図書コード／

ガイドライン等検討ワーキンググループ」が設置され、ISBN 国際基準に基づくガイドライン明確化の検

討が開始された。翌 2010 年 4 月には最終案をマネジメント委員会に答申、ガイドラインを整理して同年

7 月発行の『ISBN コード／日本図書コード／書籍 JAN コード 利用の手引き 2010 年版』に掲載した。 

しかしながら、ISBN コードの誤った付与はしばしば発見され、日本図書コード管理センターはその都

度当該出版者への啓蒙・指導を行うとともに、関係団体や流通関係者等に対する説明や注意喚起も欠かせ

ない。 

2010 年 7 月からは、同ワーキンググループに新たなメンバーが加わり、あらためて「電子書籍への

ISBN の適用」をテーマとする検討に入った。2010 年 2 月に ISBN 国際機関が発表した「電子書籍への

ISBN 付与に関する、背景、勧告、今後の行動概要」を指針に、同年９月ポルトガル・リスボンで開催さ

れた ISBN 国際年次総会における「ISBN と電子出版」討議と本部通達を最新課題として議論を行った。

さらに、マネジメント委員会は年次総会後に ISBN国際機関から発表された「電子ブックと“アプリ”に

対する ISBN付与のためのガイドライン」に検討を加え、2011年度に国内向けに公表する予定である。 
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（3） 定期刊行物コード（雑誌） 

 1） 管理機関の概要 

定期刊行物コード（雑誌）の管理機関は、1987 年に社団法人日本雑誌協会・社団法人日本出版取次協

会・日本書店商業組合連合会の業界 3 団体によって設立された、共通雑誌コード管理センターで担って

いる。 

共通雑誌コード管理センターの事務局は、社団法人日本雑誌協会内に設置しており、定期刊行物コード

（雑誌）の登録受付業務は株式会社 トーハンに業務委託している。 

共通雑誌コード管理センターとは、以下の共通雑誌コード制定の歩みにつながりを見せている。 

・1954 年、東京出版販売株式会社（現在の株式会社トーハン）が社内処理用として雑誌コード（4

桁）を制定・運用を始め、 

・1978 年、社団法人日本出版取次協会がトーハンの社内処理用雑誌コードを元に、取次会社共通の雑

誌コード（5桁）を制定し、出版取次業界統一コードして運用し始める。 

・1982 年から 1987 年までの間、コンビニエンスストア（セブンイレブン）からのPOS1全店舗導入の

動きを機に、社団法人日本雑誌協会内ではバーコード研究小委員会を設置し、財団法人流通システ

ム開発センターとの協議を経ながら、雑誌業界全体でコード体系や表示方法、コード管理業務等の

検討が行われる。 

・1987 年 2 月、社団法人日本雑誌協会内に共通雑誌コード管理センターを設立し、同年 4 月に登録受

付業務が開始している。 

 

名称等  共通雑誌コード管理センター 

所在地等  

所在地： 

    〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7  

電 話： 

    03-3291-0775 

FAX： 

    03-3293-6239  

構成  社団法人日本雑誌協会、社団法人日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会 

申請受付 

窓口  

共通雑誌コード管理センター（窓口：株式会社トーハン 雑誌営業部） 

〒162-8710 東京都新宿区東五軒町6-24  

TEL 03-3266-9530（直通） FAX 03-3266-8937  

業務内容  ○定期刊行物（雑誌）の新規登録、登録更新、変更等の手続きの受付 

資料2.2.14 共通雑誌コード管理センター（社団法人日本雑誌協会）概要 

                                                        
 
 
1 Point Of Salesの略。商品販売時にバーコードなどから商品情報を読みとり、商品の販売情報を記録するシステムのこと。 
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 2） 使用管理コードについて 

■概要 

定期刊行物コード（雑誌）とは、雑誌用のJANコード2体系のことである。その雑誌とは、一定期間を

同じタイトルで発行される定期連続刊行物を指し、週刊誌・隔週刊誌・月 2 回刊誌・月刊誌・隔月刊

誌・季刊誌・別冊・臨時増刊号等である。なお、雑誌コードは雑誌の商品特性を考慮しているため、書籍

等の出版物とは異なったコード体系を採っている。 

 

■コードの意味 

定期刊行物コード（雑誌）は、13 桁のJANコードに新たにアドオンコード3を付加した 18 桁からなる

コード番号になっている。 

「フラグ」とは、49は日本を意味し、1は定期刊行物の意味を指す。 

「予備コード」とは、5 桁の雑誌コードが満数になった場合や新聞その他の定期刊行物がコードを使用

する場合を想定した予備枠であり、当面雑誌は 0表記を使用している。 

「現行雑誌コード」とは、既刊誌で 5 桁の雑誌コードを取得している番号、または新創刊のため雑誌

コード申請に伴い付番される 5桁の番号を指す。出版物のユニークコードに当たる。 

「号数」とは、雑誌の号数または月号を指し、週刊誌・月刊誌の場合は発行月を指す。 

「年号」とは、西暦の下一桁を指す。 

「チェックデジット」とは、コード数列の誤りを検出し、ねつ造を防止するために一定の演算法に従い

付加している重要な数値である。 

アドオンコードの「予備コード」とは、非再販商品への対応や消費税その他の対応を想定した予備枠で

あり、当面は 0で固定している。 

「本体価格」とは、本体価格の円単位で表記する数値を指す。 

 
出典：共通雑誌コード管理センター『定期刊行物コード（雑誌）登録とソースマーキングのガイド』 

資料2.2.15 定期刊行物コード（雑誌） 

 
                                                        
 
 
2 JAN(Japanese Article Number)コードとは、日本国内の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっている。

バーコード（JANシンボル）として商品等に表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システム等

に利用されている。JANコードは、国際的にはEANコード(European Article Number)と呼称され、アメリカ、カナダにおけ

るUPC（Universal Product Code）と互換性のある国際的な共通商品コードであり、日本国内固有の呼称である。 
3 アドオンコードとは、国際的に認可されている出版物専用コードである。 
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■付与の方法 

そもそも定期刊行物コード（雑誌）は前述のとおり、雑誌タイトル名の 50 音順に付番しており、さら

に 1 桁目に発行形態別の分類性を持たせたコード番号を付番し、出版取次業界統一コードとなっている。 

定期刊行物コード（雑誌）は、雑誌の単品管理を行うために、どの雑誌の何月（何週）号か、あるいは

第何号であるかと特定号数を識別できなければならない。 

そのため、出版者においてはコード設定の際に以下の仕組みのもと付番している。 

 
 

出典：共通雑誌コード管理センター『定期刊行物コード（雑誌）登録とソースマーキングのガイド』 

資料2.2.16 雑誌の発行形態の見分け方 

■コードの使用者 

定期刊行物コード（雑誌）の使用できる出版者とは、定期・連続刊行物を発行している出版社等、およ

び輸入雑誌を取り扱う輸入業者に限られている。 

 

■コードの特徴 
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定期刊行物コード（雑誌）は、雑誌の単品管理を行うために、どの雑誌の何月（何週）号か、あるいは

第何号であるかと特定号数を識別できなければならない。 

 

■コード取得のための登録費用 

登録は会社単位で行われる。取次会社との取引を前提にしているためで、出版社が新規に取次会社と取

引口座を開設するには信用調査等で数か月の審査期間を要する場合がある。ただし、出版社が自社で輸配

送、決済を行う場合は取次不扱い雑誌として 8 コードで運用される（地方の情報誌等が 8 コード運用さ

れているケースが多い）。 

登録料は事前納付制を採っており、共通雑誌コード管理センターへの運営管理費用のほか、定期刊行物

コードの登録管理を行う財団法人流通システム開発センターへの登録費用がある。 

共通雑誌コード管理センターへの運営管理費用は、1 誌当たり 3,150 円である。雑誌の創刊・刊行変

更・改題・新扱い・復刊扱い等で雑誌コードを新たに付与される場合に限られる。 

財団法人流通システム開発センターへの登録費用は、申請する出版者が発行する全雑誌の前年度実売上

額を登録料算定表（以下）に当てはめ算出される。ただし、創業 1年未満の会社は売上ゼロ（Eランク）

として取り扱う。 

 

ランク 
全雑誌 

年間売上高合計 
初期手数料 

管理費 

（3ヵ年、税込） 

Ａ 500億円以上 

不要 

105,000円 

Ｂ 50億円以上～500億円未満 52,500円 

Ｃ 10億円以上～50億円未満 31,500円 

Ｄ 1億円以上～10億円未満 21,000円 

Ｅ 1億円未満 10,500円 

（注）登録料（管理費）の有効期間は登録月から3年間 

資料2.2.17 定期刊行物コード（雑誌コード）の登録費用 

なお、管理費は 3 年経過ごとに更新手続きが行われ、期限満了 1～3 か月前に共通雑誌コード管理セン

ターより更新手続案内が通知される。 

 

■コードの対象物 

定期刊行物コード（雑誌）の付与対象物は以下のとおりである。 

・月刊誌 

・週刊誌（月 2回刊、隔週刊誌を含む） 

・コミック 

・ムック 

・ＡＶ（Audio Visual）商品 

・特別ジャンル誌 

・ＰＢ（Paper Backs）商品 
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■年間登録件数 

創刊される雑誌は年間 100誌程度であるため、登録件数も 100件程度である。 

 3） 管理運用方法について 

■組織の規模 

定期刊行物コード（雑誌）は、財団法人流通システム開発センターが管理・通知を行い、登録の代行窓

口として社団法人日本雑誌協会内に「共通雑誌コード管理センター」を設置している。 

なお、共通雑誌コード管理センターは登録申請の窓口業務をトーハンに委託している。年間委託料は

160万円である。 

 

 

共通雑誌コード管理センター

（社団法人日本雑誌協会内）

窓口業務委託先：（株）トーハン

社団法人日本雑誌協会

社団法人日本出版取次
協会

日本書店商業組合連合
会

協
力

協
力

財団法人流通システム開発センター

業務提携（3）登録申請書

出版社
（者）

（2）登録申請書

（1）登録申請料
振込

（4）登録通知書

資料2.2.18 定期刊行物コード（雑誌）の登録管理体制 

 

■担当者数 

登録申請窓口の委託先である、（株）トーハン（雑誌営業部が所管）が 1 名の専任者で対応している。 

 

■問い合わせ対応 

共通雑誌コード管理センターへの問い合わせは、地方からの問い合わせが 1～2 件／月程度寄せられる。 

 

■新規登録の方法 

新規登録申請は、上述（定期刊行物コード（雑誌）の登録管理体制）に基づき、出版者が登録料を財団

法人流通システム開発センターに事前納付の後、登録申請書類に払込金受領証コピーを貼付の上、共通雑

誌コード管理センター（窓口：（株）トーハン雑誌営業部）に送付する。 

登録申請書類は、財団法人流通システム開発センターを経て処理され、財団法人流通システム開発セン

ターより登録通知書が送付される。 
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なお、新規登録申請に当たっては、先ずは共通雑誌コード管理センターの窓口である（株）トーハン雑

誌営業部に問い合わせる必要がある。 

 

 

 TEL03-3266-9530（直通） FAX03-3266-8937 

共通雑誌コード管理センター（窓口：（株）トーハン雑誌営業部） 

 〒162-8710 東京都新宿区東五軒町 6-24 

資料2.2.19 新規登録申請の窓口先 

■登録運営上の課題 

限なコードであり、利用されていない幽霊コード対策のため、最大 10 年で消滅し

て

現行雑誌コードは有

しまう。そのため、新たに 5桁のアドオンコードを付加する等して継続する工夫が必要である。 
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（4） ISSNコード 

 1） 管理機関の概要 

ISSNコードの管理機関は、国立国会図書館（収集書誌部 逐次刊行物・特別資料課整理係）が担ってい

る。 

ISSNコード4は国際的なコード番号に当たり、これを管理する組織をISSNネットワークと呼ぶ。 

ISSN ネットワークとは、1967 年ユネスコ総会の決議により発足した UNISIST（世界科学技術情報シ

ステム）計画の一環として考え出されたものであり、1971 年に ISSN コードの規格化のために ISO（国

際標準化機構）の案が作られたのを機に、1972 年にユネスコとフランス政府とが共同で逐次刊行物の国

際登録センター（現在の ISSN 国際センター）をパリに設立した。ユネスコ加盟諸国に呼びかけて、各国

が国内センターまたは地域センターを設けて、自国または特定の地域で刊行されている逐次刊行物を国際

的に登録し、そのデータを維持してゆくこととなっている。 

2011年 2月現在、世界に 88の国内センターが設置活動しており、国立国会図書館が日本国内では唯一

の法定納本図書館として網羅的に国内の逐次刊行物を収集している立場から、ISSN 日本センターとして

の活動を行っている。 

 

名称等  ISSN 日本センター 

所在地等  

所在地： 
    〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1  
電 話： 
    03-3506-3355（ダイヤルイン）  
FAX： 
    03-3581-1330  
E-MAIL： 
  issnjpn@ndl.go.jp 

窓口  国立国会図書館収集書誌部 逐次刊行物・特別資料課 整理係 

業務内容  

以下の刊行物を対象とした、ISSN 登録を行っている。 
 1. 国内で刊行される逐次刊行物 
 2. 国内の出版地の表示のあるネットワーク系電子出版物（オンライン刊行物等） 

資料2.2.20 ISSN日本センター（国立国会図書館）概要 

                                                        
 
 
4 ISSNコード：ISSN（International Standard Serial Number:国際標準逐次刊行物番号）を指す。 
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 2） ISSNコードについて 

■概要 

ISSN コードとは、国際標準逐次刊行物番号であり、逐次刊行物のタイトルに対して媒体ごとに付与す

るものである。 

その逐次刊行物とは、雑誌や新聞、年報、年鑑類、紀要、会議録等の巻号または年月日の表示のある終

期を定めない継続出版物を指す。 

ISSN コードは ISSN ネットワークが逐次刊行物に付与するものであり、またキータイトル（雑誌名）

は ISSN 国際センターに登録され、ふたつの行為は不可分なものである。よってキータイトルは逐次刊行

物を識別するのに必要かつ十分なものでなければならない。タイトルが同じでも媒体が違う場合は別々に

ISSN コードを付与する必要がある。またキータイトルが変われば ISSN コードも変更されることとなり、

合併や分離等の場合も同様である。 

ISSN コードは一度付与されれば、その逐次刊行物が廃刊になってもそのまま生き残り、他の逐次刊行

物に再利用されることはない。 

キータイトルが欧文の場合は、略記タイトルを記録することとし、国際センターと ISO4 で定められ、

ISSN国際センターが管理する略記法のリスト（List of serial title word abbreviations）に拠る。 

 

■コードの意味 

ISSN コードは個々の逐次刊行物に付与される固有の識別番号で、7 桁の数字に 1 桁のチェック用数字

を加えた 8桁の数字からなる。 

数字はアラビア数字を使用し、8桁の数字を 4桁ずつハイフンで分離して 2つのグループとして、頭に

大文字の ISSNを冠し、次のような形で表す。 

ISSN コードは固有の番号であり、番号数字の特別な意味合いは持っていない。そのため、出版者等の

書誌情報は特定できない。 

 

 

 

ＩＳＳＮ ０９１４－６６０１ 

出典：「ISSNセンター」国立国会図書館ホームページ 

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/issn_02.html#component 

資料2.2.21 ISSNコードの構成 

■付与の方法 

ISSN コードの付与には、前半 4 桁の群が ISSN 国際センターより各国に割り当てられ、次の 3 桁は連

番で機械的に付与される。最後の桁（8 桁目）は不正確な転記等による間違いを防ぐためのチェック用数

字である。 

なお、後半 4 桁が満杯になると、新たな前半 4 桁が用いられる。前半 4 桁の群の割当分を消費すると、
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新たな群が割り当てられる。 

 

■コードの使用者 

ISSNコードの使用者は、 

・印刷物 

・CD-ROM、磁気ディスク等のパッケージ系電子出版物 

・その他の媒体による出版物（マイクロフィルム等） 

を取り扱う国内逐次刊行物の出版者である。 

また、国内の出版地の表示（日本であることを明示）のあるネットワーク系電子出版物（オンライン刊

行物等）を発行する出版者である。ISSN コードの付与対象となるネットワーク系電子出版物とは、次の

条件に当たるものである。 

・各号に分冊して刊行され、オンライン上でバックナンバーを見ることができるもの（内容が同じでも

媒体が違う場合は別の ISSNコードを付与しなければならない。） 

・データベースで、以下の 3つの条件を満たすもの 

1.継続して刊行される。 

2.現在も刊行中である。 

3.更新表示（更新頻度、最終更新日の表示）がある。 

なお、内容が同じでも媒体が違う場合（ひとつの雑誌を、印刷物とオンライン刊行物の両方の形で出版

する場合等）は、別々の ISSN対象物となるため注意が必要である。 

使用者の実態としては、出版者にとっては ISSN コードの理解のもと、ISSN 日本センター（国立国会

図書館）に申請することが前提となっているため、あまり申請にまで至らないのが現状である。学術文献

においては参考文献の表記に ISSN コードを盛り込む場合もある（ISSN コードは参考文献を特定するこ

とに役立てられる）ことから広く使われている。 

 

■コードの特徴 

ISSN コードが付与された逐次刊行物にとっては発行国、発行者、言語、内容にかかわらず、世界的に

容易に識別することができ、また出版者・書店等の流通機構における受発注等の連絡・通信業務を迅速、

正確かつ経済的に行うことに役立てられ得るという利点がある。 

 

■コード取得のための登録費用 

登録費用は無料である。 

 

■コードの対象物 

前記（コードの使用者）のとおり、 

・印刷物 

・CD-ROM、磁気ディスク等のパッケージ系電子出版物 

・その他の媒体による出版物（マイクロフィルム等） 
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・国内の出版地の表示のあるネットワーク系電子出版物（オンライン刊行物等） 

である。 

付与された逐次刊行物は、原則として、印刷物の場合には表紙の右肩上、電子媒体の刊行物の場合には

タイトルスクリーン及び CD盤等に ISSNコードを表示する。体裁等の関係で困難な場合は、表紙のその

他の位置、裏表紙、標題紙または奥付等の確認しやすい位置でも差し支えない。 

なお、定期刊行物でも終わりがある全集や文集等は登録できない。また古文書の報告書等も終わりがあ

る刊行物であれば登録できない。オンライン刊行物の場合、バックナンバーを一覧表示するページを作成

し、そのページに ISSNコードを表示する。 

 

■年間登録件数 

ISSNコードの登録件数は、1か月平均で 70件程度である。特に学術雑誌、紀要等の学術文献に偏りが

ちである。また独立行政法人日本科学技術振興機構（JST）が SIST07（科学技術情報流通技術基準）に

基づき取得推奨していることから、科学ジャーナルも多い。 

近年の登録数の内訳は、オンラインジャーナル：それ以外（紙・CD-ROM 等）の割合でみると、1：2

の状況である。 

なお、2011 年 2 月現在の国際センターにおける登録数は約 156 万件であり、そのうち日本センターで

の登録数は 3万 8000件である。そのうちオンライン刊行物は約 1100件となり、増加傾向にある。 

 3） 管理運用方法について 

■組織の規模 

日本国内の ISSN コードの管理は、国立国会図書館の収集書誌部 逐次刊行物・特別資料課整理係に属

する 9名の職員が他業務との兼任で、登録及び書誌データ作成業務に対応している。 

 

■新規登録の方法 

ISSN コードの登録は、申請より通知までに要する日数は 1 週間程度である。ただし、既刊で国立国会

図書館に納本されていない場合はバックナンバー・申請書受理後 1週間程度である。 

登録申請書類は「ISSN 日本センター」（国立国会図書館）のホームページより入手し、必要事項（次

頁に掲載の ISSN 登録申請書）に記入の上、郵送または FAX、電子メールのいずれかの方法で申請する。 

なお、日本国内で刊行されていない逐次刊行物の場合は、当該国の ISSN 国内センターへ、または複数

国で刊行されている場合は ISSN国際センターで取り扱うこととなる。 

 

■課題点 

今後の課題点として、 

・タイトルや媒体が変更したのに変更以前のコードを表示し続ける例がある。 

・オンライン出版物等の場合は、付与のための要件としている「バックナンバーを削除せず公開し続け

る」ことを継続的に確認することが難しい。 

等が挙げられている。そのためにコード利用者への ISSN コードに対する理解の徹底を図る必要がある。 
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出典：「ISSNセンター」国立国会図書館ホームページ 

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/issn/sinseisyo.pdf 

資料2.2.22 ISSN登録申請書（1/2） 
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出典：「ISSNセンター」国立国会図書館ホームページ 

 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/issn/sinseisyo.pdf 

資料2.2.23 ISSN登録申請書（2/2） 
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2.2.3 出版関連団体でのコード利用状況 

（1） 出版著作権管理機構 

 1） 管理機関の概要 

一般社団法人出版者著作権管理機構（JCOPY）は、著作物の複写利用者に対し便宜を図るとともに、

著作権者および出版者の権利保護を目的に、出版関連 7団体5により設立された団体である。 

文化庁著作権等管理事業者登録 第 07002号を受けている。 

JCOPY は、権利者から著作物の複写に係る権利の委託を受け、複写利用者に対して複写許諾する業務

（個別許諾業務及び「著作権等管理事業法」に基づく一任型包括許諾業務）を行うとともに、社団法人日

本複写権センター（JRRC）の構成メンバーとしてその運営に参画し、委託された著作物の一部を JRRC

に再委託している。 

JCOPYが取り扱う「複写」とは、 

・紙媒体に複製すること（紙コピー） 

・電子媒体の出版物を紙媒体に複製すること 

・それらをFAXで送信すること 

を指す。 

 

以下、本報告においては、JCOPY が権利者から委託を受け、直接許諾を行っている事例を主に報告す

る（特記がない限り、JRRCへの再委託著作物には言及しない）。 

 

名称等  

正式名称： 

    一般社団法人出版者著作権管理機構 

英文名称： 

    Japan Publishers Copyright Organization 

通 称： 

    JCOPY（ジェイコピー）  

所在地等  

所在地： 

    〒162-0828  東京都新宿区袋町6番地 日本出版会館 

電 話： 

    03-3513-6969 

FAX： 

    03-3513-6979 

                                                        
 
 
5出版関連7団体：社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会、社団法人出版梓会、社団法人日本専門新聞協会、日本

楽譜出版協会、社団法人日本図書教材協会、社団法人自然科学書協会 
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e-mail： 

    info@jcopy.or.jp 

URL： 

    http://jcopy.or.jp/  

業務内容  

出版者著作権協議会（旧・出著協）が行っていた、下記の3項目。 

   1. 出版者（社）から委託出版物のリストを預かり、これを社団法人日本複写権セン

ター（JRRC）に再委託。 

   2. JRRCから分配される複写権使用料をJCOPYを構成する出版者7団体、ならびに 

   別途定めた学会・研究会に再分配。 

   3. JRRCの構成員としての同センターの運営への参加。 

これに加えて2009年7月1日からは、下記の1項目。 

   4. 従来、株式会社日本著作出版権管理システム（JCLS）が行っていた著作権等管 

   理事業のうち個別許諾方式業務、報告許諾方式業務ならびに一任型包括許諾方 

   式業務。 

さらに2010年10月1日からは、下記の1項目。 

   5. 従来、JCLSが行っていた出版者（社）からの複写権受託業務。 

資料2.2.24 一般社団法人出版者著作権管理機構の概要 

 2） 使用管理コードについて 

■取り扱い出版物 

2011年 3月 1日現在、JCOPYが複写利用者に直接許諾している著作物は、主に自然科学系、人文・社

会科学系の学術書籍 6万 8千点余、学術雑誌 750点余である。 

また、JCOPYは米国の複写権管理団体であるCopyright Clearance Center, Inc.(CCC)と複写許諾にかか

る双務協定を締結しており、CCC管理著作物約 107万件についても取り扱っている。 

 

■使用管理コード 

使用管理コードは、JCOPY が管理する著作物のうちでは、書籍は ISBN コード、雑誌は ISSN コード

を利用しハイフンを付して表示管理し、ISBN コードや ISSN コード共に付番されていない出版物につい

ては独自コードの JCLS-XXXXで管理している。 

また米国著作権団体（CCC）が管理する著作物では、以下のとおりである。 

・Bowker Item Number 

・CCC 

・CCC Title ID 

・CODEN 

・ISBN 

・ISSN 
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・LC 

・MARC Control Number 

・MPCA ID 

・National Bibliography Number（aka “BNB Number”） 

・New Yorker Cartoon Bank 

・New Yorker Cartoon Bank Art No. 

・OCLC Number 

・PUBCAT 

・RC Work ID 

・Series ISSN 

・SICI 

・Work ID 

 

■コードの意味 

JCOPY で独自に付番し管理している、JCLS-XXXX には特別な意味づけはされていない。XXXX は 4

桁の数字を付番する。 

 

■付与の方法 

JCLS-XXXXの付与は、XXXXの 4桁数字を 0001から降順に付番している。現在は 1300まで至ってい

る。 

なお、JCLS コード付した出版物が、後に ISBN あるいは ISSN を取得した場合は当該コードに変更し、

いままで付番していた JCLSコードは空き番として取り扱う。 

 

■コード使用上の問題点 

コードを取り扱うに当たり、次のような問題点が挙げられる。 

・ISBNコードの使い回し（初版と同一コードを 2版に流用、絶版書籍のコード利用）が見られる。 

・出版者内で、ホームページ上で、あるいは書籍（表 4、裏表紙）に ISBNコードの 13桁表記と 10桁

表記の混乱が見受けられる。 

・商業雑誌の雑誌コード（5 桁の雑誌コード、13 桁の共通コード、13 桁＋5 桁の定期刊行物コード）

の過去刊行物との整合性を図る必要がある。 

・海外雑誌に誤りのあるチェックデジットを付したものが見受けられる。 

・一般のホームページでは、ISBNコードや ISSNコードがハイフンなしで表示されることが多い。 

 3） 管理運用方法について 

■出版者との権利委託・受託の関係 

JCOPYが複写利用者に直接許諾を行う著作物については、以下のとおり。 

・委託出版者からCSVファイルあるいはExcelファイルで出版物の委託登録を受け付ける。 
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・受託した出版物の書誌データは、JCOPY で管理するデータベースに入力され、登録済みコード、錯

誤コードの有無を自動的にチェックする。 

・毎月 20 日を締切日とし、受託出版物のコードがすべて正当なコードで出揃ったところで、複写使用

料や他の複写許諾条件の情報とともに JCOPYホームページに掲示する。 

・JCOPY ホームページに情報掲示された出版物は、1 か月間ダウンロードのみ可能な状態で公示する。

（周知期間に当てる。） 

・公示期間の翌月 1日から新データが適用となり、一般の複写利用できることとなる。 

 

 

雑誌名 ISSN JCLS処理欄1 JCLS処理欄2 利用単位 複写単価 制限ページ制限複写部包括許諾不非許諾 出版社名
みんなの保健学 1234-5678 AA 500 99999 99999 ○○出版
みんなの法律学 2345-6789 PP 60 20 10 99 ○○出版
みんなの物理学 3456-7890 99 ○○出版

E AA 一論文(記事）あたり
E PP 一頁あたり
G 99999 「無制限」のこと
H 99999 「無制限」のこと
I 空欄は「可」
I 99 「不可」のこと
J 空欄は「許諾」
J 99 「非許諾」のこと  

資料2.2.25 JCOPY雑誌委託フォーマット 

書名 ISBN Cコード 発行年 著者名 複写単価 制限ページ数 制限複写部数 包括許諾不可 非許諾 出版社名
医学とは何か 4-123-45678-9 1047 2000 山田太郎 100 50 20 ○○出版
物理学とは何か 4-123-56789-0 1142 2001 河田花子 50 99999 50 ○○出版
語学とは何か 4-123-67890-X 1380 2002 野田次郎 120 10 99999 99 ○○出版
自然科学と人文科学 4-123-7890X-1 0040 2003 岡田三郎 99 ○○出版
人文科学と社会科学 978-4-123-12345-6 1040 2007 海野一郎 150 99999 99999 ○○出版

G 99999 「無制限」のこと
H 99999 「無制限」のこと
I 空欄は「包括可」
I 99 「包括不可」のこと
J 空欄は「許諾」
J 99 「非許諾」のこと  

資料2.2.26 JCOPY書籍委託フォーマット 

 

■複写利用者の利用方法 

JCOPYが許諾を行う複写利用にあたっては、3つの複写許諾方式を採っている。 

・個別方式許諾 

複写利用の都度申請を要する。 

・報告方式許諾 

企業・団体が内部作成した複写物を外部提供する際に適用される。企業･団体は事前に年間許諾契約

を結び 1 か月または 3 か月ごとに外部提供複写の実態を事後報告し、複写使用料を後払いする方法

である。 

・包括方式許諾（一任型包括許諾） 
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 企業・団体が、内部で保有する著作物を内部で複写し、内部利用に限った場合に適用される。企

業・団体の従業員 1 人当たりの年間使用料を推定し全体額を定め、1 年単位で契約する。複写実態調

査が義務づけられており、実態調査結果に基づき、その後の年間使用料を調整している。 

企業・団体にとっては年間予算を組み立てやすいという利点がある。 

 

 

 

 

出典：一般社団法人出版者著作権管理機構「JCOPY業務案内」 

資料2.2.27 出版物の複写方法フロー 

 

■複写利用者からの利用報告 

JCOPYは、複写利用者から CSVファイルや Excelファイルで複写出版物の報告を四半期ごとに受ける。 

JCOPY では利用者から報告を受けたファイルをデータベースに入力すると、錯誤データは自動的に

チェックされる。錯誤データがある場合は修正の上、データベースに確定入力する。 
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資料2.2.28 複写利用報告ファイルフォーマット 

■複写申請件数 

複写申請件数は、月平均 500～1000件程度である。 

 

■使用料の分配 

複写利用者から徴収した複写使用料は、JCOPY が許諾を行っているものについては委託出版者に半期

ごとに分配される。また、JRRC に再委託している著作物の複写使用料は、年 1 回 JCOPY 構成団体であ

る出版関連 7団体に分配される。 

JCOPY が許諾を行っている受託著作物のデータベース内には、全出版物のコード番号ごとに出版者情

報が付されていることから、出版者ごとに利用報告をまとめることができ、使用料を計算し分配すること

ができる。 

 

■問い合わせ方法 

問い合わせは、JCOPY ホームページの問い合わせフォームまたは電子メールで受け付け、JCOPY 職

員の 3人程度で対応している。 

 

■電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に関連する課題 

 その他、電子出版流通管理コードに関連し、以下のような課題が挙げられる。 

１．タイトルは処理が難しい 

タイトルの中にはシリーズ名やメインタイトル、サブタイトル、巻数、版数等が混在した書籍があっ

た場合、タイトルのコードを出版者の裁量に委ねてしまうと担当者によって異なった設定を行う恐れ

がある。 
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２．翻訳書の表示も難しい 

 原書出版者を掲出すべきと考えるが、ほとんど行われていない。原題名の表記もほとんど見受けられ

ない。 

３．書誌情報の入力ルールの統一 

上記のタイトル処理と並び、著者名や外国人著者の表記の方法についてルールの統一が難しい。監

修、著者、編集、訳者等の呼び名や、ローマ字表記のカタカナ化には個人差が生じてしまう。 
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（2） 一般社団法人出版物貸与権管理センター 

 1） 管理機関の概要 

一般社団法人出版物貸与権管理センター（略称RRAC6、レラック）とは、著作権の支分権の一つであ

る貸与権を出版物の分野に関して集中的に管理することを目的に、2004 年 10月に漫画家の藤子不二雄○Ａ

氏を代表理事に迎え、多くの著作権者と出版者との協力により中間法人（有限責任）として設立され、

2009 年 6 月に一般社団法人に移行した法人である。社員は著作権者・出版者を合わせて 13 団体で構成

されている。 

7

貸与権は、旧著作権法の附則第 4 条の 2 で、出版物には当分の間は適用除外とされてきた。しかしな

がらブックオフ等の２次流通業者の跋扈やマンガ喫茶の急激な増加等、出版界を取り巻く状況が変化する

中で新たに「コミックレンタル業者」が出現し、増加しつつあった。このため著作権者や社団法人日本雑

誌協会、社団法人日本書籍出版協会等が参加した貸与権連絡協議会（任意団体）の発足・運動等を通して、

平成 16 年に著作権法改正が行われ、これに伴い上記同法附則第 4 条の 2 が撤廃され、出版物にも貸与権

が認められることとなる。この改正が今日の一般社団法人出版物貸与権管理センターの発足につながって

いる。 

一般社団法人出版物貸与権管理センターは、著作権等管理事業法に基づき、一任型の著作物の管理を行

うため文化庁に「著作権等管理事業者」の登録を行い、文化庁著作権等管理事業者登録 第 04001 号を

受けている。また、一般社団法人出版物貸与権管理センターは、文化庁長官が上記著作権等管理事業者の

中から著作権等管理事業法に基づき特別な要件を満たすことで指定する「指定著作権等管理事業者」でも

ある。 

一般社団法人出版物貸与権管理センターは、委託契約約款及び使用料規程に基づき、出版物のレンタル

（貸与）市場における権利の確保、すなわちレンタルブック店等のレンタル事業者の貸与行為に許諾を与

えると同時に使用料を徴収し、その使用料を著作権者に分配することを目的として活動している。 

  

                                                        
 
 
6 RRAC：Rental Rights Administration Center for publicationsの略 
7 構成社員（13 団体）：21 世紀のコミック作家の会、マンガジャパン、社団法人日本推理作家協会、社団法人日本ペンクラブ、

社団法人日本文藝家協会、社団法人日本漫画家協会、一般社団法人日本写真著作権協会、社団法人日本児童文芸家協会、日本

児童出版美術家連盟、日本美術著作権連合、社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会、社団法人日本児童文学者協

会 
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名称等  

一般社団法人 出版物貸与権管理センター 

略称 ＲＲＡＣ(レラック) 

(Rental Rights Administration Center for publications) 

著作権等管理事業者 登録番号 第04001号  

所在地等  

所在地： 

    〒１０１－００５１ 東京都千代田区神田神保町２－５－４  開拓社ビル５Ｆ 

電 話： 

  ０３（３２２２）５３３９  

FAX： 

    ０３（３２２２）５３４０  

e-mail： 

    taiyoken@herb.ocn.ne.jp 

URL： 

    http://www.taiyoken.jp  

役員 

（2011年

3月現

在） 

代表理事   藤子不二雄○A  

副代表理事  濵田 博信 

専務理事   酒井 仁志(事務局長兼任)  

理  事   楡 周平／田沼 武能／相賀 昌宏 

監  事   ちばてつや／勝見 亮助 

顧  問   三田 誠広／角川 歴彦  

社員  

２１世紀のコミック作家の会／マンガジャパン／社団法人日本推理作家協会 

社団法人日本ペンクラブ／社団法人日本文藝家協会／社団法人日本漫画家協会 

一般社団法人日本写真著作権協会／社団法人日本児童文芸家協会 

日本児童出版美術家連盟／日本美術著作権連合／社団法人日本書籍出版協会 

社団法人日本雑誌協会／社団法人日本児童文学者協会  

業務内容  

○出版社に係る貸与権の管理と利用者への許諾業務 

○出版物に係る貸与権に基づく使用料の徴収及び分配業務 

○出版物の貸与に関する調査研究及び著作権思想の普及に関する事業 

○出版物に関わる著作権及び同管理事業の調査、研究 

○その他本会の目的を達成するために必要な事業  

資料2.2.29 一般社団法人出版物貸与権管理センター概要 

 2） 使用管理コードについて 

一般社団法人出版物貸与権管理センターにおける取扱出版物は、レンタルブック店の実態に合わせてい

るためコミックスが 9割を占めており、残りは一般書・ハウツーもの書籍・児童書である。 

それらの出版物の管理に独自の管理コードは付与していない。ISBNコードのみを利用している。 

 

■取り扱い出版物 

コミックス、一般書、ハウツーもの書籍、児童書を取り扱っている。 

雑誌は取り扱っていない。またデジタル出版物も取り扱っていない。デジタル出版物は著作権分野でい
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うと公衆送信権及び複製権等の範囲であるため、現在、貸与権に限って管理している当該センターでは取

り扱わない分野である（将来的には変更の可能性もありとのこと）。 

 

■使用管理コードについて 

出版者から提供される書籍の ISBNコードを利用している。雑誌やデジタル出版物を取り扱っていない

ため、ISBNコードで一意に運用が可能である。 

 

 3） 管理運用方法について 

■出版社（者）との権利委任・受託の関係 

一般社団法人出版物貸与権管理センターでは、出版者から貸与権許諾を受けた出版物に対してレンタル

店に貸与許諾しレンタル実績に合わせて使用料徴収している。 

なお、一般社団法人出版物貸与権管理センターにおける使用料徴収に当たっては、指定代行店8（その

多くは出版取次会社）に使用料の代行徴収を委任しており、レンタル店からのレンタル注文も最初は指定

代行店に届くことから使用料徴収は指定代行店とレンタル店との 2 者間で行われ、その後センターに集

約・集金されている。権利者への分配に関しては、センターが毎年度１回、出版者を通じて実施している。 

 

出版物貸与権管理センター

著作権者

レンタル店

出版社（者）

貸与許諾業務
再委託

使用料
分配

使用料
分配

貸与許諾業務
委託

貸与
許諾

指定代行店

使用料
代行徴収

使用料
徴収委任

使用料
徴収

レンタル
申請

使用料
把握

資料2.2.30 貸与権に係る委託・受託の関係 

■管理運用体制 

一般社団法人出版物貸与権管理センターにおいては 3 人で対応している。出版者との間のやりとりは

一般社団法人出版物貸与権管理センターが行っている。 

                                                        
 
 
8 指定代行店：日本出版販売株式会社、株式会社トーハン、株式会社大阪屋、株式会社大洋社、協和出版販売株式会社、栗田出

版販売株式会社、株式会社MPD 
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システム面の管理は、外部委託により、システム事務局（株式会社ダイヤモンドコンピュータサービ

ス）を別に設置し、対応している。 

出版者は発売 2～3 か月前に、貸与可能な新規発行物のISBNコードやタイトル、販売価格や発売日等

の書誌情報や許諾期間を盛り込んだ情報を一般社団法人出版物貸与権管理センターが定めた送信入力規定

に則り一般社団法人出版物貸与権管理センターが管理する管理著作物用サーバー宛てにFTP9送信する。 

この情報を基に貸与 1 か月前に、上記システム事務局より指定代行店宛てに一般社団法人出版物貸与

権管理センターの管理書誌情報が FTP 送信され、これを受け取った指定代行店では、レンタルブック店

からあらかじめ受けていた貸与許諾申請（販売希望リスト）に関して許諾、非許諾の照合を行い、定めら

れた期日にレンタル店へ出荷する。 

 

■問い合わせ対応 

一般社団法人出版物貸与権管理センターへの問い合わせは、電話か電子メールで受け付けている。 

管理著作物の登録漏れや書誌の入力に誤りがある場合等の書誌情報のメンテナンスに関しては、基本は

出版社が自己の責任で行うことが出来る。ただし、一般社団法人出版物貸与権管理センターの著作物の管

理上重要とされている一部の情報の訂正等に関しては、一般社団法人出版物貸与権管理センターでしかメ

ンテナンスが行えない。また、これとは別に分配の基となる各レンタル店への許諾実績情報のメンテナン

ス等に関しては、一般社団法人出版物貸与権管理センターがシステム事務局に指示しメンテナンスを行っ

ている。 

 

■使用料の分配 

一般社団法人出版物貸与権管理センターは設立から 7 年が経ち、使用料の分配も 3 回を経ている。分

配金実績は平成 21年度分では約 10億 6000万円（2010年 10月 1日分配実施）となっている。分配対象

者にはレンタル店への許諾実績に合わせて一般社団法人出版物貸与権管理センターから出版社を通して使

用料が分配されている。 

 

■管理運営上の問題点 

ISBNコードを使用することに関する管理上の問題は、特に無い。 

 

 

 

                                                        
 
 
9 インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコル。 
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出典：一般社団法人 出版物貸与権管理センター ホームページ 

http://www.taiyoken.jp/Datas/Pdf/Taiyoken200906220001.pdf 

資料2.2.31 一般社団法人出版物貸与権管理センター 使用料規程（1/2） 
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出典：一般社団法人 出版物貸与権管理センター ホームページ 

http://www.taiyoken.jp/Datas/Pdf/Taiyoken200906220001.pdf 

資料2.2.32 一般社団法人出版物貸与権管理センター 使用料規程（2/2） 
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2.2.4 配信流通事業者の利用コードの現状 

（1） プラットフォーマーにおける利用コード 

A 社はコミックスをはじめ、文芸書・写真集等の電子書籍の取次のほか、出版社をはじめとする各種コ

ンテンツプロバイダーの有料コンテンツをＰＣや携帯電話等の通信デバイスに向けた配信事業を営んでい

る。 

デジタルコンテンツには 1ファイルつき 1ユニークコード（26桁）で管理している。その 26桁の付番

ルールは流通コード、出版社名、タイトル、話数、ファイル形式といった意味づけが行われている。 

 

B 社は、携帯電話・PC&スマートフォン向け電子書籍の取次ぎ、および配信事業を営んでいる。現在

の主な取扱電子書籍はコミックス・文芸書・写真集である。 

電子書籍は 23 桁のユニークコードで管理しているが、23 桁に意味合いはなく自動付番を採用している。 

 

C 社では現在、関係省庁や機関が参加する雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアムにパートナー企

業として参画しており、20 桁コード（電子出版コンテンツ流通管理コード（仮））を活用した実証サイ

ト構築・配信実験に協力参加している。 

C 社では、2007 年の電子書籍リーダー端末（キンドル）出現を契機に、C 社のグループ企業（R&D 部

門）とコンテンツホルダーとの共同研究で電子出版物サービス化を検討してきたことから、同実証実験に

パートナー企業として参加している。 

（2） ストアにおける利用コード 

D社では、リアル書店と並び、和書、洋書・洋古書、海外マガジン、電子書籍等を取り扱うオンライン

ブックストアを運営している。店舗の物理的な制限がないため、取扱商品はリアル書店より多い。 

和書はトーハンや日販から仕入れており、書誌情報も合わせて提供を受けている。そのため、元々は

トーハンの ACコード（8桁）や日販の NIPS管理コード（10桁）を用いて、メンテナンスし、オーダー

には、ISBNコードと両方を使用していた。 

現在は、和書・洋書の管理は ISBNコードが主体となっている。ただしトーハンや日販等の取次店が取

り扱わない出版社の書籍については社内で独自に登録し、社内管理コードも付与している。 

海外マガジンはリアル書店と在庫が共通であり、POS 用にバーコードを添付するため、13 桁のインハ

ウスコードを付与しているが、実質はそのうちの７桁で管理している。 

電子書籍については、出版社から直接ファイルを提供してもらっており、出版社独自の管理コードと併

行してユニークなコードを付与している。また、現在は紙のオリジナル書籍がほとんどであり、底本の

ISBNコードがあれば、ISBNコードも保持している。 
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F 社では、電子書籍リーダー端末の製造販売のほか、同端末に提供する電子書籍ストアも運営している。 

電子書籍ストア上の取扱商品は、雑誌・書籍のほか新聞である。雑誌や書籍については出版社からの意

向のもと取次店経由で仕入れる商品のほかは出版社との直取引で取り扱っている。 

雑誌や書籍の管理コードには 20～30 桁の可変長を採用している。本コードについて、規則性は特に無

い。コードの意味づけは、商品コード（出版取次店からの取引では取次付与コード、出版社からの直接取

引では書籍は書籍コード、雑誌は F 社独自の雑誌コード）＋ユニークコード、となっている。また、媒

体別や電子書籍のジャンル別等の情報はコード内に管理しづらくなるため入れていない。出版取次店及び

出版社の売上レポートごとに識別が可能である。 

F社は新聞もストアで販売しており、こちらは書籍や雑誌と違う独自の管理コードを採用している。 

また、F社では 2001年からコンテンツは英数字を利用したコード体系で管理している。 

 

G 社では、コミックを取り扱った電子書籍ショップ（パソコン向け）を運営し 3 万点超の作品数を有

する。取扱商品は G 社のグループ会社（ブックストア）を経由した入荷品のほか、出版社からの直取引

分がある。電子書籍（デジタルコミック）に限っては電子書籍を専門に取り扱った取次店から取り寄せて

いる。 

これらのコードは社内管理用にユニークコード（24 桁）を振っている。ユニークコードの採用にはデ

ジタルコミックの取り扱いを視野に入れたコード体系を考えてのことである。 

またユニークコードにはコンテンツ単位と商品単位の 2 種類の ID 管理を採用している。商品単位とは

コンテンツのセット売りや割引サービス等に当たる商品形態を指す。 

コードは、コンテンツ入庫先ごとにコード管理し、個別に商品管理や数値集計等ができるようになって

いる。 

頁単位の ID 付与はしていないが、本ショップの立ち読みサービスの中ではビューアー上に付箋が貼れ

る機能があることから商品データベース上で頁単位の識別ができるように持たせている。 

同一タイトルの紙の書籍と電子書籍がある場合、コードは別物として付番している。そのため同一タイ

トルの注文（電子書籍として発売されたコミックが後に紙のコミックを発売した場合）があった場合は照

合確認が取りにくく、現状は突合作業が手作業となるため課題となっている。 

 

電子書籍ストアH社では、電子書籍の取り扱いに際しユニークコードを利用している。 

このユニークコードはタイトルと話数を管理するためのコードで、タイトルコード+話数コードといっ

た形式である。 

なお、電子コミックのように話数ファイルが多くなるコンテンツを管理運用できるように考慮されてい

る。 

コード体系の中に出版社や作者、ファイル形式、発行年月日等の意味づけは行っておらず、これらの情

報は書誌情報等で管理している。 

このユニークコードは、電子書籍販売サイトの立ち上げ当初から運用されており、コンテンツを取り扱

う順に自動的に付番されている。 

なお、H 社で制作した書き下ろし作品については、一部このユニークコードを付与したまま、ストア
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へ提供している場合がある。これは電子書籍サイトから売り上げ報告を受ける際に、このコードを紐づけ

ているためである。 
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2.3 海外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

2.3.1 調査対象 

 調査は現地でのヒアリングを中心に、一部文献調査も含めて実施した。先行事例となるコード管理機関

への調査と各国の主要な出版関連団体への調査を実施しており、以下にヒアリング先の団体、事業者等を

示す。 

 
分類 対象となるコード及び団体等 概要 

学術分野 DOI 

（The International DOI 

Foundation ） 

・DOI の識別するオブジェクト(情報対象)には、図書

や雑誌の一冊、個々の論文や章、論文に含まれる

抄録、図、表、化学構造式、参考文献、音声、映

像等がある。 

DOI（CrossRef） ・DOI の登録機関の一つ。主に学術論文等で用いられ

ている。  

・学問研究の出版物への検索容易性・本文到達性を

使命にしており、事実上の業界標準となっている  

・数百の出版社から出版される数百万の論文やその

他コンテンツを網羅している 

ARK（カリフォルニア電子図書館） ・上記DOIの対抗として、開発されたコード。 

・DOIと同様に学術分野中心に利用されている。 

・仕組みはDOIと類似している。 

流通関連事業者

等 

ASIN（amazon） 

 

・Amazon.comで使用されている独自の商品コード 

・自社で扱う商品すべてに ASIN を付与することに

よって、世界中の Amazon ストアにおける、書籍だ

けでなくあらゆる商品を、一意に特定できるよう

になっている。 

Google eBook-specific ISBN  

（Google） 

・Google eBookstore で電子書籍を販売する場合は

eISBN、もしくは、Google eBook-specific ISBN のど

ちらかで管理している。 

出版関連 ISNI ・著者、権利管理者を識別するコード 

FIPP （ 国 際 雑 誌 連 合 ：

International Federation of the 

Periodical Press） 

・世界の雑誌出版社・専門出版社の利益を代表して

活動を行う国際機関。 

ドイツ ドイツ出版業組合 ・出版社・書店・仲介業者の 3 者すべてを会員に抱

える総合的な業界団体 

ドイツ国立図書館 ・ドイツの中央図書館 

フランス フランス出版社協会 ・フランス国内の書籍売上の大部分を占める出版社

575社を会員とする非営利団体 

フランス国立図書館 ・欧州では英国に次いで大きな中央図書館 

 64 



2.3 海外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

 

Dilicom社 ・書籍ディストリビューター組合と書店組合が共同

で設立した、出版EDIサービス提供会社 

イギリス 英国出版社協会 ・英国の書籍出版社を会員とする非営利団体 

大英図書館 ・欧州最大の図書館 

International ISBN Agency 

（国際ISBN機関） 

・160 近い世界各国の ISBN エージェンシーの総合事

務局 

EDItEUR ・書誌メタデータ規格「ONIX for Books」の規格管理

団体であり、世界各国の出版関係団体が会員 

韓国 

 

韓国雑誌協会 ・政府の文化体育観光部による雑誌のオンライン配

信のプロジェクトに2005年より参加している。 

韓国出版人会議 ・韓国の出版版文化の地位向上と出版文化産業の発

展のための事業などを目的として設立された機関 

国立国会図書館 ・韓国の文化体育観光部に属する一つの行政機関に

あたる 

中国 方正株式会社 ・方正集団（方正グループ）が日本進出し設立した

会社。母体の「方正集団」は、主に中国市場にお

いて、IT 産業を中核としながら多角的な事業展開

を行っている。 

資料2.3.1 調査対象 

 また、以下の項目を中心に調査を行った。 

・電子出版の流通で用いられているコードの有無 

 コードの概要、コード付与のルール等 

・マイクロコンテンツに対応するコードの有無 

・コードの管理運用方法 

 組織の規模、担当者数、問い合わせ対応（電話、フォーム等）、問い合わせ件数、登録方法、どのよ

うにしてコードのルールを守らせているか、メンテナンスの有無等 

2.3.2  先行事例 

（1） DOI 

 1） IDF（国際DOI財団：International DOI foundation）とは 

■概要 

IDF （国際 DOI財団：International DOI foundation）は、DOIシステムを管理・運用する財団である。

1996年、AAP （米国出版者協会： Association of American Publishers）が、デジタル出版のためのインフ

ラストラクチャー発達のプロジェクトの一環として展開し、IPA（国際出版連合：International 

Publishers Association ）と STM （  International Association of Scientific Technical and Medical 

Publishers）の協力をうけ、1998 年に IDF を設立している。ナンバリングシステム（ISBN）とデジタル

ネットワーク技術（CNRI）それぞれの専門知識を統合し、2000 年から DOI システムの運用を開始し、
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全世界を対象に活動を行っている。 

代表職員はNorman Paskin（創始者/ディレクター）であり、常勤職員はいない。 

IDF は、アメリカ特定非営利活動法人（登録非営利団体）ならびに非株式会員制法人であり、アメリ

カデラウェア州のデラウェア会社法に基づいて登録されている（1997 年 10 月：登録番号 2807134 

8100）。 

財団構成員によって選考された理事会（Executive Board）が財団の管理を担当し、DOI システムにお

ける全ての経営・管理に対して責任を負っている。理事会は 3 年ごとに編成されており、現在の議席は

14席である（一般会員が 4席、チャーターメンバーが 6席、RAsが 4席）。 

財団の活動は、構成員によって管理されており、どの国の組織も会員制度に参加し構成員となることは

可能である。なお、構成員は年会費の支払いが必要である。アメリカの構成員は US ドル、それ以外の構

成員はイギリスポンドで会費を支払う。電子出版等の技術に関心があれば、その団体は構成員として財団

への加入が可能であり（稀に個人の加入も可能）、営利団体、非営利団体は問わない。また、代表職員で

あるNorman Paskin氏へ直接連絡をとることやDOIニュースレターの配信登録をしたりすることも可能

であり、電子メールや討議グループ等で形式張らない活動を主としているため、誰でも気軽に参加できる

形式になっている。 

登録機関（RAs）が設立される以前は、IDFが登録者（DOIネームの利用者：Registrants）と直接関与

していたが、現在は登録機関（RAs）を通して間接的に関与している。 

なお、アメリカ、オーストラリア・ニュージーランド、ヨーロッパの登録機関（RAs）による DOI

ネームの登録数は約 4800 万であり、米国や欧州の出版社等、約 4000 の登録者が DOI ネームを使用して

いる。これには、Academic Press、Elsevier、John Wiley & Sons、Houghton Mifflin、Springer-Verlag、

Harcourt Brace等の学術系出版社が含まれている。 

 

■チャーターメンバー（創立会員） 

Elsevier 

John Wiley & Sons  

Springer SBM 

■一般会員 

Airiti, Inc. 

Copyright Clearance Center  

EDP Sciences 

Joint Information Systems Committee (JISC)(UK) 

NamesforLife LLC 

New England Journal of Medicine 

Wolters Kluwer  

International Health & Science 

■RAs 
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CrossRef 

DataCite 

EIDR（Entertainment Identifier Registry） 

mEDRA（multilingual European Registration Agency of DOI） 

OPOCE（Office des publications EU） 

R. R. Bowker 

Wanfang Data 

■関連機関 

International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) 

STM International Association 

Copyright Agency Limited 

Publishers Licensing Society 

資料2.3.2 IDF構成員リスト （2011年1月現在） 

 2） DOIとは 

■概要 

○目的 

DOI（デジタルオブジェクト識別子：Digital Object Identifier ）とはデジタルネットワーク上における

識別子である。デジタルネットワーク上における持続的でアクショナブルな識別子、情報の相互運用のシ

ステムを提供している 

なお、DOI は｢オブジェクトのデジタル識別子（Digital Identifier of an Object）｣であって｢デジタルオ

ブジェクトの識別子（Identifier of a Digital Object）｣ではない。 

DOI は、URL の一過性（例：｢リンク切れ｣や｢404 not found｣の問題）を克服し、どのような微細なレ

ベルでもデジタル媒体を識別し、提供することを意図している。デジタル化した情報対象は内容や場所が

変わる場合もあるが、DOI は変わることはない。IDF は、DOI を使うことによって、ネットワーク上の

知的財産の管理がより簡単で便利になることを主張している。 

 

○対象物 

DOI が対象とする領域は広範囲に及んでおり、その領域に属する対象全てに DOI の使用が可能である。

DOI の識別するオブジェクトとは、｢実在する全ての対象（物理物体、デジタル、抽象概念）｣を指し、

図書や雑誌の一冊、個々の論文や章、論文に含まれる抄録、図、表、化学構造式、参考文献、音声、映像

等がある。さらに、どの形式のデータにも対応しており、科学出版物、政府文書等の商業用向けでないも

のも対象としている。また、情報の一部分の使用許諾登録書等もDOIの対象となる。 

DOIが対象とする主な部門は、ドキュメントやメディア（記事やデータセット10）だが、映画、経済、

音楽、新聞等の他の分野へも拡大している。 

 

○DOIのシステム 

                                                        
 
 
10 データベースから取得したデータをメモリ上に保持するためのクラス構造、関連したいくつかクラスの集まりのこと。 
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DOI は、1997 年 7 月からパイロットプログラム開始し、1997 年 10 月のフランクフルト・ブック・

フェアにおいてすべての出版社に公開された。 

DOIのシステムは、情報仲介業者を経由せず登録者と出版社を直結している。DOIのシステムの実効は

広範囲に及び、ILL（図書館間相互貸借：Inter library Loan）からオンラインカタログまで、図書館機能

と情報提供サービスに対しても大きな効果が期待できる。また、既存のシステム（ハンドルシステム、

indecs11等）を組み入れた一貫性のあるシステムである。つまり、1 から全く新しいシステムを作るので

はなく、既存のシステムを取り入れたよりよいシステム作りが目的である。 

 

○ISO化について 

2010年 11月 15日、DOIは ISO（国際標準化機構：International Standards Organization）において、

最終国際規格案としてまとめられた。現在、この ISO 規格（ISO26324:2010）は発行段階（under 

publication stage）にあり、近々発行の予定である。 

 

■DOIの仕組みと機能 

DOI システムは、①識別子（DOI）、②ディレクトリ（DOI とオブジェクト（情報対象）を結びつけ

る（所在場所を示す））、③データベース（創作物に関する情報を収録する）の３つから構成される。オ

ブジェクト（情報対象）の所在場所である URL は変更されることが多いので、決して変更されない DOI

を利用者に提供し、DOI と URL の対照データベースであるディレクトリサーバーが、オブジェクト（情

報対象）の所在場所の変更を吸収する仕組みである。文献の所有権者が変わる場合は、新たな所有権者が

DOIに対応するURLを自社サーバーへ変更するという仕組みである。 

以上は ISBN と類似しているが、DOI が大きく異なるのは、DOI に対応する「文献の所在場所」の

ディレクトリを、出版社自身が作成・維持する点である。このデータベースは DOI 管理機関のサーバー

上で運用される。 

                                                        
 
 
11 interoperability of data in e-commerce systems（電子商取引システムにおけるデータの相互運用性：indecs） 
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１． ある論文を参照したい 
内田 尚子. “ディジタル・オブジェクト識別子

（ＤＯＩ）”. 情報管理. Vol. 42, No. 1, (1999), 32-
46 . doi:10.1241/johokanri.42.32 

   

２．「Hhttp://dx.doi.org/10.1241/johokanri.42.32H」と 

ブラウザで入力 

 

３．論文に関する情報が掲載されている 

http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/42/1/42_32

/_article/-char/jaにリダイレクトされる 

資料2.3.3 DOIの利用イメージ 

○識別子 

DOIは、IDF（国際DOI機関：International DOI Foundation）が運営・管理する、ISO 26324:2010規

格のデジタルオブジェクト識別子で、識別対象とするのはファイル・Web ページ・表データ等その形態

を問わず、デジタルオブジェクト全般である。 

DOIの構文例は下記のとおりで： 

 

識別子は以下のような形式で表現される。 10.1021 /12345678910 
例１ 10.1021/ja803370x 

例２ 10.1002/[ISBN]0-471-58064-3 

例３ 10.1002/[PII]S002-795335-556455 

資料2.3.4 DOIの構造      

DOI 財団が

つける番号 

ジャーナル・出版社

がつける番号 

上記の場合、接頭辞「10」は DOI の登録機関を表し、「1021」が当該オブジェクトを保有する機関・

管理者を識別し、スラッシュ記号の後ろの「12345678910」が、機関・管理者が付けた当該オブジェクト

の識別名である。可変長の前者と後者を合わせることで、無限大の空間の中からでも任意のデジタルオブ

ジェクトが識別できるという仕組みになっている。 

スラッシュ以降は、登録者が対象物件に付与する番号である。番号が一義的であるという条件を満たし

さえすれば、自由につけることが可能である。 

DOIの付与に関しては次の原則がある。 

1.創作物に形式、表現、加工状態等の異なる種種の版が存在する場合は、各版に別の DOI を付与する。 

2.創作物がかなり修正された場合にも、利用できる各修正版に対して別のDOIを付与する。 
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3.DOIの登録時には、少なくとも１個のレゾリューション先（例えばURL）を指定・登録する。 

URLが変更されたときは、登録者は登録機関へ変更を通知する。 

 

○ディレクトリ 

DOIとオブジェクト（情報対象）を結びつける（所在場所を示す）データを格納する。 

先ほどの例（資料 2.3.3）だと、下記のとおりになる。 

DOI 所在場所 

10.1241/johokanri.42.32 http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/42/1/42_32/_article/-char/ja 

 

○データベース 

DOIの登録者は創作物に関する情報を収録するデータベースを作成し、維持・管理している。 

ユーザーがディレクトリから教えてもらった情報を元に所在場所（URL）に向かうと、登録者が管理

するデータベースから関連情報を取り入れた応答ページが渡される。 

情報はコンテンツ（例えば論文、記事等）より、それを入手するために役立つ情報が入っている場合が

多い。 

例えば、 

・内容に関する情報：著者、標題、出版日、抄録、表紙イメージ、販売情報等 

・雑誌の定期購読申込書、購入申込書 

・ダウンロードを促すメッセージ 

・収録する雑誌の購読者であることを証明するパスワードの請求 

 

■DOIの役割 

DOI は、｢アクショナブル（actionable）｣、｢相互運用性（interoperability）｣、｢持続性（persistency）｣

を備えたリンクを提供する。｢アクショナブル｣な識別子とは、すぐに何かアクションを起こすことのでき

る識別子をいう。 

 

例：ウェブブラウザ上で｢クリック｣すれば、それに続いてアクションが起こる。 

 

｢相互運用性｣とは、複数の異なるシステムを相互に組み合わせて運用可能になる性質、複数の異なるシ

ステム間で情報を交換しアクションを取り合うことができる能力、１つのコンテクストから発生した情報

を（なるべく自動的に）他で使用できるようにする性質をいう。 

DOIの相互運用性は、｢構文的相互運用性｣と｢意味的相互運用性｣と｢コミュニティ相互運用性｣の 3つの

カテゴリから成る。構文的相互運用性は、意味的相互運用性の必要条件であり、意味的相互運用性は、コ

ミュニティ相互運用性の必要条件である。｢構文的相互運用性｣とは、言語では文法に当たるもので、交換

の対象となる「単語」や「句、節」等をどのような順序で、またどのような関係を持って配置し伝達する

かを定めることによって保証されるものである。 
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例１：国際的標準規格等を用いたシステム間の通信。 

例２：ある顧客が、4601 のアカウントの借方に 200 ドルの引き落しを記入するリクエストをメッセー

ジとして送ったとき、200 という数字がドル金額で、4601 がアカウント番号であると顧客が指

定したことを保証する。4601 が金額で、200 が番号だ等とは考えず、間違いなくメッセージを

伝える。 

 

｢意味的相互運用性｣とは、情報の内容がシステムによって自動的に解釈できるようにすること、システ

ム間がコミュニケーションの意味について共通の理解に基づき、それらの機能を調整する能力である。

データ要素は、意味的概念の複雑な結びつきに基づいている。構文的相互運用性だけでは、複雑なデータ

要素に対応できないので、意味的な相互運用性が必要となってくる。このことが可能となるためにはいく

つかのレベルで標準化されることが必要である。まず、システム間で共通に用いられるべき「単語集ある

いは語彙」が規定されていなければならない。さらにそれらの組み合わせによって意味をなす個々の「項

目」が定義されている必要がある。また、それらの項目によって「集合的に定義される枠組み」が規定さ

れる必要がある。システム間では、この枠組みを交換することによって情報の意味が伝達されることにな

る。 

 

例：意味的な細かい概念（証明、発行者、名称、商号、債務者、当事者）を結びつけた粗い概念（債務

当事者、専門 ID、発行者名、ID 発行者）の理解。 

 

｢コミュニティ相互運用性｣とは、情報の著作権や制限等を問題とする運用性をいう。構文的、意味的に

相互運用性が成り立っていても、どのような基準で情報を交換するかが複数のシステム間で理解されてい

る必要がある。 

｢持続性｣とは、情報が一貫して使用可能である性質のことである。情報のドメイン名や URL 等の変更

に影響されず、DOIによってその情報に対してアクセスが可能である。 

 

■DOIのシステム 

DOI は、ISBN 等と同じように一度発行されたら永久に変更できない永続型識別子（persistent 

identifier）として生み出されたものだが、デジタルオブジェクトは紙書籍等と異なり単純な電子の配列パ

ターンであり、実体性がない。そこで、DOI 自体は、あくまでもそのデジタルオブジェクトのデータそ

のもの、もしくはその置き場所（URL 等）を指し示し、さらにその情報を中央データベースから呼び出

すための、名前解決システム（name resolution system）もセットに含むことで機能する（資料 2.3.5を参

照）。 
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出典：IDF （国際DOI財団：International DOI foundation）ホームページ 

http://www.doi.org/overview/Persisten-Identifier-Illustration.jpg 

資料2.3.5 DOIシステムの概略 

※DOI自体は永続型識別子であるため永久に変わらないが、名前解決システムとしても機能させることで、指し示す相手（図

の例では、置き場所のURL）の変更は無制限に許容する 

 

○ハンドルシステムを利用したレゾリューションサービス 

DOIのシステムは、既存のシステム（ハンドルシステム、indecs）を組み入れたシステムである。 

レゾリューションとは、識別子が、識別された対象に関連した特定の 1 つ以上の情報をもつアウト

プットを受け取るためのネットワークサービスへのインプットをいう（例：URL）。DOI システムは、

既存のシステムである｢ハンドルシステム｣を利用したレゾリューションサービスを展開している。 

ハンドルシステムはCorporation for National Research Initiatives（CNRI）という団体によって管理さ

れている。インターネット上のデジタルオブジェクト及びその他のリソースに関する持続的な識別子に関

するシステムである。 

さらに DOI は、１つの DOI に対して複数のアウトプットの受信が可能である（2 つ以上の情報にアク

セスできる）｢multiple レゾリューション（MR）｣を本格稼働させている。１つの対象に複数の情報を組

み入れることができるので、情報の統合に便利であり、オブジェクト（データセット）の関連を明確にす

るのに適している。 

 

例１：1 つの DOI に対して、複数の URL（対象 A が複数の URL に対して利用可能な場合、DOI はこ

れを全て登録できる）。 

例２：1 つの DOI に対して、複数のデータの関係を表わす（単純な関係から複雑な関係までどの程度
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の複雑さでも可能）。 

 

URL レゾリューションは、インプットとアウトプットが 1 対 1 の対象しか示せず、目的場所の管理

（アイテムや目的のページ等）が行われる。DOI レゾリューションは、MR によって 1 対複数の関係を

示すことができるため、含むことのできる情報の数はURL レゾリューションよりも優れている。 

 

○indecsデータ辞書を利用したデータモデル 

データ辞書とは、コンピュータシステムにおけるデータ項目の名称や意味を登録した辞書のことをいう。

DOIシステムは、既存のシステムである｢interoperability of data in e-commerce systems（電子商取引シス

テムにおけるデータの相互運用性：indecs）データ辞書｣を利用したデータモデル（抽象的な形式でデー

タの表現方法をモデル化したもの）を展開している。 

 

■取得費用 

○IDFのRAsとなりDOIを登録する場合 

・フランチャイズ費（毎年 25万件の登録まで一律）＄20000 

・メンテナンス費＄0.01/DOI（500万件まで）、＄0.005（500万件を超える部分） 

 

○既存のRAsを通して登録する場合 

・年間費＄22000 

・１件あたりの登録料＄1（カレント）、＄0.15（バックファイル） 

 3） DOIの登録機関（RAs） 

■DOI登録機関（RAs）とは 

RAs（DOI登録機関：(DOI)Registration Agencies ）とは、 RA協定によって認められた IDFの構成員

である。当初 DOI 登録機関は、IDF だけであったが、DOI を広めるためにも RAs を任命した。徐々に

IDFは卸売業者としての性格を強め、RAsは小売業者としての役割を強め、今のシステムに至る。 

よって、RAs の主な役割は登録者（RAs の顧客であり、DOI ネームの利用者：Registrants）への DOI

のシステム提供を行うこと（DOI ネームの接頭コードの割り当て、DOI ネームの登録等）である。登録

者と直接的な関与をする、この役割は IDFの中で最も重要な活動である。 

DOI の登録は現在、7 機関が行っており（過去登録していた機関を合わせると 12 機関）、その領域は

グローバルである（資料 2.3.6）。 

登録者は自由に RAs を選べるが、実際はなじみのある言語が使用されている RAs を選ぶことが多く、

地域的な偏りがあるのが現状である。RAs は、構成員として IDF に会費を、DOI ネーム登録費兼維持費

として IDFテクニカルオペレーターに管理費を支払っている。 

RAs は、DOI を使って登録者にサービスを提供する自主的独立型団体（autonomous independent 

bodies）である。登録者とのビジネスモデルは（ライセンスとオペレーティングを除いて）完全に自主的

なものである。 
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■DOI登録機関リスト 

○CrossRef 

DOI における最初の RA である。2900 以上の出版社、学会を登録者として持つ。登録領域は、学術論

文、書籍、会議の議事録、Reference linking（参考文献リンク）、検索可能なメタデータデータベース等

である。 

○DataCite 

データセットの学術基盤の向上、データセンター（サーバーやデータの管理センター）との連携に焦点

を当てている。非営利機関や小規模企業の要求に沿ったビジネスモデルの展開も行っている。 

○EIDR（Entertainment Identifier Registry） 

登録領域は、映画、テレビ番組、その他商業用向けオーディオ・ビデオ等である。 

○mEDRA（multilingual European Registration Agency of DOI） 

多言語 DOI システムを展開している。 インターネット上のドキュメントに関する持続的な引用システ

ム、知的財産の対象間の関係トラッキング（追跡システム）、タイムスタンプ（個々のファイルの作成日

時や更新日時等の情報）やデジタル署名（デジタルデータの信頼性を保証するための電子的な署名）等の

認証を範囲としている。 

○OPOCE（Office des publications EU） 

EU 内の全ての対象物の公式発行元として DOI ネームを登録している。政府文書等も対象範囲である。 

○R.R.Bowker 

書籍と定期刊行物出版のマーケティングサービス、デジタル著作権とサプライチェーン・マネジメン

ト12の識別とトラッキングツール（追跡ツール）、図書館や書店によるリソースの使用率と認知度を高め

るサービスの提供、DOIシステムとISBNメタデータの連結 を行っている。 

○Wanfang Data 

中国の定期刊行物や科学分野のデータセット等を対象範囲としている。 

 
DOI登録機関 発行対象、地域 

CrossRef 学術ジャーナル等学術出版物に特化 

DataCite 研究系データセット等に特化 

EIDR（Entertainment Identifier Registry） 映画やビデオ・オーディオコンテンツに特化 

mEDRA（multilingual European Registration 

Agency of DOI） 

著作権の監視システムや引用監視システム等で利用 

OPOCE （Office des publications EU） EU系の学術団体の総代理店 

R.R. Bowker 出版社・雑誌社に特化（主に米国） 

Wanfang Data 中国国内の学術出版物等に特化 

資料2.3.6 DOI登録機関一覧 （2011年1月現在） 

                                                        
 
 
12 製品がメーカーから消費者の手に渡るまでの全過程において、無駄を極力追放する管理手法 

 74 



2.3 海外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

 

（2） CrossRef 

■団体概要 

【米国本部】40 Salem Street, Lynnfield, MA 01940, U.S.A. 

【英国出張所】Chester House, 21-27 George St., Oxford OX1 2AY, England 

【代表】Ed Pentz（Executive Director）, Linda Beebe（Chair）  

【設立】2000年1月 

【職員数】17名（2011年3月現在） 

【年間売上】4,104,385米ドル、※2009会計年度 

【主な事業内容】DOIエージェント業務およびDOI関連ネットサービスの提供。 

 

■ 法人・サービスの概要 

CrossRef は、IDF（国際 DOI 機関：International DOI Foundation）が発行・管理するインターネット

向けデジタルオブジェクト識別子「Digital Object Identifier（DOI）」の発行代行サービス（DOI 登録機

関）である。米国・英国を中心とした学術系出版社 3,200 社が共同運営する非営利法人 PILA

（Publishers International Linking Association Inc.）が、認定DOI発行代理エージェントの 1社として同

サービスを運営する。 

主にインターネット上の下記デジタルオブジェクト群： 

・学術ジャーナル 

・学術系書籍 

・カンファレンス資料 

・ジャーナルや書籍の一部分 

・データベース 

・論文 

・規格文書 

・データ類 

のコンテンツそのもの、またはそのサマリーページ等に対して、有償で DOI の発行を行っている。そ

のため、顧客は学術研究機関や学術系の出版社が大半となっている。 

他にも Wanfang Data、EIDR 等といった DOI 登録機関は存在するが（資料 2.3.6）、CrossRef はその

中でも圧倒的な最大手（DOI 発行数ベースでシェア 90％程度を保有）である。既に 4,400 万個の DOI 発

行実績を誇っており、その 85％近くが学術ジャーナルへの付与となっている（2010年 12月時点）。 

 

■ 識別子の費用等について 

CrossRefでは下記の 3事業で売上を得ている： 

１．年会費（出版社の売上規模によって 275ドル〜50,000ドルと可変的、CrossRef売上の 30％程度） 

２．DOI発行代行サービス手数料（1個あたり最低 15セント〜最大 1ドル、CrossRef売上の 60％程度） 

３．メタデータDBのOEM売上（書誌データベース会社等に対し、CrossRef売上の 10％） 

 

■ 商用電子書籍やマイクロコンテンツ等での当該識別子の利用について 
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CrossRef では現在、DOI 発行を学術ジャーナル中心（全体の 85％程度）に集中させており、いわゆる

商用の電子書籍等への発行は一切行っておらず、それらに対する運用ガイドラインもない。その理由は下

記の 3点である： 

 

１．識別の当事者である、商用電子書籍の発行元の多く（例：Random House社等）が、商品の識別方

法についての方針をまだ固めていない。 

２．DOI は規格としての制約が少なく、メタデータやサマリー記事を指し示すことも許しているため、

商業出版社のニーズに合っているかどうかわからない。 

３．CrossRef自体、商用媒体分野に参入する計画がない（過去に考えたことはあるが）。 

 

一方、マイクロコンテンツ等についても、学術ジャーナル向けには「章単位」「号単位」等で数多く

DOIを発行しているが、商用雑誌記事等の識別については、上述と同じ理由で一切取り組んでいない。 

 

■ 運用体制について 

CrossRef のシステム現場は、ほとんどの業務を自動化しているため、5 名程度で運営できている。1 日

当たりに発行する DOI 数は平均 10,000 個程度だが、それらの出版社からのメタデータ登録の大半は専用

API に XML 入稿させており、文法エラーや登録エラー等も自動検知して相手に知らせる仕組みとなって

いる。カスタマーサポートは原則 Web／メールもしくは提携システム会社経由で行い、電話サポートは

一切受け付けていない。新規サービス開発や事務についても、少人数で対応している。 

法人としてのCrossRef（Publishers Internal Linking Association, Inc.）は営利法人ではなく、非営利の

協会団体として米国で登記しているため、利益はそのまま次期に繰り越してシステム開発や組織運営等に

使用している。 

 

■ 今後の予定について 

CrossRef では単なる DOI の発行業務だけにとどまらず、そのノウハウを応用した「Cited-By」

「CrossCheck」という新サービスも始めている。また、ORCID（Open Researcher & Contributor ID※

注：ISO規格の ISNIとは別規格）という著者名識別団体の会合にも出席し、関連の研究も行っている。 
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（3） ARK 

■概要 

ARK（Archival Resource Key）とは、URL をモデルに開発された識別子である。それまでの識別子

（URN、ハンドルシステム、DOI、PURL（Persistent URL）等）が最も重要な要素として捉えてこな

かった持続性の追求を初めて強調した識別子である。また他の識別子と同様、｢アクショナブル（すぐに

何かアクションを起こすことのできる）｣なURLである。 

2001年 3月に John A. Kunze氏と Richard P.C. Rogers氏が代表する米国国立医学図書館（US National 

Library of Medicine）が考え、現在は米カリフォルニア大学のデジタル図書館であるCDL（カリフォルニ

ア電子図書館：California Digital Library）の Curation Identity Service 下で運営管理されている図書館

アーカイブ用途向けの識別子である。 

ARK 自体、識別対象は電子媒体に限らず、紙書籍や銅像等種別は問わない。利用条件もとても簡単で、

「オブジェクトそのもの」「オブジェクトのメタデータ」「プロバイダのコミットメント・ステートメン

ト（目標等を文書化したもの）」のどれかに必ずリンクすること、のみとなっている。 

ARK の目的は単純に永続型識別子として機能することのみにあるため、通信プロトコル規格等につい

ても規定がなく、名前解決システムやそのデータベースも個々が勝手に運営することになっており（つま

り、ARKでは中央データベースは存在しない）、管理責任者に関する規定や罰則もない。 

識別対象は全てのオブジェクト（デジタルオブジェクト、物理的オブジェクト、抽象体等）である。図

書館、公文書保管所、美術館や記念館等記録を保管する機関で使用されている。 

なお、CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital Library）に登録されているARKは、2003

年の段階で約 8万件である。 

 

 
資料2.3.7  ARK識別子の構文（HTTP URLに挿入した場合） 

 たとえば資料 2.3.7の例では、識別者番号NAAN（Name Assigning Authority Number）はCDL（カリ

フォルニア電子図書館：California Digital Library）を示す「13030」となっているが、だからといって名
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前解決の責任が CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital Library）にあるということは意味

しない。また、別の機関がこの「13030」以下の名前解決を管理代行したり、識別者番号ごと移管された

としても、どこかに申請手続きをする必要もない。これは、識別の対象よりも識別者側のほうが先に寿命

を迎えてしまうケース（極端な例：CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital Library）の運

営組織がある日突然解散させられた、等）が発生しても、識別者番号がスムーズに引き継ぎ機関側に移管

されることを最優先しているからである。 

 ARK は、そのような自己自律的な仕組みを使い、永続型識別子としての役目を全うできるよう考えら

れた識別子である。 

 

■ARKのシステム 

ARK は URL をモデルに、オブジェクト自身、そのメタデータ、現在のプロバイダのコミットメン

ト・ステートメント（目標等を文書化したもの）の３要素を取り込むことができるようにしている。これ

はARKが規格化しているTHUMP（Tiny HTTP URL Mapping Protocol）によるものである。 

 

○THUMP 

ARKは自身が規格化しているTHUMP（Tiny HTTP URL Mapping Protocol）をシステムに利用してい

る。THUMPは、HTTPを使用した簡易なプロトコルのことである。 

ユーザーは参照したい情報について、ARK を通して｢リクエスト｣することによって得ることができる。

ユーザーは｢リクエスト｣を、Webブラウザのロケーションフィールド（Webページの URLが表示されて

いる場所）に直接入力し、それに対する情報は Web ブラウザに映し出される。そのため入力するリクエ

ストはURLのようで、リクエストで得られる情報はHTMLドキュメントのような作用をする。 

参照できる情報は、オブジェクトのメタデータやプロバイダのコミットメント・ステートメントのオブ

ジェクトの情報（オブジェクトに関連する｢who｣、｢what｣、｢when｣、｢where｣等）やオブジェクトの永続

性、変動性、履歴等である。 

また、メタデータを参照する場合は｢?｣を、コミットメント・ステートメントの場合は｢??｣を ARK コー

ドの最後に入力する。よって、オブジェクトと異なる種類の識別子を用意する手間が省ける。ARK は

様々な種類のメタデータを取り込むことができ、その形式は問わない。 

メタデータをリクエストすると下の図のような情報が得られる。情報はリクエスト者（ユーザー）に関

する要素（1-3 行目）、サーバーの HTTP/THUMPresponse headers（4-7 行目）、サーバーの応答（8-13

行目）から成る。8-12 行目の情報がオブジェクトに関するメタデータで、｢who｣はオブジェクトの作成者、

｢what｣はオブジェクトの呼び名、｢when｣はオブジェクトの作成日、｢where｣はオブジェクトの場所を示

す。 
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コミットメント・ステートメントに関する情報は、1 行目から 12 行目まではオブジェクトに関する情

報が表示されるが、それ以降はコミットメントに関する情報が表示される（｢who｣は作成者、｢what｣は性

質、｢when｣は作成日、｢where｣は詳細が記述されている場所）。 

 

 

○ERC 

ERC（Electronic Resource Citation）とはダブリン・コア13とカーネルメタデータ14を用いたメタデータ

である。ERCは、ARKが簡潔でまとまった印刷可能なデータの提供を可能にしているシステムである。 

 

■ARKの仕組み（ARKの構文） 

ARK の構文は、｢ark:｣を含んだ記号の配列である。一般に ARK の構文は、｢Protocol｣｢NMAH｣｢ark:/｣

｢NAAN｣｢Name｣｢Qualifier｣6要素から成る形｢Protocol //NMAH/ark:/NAAN/Name/Qualifier｣をとる。 
                                                        
 
 
13 DCMI（Dublin Core Metadata Initiative）で提唱している、メタデータ記述の語彙 
14 ダブリン・コアよりも簡単なメタデータのフォーマット 
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例：http://library.manchester.ac.uk/ark:/98765/archive/object35 

①Protocol：｢http://｣等のプロトコルを示す。 

②NMAH（Name Mapping Authority Hostport）：通常ホスト名、オブジェクトそのものに責任を持つ

現在のサービスプロバイダ（例えば、Web サイト）を示す。これは URL におけるドメイン名と同じもの

である。サービスプロバイダは、プロバイダの移行及びサービスを利用している NAA（Name Assigning 

Authority）の数の変化によって変更になる場合もあるので、NMAH は変動的である。ARK に記載され

ているNMAHが実在すれば、ユーザーは直接NMAHにアクセスできる。NMAHが変更になった場合も

ユーザーは、ARK構文に記載されている NAAと、CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital 

Library）に登録されている NAA を照らし合わせることによって新しい NMAH を特定することができる。

NAPTR（ドメイン名と電話番号等を関連付けるDNSデータ記録形式：Name Authority Pointer）の簡略

版を用いてNMAHを特定することも可能である。 

③ark:/：ARK 識別子が実際に始まることを示すラベル。ark:/以下の要素は、URN 等の他のスキームで

使用できる。ark:/以下は固有の識別子となる。 

④NAAN（Name Assigning Authority Number）：NAAはオブジェクトのネーミングに権限がある組織

である。NAAN はこの組織のユニークな識別子であり、5 桁または 9 桁からなる。NAA は 1 つ以上の

NMAHと関係があり、通常独自のNMAHを運用するが、これは必須ではない。 

⑤Name：NAAによって登録されるラベルで、オブジェクトの｢名前｣にあたる部分。 

⑥Qualifier：NAA または NMA（Name Mapping Authority）によって登録されるラベルで、Name を

つけられたオブジェクトをさらに細かく識別するための要素である。オブジェクトを階層化したり、バリ

アント（同じオブジェクトの異なる要素のこと。バージョン、言語、形式等を指す）が付けられた場合に

記載される。どこまで階層化やバリアントを示すかは NAA、NMA に委ねられている。階層化を表現す

る場合は｢/｣を用い、バリアントを表現するには｢.｣を使用する。 

 

例１：ark:/[NAAN]/3567/file1、ark:/[NAAN]/3567/file2、ark:/[NAAN]/3567/file3 

例２：ark:/[NAAN]/3567.t44.v23、ark:/[NAAN]/3567.232 

 

Protocol、NMAH、Qualifierはオプションの要素。また Protocolと NMAHは、ARKにユニークな固有

の要素ではない。 

ARK を｢アクショナブル｣な識別子にしている要素は Protocol～NMAH のラベルである。NAAN～

Nameのラベルは、オブジェクトに対して不変で持続的な識別子である。 

ARK は、サービスプロバイダよりもオブジェクトそのものに対する識別子を重要視しているので、オ

ブジェクトのプロバイダが変わっても、｢ark:/｣以下のオブジェクトに直接関係する要素は影響を受けない

システムとなっている。 

 

  例：http://bnf.fr/ark:/13030/tf5p30086k → http://portico.org/ark:/13030/tf5p30086k 

 

Name 以下のラベルは ASCII コードで構成され、その長さは 128 バイト以下でなければならない。文
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字、数字、記号「=」「#」「*」「+」「@」「$」の使用が可能である。記号｢%｣｢-｣｢.｣｢/｣の使用も可能だ

が、その使用については制限がある。｢.｣｢/｣でコードを終わらせることはできない。｢-｣は、ARK の中では

読み取られないのであくまでも読みやすさのために使用されるものである（電話番号で使われる｢-｣と同

じ役割）。 

 

  例：以下の３つのARKは全て同じ 

http://sneezy.dopey.com/ark:/12025/65-4-xz-321 

http://sneezy.dopey.com/ark:/12025/654--xz32-1 

http://sneezy.dopey.com/ark:/12025/654xz321 

 

｢%｣は URI と同様、ARK 上の URN エンコード（URI において使用禁止である値を使う際に行われる

符号化の俗称）に用いられる。ASCII 以外の文字データを用いる場合には、「%xx」（xx は 16 進数（数

字 0-9、A-F（または a-f））という形でコードを表記する（例：｢}｣の代わりに｢%7d｣と表記）。略語や頭

字語との混同を避けるため、小文字の 16 進数の使用が好まれている（例：｢%ACT｣の代わりに｢%acT｣と

表記）。｢%｣自体は ASCII コードではないので｢%｣そのものを表記したい場合は URL エンコードに沿っ

て｢%25｣と表記することになる。 

 

■NAAN（Name Assigning Authority Number） 

CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital Library）はNAANレジストリを管理しており、

NAA と NAA に関連する NMAH のリストが登録されている。NAA は 2011 年 2 月現在 27 機関である。

登録機関は、アメリカ議会図書館等、ほとんどがアメリカの機関である。 

ARK を使用するためには、機関は NAA または、｢Name｣の登録を行うことができる NAA のサブオー

ソリティとしてCDLに登録をする。 

CDL に問い合わせることで、どの機関でも NAAN を取得でき、ARK を使用することができる。ARK

を使用するために用いるソフトウェアはどれでも対応可能であるが CDL は'NOID' （nice opaque 

identifiers）ソフトウェアの使用を推奨している。 
 
NAAN  組織  

12025 National Library of Medicine  

12148 Bibliothèque National de France  

13030 California Digital Library  

13038 World Intellectual Property Organization  

13960 Internet Archive  

15230 Rutgers University  

17101 Centre for Ecology & Hydrology, UK  

20775 University of California San Diego  

21198 University of California Los Angeles  

25031 University of Kansas  

25593 Emory University  
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26677 Library and Archives Canada  

27927 Portico/Ithaka Electronic-Archiving Initiative  

28722 University of California Berkeley  

29114 University of California San Francisco  

39331 National Library of Hungary  

52327 Bibliothèque et Archives Nationales du Québec  

61001 University of Chicago  

62624 New York University  

64269 Digital Curation Centre  

65323 University of Calgary  

67531 University of North Texas  

78319 Google  

78428 University of Washington  

80444 Northwest Digital Archives  

81055 British Library  

88435 Princeton University  

資料2.3.8  NAANリスト（2011年2月現在） 

■ARKの長所と問題点 

○ARKの長所 

ARKの長所として以下の点が挙げられる。 

・システムは規格に準拠しており、プロトコル/技術が独立している。  

・単一の識別子として、またはデジタルオブジェクトへのアクセスができる識別子として、どちらの場

合もうまく作用するシステムである。  

・異なる種類のオブジェクトを識別するのに利用できる（例：デジタルオブジェクト自身やそのメタ

データ、エージェントやイベントの識別）。  

・ライブラリコンテキスト上で展開され、デジタルアーカイブの必要性に沿った構成のシステムである。  

・ダークアーカイブ（通常限定された機関や人物のみにアーカイブ確認のアクセスが認められるアーカ

イブ）等の閉ざされた環境及び誰でもアクセスできる開かれた環境どちらにも向いた識別子である 。 

・ARKシステムは持続的な識別子のための他機関の関与を重要視している。  

・1つの代表機関（CDL（カリフォルニア電子図書館：California Digital Library））によって管理され

ており営利目的のバックグラウンドがない。（その点でDOIと同様である。）  

・システムを利用するにあたって柔軟性がある（例：ある機関が NMAH と NAA 両方の役割を果たし

ている場合の対処） 。 

・システム利用に求められる技術的な必要条件がほとんどない。  

・ARKシステムはまだ発達段階にあるため、機関がシステムの発展に関与できる。 

 

○ARKの問題点 

ARKの問題点として以下が挙げられる。 
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・近年構築されたシステムなので、評判やシステム寿命が推測しにくい。  

・デジタルアーカイブの必要条件には余分な要素がある（例：階層化とバリアントの複雑さ）  

・ほとんどの機関はメタデータに、簡素で異なるシステム間で作動できる XMLを使用している。ARK

システムは、メタデータに ERC を使用しているため、メタデータの複製や異なる形式への変換等の

作業に手間がかかる可能性がある。 

 
 DOI ARK 

名称 Digital Object Identifier Archival Resource Key 

作用 通常のハイパーリンクのように作用 通常のハイパーリンクのように作用 

使用可能領域 リソースの全てのサブセットに使用可能 リソースの全てのサブセットに使用可能 

持続性の維持方法 URL管理による URL管理による 

特徴 著作権とライセンスのためにOpenURLの併

用が必要 

｢??（コマンド）｣により、オブジェクトと

同様にメタデータ、コミットメント・ス

テートメントへのアクセスが可能 

レガシーシステム

識別子の組み込み 

ISBN、SKUなどのレガシーシステム識別子

の組み込みが可能 

char型の変換作業後レガシーシステム識別

子の組み込みが可能 

登録費 高い 安い 

対象 学術論文 記憶機関（博物館、美術館、文書館、図書

館、アーカイブなど） 

削除の可能性 1度登録すると削除が不可 1度登録しても削除が可能 

出典：CDL（カリフォルニア電子図書館）ホームページ 

http://www.cdlib.org/services/uc3/ezid/doi_ark.html 

資料2.3.9  DOIとARKの違い 
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（4） Amazon Standard Identification Number（ASIN） 

 1） 管理機関の概要 

■企業概要 

【本部所在地】605 5th Avenue S # 100, Seattle, Washington, United States 

【代表】Jeffrey P. Bezos (Chairman, President & CEO) 

【設立】1994年 

【職員数】33700名 ※2010年 

【年間売上】約245億900万ドル ※2009年 

【主な事業内容】インターネット上での通販、商取引。 

 

Amazon.com, Inc.は、米国ワシントン州シアトル市を本拠地とする、e コマースにおける世界的なリー

ディングカンパニーである。書籍やエレクトロニクス製品、テニスラケット、宝飾品まで様々な商品を豊

富に取り揃えている。Amazon.com, Inc.と関連会社は、米国の他、イギリス、ドイツ、フランス、日本、

カナダ、イタリア、中国（Joyo.com）でウェブサイトを運営し、世界各地 50 カ所を超える物流センター

を設置している。 

なお、Amazon.co.jp は 2000 年 11 月 1 日に営業を開始し、書籍や家電、カメラ、DVD など様々な商品

を豊富に取り揃えている。 

主な取扱商品は以下のとおりである。 

和書、洋書、CD、DVD、ソフトウェア、ゲーム、家電＆カメラ、ホーム＆キッチン、おもちゃ＆ホ

ビー、スポーツ＆アウトドア、ヘルス＆ビューティー、コスメ、時計、ベビー＆マタニティ、アパレル

＆ファッション雑貨、食品＆飲料、ジュエリー、文房具・オフィス関連商品、DIY・工具、カー＆バイ

ク用品、楽器、ペット用品 

 2） 商品管理コードについて 

アマゾンにおいてウェブサイト上の管理コードは ISBNと ASINの 2種類である。書籍には ISBN、そ

れ以外にはASINを使用している。なお、ISBNがない書籍にはASINを使用している。 
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■ISBN 

出版物（書籍、コミック、ムック、・カセットテープ・ビデオ・CD・DVD 等の電子出版物）は、

ISBN（10桁または 13桁）を基本とし、そのほかは何ら付番していない。 

但し、出版物に ISBNコードがない商品にはASINを付番している。 

 

 

資料2.3.10  Amazon.co.jp上に表示されるISBN 
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■ASIN 

ASINはアマゾン独自のウェブサイト上の管理コードで、商品ごとに付番される固有のコード（10桁）

である。出版物（書籍、コミック、ムック、・カセットテープ・ビデオ・CD・DVD 等の電子出版物）以

外の商品に付番される。なお、ASINのコード付番の規則性は公開されていない。 

カタログの商品詳細ページに表示される ASIN には、各商品の寸法や頁数（書籍のみ）、枚数（CD の

み）など、商品関連情報が紐付けられる。 

 

資料2.3.11  Amazon.co.jp上に表示されるASIN 

*Amazon, Amazon.com およびAmazon.co.jpはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標。 
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（5） Google 

 1） 管理機関 

■企業概要 

【本部所在地】1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States 

【代表】Lawrence E. Page (CEO, Co-Founder and President, Products), Eric Schmidt (Executive Chairman), 

Sergey M. Brin (Co-Founder and President, Technology) 

【設立】1998年9月 

【職員数】24400名 ※2010年 

【年間売上】約236.5億米ドル ※2009年 

【主な事業内容】ソフトウェアおよびインターネット上での検索エンジンの提供 

 

Google（グーグル）は、アメリカ合衆国のソフトウェア会社である。検索エンジンを中心とし、様々な

情報へアクセスするサービスを提供している。 

Google eBookstore は Google が提供するサービスの一つで電子書籍サービスであるが、アメリカに限定

されている。 

 2） 管理コードについて 

Google eBookstoreで電子書籍を売る時はeISBN15、もしくは、Google eBook-specific ISBN16が必要であ

り、どちらかのコードを用いて管理されている。 

電子書籍に ISBN コードを付番していない場合は、Google が Google 内だけで利用できる ISBN の様な

コード（Google eBook-specific ISBN）を独自に付番し、コンテンツの管理を行っている。なお、当然であ

るが、Google eBook-specific ISBNはGoogleの独自コードであり、Google eBookバージョン内でしか対応

していない。 

Google では、eISBN は必須ではないが、eISBN を持っていることは販売に有利（小売業者の多くが必

要としている）になるとしている。 

 3） 参考資料：International ISBN Agency（国際ISBN機関）による電子書籍に対するISBNのガイドラ

イン 

International ISBN Agency（国際ISBN機関）では、電子書籍についても上記の13桁のISBNコードを使

うよう、出版社向けに運用ガイドラインを発表している。具体的には： 

 

1） 同じ作品でも、異なるフォーマットで提供される場合は、個々のフォーマットについてそれぞれ別の

                                                        
 
 
15 電子書籍に付番された ISBNの意。ただし、国際 ISBN機関は、｢eISBN｣という名称を用いておらず、Googleが呼称してい

るだけで、正式名称ではない。 
16 Google eBook-specific ISBN、Google eBook ISBN、Google-provided ISBN、Google Editions ISBNというように、Googleの中で

も、呼称は統一されていない。 
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書名記号を割り当てること。 

2） DRM の種類や設定が大きく異なる場合も、別々の書名記号を割り当てること（ただし、電子透かしに

ついてはこの対象外とする）。 

3） 採用フォーマットや DRM 設定に関する選択をすべて配信会社に委託し、その内訳を把握できなくても、

個々の書名記号を割り当てること（必要とあらば、各国の ISBN エージェンシーの権限で配信会社に対

して新しい出版者記号を割り当てることも許される）。 

4） 単一の配信会社／フォーマット／DRM 設定でしか当該作品を販売しない場合は、ISBN 自体は割り当て

る必要はない。 

5） また、作品／フォーマット／DRM 設定がまったく同じものであれば、たとえば UI やデザインや形状

（アプリ版vs.ファイル版）等が大きく異なっていても、新しい書名記号を割り当てる必要はない。 

6） ただし、ビデオや音声等を追加した場合は、作品内容が大きく変わるため、別々の書名記号を割り当

てる必要がある。 

7） 1 つの作品を章単位に分けて、それぞれ別の電子書籍として販売する場合は、別々の書名記号を割り

当てる必要がある。ただし、4）のとおり、単一の配信会社／フォーマット／DRM 設定でしか当該作品

を販売しない場合は、対象外となる。 

 

としている。 

ISBN 機関は発行者（出版社）に、各形式に合わせた異なる ISBN コードを付けるように指導している。 

それぞれの形式に合わせた ISBNを登録するのは、原則発行者の役割であるが、煩雑な作業を嫌がり登

録を行わない発行者もいる。 

現在、出版社の標準化団体 EDItEURと連携して、仲介業者が出版社から新しい形式の ISBNを要求、

受領するウェブサービスの開発を行っている。 
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（6） ISNI 

 1） 管理機関 

ISNI （International Standard Name Identifier）は、ISNI 国際機関（ISNI International Agency）に

よって管理されている。 

ISNI国際機関（ISNI International Agency）は、2010年 12月 22日にロンドンに拠点を置く非営利団

体として公式に発足した。ISNI国際機関が ISNIのレファレンスデータベースを作成し、登録機関のネッ

トワークを構築すると共に、メディアやコンテンツ提供者は業務に ISNIを組み入れていく予定である。 

また、RA（登録認定機関：Registration Authority）、RAG（登録機関：Registration Agencies）、

Verification Agenciesの 3つの機関から構成されている。 

 

■RA（登録認定機関：Registration Authority） 

RAは ISOによって任命され、ISNI国際機関によって運営されている機関である。取締役会（Board of 

Directors）とポリシー諮問機関（Policy Advisory Board）によって管理されている。 

RA は、ISNI 規格の管理組織に関して全責任を担っており、ISNI レファレンスデータベースの建設・

維持も担当する予定である。また、ユーザーに対してサービスを直接配布することはしない。 

なお、最初のデータベースは、様々な領域からなる創立会員の既存のデータベースから構成される予定

である。 

 

■RAG（登録機関：Registration Agencies） 

ISNI 国際機関によって任命された、唯一の公認 ISNI 発行機関である。RA とユーザー間の接点となる

役割を担っており、ユーザーの ISNI取得要請は RAGを介して行われる。全ユーザーに ISNI関連サービ

スを提供する（例：ISNI国際機関が管理するデータベース内の ISNIレファレンスの検索、公的アイデン

ティティへの ISNIの割り当て）。 

RAG は、ISNI データベースに対して無制限のリード・オンリー・アクセス（既存ファイルの閲覧のみ

許され、それに対する修正や削除、新たなファイルの追加等はできない）をもつ。 

ISNI に対して興味があればどの企業実体も年会費を払って RAG になることができる。RAG はまだ存

在していないが、2011年 9月頃からRAGが随時登録されていく予定である。 

 

■Verification Agencies 

RA によって任命されている機関である。公的アイデンティティに関する情報と（RA が管理する）

ISNIデータベースとのマッチングを行う、RAへのマッチングサービスとしての役割をもつ。  

 

■ISNI国際機関の創立会員（希望会員）リスト 

・CISAC（作詞作曲家協会国際連合会：International Confederation of Societies of Authors and 

Composers） 
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・IFRRO（世界複製権機構：International Federation of Reproduction Rights Organisations） 

・IPDA（国際実演家データベース協会：International Performers’ Database Association） 

・ProQuest 

・OCLC（Online Computer Library Center） 

・Bibliothèque Nationale de France（フランス国立図書館） 

・the British Library（英国図書館） 

 

 2） ISNIについて 

■概要 

ISNI（国際標準名称識別子：International Standard Name Identifier）とは、創作活動における様々な

分野の公的アイデンティティ（Public Identity (of Party)）に関する識別子（名称に関する ID）である。現

在 DIS（Draft International Standard：国際規格案（照会段階にある ISO 国際規格案））の段階にある

（ISO/CD 27729）。 

ISNIは公的アイデンティティ（Public Identity (of Party)）に対して登録することができる。公的アイデ

ンティティとは、（デジタル上の）創作物、生産物、文化財の管理・配布において、メディアコンテンツ

産業を通じて世間に知れ渡っている人や団体（Party）の名前のことである（例：｢ルイス・キャロル｣は

自然人の公的アイデンティティ）。Party は自然人（著者等）、合法的な組織や法人（レコード・レーベ

ル等）、フィクション上のキャラクター（ピーターパン等）等を指す。 

主に、メディア産業（デジタル、物理問わない）における関係者に向けて作られた識別子である（図書

館、出版社、音楽・映画業界のプロデューサー、書誌サービス、著作権管理団体（Rights Management 

Organizations）、検索エンジン、オンラインショップ、データ集積者等）。 

ISNI は、他の人と混同する可能性のある名称の曖昧性を除去するツールを提供し、メディア業界のあ

らゆる部門で収集･使用されている名称に関するデータを相互に関連付ける。この規格が運用されると、

領域間の相互運用性が高まり、例えばある人物による図書、講演が掲載された雑誌、演奏した CD等が、

一括で検索できるようになる。なお、1年間で約 60万件、最低約 2000万件が ISNIに登録可能である。 

ISNI は｢橋渡し｣の識別子としての機能をもつ。公的アイデンティティに関する情報への直接的なアク

セスが目的ではなく、その情報を持つ他のシステムへのリンクを提供することが目的である。公的アイデ

ンティティの所有者は内密情報（confidential information）を公開することなく、Party に関する情報が

様々な産業間でやり取りできるようになっている。ISNI 自体は公的アイデンティティを識別する最小限

のメタデータを含んでいるだけである（その他の関連情報は条件付きアクセスで所有者のデータベースで

管理されている）。 
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出典：ISNI国際機関ホームページ 

http://www.isni.org/ 

資料2.3.12  ISNIの機能 

 

■ISNI登録に関する規定 

ISNI の登録は RAG（登録機関）によって行われる。公認登録者（公的アイデンティティに登録する権

限がある個人や機関：authorized Registrants）は最小限以下の情報を与えることと引き換えに ISNI を得

ることができる。 

①公的アイデンティティの名前 

②生没年、出生地、死亡場所 

③RA によって定められたクラス（ミュージカル、オーディオヴィジュアル、文学等のレパートリー）

とロール（著者、パフォーマー、発行元等） 

④創作物に対する表題や関係物 

⑤その公的アイデンティティに関する詳細情報が得られるURIまたはURL 

ISNI コードは 16 桁の 10 進数で示される。最後の文字は数字か｢X｣で示される検査文字（コードの入

力誤りや読取り誤りを検出できる文字）である。 

 

例：ISNI 1422 4586 3573 0476 

 

ある Party に複数の ISNI が登録される場合もあり、その場合１つの Party は 2 つ以上の公的アイデン

ティティを持っているとみなされる（１つの公的アイデンティティに対して１つの ISNI）。Party の文

字セットの違い（character set variances）、文字体系の違い（transliteration variances）、言語上の違い

（linguistic variances）は考慮されず同じ公的アイデンティティとみなされるので同一の ISNIが登録され

る。 

 

例１：｢ルイス・キャロル｣と｢チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン｣には異なった ISNI が登録される

（｢ルイス・キャロル｣と｢チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン｣は同一の Party であるが、｢ルイ

ス・キャロル｣は作家名義の名前（公的アイデンティティ）であるため）。 

例２：｢Günter Graß｣と｢Guenter Grass｣と｢Guenter Graß｣には同じ ISNIが登録される（公的アイデン

ティティ｢ギュンター・グラス｣の文字セットの違い）。 
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例３：｢Ciaikovsky, Pjotr Iljc｣と｢Пётр Ильич Чайковский｣には同じ ISNIが登録される（公的アイデン

ティティ｢ピョートル・チャイコフスキー｣の文字体系の違い）。 

例４：｢Pyotr Tchaikovsky｣と｢Peter Tchaikovsky｣には同じ ISNI が登録される（公的アイデンティティ

｢ピョートル・チャイコフスキー｣の言語上の違い）。 

なお、ISNI国際機関は将来的に細かい規定を発表する予定でいる。 

 
ISNI First Name Last Name Class Role 

0000 1000 0000 1774 John Smith Literary Author 

0000 1000 0000 115x Sam Davis Musical Work Composer 

0000 1000 0000 1264 West Side Inc. Literary Publisher 

0000 1000 0000 3489 Adriana Malovich Audio Visual Actor 

0000 1000 0000 5214 Susan Roller Literary Author 

0000 1000 8959 0404 Steve Mellow Visual Arts Photographer 

出典：ISNI国際機関ホームページ 

http://www.isni.org/ 

資料2.3.13 ISNIのデータベースのサンプル   

 

出典：米国情報標準化委員会（NISO）およびOCLC（Online Computer Library Center）Luther,Judy著  

「図書メタデータワークフローの合理化」 

資料2.3.14 出版および図書館コミュニティにおいて開発された異なる標準  
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（7） その他のコード 

 1） ISRC（国際標準レコーディングコード：International Standard Recording Code） 

■概要 

ISRC（国際標準レコーディングコード：International Standard Recording Code）は、ISO 規格

（ISO3901:2001）、JIS 規格に制定されている、音源（レコーディング）の識別に利用される唯一の国際

標準コードである。 

 

○目的 

放送における音源の二次使用や、将来像として当時予見されていたコンピュータ・ネットワークのイン

フラの発達に備える目的で、音源の利用やそれに関する情報を有効かつ効率的に管理するために音源 ID

として 1986年規格化された。世界レベルで 1991年からレコード会社による運用が始められた。 

レコード業界におけるデータベースを繋ぐ１つのキーとして利用されており、電子的著作権管理システ

ムや DRM（デジタル著作権管理システム）において、ISRC の利用は増加している（DVD-Audio や MD

の複製制御など）。 

 

○対象 

音源（レコーディング）の識別に利用する。音源の権利者、媒体の分類・番号付け等に使用してはなら

ない。 

「音源（レコーディング）」とは「収録及び編集の作業によって得られた成果」をさす。バージョン違

い（リミックス）やタイム違い（ボーカル有無違い、リミックス、トラック分割など）をはじめとする

「視聴覚的に識別できるもの」は全て異なる音源として扱われる。１つの音源は１つの ISRC によって識

別される。異なる複数の音源に同一の ISRC を付けたり、単一の音源に複数の ISRC を付けたりすること

はできない（例：特定のオーディオレコーディングに付番した ISRC を、その曲の音楽ビデオレコーディ

ングに流用することはできない）。 

｢音源（レコーディング）｣には｢オーディオレコーディング｣と｢音楽ビデオレコーディング｣の 2 種類が

ある。オーディオレコーディングは音楽作品の演奏など、オーディオ・音声のみ（自然音、トーク等を含

む）で構成される音源を指す（CD の場合はトラック）。音楽ビデオレコーディングは音楽作品の演奏の

音源によって全体又は実質的部分が構成されるようなオーディオを、映像とともに固定したものをいう

（プロモーションビデオ、ライブパフォーマンス映像など）。 

 

○運営機関 

イギリス、ロンドンにある IFPI（International Federation of the Phonographic Industry）が ISRCの管

理をしており、その下に各国の ISRC 登録管理機関が存在する（2011 年 2 月現在、48 機関）。日本国内

の ISRC登録管理機関は、IFPIに指名された一般社団法人日本レコード協会である。 
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○その他 

ISRC の取得は、国内の ISRC 登録管理機関を通して行う。音源を最初に製作したレコード製作者が

ISRCの取得対象者である。2011年 2月現在、日本での ISRC登録者数は 892社となる。 

ISRC の運用には特別な機器を必要としない。また ISRC は家電分野の規格との互換性を確保している。 

将来、放送二次使用料の分配の際に、権利者を特定するためのコードとして利用される予定がある。  

 

■ISRCの基本原則 

１．すべての音源（レコーディング）は、固有で一義的な ISRCを持たなければならない。 

２．登録者は、国内 ISRC 登録管理機関によって付与された登録者コードでのみ ISRC を付与することが

できる。 

３．新たに製作された音源（レコーディング）及び変更が加えられた音源（レコーディング）のすべてに

対して、常に新しい ISRCを割り当てなければならない。 

４．元の登録者が、その音源（レコーディング）を発行したあとに、変更を加えないで譲渡したときは、

同じ ISRCを用いなければならない。 

５．既存の音源（レコーディング）に割り当てられた ISRCの再使用は認められない。 

６．ISRC は音源（レコーディング）を識別するためのコードであり、そのものが音源（レコーディン

グ）の権利者を示すものではない。 

７．ISRC はオーディオまたはオーディオビジュアルの媒体の分類・番号付けなどに使用してはいけない。 

８．ISRCの年次コードは、著作隣接権の保護開始年を意味するものではない。 

 

■ISRCの構成 

ISRCは、12桁の英数字で構成される。冒頭にコード識別子“ISRC”の文字をつけ、続いて ISRCの 4

つの要素を相互にハイフン（‐）で区切って記述する（データ登録するときや CD や DVD 等に ISRC を

エンコードするとき、ハイフン（‐）は不要）。 

 

ISRC JP-AA0-01-23456 

ISRC JP AA0 01 23456 

コード識別子 国名コード 

（英字2桁） 

（※１） 

登録者コード 

（英数字3桁） 

（※２） 

年次コード 

（数字2桁） 

（※３） 

レコーディング番

号（数字 5 桁）

（※４） 

資料2.3.15 ISRCコードの構成 

（※１）登録者の国名コード。日本の国名コードは“JP”。  

（※２）製作者を識別する登録者コード。 

（※３）ISRC が割り当てられた西暦年の下２桁の数字から成る年次コード（例：98 ＝1998 年、01＝

2001年）。著作権保護開始年を意味するものではない。   

（※４）レコーディング番号（“00000”を除く） 
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■費用 

登録費用は各国の登録機関によって異なる。日本国内においては一般社団法人日本レコード協会が登録

機関となっており、2種類あるプランによって費用が異なる。1登録者コードにつき最大 10,500円（オー

ディオとビデオの 2 つの登録者コードを取得した場合は、最大 21,000 円（Ｕプラン））または 1 音源

（レコーディング）＝１ISRCにつき 315円の登録事務手数料（Ｊプラン）となる。 

 

 2） ISMN（国際標準音楽番号：International Standard Music Number） 

■概要 

ISMN （ 国 際 標 準 音 楽 番 号 ： International Standard Music Number ） と は 、 ISO 規 格

（ISO10957:2009）に制定されている、全ての形式の楽譜に対する識別子である。 

 

○目的 

ISMN は出版社や図書館向けの音楽と書誌データの処理や配布手続きを円滑に行えるようにすることを

目的に作られた。特に以下の分野で有効に作用する。 

 

ISMNの利用用途 出版社 取引 図書館 

書籍制作 ○   

在庫管理 ○ ○  

注文 ○ ○ ○ 

会計 ○ ○  

請求書作成 ○ ○  

出荷、返送 ○   

Music in Printディレクトリ ○ ○ ○ 

電話注文 ○  ○ 

情報検索 ○ ○ ○ 

電子POSシステム（販売時で在庫・発注管理・販売統計な

どを行うコンピュータシステム） 

 ○  

カタログカードのダウンロード   ○ 

配布、相互利用制度   ○ 

全国書誌   ○ 

出典：ISMN機関ホームページ 

http://www.ismn-international.org/whoneeds.html 

資料2.3.16 ISMNの主な利用分野について  
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○対象 

楽譜全体だけでなく、各パートやある楽器のパートのみの識別も可能である（例：管楽器パートの楽

譜）。なお、デジタル形式など全ての形式の譜面にも対応しており、著作権目的のみでの利用や販売目的

でないものへの ISMN登録も可能である。 

 

○運営機関 

ドイツ、ベルリンにある国際 ISMN 機関が総合的な管理を行っている。ヨーロッパを中心とする 55 の

国に各国・地域 ISMN 機関が存在し、各国・地域 ISMN 機関がそれぞれの国の ISMN 登録等の作業を

行っており、ISMN の割り当て方法や費用は国によって異なる。日本において ISMN 機関は存在しない。 

 

■ISMNの構成 

ISMNは 10桁または 13桁から構成される。13桁のコードは 2008年 1月以降から採用されたもので、

EAN コードに対応した｢979-｣から始まるコードである。コードを 13 桁にすることによって 10 億の商品

の識別が可能になった。 

10 桁、13 桁のコードは共にブックランドバーコードへの変換、バーコードとしての印字が可能である

（10桁の場合、｢M-｣を｢0-｣に置き換え、｢979-｣を冒頭に付ける）。 

   

資料2.3.17 ISMN10桁（左）と13桁（右）のバーコード 

ISMN は、コード識別子、出版社コード、商品コード、チェックデジット（検査数字）といった、4 つの

要素で構成されている。 

 

ISMN 979-0-2600-0043-8 

979-0 2600 0043 8 

M 

コード識別子（※１） 出版社コード 

（3~7桁）（※２） 

商品コード 

（6桁～2桁）（※３） 

チェックデジット（検査

数字）（※４） 

資料2.3.18 ISMNコードの構成  

（※１）ISMN コードの冒頭にあるコード識別子は、｢M｣（10 桁の場合）または ISBN との識別子｢979-

0｣である。｢979｣はEANコードに対応し、｢0｣は ISMNのコード識別子である。 
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（※２）次に 3 桁～7 桁になる出版社コードである。その出版社の大小によってコードの長さは異なり、

企業の規模が大きいほど長さは短くなる。コードは、国（地域）ごとに割り当てられている。

出版社コード一覧表の閲覧、出版社コード入力による出版社の検索が国際 ISMN 機関のウェブ

ページ上で可能である。 

 例：アメリカの出版社コードは 081～099、3005～3205、58000～58199、60001～60004、800000～

800199、9012000～9012099 

 例：資料 2.3.18 の出版社コード 2600 はチェコの｢Editio Praga, Hudební nakladatelství, akciová 

společnost｣という出版社を示している。 

（※３）出版社によって登録される商品コードである。コードの長さは 6 桁～2 桁で出版社コードの長さ

によって異なる。 

（※４）検査数字（チェックデジット）を設定する。 

 3） ISIL（図書館および関連組織のための国際標準識別子：International Standard Identifier for 

Libraries and related organizations） 

■概要 

ISIL（図書館および関連組織のための国際標準識別子：International Standard Identifier for Libraries 

and related organizations）は、ISO規格 15511に制定されている識別子である。 

 

○対象 

ISIL は図書館および関連組織（サプライヤー、出版社等）のための識別子で、図書館等の組織や資料

の所有者を識別する（分類のための識別子ではない）。既存の識別子への影響を最小限にとどめるように

設計されており、既存の識別子コードを ISILに組み入れることも可能である。 

 

○運営機関について 

ISILは、デンマークにある国際登録機関Danish Agency for Libraries and Mediaによって管理されてい

る。なお、登録機関（各国・組織機関）がその下に存在しており、図書館および関連組織へ ISIL の登録

作業を行っている。2011 年 2 月現在、各国機関は 23（うちアメリカは登録準備中）、組織機関は 4 機関

ある。日本の登録機関はまだ存在していないが、国立国会図書館が日本の登録機関としての準備を進めて

いる。 

 

○その他 

合併などで組織に何らかの変化や変更があった場合（特に名称変更）は 1 つ以上の ISIL が登録される。 

 

■ISILの構成 

ISIL は、数字、付加記号が加えられていないラテン文字、｢/｣｢-｣｢:｣の記号から構成される最大 16 桁の

可変長コードである。印字する場合は｢ISIL（＋スペース）｣を冒頭につける。ISIL は 2 つの要素で構成

される。要素の間は｢-｣でつなぐ。 
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ISIL GB-UkOxU-CC 

（英国オックスフォード大学クライストチャーチ図書館） 

GB UkOxU-CC 

接頭コード 

（英大文字2桁または英数字1、3～4桁） 

（※１） 

図書館コード 

（英数字最大11桁） 

（※２） 

資料2.3.19  ISILの構成 

（※１）組織が位置している国を ISO3116-1 で示した 2 桁の英大文字から成る国名コード（各国機関）、

及び 1桁または 3~4桁の英数字から成る非国名コード（組織機関）の接頭コード。 

例１：GB＝イギリス、DE＝ドイツ、SE＝スウェーデン（各国機関） 

例２：ZGB＝Staatsbibliothek zu Berlin – Zeitschriftendatenbank（組織機関） 

 

（※２）各国で割り当てられる図書館コード。既存の識別子コードを用いる場合は、国名コード（＋｢-

｣）を冒頭に付ける。既存の識別子コードを用いない場合は、図書館等が位置している地理的要

素（州、地域、市町村等）を ISO 3166-2 に従って図書館コードに含むことが望まれる。コード

には大文字小文字を混用してもよいが、大文字小文字の別を識別要素にしてはならない。 

例：識別子UkOxU-CCに対してUkOxU-ccを別の図書館に割り当ててはならない。 

 

図書館/関連組織 ISIL Note

ローマ国立中央図書館

（イタリア、ローマ、ヴィットリオ・エマヌエーレ2世大通り）

IT-RM0267 RM＝ローマの地理コード

US-DLC
OCLC-DLC

インディアナ大学音楽学部音楽図書館

（アメリカ、インディアナ州、ブルーミングトン）

US-InU-Mu

CBC（Canadian Broadcasting Corporation）ライブラリ

（カナダ、ケベック州、モントリオール）

CA-QMCB

CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機構：Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation)）、森林総合研究所

（オーストラリア、タスマニア州）

AU-TS:RL

DAI（Deutsch-Amerikanisches Institut）、Bibliothek
（ドイツ、テュービンゲン）

DE-Tue120

US-MdBJ-W
OCLC-JHW

GB-XY/N-1
OCLC-BRI

国名コードと非国名コードを示した例BLDSC（British Library Document Supply Centre）
（イギリス、ウェストヨークシャー州、ウェザビー）

国名コードと非国名コードを示した例
（OCLC＝非国名コードで｢WorldCat｣を示す）

アメリカ議会図書館
（アメリカ、ワシントンD.C.）

国名コードと非国名コードを示した例ジョンズ・ホプキンズ大学、Welch Medical Library
（アメリカ、メリーランド州、バルティモア）

 
出典：ISIL国際機関 ホームページ 

http://biblstandard.dk/isil/examples.htm 

資料2.3.20 その他のISILの例 
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 4） ISAN（国際標準視聴覚番号：International Standard Audiovisual Number） 

■概要 

ISAN（国際標準視聴覚番号：International Standard Audiovisual Number）は、ISO:15706-1 および

ISO:15706-2で制定されている、全ての視聴覚作品のためのユニークで永続的な国際識別子である。 

 

○目的 

現在、製作・配布システム上で用いられており、著作権管理の分野で機能している。コンテンツの追跡

（トラッキング）や管理（モニタリング）、透かし技術や指紋技術を取り入れられている他、ブルーレイ

ディスクのAACS（Advanced Access Content System）上のコンテンツ識別子でもある。 

 

○対象 

ISAN が対象とする視聴覚作品とは、全てのジャンルにおける映画、テレビ番組、CM、予告編、テレ

ビゲーム等を指す。 

ISANは｢作品｣のための識別子であって、｢出版物｣や｢権利者｣のための識別子ではない。 

ISAN の対象者は、スタジオ、放送局、インターネットメディアサービスプロバイダ等である。これら

の組織が視聴覚作品の識別、追跡、様々な形式での配布を行えるようにしている。 

 

○運営機関 

スイスのジュネーブにある非営利団体 ISAN-IA（国際標準視聴覚資料番号機構：ISAN International 

Agency）が管理をしている。その下には RA（登録機関：Registration Agency）が国・地域ごとに存在し、

各国・地域内の ISAN の管理が行われている。日本等の RA が存在しない国や地域は ISAN-IA が直接運

営するTRA（臨時登録機関：Transitory Registration Agency）を通して登録を行う。2011年 2月現在ヨー

ロッパを中心に 18機関のRAが存在している。 

ISAN-IA は 2003 年、AGICOA（Association of International Collective Management of Audiovisual 

Works）、CISAC（著作権協会国際連合：International Confederation of Societies of Authors and 

Composers）、FIAPF（国際映画製作者連盟：International Federation of Film Producers Associations）に

よって設立された。現在もこの 3機関は ISAN-IAの運営に携わっている。 

  

○その他 

ISANは、ISO:15706-1のISAN（視聴覚作品の識別子：Audiovisual work identifier）とISO:15706-2のV-

ISAN（ISAN Version）の 2 種類に分けられる。V-ISANは、登録されたISANから構成され、その視聴覚

作品の異なるバージョンに用いられる識別子である（編集、言語、メディアフォーマット等）。2010 年

5 月の段階で１万 7 千件以上のV-ISANが登録されている。主に光ディスク用途に取得されているが、ノ

ンリニア関連番組17への登録も増加している。 

                                                        
 
 
17 コンピューターを使用した映像編集方式の番組で、編集箇所の自由選択や映像データを即座に追加・削除・修正等ができる 
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ISAN の利用によって、視聴覚作品の識別が容易になり（異なる言語間のタイトルの違いの問題解決

等）、特にデータベース等が関係してくるデジタル上での利用で有効に作用している（視聴覚作品の使用

に関する追跡、不正海賊版防止対策、著作権保護等）。ある作品についての番号が変わることや、同じ番

号が別の作品に再利用されることはない。 

2010年 5月の段階で 60万件の ISANが登録されている。その内訳は、映画 9万件、テレビドラマ 34.5

万件、ドキュメンタリー7万件、娯楽番組 5万件等。また世界 50カ国で 9000 以上の組織が ISAN 取得手

続きを行っており、北アメリカが登録件数の半分以上を占めている。日本においては、2009 年 7 月末の

段階で 54 の組織が ISAN 取得手続きを行っており、1306 作品の ISAN と 643 件のV-ISAN が取得されて

いる。 

データベースは 30 言語以上に対応しており、全てのISANと V-ISANが登録されている。データベース

では、作品の題名、時間、製作日、製作国、監督、出演者等を参照できる。データベースはwww.isan.org

から誰でも閲覧できる。 

 

■ISANの構成 

ISANは、96ビットの 16進数で示される 24桁のコードである。数字と A～Fの英字で構成され、3つ

の要素から成る。印字される場合は｢-｣で要素を区切り、A～Zの検査数字 2つで版をはさむ。 

 

1881bbC7342000009F3A0245 

ISAN 1881-bbC7-3420-0000-7-9F3A-0245-U（印字された場合） 

1881-bbC7-3420 0000 7 9F3A-0245 U 

ルートコード 

（※１） 

エピソードコード 

（※２） 

検査数字（印字の

時のみ）（※３） 

バージョンコード 

（※４） 

検査数字（印字の

時のみ）（※５） 

資料2.3.21  ISANコードの構成 

（※１）作品全体を識別するルートコード。同じ映画の部位や同じテレビドラマのエピソードには同じ

ルートが登録される。 

（※２）作品全体のエピソードや部を識別するエピソードコード。同じテレビドラマのエピソードには異

なったエピソードが登録される。作品にエピソードや部が存在しない場合、エピソードは上の

例のように｢0｣のみで表示される。 

（※３、※５）検査数字（チェックデジット）を設定する。 

（※４）作品やそのエピソードが変更された場合（音声吹き替えや字幕等）異なったバージョンとして識

別するバージョンコード。 

 

■費用 

ISAN の登録費は約 35 スイスフラン（約 3085 円）、VISAN は 10 スイスフラン （約 880 円）である

（2011年 2月 28日現在）。 
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 5） ISWC（国際標準音楽作品コード：International Standard Musical Work Code） 

■概要 

ISWC（国際標準音楽作品コード：International Standard Musical Work Code）は無形の音楽著作物の

ためのユニークな永続的国際識別子である。ISO 15707に制定されている。 

 

○目的 

デジタル時代の情報に対応するために CISAC（著作権協会国際連合：International Confederation of 

Societies of Authors and Composers）の CIS 計画（共通情報システム計画：Common Information 

System） の一部として展開された。 

 

○対象 

全ての音楽著作物を対象としている。著作物が公表、未公表であるかを問わない。音楽作品が記譜、演

奏、録音されることがない場合でも ISWCの付与が可能である。 

ISWC は音楽作品そのものの識別子である。よって音楽著作物の作詞・作曲家、具体物（CD など）や

関連物（楽譜など）、媒体形式（稿、図書、逐次刊行物、地図、ポスター、録音物、映画、ビデオ、CD-

ROM など）を識別するためには用いられない。こうしたものに対しては、既に録音された楽曲を識別す

る識別子 ISRCや、楽譜識別子の ISMNが用いられる。 

 

○運営機関 

CISAC が国際 ISWC 機関となって ISWC システムにおける全ての管理、運営に責任をもっている。各

国や地域に ISWC登録機関が存在する。2011年 3月現在各国・地域 ISWC機関は 68カ国に 47機関存在

している。各国・地域機関は、ISWC の登録やデータベースの管理を行う。日本国内の ISWC 機関は、

JASRAC（日本音楽著作権協会：Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers）であ

る。ISWCの登録は作曲家が自ら音楽著作物を登録することで付与される。 

 

○その他 

作詞家の IPI ナンバー（著作権管理において、利害関係者（interested party）を識別する番号：

Interested Parties Information）によって登録が認定される。CISAC が管理する IPI ファイルには、作詞

家が属するソサエティが記載されている。そのソサエティが各国・地域 ISWC 機関の管轄内であれば

ISWC機関は ISWCを登録することができる。 

その音楽著作物の編曲、歌詞が変更された作品、翻訳された作品などは異なる｢バージョン｣としてみな

される。これには反復を除く音楽作品の内容変更、音楽作品の楽章あるいは主要部分で楽曲全体に対する

タイトルと違うもので知られているもの、大作の抜粋曲、長い間演奏され続けてきた楽曲あるいはその抜

粋曲からなる旋律、以前の楽曲のサンプルから成る音楽作品などが含まれる。｢バージョン｣は、異なる著

作物とみなされ異なる ISWC が登録される。これは、ISWC が創作性を重要視し、著作権管理の目的に
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かなったものを提供しているためである。オリジナルの著作物とそのバージョンの関連性はメタデータ

（記述系メタデータ）に登録されている。 

 例１：クラシックの原曲を改変してジャズ風にアレンジしたもの 

 例２：以前に録音された楽曲からとったリズムをラップで表現した新たな曲 

データベースには現在 1800万件以上の ISWCが登録されている。データベースは ISWCのウェブサイ

トより閲覧ができる。題、ISWC、IP（利害関係者：Interested Party）の名前、IPI ナンバーから検索が

可能である。音楽著作物の題（副題）、全ての創作者（作詞、作曲、編曲、翻訳者など）が IPI ナンバー

とその関係者の役割コード（例：作曲家＝Ｃ）が参照できる。 

 

■ISWCの構成 

3 つの要素から成るコードである。印刷物には｢ISWC｣を冒頭に付ける。記号｢-｣｢.｣の使用も可能である

が分離記号として読みやすさのためだけに使われる。 

ISWCは自動的に付与されるため、創作者が自由にコードを決められない。 

 

ISWC T-070.080.433-6 

（｢I’ll be there｣） 

T 070080433 6 

接頭コード 

（※１） 

作品コード（9桁） 

（※２） 

チェックデジット（検査数字） 

（※３） 

資料2.3.22 ISWCコードの構成 

（※１）接頭コード｢T｣ 

（※２）00000001～999999999から成る作品コード 

（※３）チェックデジット（検査数字） 

     

 

 6） ISTC(国際標準テキストコード：International Standard Text Code）) 

 

■概要 

ISTC（国際標準テキストコード：International Standard Text Code）とは文字著作のためのユニークな

国際識別子であり、ISO 21047:2009に制定されている。 

 

○対象 

文字著作とは、出版のためにテキスト（文字）を使って表わされた創造的・知的活動による著作物を指

す。内容全てがテキストで構成されておらず、挿絵のある著作物も ISTC 付与の対象となる。著作物の全
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てが絵や図で構成されているものは対象とならない。 

ISTC は、単一の著者や出版社に対する識別子ではなく、著作物の内容そのものに対する識別子である。

よって、ISTC は出版社・版・媒体形式を区別しない。既に ISBN が異なる出版社や版、形式の識別子と

して機能しているため、ISTCは著作物の内容のみを識別するように設計されている。 

例：冊子版と電子版の｢枕草子｣には同じ ISTCが登録される。 

ISTC の対象者はその文字著作の著者や正式代表者などで、出版社、書誌サービス、小売店、図書館、

著作権管理機関などが含まれる。ISTC の基本的な登録者は出版社や著者であるが、場合によりサード

パーティ（国立図書館など）が ISTCの登録を要請することが可能である。 

 

○運営機関 

2008 年に発足した国際 ISTC 機関によって運営されている。国際 ISTC 機関は Bowker、Nielsen、

CISAC（著作権協会国際連合：International Confederation of Societies of Authors and Composers）、 

IFFRO（世界複製権機構：The International Federation of Reproduction Rights Organizations）によって

創立された。 

国際 ISTC 機関の下には ISTC 登録機関が属している。登録者（出版社や著者など）は、自分が望んだ

ISTC 登録機関から ISTC の付与をうけることができる。2011 年 3 月現在の登録機関は、Bowker（アメ

リカ）、Cercle de la Librairie-Electre（フランス）、MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels 

GmbH（ドイツ）、Nielsen Book（イギリス）の 4機関である。 

 

○その他 

著作物の翻訳作品は異なった内容としてみなされ、オリジナルとは異なる ISTC が付与される。異なる

ISTC が付与される他の例は、改訂、翻案・脚色、要旨・草稿などの詳述・敷術、明記されない内容変化、

編纂、抜粋・抄録、書物・映画の簡約版、解題追加による増大、批評追加による増大、不穏当な箇所の事

前削除、文章以外の追加がある著作物である。ISWC と同様に ISTC が創作性を重要視し、著作権管理の

目的にかなったものを提供しているためである。ユーザーがオリジナルの著作物と翻訳されたものをまと

めて参照したい場合は、それらをグルーピングすることが可能である。 

ある著作物の ISTC を参照することで、その著作物の異なったフォーマットや版の作品全てを参照でき

るため、著作物の検索が簡易化される。ISTC のデータベースは ISTC ウェブページから検索可能で、

ISTC コード、タイトルおよび作者（関係者）のいずれかから著作物を検索、題（副題）、作者、言語、

文体、オリジナル性（オリジナルか、翻訳や改訂されたオリジナルではないものか）であるか否かの情報

を参照できる。データベースは書籍業界の基準となっている｢ONIX For ISTC Registration Messages｣メタ

データスキーマを利用している。 

出版前でも出版後でも著作物に ISTC を付与できる。しかしながら国際 ISTC 機関は、ISBN のように

ISTCが表示された状態で書籍が出版されることを理想としているため出版前の付与が望ましい。 

 

■ISTCの構成 

ISTCは、16進数（数字と A～Fの英字）で構成される 16桁のコードである。4つの要素から成る。登
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録者は自由にコードを決めることができない。 

 

ISTC A02-2009-00001571-B 

（Doris Lessing作｢Alfred and Emily｣） 

A02 2009 00001571 B 

登録コード（3桁） 

（※１） 

年次コード（数字 4 桁）

（※２） 

著作物コード（8桁） 

（※３） 

チェックデジット（検査

文字）（※４） 

資料2.3.23 ISTCコードの構成 

（※１）ISTC登録機関によって割り当てられる登録コード。 

（※２）ISTCが登録された年を示す年次コード。 

（※３）自動で登録される著作物コード。 

（※４）チェックデジット（検査文字） 
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2.3.3 各国の状況 

（1） 世界 

 1） FIPP（国際雑誌連合：International Federation of the Periodical Press） 

 

■概要 

FIPP（国際雑誌連合：International Federation of the Periodical Press）は 1925年にフランス、パリで

結成された国際機関で、世界の雑誌出版社・専門出版社の利益を代表して活動を行っている。1966 年本

部をロンドンへ移した。 

紙媒体・電子媒体を問わず、世界の雑誌出版社に共通する編集的、文化的、経済的な関心を促すことが

FIPP の使命である。その領域は、言論の自由、知的財産権、情報の配信、広告宣伝の自由、配本の自由、

メディア産業基準の発展、情報保護と多岐にわたっている。主要な国際機関と協力・連携をはかりながら

調査・研究を行っている。 

FIPP には運営委員会と委員会が存在している。運営委員会は世界各国の様々な団体による 42 人で構

成されている。運営委員会は年 3 回開催されている。委員会は現在 Asia Pacific Council、

EnvironmentExecutive、National Association Directors、Research の 5つがある。 

主な活動内容は、出版活動に役立つ情報や交流を会員に提供することである。FIPP 自身は、出版社と

政府の間に介入しないが、会員が公平で安定した事業運営ができるように支援を行っている。 

会員数は 68 カ国 826 団体で、53 の各国雑誌協会、560 の雑誌出版社、213 の準会員社を含む。日本の

会員は、16団体である。 

2008年の段階で、媒体数 11万タイトル以上、年間 700億ドルに及ぶ総広告売上を果たしている。 

2年ごとに世界大会を開催しており、1997年にはアジアで初めての世界大会を東京で開いた。 

2008年には、東京において「第 1回アジア太平洋デジタル雑誌国際会議」を開催している。 

 

■FIPPの利用 

各国雑誌協会の国内事業は FIPP 提供の雑誌出版に関する情報・サービスを利用している。さらに

FIPP は協会同士が交流を行える場を提供し、協会が運営上の問題や懸念に対応できるようにしている。

出版社は国際的な出版活動を行っている団体で、情報、技術的支援、海外状況の把握に FIPP を利用して

いる。準会員社は雑誌業界へのサプライヤー（大日本印刷、電通、凸版印刷、UPM ジャパンなど）であ

る。ネットワークの構築やデータベースの構築にFIPPを利用している。 

 

■刊行物 

FIPP は主要刊行物として季刊誌｢Magazine World｣を発行している。90 カ国の約 6300 の出版社やサプ

ライヤーなどの非会員団体にも配布されている。世界各地の最新情報、海外出版、デジタルコンテンツ、

サプライヤーや各国雑誌協会の情報などが得られる。 
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（2） ドイツ 

 1） ドイツ書籍業組合（ Borsenverein des Deutschen Buchhandels ） 

 

■企業概要 

【本部所在地】Großer Hirschgraben 17-21, 60311 Frankfurt am Main, Germany 

【代表者】Skipis Alexander, Chief Executive 

【設立】1825年4月（発祥は書店組合「Borsenverein der Deutschen Buchhandler zu Leipzig」） 

【職員数】不明 

【年間予算】不明 

【主な事業内容】ドイツ国内の書籍出版流通業の発展および促進に関わる複数事業。 

１．出版社委員会、書店委員会、仲介業者委員会それぞれの運営。 

２．フランクフルト国際ブックフェアの運営（子会社経由） 

３．ドイツ国内の各種文芸賞の選定・発表、教育プログラム運営等といった文化活動。 

４．各種コード発行窓口業務、マーケティング業務、全文検索型書籍販売ポータル「Libreka」の運営 

（子会社経由）。 

５．会員同士および異業種団体との交流、交渉、法務・税務相談、等。 

 

■法人・サービスの概要 

 同組合は、先進国では珍しい出版社 1800社・書店 4000店・仲介業者 80社の 3業態すべてを会員に抱

える総合的な業界団体である。関連子会社を通じて「フランクフルト国際ブックフェア」の運営等大規模

な営利事業も展開している。その事業の 1 つとして書誌データベース「VLB」の制作／運用／販売を

1985年から行っており、並行して全文検索型の書籍・電子書籍販売サイト「Libreka」も運営している。 

 

■識別子の概要 

 同組合では、子会社のMVB Marketing und Verlagsservice des Buchhandels GmbH社を通じ、書誌デー

タベース「VLB」と書籍・電子書籍販売サイト「Libreka」を運営しているが、原則として 13 桁の ISBN

コードをキーコードとしている。これは、同社がドイツ語圏の ISBNエージェンシーでもあるという点と、

VLBデータベースの入力システム自体が、出版社側に対して 13桁の ISBNコード入力を必須としている

ことも背景にある。 

 一方で、MVB Marketing社はDOIエージェントの伊mEDRA社のドイツ語圏における 2次代理店でもあ

るため、デジタルコンテンツの識別子として「ISBN-A」（P116）の試験テストも行っている。しかしな

がら、2010年から導入したため、まだ本格運用には至っていない。 

 

■ 「Arrow Project」への参加 
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 なお、同組合では上記に加え、EU の著作権管理データベース開発プロジェクト「Arrow Project」につ

いても主要メンバーとして参加している。しかし、同プロジェクトはまだ進行中であり、著者の識別を主

目的に設計されているデータベースのため、マイクロコンテンツIDとは直接関係ない。 

 2） ドイツ国立図書館（ Deutsche Nationalbibliothek ） 

 

■企業概要 

【Leipzig館所在地】Deutscher Platz 1, D-04103 Leipzig, Germany 

【Frankfurt au Main館所在地】Adickesallee 1, D-60322 Frankfurt am Main, Germany  

【代表】Dr. Elisabeth Niggemann、General Director 

【設立】1990年 10月（ドイツ統一に伴い、西ドイツ側Deutsche Bibliothek Frankfurt am Mainと東ドイツ側

Deutsche Bucherei Leipzigを統合して設立） 

【年間予算】44,507,000ユーロ ※2009年度 

【従業員数】615.4名（正規職員、人/年値）、111.25名（非正規職員、同）※2009年度 

【主な事業内容】1913 年以降にドイツ国内外で発行された、ドイツ語／ドイツ語から翻訳された／ドイツに

関する、歴史的資料・文献の保全・収集・公開に付随する業務。 

 

■法人・サービスの概要 

 ドイツ国立図書館は、東西ドイツ時代のなごりから実質的にLeipzig館（東）とFrankfurt am Main館

（西）の二館体制を敷いている中央図書館で、電子化業務については後者が推進役を担っている。英仏の

中央図書館と比べると職員数や施設規模が小さいが、納本制度の改正により他国に先駆けて PDF 形式の

電子出版物の収集を始めており、巨大全文文献検索サイト「Europeana」等 EU レベルの書籍関連プロ

ジェクトにも積極的に参画していることで知られている。 

 同館の書誌データベースのレコード登録対象は、1913 年以降にドイツ語で書かれた、もしくはドイツ

に関する国内外の： 

 

1）書籍 

2）雑誌 

3 ）新聞 

4）音声 

5）学術出版物 

6）地図等 

である。 

 

■ 識別子の概要 

ドイツ国立図書館のデータベースでは、館内ではレコード参照のための識別子として古くからの連番

コードを採用しているが、資料の永久保存や、研究者による引用等インターネット上での永続リンクの作
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成ニーズ等を総合的に考えた結果、IETF（Internet Engineering Task Force）の RFC1737、RFC2141、

RFC3188等に準拠するかたちでURN（uniform resource name）を使った識別方法の研究を行っている。 

 

（例）urn:nbn:de:gbv:089-3321752945 

 

上記例は「Nitric Oxide in the Olfactory Epithelium」という独ハノーバー大学内の電子図書館で公開さ

れている論文 PDF ファイルを指しているが、接頭辞「urn:」が URN 使用を示し、「nbn」が national 

bibliography numbersのためにRHC3188で予約された名前空間、「de」がドイツ、「gbv」がGVB図書

館ネットワークシステム、「089-3321752945」が名前となっている。 

ドイツ国立図書館では、この URN の名前解決を行う名前解決システムを、「 http://nbn-

resolving.de/ 」で試験公開している。 

なお、他の識別子ではDOIも書誌メタデータの入力としてサポートしているが、本格採用しているわけ

ではない。また、ドイツ書籍業組合等が実験を行っているDOIベースの「ISBN-A」という識別子

（P116）の存在も聞いているが、詳細は把握していない。 

 

■ 今後の予定について 

 ドイツ国立図書館では、識別子は電子媒体の蔵書管理に欠かせないものではあるが、あくまでもシステ

ム関連のトピックという認識である。 
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（3） フランス 

 1） フランス出版社協会（ Syndicat National De l’Edition） 

 

■企業概要 

【本部所在地】115, boulevard Saint-Germain, Paris 6eme, France 

【代表者】Antoine Gallimard, President 

【設立】1874年 

【職員数】15名（2011年1月現在） 

【年間予算】非公開 

【主な事業内容】フランス国内の出版社利益の保護および出版物による創作世界の発展および促進に関わる複

数事業。 

１．表現の自由、知的所有権、再販制度の保護に関わる活動。 

２．会員社に対する法務面での研究調査、進言、仲介。 

３．パリ国際ブックフェアの運営等、読書文化の啓蒙活動。 

 

■法人・サービスの概要 

同協会は、フランス国内の書籍売上の大部分を占める出版社 575 社を会員とする非営利団体である。

同協会では現在、電子書籍へ再販制を適用させるためにフランス政府／EU 政府それぞれへのロビー活動

や、Google Book Search問題について各出版社への法的アドバイスを行っているが、協会自体としては、

技術面での活動（標準規格策定やポータル運営）は一切行っていない。 

 

■識別子の概要 

識別子にかかわる業務については、フランス語圏の ISBN エージェンシーである書店業者組合（Cercle 

de la Librie）の傘下団体である AFNIL（Agence Francophone pour la Numerotation Internationale du 

Livre）に完全に委ねている。 
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 2） フランス国立図書館（Bibliotheque nationale de France） 

 

■企業概要 

【本館所在地】Quai Francois-Mauraic, 75706 Paris Cedex 13, France 

【代表】Bruno Racine, Chairman 

【設立】1994年1月(旧Biblioteque Nationaleと旧Bibliotheque de Franceを合併して創設。ただし蔵書収集

の起源は1461年にまでたどることができる) 

【職員数】1,635名（正規職員）、1,033名（非正規職員）※2009年度 

【年間予算】約2.64億ユーロ ※2009年度 

【主な事業内容】フランス国内外の歴史的資料・文献の保全・収集・公開に付随する業務。 

 

■ 法人・サービスの概要 

 フランス国立図書館は、欧州では英国に次いで大きな中央図書館で、国内最大の書誌データベース

「BnF catalogue general」をすべて館内で内製している。BnF catalogue generalデータベースには主に下

記の書誌データが登録されている： 

 

1） 書籍 

2） 雑誌 

3） 新聞 

4） 音声 

5） 手稿 

6） 画像 

7） 楽譜 

8） コイン 

9） 旧アーカイブの所蔵物、その他 

 

 Web ページは米 Internet Archive 運営の Web クローラー「Wayback Machine」経由で実験的に収集を

行っているが、上記 BnF catalogue general データベースには、現時点ではレコード登録していない。ま

だ、商業電子雑誌や電子書籍等電子媒体については、納本制度が改正待ちとなっている関係で実証実験レ

ベルのプロジェクトしか行っておらず、改正後に本格的な事業展開を行う予定となっている。 

 

■ 識別子の概要 

 上述のとおり、BnF catalogue generalデータベースでは電子媒体はまだレコード登録していないため、

館内ではレコード参照のための識別子として独自の連番コード「Notice no.」を採用している（下記例）。 

 

（例）FRBNF39931555 
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 しかしその一方で、将来を考えて米カリフォルニア大学の California Digital Library が中心となって

規格化を進めているアーカイブ参照識別子 ARK（Archival Resource Key）を採用し、上述の「Notice 

no.」をそのままARK文字列に挿入してHTTPに変換している（下記例）。 

 

（例）http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39931555p/PUBLIC 

 

上記例では、「ark：」が ARK の名前空間（ARK Label）で、「12148」がフランス国立図書館の識別

者番号（Name Assigning Authority Number）、「cb39931555p」が蔵書の識別子（Name）、

「PUBLIC」が「公開」を意味するオプション識別子（Qualifier）となる。フランス国立図書館では、電

子書籍等の書誌レコードについても、上記ARKの仕組みを使う方向で研究を進めている。 

なお、過去に DOI を将来的な識別子と採用の可否を館内で審議したことがあるが、DOI そのものが有

償ビジネスモデルで運営されていること等もあって、DOIの本格採用は否決された。 

 

■ 今後の予定について 

フランス国立図書館では、この ARKが今後 ISO規格等に昇格して、さらに普及することを期待してお

り、California Digital Libraryや Internet Archive等、他のARKユーザーとも情報交換を行っていく予定

である。 

 3） 仏Dilicom社 

 

■企業概要 

【本社所在地】60, rue Saint André des Arts 75006 Paris, France 

【会社代表】Philippe Gadesaude, CEO 

【設立】1989年（設立当時の社名はEdilectre社） 

【資本金】128,768ユーロ（75％を書籍ディストリビューター各社、25％を書店各社が保有） 

【従業員数】14名（うちシステム担当は5名）（2011年1月現在） 

【年間売上】400万ユーロ 

【主な事業内容】フランス国内の書籍業界・文具業界向け EDI（Electronic Data Interchange）サービスの開

発・運営および関連システムの開発。 

１．書店業界・文房具業界のディストリビューター・小売店向けEDIサービスの提供。 

２．EDI専用ISBN商品データベースの制作・運営。 

３．電子書籍業界向けEDIサービス「The Hub」の提供。 

 

■法人・サービスの概要 

 フランスの書籍ディストリビューター組合と書店組合が共同で設立した、出版 EDI サービス提供会社

である。フランスの民間の書誌データベース保有会社 2 強のうちの 1 社であり、とくに書籍物流向け
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EDIサービスで圧倒的な信用を誇る。 

 設立当初から EDI 業務に特化しているため、120 万件の専用 ISBN 商品マスタデータベースを運用し

ており、レコード登録されているのは： 

1） 紙書籍 

2） 電子書籍 

の2種類となっている。雑誌等のISBNコードが付与されない商品は一切取り扱っていない。 

 

■識別子の概要 

 同社の商品マスタデータベースの入力は原則として顧客側（書籍ディストリビューター）が行っている

が、キーコードは 13桁の ISBNコードを採用している。そのため、13桁の ISBNコードがない商品は、

レコード登録が一切拒否される仕組みとなっている。 

 電子書籍についても、13 桁の ISBN コードが必須入力項目となっている。フランス国内では、1）電子

書籍ファイルフォーマットが実質的に PDFもしくは EPUB形式のいずれかでしか制作されていないこと、

2）ISBN 関連手数料が政府によって立て替えてもらえる制度があること、等が幸いして、電子書籍商品

の大半に ISBNコードが付与されており、レコード数も現在 2.5万件程度になっている。 

 なお、電子雑誌は取り扱い対象外ということもあり、雑誌業界で何か電子雑誌向けの識別子が議論・提

案されているという話は認識していない。 

 

■今後の予定について 

 Dilicom 社では、電子書籍販売サイトと電子書籍ディストリビューターを結ぶ新しい EDI サービス

「The Hub」を 2010年からスタートさせており、同サービスにおいても今後 13桁の ISBNコードを商品

マスタのキーコードとして運用していく予定である。 
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（4） イギリス 

 1） 英国出版社協会（ The Publishers Association ） 

 

■企業概要 

【本部所在地】29b Montague Street, London WC1B 5BW, England 

【代表者】Victoria Barnsley, President 

【設立】1895年 

【職員数】不明 

【年間予算】不明 

【主な事業内容】英国内の書籍出版物の発展および促進に関わる複数事業。 

１．英国の出版物の市場統計、広報活動、欧州各国含む海外団体との情報交換・交流、海外市場の調査。 

２．知的所有権の保護に関する啓蒙活動および関連調査、会員社へのコンサルティング。 

３．会員社同士の協議・交流の場の提供。 

 

■法人・サービスの概要 

同協会は、英国の書籍出版社（国内の売上シェア 80％に相当）を会員とする非営利団体である。しか

し、協会独自で書誌データベースは制作・運用しておらず、ISBN エージェンシー業務も含め、その辺り

の実務はほとんど英Nielsen Book社に委ねている。 

また、他のEU各国と共同で出版物著作権管理データベース構築「Arrow Project」についても間接的に

参加しているが、コンテンツの識別子の規格策定とはほぼ無関係のプロジェクトである。その他、電子書

籍や関連技術の標準化についての協議は、英Book Industry Communication（英国内の書籍流通サプライ

チェーンに関する協議会団体）に委ねており、識別子に関連した話題には答えられない。 

 

 2） 大英図書館（The British Library） 

■団体概要 

【本館所在地】96 Euston Road, London, NW1 2DB,England 

【代表】Baroness Blackstone（Chairman）、Dame Lynne Janie Brindley（Chief Executive） 

【設立】1973 年 7 月（1972 年の大英図書館法により大英博物館等、複数機関の図書館を統合して設立。ただ

し蔵書収集自体は、1753年の大英博物館の書物部創設にまでさかのぼる） 

【職員数】1,902名（正規）、51名（非正規）※2009会計年度 

【年間予算】578,659,000英ポンド ※2009会計年度 

【主な事業内容】英国内外の歴史的資料・文献の保全・収集・公開に付随する業務。 

 

■法人・サービスの概要 

大英図書館は、米国議会図書館に次ぐサイズの中央図書館で、規模では欧州最大である。過去に 16 系
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統に分かれていた書誌データベースも 2002年から統一し、Ex Libris Group製の書誌管理システムに移行

することで Web や XML サービスとの連携にも対応できるようになった。現在書誌データベースにレ

コード登録されているのは： 

 

1） 書籍 

2） 雑誌 

3） 新聞 

4） 音声 

5） 特許 

6） 手稿 

7） 楽譜 

8） 大英図書館設立以前の所蔵物等 

 

となっている。電子媒体については、納本制度の改正待ちとなっているため、まだレコード登録は行って

いない。しかしながら、準備に向けた研究は活発に行っている。 

 

■識別子の概要 

大英図書館は 2010 年に打ち出した「2020 Vision」という長期ビジョンの下、電子媒体の収集に向けて

ようやく動き始めたばかりである。しかし現実には、異なるコンテンツ粒度への対応、オープンアクセス

化への圧力、図書館予算の削減、国境を超えた書誌データベースの連携、EU／英国の両政府の動き等、

さまざまな問題に直面することが予想されるため、2015 年までの期間については戦略の絞り込みに費や

すという方針で動いている。 

そのため、識別子等についても昨年夏から英国内外の研究機関と共同で、さまざまな規格の洗い出しを

始めたばかりであり、まだ特定の識別子規格を採用もしくは提案するという段階にまで至っていない。 

研究現場で現在着目しているのは、HTML や PDF/A 形式等で収集した電子コンテンツファイル群を、

米国議会図書館が提唱するMETS（Metadata Encoding & Transmission Standard）という構造化された

メタデータ規格で書誌データベース上に既述し、さらにそれを大英図書館の外からも直接リンクできるよ

うな識別システムをつくることである。METS であれば、電子コンテンツファイル間の構造データ自体

に別途識別子を与えることもできるし、さらに別ファイル形式に変換生成した電子コンテンツファイルに

も追加の識別子を与えることが可能になる。 

METS では識別子についてそれほど細かい規定がないため、URI、URN、PURL、CNRI Handle、

DOI等を含め、様々な識別子に対応している。 

 

■今後の予定について 

大英図書館では、たとえ年内に電子媒体が納本対象になった場合でも、大量のコンテンツに対応しきれ

なくなるという事態は発生しないと予想している。そのため、識別子や識別システム等の関連技術につい

ても、まだ十分な時間をかけて調査研究を続けていく予定である。 
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 3） International ISBN Agency（国際ISBN機関） 

 

■企業概要 

【本部所在地】39-41 North Road, London, N7 9DP, England 

【代表者】Brian Green, Executive Director（2011年3月まで） 

【設立】1972年 

【職員数】2名 

【年間予算】非公開 

【主な事業内容】ISBNコードの普及啓蒙活動および世界各国に散らばるISBNエージェンシーへの識別子の配

分、連絡業務等。 

 

■法人・サービスの概況 

International ISBN Agency は、書籍商品の標準識別子である ISBN（International Standard Book 

Number）の配分・運営・啓蒙活動を行っている非営利団体である。 

実際の ISBN コードの発行業務は、一般社団法人日本出版インフラセンターや米 R.R. Bowker 社、英

Nielsen Book社等、160近い世界各国の ISBNエージェンシーに委ねているが、この International ISBN 

Agencyはそれらの総合事務局として運営されている。 

 

■識別子の概要 

ISBNコードはもともと英国の書店雑貨チェーンのW.H.Smith社が使っていたSBNコードを元に 1970

年に ISO 2108規格とされたもので、識別対象は書籍・CD-ROM・カセットテープ・カレンダー等で、雑

誌は対象としない。2007年以降からは 13桁化され、それが現在も運用されている。 

 

（例）ISBN 978-4-8443-2407-2 

 

上記例では、日本国内の Impress R&D社刊「Web担当者 現場のノウハウ Vol.6」というムック商品を

指し示しているが、「978」が GS-1 接頭記号、「4」が言語圏・国等を示すグループ記号、「8443」が出

版者（出版社）記号、「2407」が当該商品を指し示す書名記号、「2」がチェックデジットとなっている。 

International ISBN Agencyでは、電子書籍についても上記の 13桁の ISBNコードを使うよう、出版社

向けに運用ガイドラインを発表している。具体的には： 

 

１）同じ作品でも、異なるフォーマットで提供される場合は、個々のフォーマットについてそれぞれ

別の書名記号を割り当てること。 

２）DRM の種類や設定が大きく異なる場合も、別々の書名記号を割り当てること（ただし、電子透か

しについてはこの対象外とする）。 

３）採用フォーマットや DRM 設定に関する選択をすべて配信会社に委託し、その内訳を把握できなく

ても、個々の書名記号を割り当てること（必要とあらば、各国の ISBN エージェンシーの権限で
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配信会社に対して新しい出版者記号を割り当てることも許される）。 

４）単一の配信会社／フォーマット／DRM 設定でしか当該作品を販売しない場合は、ISBN 自体は割

り当てる必要はない。 

５）また、作品／フォーマット／DRM 設定がまったく同じものであれば、たとえば UI やデザインや

形状（アプリ版 vs.ファイル版）等が大きく異なっていても、新しい書名記号を割り当てる必要は

ない。 

６）ただし、ビデオや音声等を追加した場合は、作品内容が大きく変わるため、別々の書名記号を割り

当てる必要がある。 

７）1 つの作品を章単位に分けて、それぞれ別の電子書籍として販売する場合は、別々の書名記号を割

り当てる必要がある。ただし、4）のとおり、単一の配信会社／フォーマット／DRM 設定でしか

当該作品を販売しない場合は、対象外となる。 

 

なお、International ISBN Agencyでは上記ガイドラインとは別に、実験プロジェクトとしてこの 13桁

版 ISBN を International DOI Foundation が管理するデジタルオブジェクト識別子「DOI」（Pxx）の上

に乗せた、「ISBN-A（Actionable ISBN）」というハイブリッド型の識別子の運用も認めている。 

 

■運用体制について 

International ISBN Agency は各国のエージェンシーへのグループ番号の配分と普及啓蒙活動を行うの

が主業務で、各エージェンシーが集めた出版者記号（80 万件程度）までしかデータベース化していない。

各出版者（出版社）が個々の作品に付与した書名記号以下の枝番部分については、データベース化は各国

のエージェンシーにまかせている。そのため、International ISBN Agency 自体が管理する必要がないた

め、スタッフ 2名により運営されている。 

■識別子「ISBN-A」のについて 

ISBN-A（Actionable ISBN）は、まだドイツの出版社協会等が一部試験運用している識別子で、まだ標

準規格化には至っていないが、設計上は紙・電子書籍を問わず、さらに DOI の書式と互換性を持つ形で

既述できるようになっている。 

 

（例）10.978.48443/24072 

 

上記は、前出の Impress R&D社ムックの 13桁の ISBNコードを ISBN-A（Actionable ISBN）の構文に

変換した場合で、GS-1 接頭記号「978」とグループ記号「4」と出版者記号「8443」が入り、スラッシュ

記号をはさんで、書名記号「2407」とチェックデジット「2」がそのまま転記されているのがわかる。 

ISBN-A の狙いは、13 桁の ISBN コードと学術ジャーナル出版の世界でユーザーの多い DOI を融合化

させることで、既存の DOI インフラを活用して ISBN 商品のリンクサービスを実現し、ユーザーの文献

参照の手間を減らすことにある。International ISBN Agency 側はこの ISBN-A（Actionable ISBN）につ

いて IDF（国際DOI機関：International DOI Foundations）側と情報交換を続けているが、現時点ではま
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だとくに積極的な啓蒙活動を行っていない。 

 

■今後の予定について 

13 桁の ISBN コードの電子書籍への運用ガイドラインについて、数多くの電子書籍ファイルフォー

マットや配信プラットフォームが乱立する米国では、各出版者や配信会社が何をもって別々の ISBNコー

ドと判断するかの“線引き”部分で混乱するケースが多発している。さらに、米国内の電子書籍配信最大

手の Amazon 社が ISBN コードの付与を義務化していないということもあり、電子書籍業界における 13

桁の ISBN コードに対する限界説を唱えるレポートが米 Book Industry Study Group から出された。

International ISBN Agencyもこれら米国内の状況を把握しており、電子書籍についてもきちんと 13桁の

ISBNコードが運用されるよう、今後も啓蒙活動を続けたいとしている。 

 

 4） EDItEUR（エディテュール） 

 

■企業概要 

【本部所在地】39-41 North Road, London, N7 9DP, England 

【代表者】Mark Bide, Executive Director 

【設立】1991年 

【職員数】5名（うち2名は同じビルのInternational ISBN Agency事務局を担当）（2011年1月現在） 

【年間予算】非公開 

【主な事業内容】出版業界向けの電子商取引インフラストラクチャー構築のための、標準規格策定および研

究する非営利団体。 

１．「ONIX」「EDIFACT」「EDItX XML」等、標準規格の策定・運用・啓蒙活動。 

２．他の標準化団体との協議および助言、協力活動。 

※含む 18カ国から 80団体が加盟。日本では一般社団法人日本出版インフラセンター・丸善・紀伊國屋

書店が会員登録。 

 

■法人・サービスの概要 

EDItEUR は、欧米の書籍流通関連システムで実質標準となっている書誌メタデータ規格「ONIX for 

Book」「ONIX for Serials」の規格策定・啓蒙を行っている非営利団体である。現在、識別子の規格策定

に関するプロジェクトはない。しかしながら、International ISBN Agency の事務局を受託業務として

行っており、また ONIX 規格で識別子に関するメタデータ項目の研究等のため、関係団体との情報交換

は活発にに行っている。 

 

■ONIX規格における識別子のサポート状況 

ONIX for BooksおよびONIX for Serialsは、EDItEURが規格作成を行っている書籍流通EDIシステム

向けの標準メタデータ規格である。メタデータの主要データ項目として識別子もあるため、EDItEUR で
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は下記の 7つの識別子の標準化団体と緊密に情報交換を行っている： 

 

１）ISBN 

２）ISSN 

３）ISTC 

４）DOI 

５）ISNI 

６）ISMN 

７）RFID 

 

 ONIX はあくまでもメタデータ規格であるという性格上、EDItEUR では上記 7 つの識別子もその他

ベンダー独自の識別子規格も、すべて公平に扱うポリシーを守っている。しかしその一方で、EDItEUR

では電子書籍に対応した「ONIX for Books release 3.0」規格の啓蒙活動を始めており、さらに米国の電子

書籍や電子出版の流通システムにおいて 1）ISBNや 2）ISSNが円滑に運用されていない事は把握してい

る。そこで、最近では 3）ISTC、4）DOI、5）ISNI 等、新興系の識別子規格の動向にも深く注意を払っ

ている。 

 

■「ISBN-A」「ISSN-L」「PRISM」の動向も注視 

EDItEURでは、とくにISBNとDOIの融合化に向けて主にイタリアやドイツの出版社団体が実験中の

ISBN-A（The actionable ISBN）を注視している。ISBN-A規格はDOI構文の中にISBNコードを“挿入”

させることで、紙書籍／デジタルオブジェクトの両方をまとめて識別させようという試みである

（P116）。 

さらに、2）ISSN の新しい ISSN-L（Linking ISSN）規格および 3）ISTC と 5）ISNI 関連では、まだ

ONIX データ上での使用事例がほとんど見られないため、今後の普及具合に注目している。また、これら

の新興の識別子でカバーできていない領域（IFLA の FRBR モデルでいうところの Expression 層等）に

もついても、新しい識別子の提案がされるのか、注目している。 

最後に、識別子とはまったく関係ないが、米非営利団体 IDEAlliance が中心となって商業雑誌出版社の

間のメタデータ交換フォーマットとして規格化されている PRISM（Publishing Requirements for Industry 

Standard Metadata）も注視している。 

 

■今後の予定について 

EDItEUR では、複数の異なる識別子規格について考察を行う場合、その識別子同士の関係

（relationship）と関係性（types of relationship）についての考察も欠かせないことを十分理解している。

そのため、ONIX 規格における識別子関連のメタデータ項目の選定・改善作業においては、今後もそれら

の点に注意していきたいと考えている。 
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（5） 韓国 

 1） 出版市場について 

「2009文化産業統計」によると書籍、新聞、雑誌、印刷および流通を含んだ 2008年出版産業全体の売

り上げ規模は 21兆 529億ウォンで、2007年の 21兆 5,955億ウォンより 2.5%減少した。これを詳細に調

べてみると、出版業が 8兆 3,829億ウォンと、全体の 39.8％であり、出版卸小売業の 7兆 5,598億ウォン

（35.9％）、印刷業が 4 兆 1,071 億ウォン（19.5％）、オンライン出版流通業 9,546 億ウォン（4.5%）、

出版賃貸業 483億ウォン（0.2%）等の順であった。この中、書籍出版分野は 3兆 5,759億ウォンで出版産

業展体の 17.0%を占めているが、前年から 9.9%減少した。 

（単位：百万ウォン、％） 

2006年 2007年 2008年 構成比 増減率

書籍出版 3,631,970 3,996,761 3,575,955 17.0% ▲9.9％

新聞発行業 2,679,208 3,279,487 3,075,201 14.6% ▲6.2％

雑誌および定期刊行物発行業 934,231 1,161,977 1,080,190 5.1% ▲7.0％

定期広告刊行物発行業 344,193 405,551 417,555 2.0% 3.0

その他オーディオ記録媒体出版業 6,521 6,357  -  -  -

その他印刷物出版業 366,056 372,128 234,080 1.1% ▲37.1％

出版業合計 7,962,179 9,195,261 8,382,981 39.8% ▲8.8％

3,611,949 3,630,037 4,107,153 19.5% 13.1%

書籍および雑誌卸売業 3,240,626 3,473,558 3,225,862 15.3% ▲7.2％

書籍および雑誌類小売業 4,257,087 4,435,285 4,333,975 20.6% ▲2.3％

出版卸小売業合計 7,497,713 7,909,838 7,559,837 35.9% ▲4.4％

インターネット/モバイル電子出版製作業 71,175 0.3%

インターネット/モバイル電子出版サービス 47,702 0.2%

インターネット書店(漫画除外) 76,975 599,430 710,718 4.0% 17.6%

オンライン出版流通業合計 676,405 812,184 954,654 4.5% 17.5%

出版賃貸業 書籍賃貸(漫画除外) 131,009 48,219 48,311 0.2% 0.2

合計 19,879,255 21,595,539 21,052,936  100.0% ▲2.5％

17.2%
オンライン出

版流通業

区分

出版業

印刷業

卸小売業

76,975 101,466

 

出典：文化部 2010年「2009文化産業統計」 

資料2.3.24 韓国出版業界の売上規模 

大型割引マートの書籍取扱店は拡大し、大型書店のポイントも増加する方向での書籍の流通環境が変化して

いる。特に、全国の主要都市の書店も毎年減少し、2008年以降には、2,000個以下に減少した。 
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年 書店数 増減率 

1996 5378 -3.1

1997 5407 0.5

1998 4897 -9.4

1999 4595 -6.1

2000 3459 -24.7

2001 2646 -23.5

2002 2328 -12.0

2003 2247 -3.5

2004 2205 -1.9

2005 3428  - 

2006 3336 -2.7

2007 3247 -2.5

2008 3120 -3.9

2009 2846 -8.8

※2005年以後統計では以前統計と連続しない（文具店、兼業（店）含む） 

出典：韓国書店組合連合会 

資料2.3.25 年度別の書店数の推移 

一方でインターネット書店は、急成長を遂げて、2009 年の書籍の売上高が初めて 1 兆ウォン台に入っ

た。 

統計庁の書籍部門の電子商取引額は、2009 年の 1 兆 298 億ウォンで、前年の 8752 億ウォンより 7.7％

も増えた。インターネット書店の市場規模は急激に増加しており、公開流通市場の 30％程度を占めるこ

とと推定され、このようなインターネットの書籍取引の割合は、世界で最も高いシェアに相当する。特に、

2009年のインターネット書店の上位 5社の売上が占める割合は約 90％である。 

（単位:億ウォン） 

区分 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 

売上高 1834 2956 3444 3743 4957 6277 7442 8752 10298 

出典：統計庁の国家統計ポータル（KOSIS）、電子商取引の動向調査 

資料2.3.26 インターネット書店の売上の現状 
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韓国電子出版協会で電子出版産業市場規模を電子書籍、電子辞書、モバイルブック、専門知識/学術論

文/図書本文検索、オーディオブック、ソリューション、その他デジタル出版等などに分類して分析した

結果、国内電子出版産業の市場規模は、2004 年に 1,410 億ウォン、2005 年に 2,094 億ウォン、2006 年に

3,393億ウォン、2007年に 5,110億ウォン、2008年に 5,551億ウォン、2009年に 5,786億ウォンで、年平

均 16.63％の成長を継続している。主な電子出版社を調査した結果、電子書籍コンテンツの制作流通関連

企業が 127 社で最も多く増えた。電子書籍コンテンツの制作流通関連企業が大幅に増えた理由は、まず、

コンテンツ分野のジャンルが文学、旅行、料理などに細分化及び専門化されたためである。第二に、政府

公共機関、地方自治体や企業、宗教、教育機関などで広報物を電子書籍で製作し、配布する事例が大幅に

増え、制作者が大幅に増えたからだ。ビューアー·パブリッシャー関連の技術者と DRM 業者などのソ

リューション企業も小幅に増え、e インク端末、電子辞書、スマートフォンなどの高度な携帯端末の発展

に携帯端末関連の企業が増加している。未来の新市場を先取りするための市場が急速に再編され、三星

（サムスン）や LG など大企業の電子ブック事業参加が本格化し、既存の過渡期的な電子書籍市場が成長

潜在力を高め、消費者センター（B2C）の電子書籍の商用化の時代に入っていることを示唆している。 

 

（単位:億ウォン、%） 

区分 2006年 2007年 2008年 2009年 
年平均成長率

（2006-2009） 

電子書籍 825 1235 1278 1323 17.04%

電子辞書 1220 2100 2400 2542 27.72%

モバイルブック 208 265 279 247 5.00%

専門知識/学術論文 127 192 214 248 24.99%

オーディオブック 72 115 118 104 13.04%

その他デジタル出版 941 1203 1262 1322 11.99%

合計 3393 5110 5551 5786 16.33%

出典：韓国電子出版協会 

資料2.3.27 電子出版産業の市場規模 
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  2007年 2008年 2009年 

電子書籍 34 97 127 

オーディオブック 4 4 4 

電子雑誌 2 3 4 

モバイルブック 3 3 3 

デジタル教科書 5 5 5 

専門知識/学術論文 10 14 22 

POD 8 8 8 

ソリューション 31 39 45 

端末 8 8 12 

合計 105 181 230 

出典：韓国電子出版協会 

資料2.3.28 主要な電子出版業者の現況 

電子出版物の出版は、毎年増え、電子書籍が 230,271 種、教育用 CD/DVD タイトルが 2,617 種、電子

辞書 246種が出版されている。 

 

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

新規 36732 77417 53303 142705 230271

総計(累積) 81999 159416 212719 355424 585695

新規 2572 2039 1612 2042 2617

総計(累積) 12226 14265 15877 17919 20536

新規 210599 230354 280725 131676 1805972

総計(累積) 1075382 1305736 1586461 1718137 3524109

新規 341 463 635 721 819

総計(累積) 550 1013 1648 2369 3188

新規 1223 1605 2534 2552 1816

総計(累積) 14181 15786 18320 20872 22688

新規 41 122 175 207 246

総計(累積) 67 189 364 571 817

オーディオブック

電子辞書

電子書籍

教育用CD/DVD

学術論文

電子雑誌

 

出典：韓国電子出版協会 

資料2.3.29 電子出版物における出版の現状 

また、大韓出版文化協会（会長 白錫基（ペク ソンギ））は国立中央図書館及び国会図書館の納本業務

を代行しており、納本された図書を基準に出版統計の集計結果を発表している。2010 年の 1 年間（2010

年 1月 1日~12月 31日.）、大韓出版文化協会を通して納本された新刊書籍（2010年発行日を基準とし、

定期刊行物及び教科書などは除外）の発行における現状は以下のようになっている。 

 

■2010年、新刊発行の現状 

2010 年の 1 年間で大韓出版文化協会を通して納本された資料を集計した結果、新刊書籍の発行種類の

数は全部で 4万 291種（マンガを含む）、発行部数は 1億 630万 9,626部であった。前年度と比べて見る

と発行種類数は前年比 4.5%減少したが、発行部数は対前年比 0.1%へと増加した。1 タイトルあたりの平
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均発行部数は 2,639部で、前年対比 4.8%増加した。 

 

■2010年分野別の書籍発行数の現状 

分野別の書籍発行数は、全体的に各分野で減少傾向を免れなかった。学習参考書は対前年比 39.3%で大

幅な増加傾向を示し、大学入試インターネット放送の拡大による該当教材の発行及び需要が大きく影響を

及ぼしたと思われる。次に哲学（対前年比 15.3%増）、技術科学（対前年比 5.0%増）、歴史（対前年比

2.3%増）が増加したが、他の分野は減少した。一番大きく減少したのはマンガ分野（対前年比 16.7%減）

で、これはマンガ専門出版社の廃業及び需要減少によると思われる。これ以外に宗教（対前年比 12.8%

減）、総記（対前年比 12.7%減）、社会科学（対前年比 7.2%減）、児童（対前年比 6.7%減）、文学（対

前年比 6.0%減）の順で減少した。 

 

■分野別における発行部数の現状 

2010 年においての、書籍の発行部数は全体で 1 億 630 万 9,626 部となっている。2009 年の発行部数 1

億 621 万 4,701 部に対して 0.1%の増加を見せた。対前年比で一番多く増えた分野は学習参考書（対前年

比 53.9%増）で、哲学（対前年比 33.1%増）、語学（対前年比 20.8%増）、技術科学（対前年比 12.7%

増）の順で増加したが、他の分野は全体的に減少しており、マンガ分野（対前年比 28.5%減）が一番大き

い減少で、続いて純粋科学（対前年比 19.8%減）、宗教（対前年比 13.2%減）、児童（対前年比 10.5%

減）、文学（対前年比 7.3%減）の順で減少した。 

発行部数が一番多い分野は児童で 2,619 万 9,626 部発行され、全発行部数の＜以下数字はシェア＞

24.64%を占めていることが分かる。次に学習参考書（20.70%）、文学（16.25%）、社会科学（10.13%）

の順に集計された。 

 

■1タイトルあたり平均発行部数 : 2,639部、平均価格 : 1万2,820ウォン 

書籍の 1タイトルあたりの平均発行部数は 2,639部で対前年比 4.8%増加した。1タイトルあたりの平均

発行部数が一番多い分野は学習参考書で（8,761 部）で前年比 10.5%増加し、一番大きく増加した語学分

野は対前年比 23.4%増加し、哲学も対前年比 15.4%増加を見せた。一方、マンガは対前年比 14.2%減少で

去年に引き続き減少している。なお、対前年比 19.7%と一番大きく減少したのは純粋科学である。 

図書の平均定価は 1万 2,820ウォンで対前年（12,829ウォン）比 0.1%小幅に減少した。最近 10余年間

では継続的な増加傾向を見せていたが、2010 年は初めて減少した。本の価格が一番高いのは技術科学

（21,459 ウォン）分野だが、前年（21,776 ウォン）に比べて 1.5%減少した。一番大きく減少したのは芸

術分野で前年の 23,731 ウォンから 21.6%減少し 18,600 ウォンになった。次いで哲学（対前年比 11.9%

減）、学習参考書（対前年比 9.3%減）、総記（対前年比 7.4%減）、語学（対前年比 6.9%減）の順で減

少し、増加した分野は宗教（対前年比 6.5%増）、児童（対前年比 4.8%増）、純粋科学（対前年比 4.2%

増）等だが小幅な上昇に止まった。 

価格が一番安い分野はマンガ（4,398 ウォン）、学習参考書（9,365 ウォン）、児童（9,427 ウォン）の

順になっている。 
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■本一冊あたりの平均ページ数 

本一冊あたりの平均ページ数は 272 ページで、前年度の 273 ページに比べて 1 ページ減った。一番

ページ数が厚いのは平均 398 ページの社会科学分野、次に 380 ページの技術科学、379 ページの総記、

368ページの純粋科学分野となっている。一方、児童は平均 112ページで全分野の中一番薄く、次いで平

均ページ数 168ページのマンガが続く。 

 

■外国において発行された書籍に対する翻訳出版の現状 

2010 年度における全発行タイトル数（40,291 タイトル）中、翻訳書が占めているシェアは 26.7%

（10,771 タイトル）で前年の 27.6%（11,681 タイトル）に比べて小幅に減少したが、相変らず海外翻訳

書の構成比は継続的に増勢を見せている。全体の書籍発行タイトル数の中で翻訳書のシェアは 1990 年代

半ばまでは 15%台に留まったが、徐々に高くなり 2000年代以降では 30%に迫るほど大幅に増加した。す

なわち過去 10 年間において翻訳書における発行タイトル数が 5 千タイトル台から 1 万タイトル台と 2 倍

にも増えたので、その割合も自然と 2 倍になった。学習参考書等の一部の分野を除いて、出版コンテン

ツの自給自足率は非常に脆弱さを示している。また日本とアメリカなど一部の国家に偏重した翻訳書の比

重も著しい。分野別では文学（2,324 タイトル）、マンガ（2,248 タイトル）、児童（2,137 タイトル）、

社会科学（1,274 タイトル）の順で、言語圏別では日本（4,282 タイトル）、アメリカ（3,001 タイトル）、

イギリス（990 タイトル）、フランス（608 タイトル）、ドイツ（464 タイトル）、中国（379 タイト

ル）、東欧（143タイトル）、ロシア（123タイトル）、イタリア（109タイトル）の順となっている。 

 

■出版社別においての発行実績の現状 

2010 年の一年間で大韓出版文化協会を経由して国立中央図書館に新刊を納本（提出）した出版社数

（2,623 社）を実績別にみてみると、年間発行数が 5 タイトル以下の発行社が 1,369 社で出版社全体の

シェアに対して 52.1%に達した。継いで 6~10 タイトルの発行社が 428 社（シェア 16.3%）、11~20 タイ

トルの発行社が 369 社（シェア 14.0%）の順になった。納本した 2,623 の出版社の中で 82.5%が年間 20

タイトル以下の図書を発行しており、発行実績がある出版社の年平均発行タイトル数は約 18 タイトルで

あることが分かった。そのため 2010年度総発行タイトル数 40,291タイトルの図書出版を全登録出版社の

7.4%が担っていることが示された。 

一方、出版社が設立申告（2009 年末の基準で 35,191 社）をしていても、2010 年に一冊の本も発行し

なかった有名無実的な出版社数は全体の 92.5%にあたる 32,568 社となった。このような出版社の増加現

象は 1987 年を基点として毎年累積しており 1988 年には全体出版社中で 50.7%を記録して半数を超えて

おり、継続して増加傾向を示している。 
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 2） 韓国雑誌協会 

■概要 

韓国雑誌協会では、政府の文化体育観光部による雑誌のオンライン配信のプロジェクトに 2005 年より

参加し、オンラインショップ「Moazine18」と協業関係にある。 

 

 

【職員数】不明 

【年間予算】不明 

【主な事業内容】雑誌の人の品格を向上し、雑誌の経営に必要な公益的な問題の研究と対策。

機関誌や書籍の出版。韓国雑誌博物館、韓国の雑誌の総合展示館、韓国の雑

誌教育院運営。 

【代表】全雄鎭（会長） 

【設立】1962年10月26日 

【本館所在地】4F MAGAZINE Hall,44-31 YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU,SEOUL,KOREA  

資料2.3.30 韓国雑誌協会の概要 

■識別子について 

雑誌（紙の雑誌）は国立中央図書館や公立図書館への納本を主な用途として ISSNを使っている。 

なお、デジタル雑誌は今のところコードの必要性を感じていないため、ユニークなコード付番はない。 

                                                        
 
 
18 Moazine：オンラインショップ。http://www.moazine.com/main.asp 
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 3） 韓国出版人会議 

韓国出版人会議とは 1998 年に、出版文化の地位向上と出版文化産業の発展のための事業／出版人材養

成と出版人の力量強化のための教育事業／出版物不法流通申告センター運営／出版産業の情報化とデジタ

ル出版の発展のための事業などを目的として設立された機関である。 

その事務局は出版社が出資の著作権管理会社、e-KPC19社が運営している。 

韓国出版人会議では現在、政府機関（文化体育観光部など）が中心に取り組む「電子出版物の標準化

フォーラム20」に参加し、また政府の著作権委員会との共同で、著作物の内容と著作権者などを統合管理

するメタデータベース（DB）および著作権管理番号（ICN）の構築を進めている。 

 

【年間予算】不明 

【主な事業内容】出版文化の地位向上と出版文化産業の発展のための事業。出版人材養成と出版人の

力量強化のための教育事業。出版物不法流通申告センター運営。出版産業の情報化

とデジタル出版の発展のための事業。 

【職員数】不明 

【設立】1998年11月2日 

【代表】ハン・チョルヒ（第6代会長） 

【所在地】ソウル市麻浦区西橋洞464-53 

■識別子について 

○概要 

上述のメタデータベースにおいては、書籍は ISBN、雑誌は ISSNの各コードを基本としている。 

そのほか、電子出版物向けのコードとして、ISBNコード化（ISBNコード 13 桁＋5 桁）及び認証コー

ド（ECN21コード）化の 2種類が存在する。 

・1995年以降のCD-ROMなどの電子出版物が出現して以来、ISBNコード（13桁）のほかに電子書籍

扱いを証するコード（5 桁）を付与している。将来的な電子出版物化を想定して、紙の出版物にも

付与している。 

・韓国政府の電子出版物政策の一環で、文化観光部（現在の文化体育観光部）では 2004 年に電子出版

の納本・認証システム22を構築し、デジタル化された電子媒体に収録した出版物（オンラインのみ

のものも含む）に対してEPマーク及びECN番号を付与し、電子出版物の効率的な製作・流通・利用

                                                        
 
 
19 e-KPC：Korea Publishing Contents Co., Ltd（㈱韓国出版コンテンツ）。2009年設立。出版社オンリーで出資した著作権管理

会社（大手出版社など51社で構成）。主な事業は出版コンテンツの 2次利用のためのサービス業（電子書籍、Publish on 
Demand、e-learning、Audio bookなど）。 
20電子出版物の標準化フォーラム：文化体育観光部では2010年4月、知識経済部・教育科学技術部と共同で、国内の電子出版

物関連産業の活性化及びグローバルな競争力の確保のために主要な国の関係機関、業界団体（韓国出版人会議、韓国電子出版

協会、大手書店、メーカー、通信事業者など）が参加している。 
21ECN：eBook Certification Number。 
22電子出版の納本・認証システムについては、「韓国の図書館における電子書籍の提供」（田中福太郎、カレントアウェアネ

ス№302、2009年12月20日）より参照 
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を促進するためのシステムを導入している。 

 

 

出所：図書タイトルの紙裏より撮影

資料2.3.31 CIP（出版時図書目録）よりみたISBN化（ISBNコード13桁＋5桁）のケース 

■コードの特徴 

ECNコード付番することで、再販制度の免税（10％）を受けられる。 

■管理運用方法について 

ECN コードについては、韓国電子出版協会内の韓国電子出版物認証センターを窓口に申請受付・付与

を行っている。 
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 4） 国立国会図書館 

■概要 

国立中央図書館は、国の文化体育観光部23の属する一つの行政機関にあたり、国の文献の宝庫として

1945 年の開館以来、国内で発行された出版物や知識情報を網羅的に収集し、体系的に整理して国民に提

供している。時代の変化に対応し紙媒体から電子媒体に至るまで多様で豊富な蔵書を構築している。デジ

タル国立図書館が併設している。 

国立中央図書館では、紙媒体の出版物の目録情報管理のためCIP24（出版時図書目録）を 2002年より構

築し始めている。さらに館内の書誌データベースを管理する、統合情報システム（KOLIS25）を構築する

とともに、全国すべての図書館の蔵書書誌データを取り込んだ、国家資料共同目録システム（KOLIS-

NET）を構築し地方図書館からも無料アクセスできるなど全国すべての図書館の書誌データと連携し

合っている。 

 

 

【職員数】不明 

【年間予算】不明 

【主な事業内容】国内の出版物や知識情報を網羅的に収集、体系的に整理し、国民に提供する

業務。 

【代表】禹眞榮（館長） 

【設立】1945年開館 

【本館所在地】664 Banpo-ro,Secho-gu,Seoul,Republic of Korea （zip code）137-702 

資料2.3.32 国立中央図書館の概要 

■国立中央図書館で取り扱うコンテンツ流通管理コードについて 

○概要 

紙の出版物は、書籍は ISBN、雑誌は ISSNを利用し、国立中央図書館が管理機関に当たる。 

また図書目録データベース向けに、CIPコード（10桁）を付番している。 

CIP とは、そもそも出版社が新刊図書を出版するときにその標準目録をタイトル紙裏面等に一定の位置

に印刷するものであり、国立中央図書館がこの制度を導入することで、図書館では標準目録を利用できる

ようになり、分類と目録作業に要する人材と時間、費用の軽減とともに目録の質の向上を可能としている。 

                                                        
 
 
23文化体育観光部とは、日本の行政機関「省」に当たる一行政機関。 
24 CIP：Cataloging In Publicationの略。CIP（出版時図書目録）制度に基づき、出版者が新刊図書を出版する際に標準図書目録

をタイトル紙裏面などに印刷するために、国立中央図書館にCIP登録のための申請を行うこととしている。申請から付与まで

の全過程はインターネット（e-CIP）を通して処理される。 
25KOLIS：Korea Library Information Systemの略。国立中央図書館が所蔵する全ての資料をコンピューターで統合管理するシ

ステム。 
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出版社は、出版時にe-CIPサイト26を通じてCIP申請を行うことで、申請登録されたCIPデータはe-CIPサ

イトにおいて出版予定日 6 か月経過時点まで情報サービスをされる。よって出版社や書店業界において

も近刊情報の意味合いがある。 

 

 
資料2.3.33 CIP（出版時図書目録） 

○コードの意味 

 

ＣＩＰ ２００８００３８６５ 

出所：図書タイトルの紙裏より撮影

資料2.3.34 CIPコード 

○コードの使用者 

図書館での分類や目録作業の軽減を目的に導入されたものであるため、図書館関係者が主である。 

 

○コード取得のための登録費用 

登録費用は無料。出版社は CIPデータを申請登録に当たって、e-CIPサイトを通じて申請する必要があ

                                                        
 
 
26e-CIPについては、「2002年韓日国立図書館業務交流主題発表「韓国CIP制度の導入と運営」」（アジア情報室通報 第1巻
第1号(2003年3月)、http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin1-1-3-4.php）参照。 
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る。 

 

○コードの対象物 

CIP 付与対象出版物は、国内発行の単行本形態の図書（冊子形態の楽譜や地図、CIP 付与資料の新・改

訂版、その他CIP付与が必要と認定した資料含む）である。 

■管理運用方法について 

 

○組織の規模 

国立中央図書館の国家書誌情報センター推進団（正職員 33 名、契約職員 35 名）において管理運営し

ている。 

 

○新規登録の方法 

CIPデータ（コード）の申請から付与までは、e-CIPサイトを通して運営される。 

CIP に既登録の出版社は、出版予定図書の目録データ（タイトル、著者名、出版社名、出版予定日等）

と指定されたファイル（表紙、タイトル紙、奥付、目次、序文、要約等）を添付して e-CIPに申請する。 

申請を受け付けた CIP センター（国立中央図書館）では受理処理ののち、当該出版社に CIP データを

転送する。 

出版社は、図書出版時に、タイトル紙裏など所定の位置にCIPデータを印刷する。 
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（6） 中国 

 1） 概要 

ヒアリング先である方正株式会社とは、方正集団（方正グループ）が起業した 1986 年の 10 年後に日

本進出し設立した会社であり、中国本土以外の IT 国際部門のサブグループとして位置付けられ、主に情

報出版業各社の業務システム受託開発を手掛けてきている。 

 

会社概要  

商号： 

 方正株式会社 （Founder International Inc.）  

設立： 

 1996年3月15日 

代表者： 

 代表取締役社長 管 祥紅 

資本金： 

 3億7767万円 

従業員： 

 単体：223人、連結：812人 （2009年6月末現在） 

所在地： 

［本社］ 東京都品川区大井1-24-5 大井町センタービル5階 

［大阪事務所］ 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル4階 

事業内容  

  1. 業務システム受託開発 

  2. 中国オフショア開発 

 3. ビジネス・プロセス・アウトソーシング 

 資料2.3.35 方正株式会社の概要 

また「方正集団」とは、北京大学27が母体に 100％出資により 1986 年に設立した企業体である。同社

設立の由来は、北京大学の王選教授が 1978 年に国家プロジェクトの技術責任者として関わり開発した

「華光型コンピュータ・レーザー式漢字編集製版システム」開発の成功がきっかけに、漢字の文字データ

圧縮・復元技術を開発し、その産業化を目指して 1986 年に設立された「北京理科新技術公司」が起点と

なっている。現在の方正集団は、前身に当たる北京理科新技術公司が 1992 年に法人化することにより、

香港で誕生し今日に至っている。 

 

                                                        
 
 
27 北京大学：中華人民共和国北京市海淀区にある 1898年設立の大学である。設立以後、中国学問の中心のひとつとして本国中

に名の知られる国家重点大学である。2007年版世界大学ランキング（タイムズ誌）においては北京大学が36位（清華大学は

40位）と中国本土における最高位の大学となっている。 
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資料2.3.36 方正集団（方正グループ）沿革 

 

会社概要

商号：
方正株式会社 （Founder International Inc.）

設立：
1996年3月15日

代表者：
代表取締役社長 管 祥紅

資本金：
3億7767万円

従業員：
単体：223人、連結：812人

所在地：
［本社］ 東京都品川区大井1-24-5 大井町センタービル5階
［大阪事務所］ 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル4階

事業内容

1. 業務システム受託開発
2. 中国オフショア開発
3. ビジネス・プロセス・アウトソーシング

 

 

 

沿革

1986年 方正集団の前身である北京理科新技術公司を設立
1992年 北京方正集団として北京理科新技術公司を法人化

香港に方正（香港）有限公司を設立（現 方正控股有限公司、1995年香港上場）
1996年 日本に方正株式会社を設立
1998年 上海上場のコンピューター製造企業、上海延中実業有限公司の株式を買収

（現 方正科技有限公司）
 

出典：「Founder 方正（CORPORATE PROFILE）」より一部抜粋 

資料2.3.37 方正集団（方正グループ）組織概要 
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方正集団は、北京大学とは継続的な技術交流や人的交流が続いており、グループ全体で数千人規模のソ

フトウェア技術者を北京大学等、中国各地の一流大学理工系学生を採用している。 

グループ全体の従業員規模は約 3 万人であり、そのうち数百人の博士号・修士号取得者を筆頭とする

優秀な人材を豊富に有する技術者集団がおり、中国最大規模のソフトウェア開発体制を採っている。IT

産業を中核としながら多角的な事業展開している。 

グループ全体の売上高は、495億元（2010年度）であり、その大半は IT事業部門で占められている。 

2008 年度の電子情報産業企業のうち 3 位となっており、総合ランキングでは華為技術有限公司

（ファーウエイ）、海尓集団（ハイアール）に次ぐ結果であり、SI 分野では中国トップ企業の 1 社と

なっている。 

 
出所：『Founder 方正（CORPORATE PROFILE）』より

出典：「Founder 方正（CORPORATE PROFILE）」より一部抜粋

資料2.3.38 方正集団（方正グループ）売上高（推移、構成） 

 2） 中国市場について 

 

■紙の出版物 

紙の書籍は、タイトル数は年々増加傾向にあり、売上額も同様傾向にあるものの、印刷冊数に限っては

漸減傾向にある。 
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出典：方正株式会社資料「中国電子書籍事情と方正の電子書籍関連技術」 

資料2.3.39 紙の出版物の市場動向 

■電子書籍 

電子書籍は、タイトル数は年々増加傾向にあり、2008 年は 81 万タイトルに達し、対前年比 22％増の

結果となっている。 

（単位：千タイトル） 
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出典：方正株式会社資料「中国電子書籍事情と方正の電子書籍関連技術」 

資料2.3.40 中国電子ブックの発行タイトル数（全体） 
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電子書籍の売上額については、2008 年で 33 億 9 千万円と前年比 34％増であり、2003 年から見ていく

と売上額が 27％ずつ増加しており売上総額は 7億 5千万円から 45億円と 4倍増の伸びとなっている。 

（単位：百万円） 
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出典：方正株式会社資料「中国電子書籍事情と方正の電子書籍関連技術」 

資料2.3.41 中国電子ブックの売上高（全体） 

電子書籍の販売冊数については、2008 年は 4950 万冊と対前年比 15％増となっている。2003 年（1400

万冊）から 2008年（4950万冊）にかけて 3倍増の伸びを見せている。 

                          （単位：百万冊） 
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出典：方正株式会社資料「中国電子書籍事情と方正の電子書籍関連技術」 

資料2.3.42 中国電子ブックの販売冊数（全体） 
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■電子書籍制作に関わるコンテンツプロバイダーのシェア 

学校図書館（高等教育機関以外）における電子書籍制作に関わるコンテンツプロバイダーのシェアは、

方正集団 60％、中文在線（チャイニーズオンライン）40％を占めている。この 2 社が大手企業と位置づ

けられる。 

ほか、高等教育機関の図書館では方正集団が 90％（超星は 90％）、公共図書館では方正集団が 85％

（超星は 30％）となっている。 

いずれの市場においても方正集団が優位に立っている。優位に立つ背景には版権を持つ出版社との電子

化に関する正式許諾を得ている点が評価につながっている。一方で今日の中国市場では著作権者に無許諾

の電子化が横行しており、サービス開始後も権利侵害による訴訟沙汰が続き課題となっている。 

 

■電子書籍の利用状況 

中国国内においては元々、電子図書館の整備が進んでいた背景もあり、電子書籍の利用は図書館が牽引

していた。ただし、電子書籍の流通は 2010年までは図書館中心の B2B市場であったが、2011年には 3G

携帯電話等の普及が加速する中、B2Cの利用が激増傾向にある。 

 3） 出版物管理コードについて 

 

■紙の出版物 

紙の出版物は ISBNコードで管理している。 

コード管理は、新聞出版総署28（国家版権局、GAPP29）が管理（検閲・許諾）している。 

また雑誌についても雑誌コードがあり、日本同様に新規のコード取得は困難な状況である。 

 

■電子出版物 

電子出版物は近年の刊行物に限られており紙の出版物からの転用したものとなっている中、コードは新

聞出版総署から検閲権利の許諾を得たコンテンツプロバイダー各社に委ねられており、各社独自のコード

を採っている。Apabiを介しているものは ISBNコードが流用され、さらに独自コードを利用している。 

独自コードとは方正Apabi（アパビ）30社の発注ナンバーに当たる。同様のコードは新聞においても面

単位で管理している。 

また版権許諾を受けた古い書籍（中国では古籍と呼ぶ）のうち、図書館固有の蔵書の電子化については

ISBNコードがなく、図書館の独自コードで管理している。但しコードの構造実態は把握していない。 

 

                                                        
 
 
28新聞出版総署とは、中国国務院の新聞•出版事業と著作権管理を主管する直属機関である。著作権管理の面では国家版権局の

名義で内外に対して職権を単独で行使している。 
29 GAPP：General Administration of Press and Publication of  the People's Republic of China 
30方正Apabi（アパビ）とは、方正集団の 1社に当たり、出版社・図書館・インターネットユーザーを繋ぐサービスを提供する

企業（コンテンツプロバイダー）である。図書館システムからコンテンツ管理・書籍販売まで幅広くカバーした事業ドメイン

となっている。 
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 出典：方正株式会社資料「中国電子書籍事情と方正の電子書籍関連技術」

資料2.3.43 方正Apabi（アパビ）サ

 4） 今後の動き 

ットなどの標準化の動きがあり、2008 年設立の民間任意団体「DIAA31」を通して議

論

（CNITS）の下に設置された電子書標準工作組という組織が

あ

位でコード管理化していくこ

と

                                                       

ービス概要 

電子書籍フォーマ

が始まっている。第 3 世代の電子書籍フォーマットとして方正が提唱するCEBX32形式が中国国内の電

子書籍の標準化の採択を受けている。 

さらに、全国信息技術標準化技術委員会

り、eReaderの代表格の漢王科技、盛大文学、方正Apabiなどが標準化作業を進めている。 

電子書籍のこれまでの委任形式から、法整備の検討の動きも出ている。 

また、デジタル教育を目指した電子教材づくりとして、問題解説を単元単

を目指している。 

 

 
 
 
31DIAA：主要出版社31社、新聞出版総署、方正（電子図書館システムのトップリーダー）、漢王（電子ペーパーリーダーの

トップリーダー）などが参加している。 
32CEBX：Common E-Document of Blending XML、混合XMLの共通電子ファイルの意。PDFを代表とした版式（固定レイアウ

ト）の特徴とEpubを代表とした流式（リフローレイアウト）の特徴を併せ持ちワンソース･マルチユースの実現を目指した第

3世代フォーマットである。 
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2.4 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討のた
めの考察 

2.4.1 既存のコード概要 

「2.2国内の出版流通管理に関するコード等の現状調査」、及び「2.3海外の出版物の流通管理に関する

コード等の現状調査」に基づき出版物の流通管理に関するコードをまとめると、下記のとおりとなる。国

際的に商業出版物で最も一般的に用いられているコードはISBNであり、逐次刊行物ではISSNである。日

本国内においては、雑誌に対して定期刊行物コードも用いられている。マイクロコンテンツに対応した

コードはJDCNの他にDOIやARKに限定されており、多くの機関で検討中の段階である。 

 
項目 主なコード 

既存の紙の出版物の流通

管理コード 

・ISBN 

・ISSN 

・定期刊行物コード（雑誌コード） 

出版関連団体における管

理コード 

・ISBN 

・ISSN 

電子出版物の管理に利用

されているコード 

【商業コンテンツ】 

・JDCN 

・ISBN 

・配信流通事業者等の独自コード 

【主にアカデミックコンテンツ】 

・ISSN 

・DOI 

・ARK 

マイクロコンテンツに対

応したコード 

【商業コンテンツ】 

・JDCN（デジタルコミック協議会） 

・配信流通事業者等の独自コード 

【主にアカデミックコンテンツ】 

・DOI 

・ARK 

資料2.4.1 出版コンテンツの流通管理コード概要 

各コードの概要を整理すると下表のとおりである。 
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名称 概要 対象物 マ イ

ク ロ

コ ン

テ ン

ツ 対

応 

電

子

書

籍

対

応 

桁

数

コードへ

の意味づ

け 

付番する

機関 

標 準

化 の

有無 

費用 海

外

対

応

JDCN 

（Japan Digital 

Comic Number） 

デ ジ タ ル コ

ミック協議会

が推奨するデ

ジタルコミッ

ク （ 電 子 書

籍 ） の 管 理

コード 

デジタルコ

ミック（電

子書籍） 

○ ○ 20 有り 

出版者記

号 （ 2 ～

7）+自由

記号 

出版者 × 無料 ×

ISBN 

（International 

Standard Book 

Number 

世界共通で図

書（書籍）を

特定するため

の番号。国際

標 準 図 書 番

号。 

書 籍 、 コ

ミ ッ ク 、

ムック、電

子書籍、地

図等 

（逐次刊行

物 は 対 象

外） 

△ 

 

○ 13 有り 

接 頭 語

（3）+国

番号（1）

+出版者記

号+書名記

号+チェッ

クデジッ

ト（1） 

出版者 ISO 

2108 

有料 ○

ISSN 

（International 

Standard Serial 

Number） 

国際標準逐次

刊行物番号で

あり、逐次刊

行物のタイト

ルに媒体ごと

に付番 

巻号または

年月日の表

示のある終

期を定めな

い継続出版

物 

× ○ 8 なし 

自動付番 

国会図書

館 

ISO 

3297 

無料 ○

定期刊行物コー

ド 

雑誌に付番さ

れた JAN コー

ド体系 

日本国内の

雑誌 

× × 18 あり 

ただし、5

桁の雑誌

コード部

分はない 

共通雑誌

コード管

理 セ ン

ター 

× 有料 ×

ISNI 

（International 

Standard Name 

Identifier） 

創作活動にお

ける様々な分

野の公的アイ

デンティティ

に関する識別

子 

（デジタル

上の）創作

物 、 生 産

物、文化財

の著者、管

理人・団体

× × 16 不明 ISNI 国

際機関に

登録され

た登録認

定機関 

ISO 

27729 

有料 ○

DOI 

(Digital Object 

Identifier ) 

デジタルネッ

トワーク上に

お け る 識 別

子。URL の一

過 性 を 克 服

し、どのよう

図書や雑誌

の 一 冊 、

個々の論文

や章、論文

に含まれる

抄録、図、

○ ○ 自

由

なし IDF に認

定されて

いる７機

関 

ま も

な く

ISO 規

格化 

有料 ○

 139



 第 2 章 国内外の出版物の流通管理に関するコード等の現状調査 

 

な微細なレベ

ルでも、デジ

タル媒体を識

別し、提供す

ることを意図

している 

表、化学構

造式、参考

文 献 、 音

声、映像等 

ARK 

(Archival 

Resource Key) 

上記 DOI とほ

ぼ同じ 

上記 DOI と

ほぼ同じ 

○ ○ 自

由

なし 登録され

て い る

27機関 

× 登録料

有（安

価） 

○ 

ASIN 

(Amazon 

Standard 

Identification 

Number) 

Amazon 内 で

ISBN と並んで

商品管理に利

用されている

コード 

Amazon 内で

販売されて

いる商品で

ISBNを持っ

ていない商

品 

○ ○ 10 なし Amazon × 無料 △ 

Google eBook-

specific ISBN 

Google 

eBookstore 内

で ISBNと並ん

で商品管理に

利用されてい

るコード 

Google 

eBookstore

内の電子書

籍 で ISBN

を持ってい

ないもの 

○ ○ 13 不明 Google × 無料 △ 

独自コード 配信流通事業

者等が独自に

設定し社内で

利用している

コード 

自社で取り

扱う商品 

○ ○ 自

由

企 業 に

よって異

なる 

各社 × 無料 × 

資料2.4.2 出版コンテンツの流通管理コード概要 

諸外国の状況をまとめると、以下のとおりである。 

 
国名 状況 

ドイツ ・電子書籍においても、ISBNコードが用いられている。 

・電子書籍=PDFという認識であり、マイクロコンテンツという概念はない 

・図書館では独自コードが使われている 

・ISBN-AやURNの研究が進められている 

フランス ・電子書籍におてもISBNコードが用いられている。 

・図書館では独自コードとARKが利用されている 

イギリス ・図書館ではまだ法改正が行われておらず、電子書籍は取り扱っていない 

・ONIX3.0 でもメタデータの主要項目である識別子の検討が進められているが、

ISTC、DOI、ISNI、ISBN-A、ISSN-L、PRISM等の識別子が注目されている 

中国 ・電子書籍は、ISBNコードもしくは独自コードが用いられている 

アメリカ ・Amazon や Google がビジネスで先行しており、それらでは ISBN コードもしくは

独自コードが利用されている 

韓国 ・紙の出版物は、書籍は ISBN コード、雑誌は ISSN コードを利用し、国立中央図

書館が管理機関に当たる。 
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・また図書目録データベース向けに、CIPコード（10桁）を付番している。 

資料2.4.3 諸外国の電子出版コンテンツの流通管理コードに関する状況 

2.4.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用可能性の検討 

 既存の各コードに対して、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用可能性を検討した。 

（1） ISBNコード 

・ISBN コードは電子出版物に付番することも可能であり、理論的にはマイクロコンテンツに対して付番

することも可能である。しかし、ISBN コードでは、書籍・コミック単位を想定して策定されたコード

である、記事単位・目次単位といったマイクロコンテンツを管理することは難しい。 

・雑誌には ISBNコードを付番することができない。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は難しい。 

（2） ISSNコード 

・ISSNコードは逐次刊行物に対するコードであるため、書籍に付番することはできない。 

・コードに対する意味づけがなく、日本では国会図書館のみが付番できるため、出版者は付番できない。 

・ISSNコードはタイトル単位に付番されるため、コードから号数を特定できない。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は難しい。 

（3） DOI 

・商業コンテンツに対しても付番可能となっているが、現状はアカデミックなコンテンツに付番されるこ

とがほとんどである（欧州においても、現状はアカデミックなコンテンツのみに適用されている）。 

・コード付与に対するルールがなく、“/”以降は自由に出版社が決められるため、流通を考えると、出

版社間での新たなルール作りが必要となる。 

・必ず DOI と URL が一対となっており、アカデミックなコンテンツは URL で、その一部または全部を

公開しているが、商用ベースで考えるとストアやアプリケーション内等は URL が存在しないまたは設

定できないことがほとんどであり、また、有料コンテンツの場合、URL でその一部または全部を公開

することは難しいため、適用できない。 

・登録に対し、年間費及び登録ごとに費用が発生し、かつ現状の ISBN のコストよりも DOI のコストの

方が高く、出版社の負担がDOIの方が多い。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は難しい。 
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（4） ARK 

・商業コンテンツに対しても付番可能となっているが、現状はアカデミックなコンテンツに付番されるこ

とがほとんどである（欧州においても、現状はアカデミックなコンテンツのみに適用されている）。 

・コード付与に対するルールがなく、“ark:”以降は自由に出版社が決められるため、流通を考えると、

出版社間での新たなルール作りが結局は必要となる。 

・必ず ARKと URLが一対となっており、アカデミックなコンテンツは URLで、その一部または全部を

公開しているが、商用ベースで考えるとストアやアプリケーション内等は URL が存在しない、または

設定できないことがほとんどであり、また、有料コンテンツの場合、URL でその一部または全部を公

開することは難しいため、適用できない。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は難しい。 

（5） 配信流通事業者等の独自コード 

・既に流通事業者等の各社が独自に付番して社内管理用に用いているコードであり、特定の企業のコード

を共通化して業界全体で利用することは難しい。 

・コードに意味づけをしている企業は限られている。また、そのルールは企業秘密であり公開されていな

い。 

・各社が管理しているコードであるため、出版者が自由に付番することはできない。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は難しい。 

（6） JDCNコード 

・デジタルコミック（電子書籍）に対応したコードであるため、既に話割されているコミックに付番され

ており、記事・目次単位といったマイクロコンテンツに対しても付番が可能である。 

・デジタルコミック協議会への会費を別にすると、コードに関する新たな費用は発生しない。 

・頭の 2～7桁で出版者の特定が可能である。 

 

 以上より、 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への適用は可能である。 

（7） 結論 

（1）～（6）で述べたように、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）へ適用可能性を考えると、

JDCN コード以外の既存のコードを適用することは難しいと想定される。そのため、デジタルコミック

に加え、書籍や雑誌への付番も可能にする JDCN コードと連携した新たなコード案を策定することが望

ましい。 
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2.4.3 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の課題 

 前節までは、コードの定義からコード採用の可能性について検討してきたが、コード策定後の管理運用

に関する課題も指摘されている。 

 

出版物の流通管理コードとして、広く周知されている ISBNコードであるが、この ISBNコードでさえ、

付番する出版者の間違い等により、エラーコードの存在が指摘されている。一般社団法人日本出版インフ

ラセンターにおいては、正しい運用・表記について出版社への指導を行っているが、それでも年間 100

件前後のエラーが報告されている。また、出版者等からの問い合わせは、メールもしくは電話で受け付け

ているが、申請方法やルール等、多岐にわたる問い合わせがあり、1日に数十件となることもある。 

逐次刊行物に付与される ISSN コードは、申請に基づき唯一国会図書館にて付番されるためコード自体

にエラーが生じることはない。しかしながら、本来別の番号を付番する必要がある出版物に同一の番号を

使用していたり、オンライン出版物において要件としている「バックナンバーを削除せず公開し続ける」

が遵守されないといったケースが存在する。コード利用者へのコード理解の徹底を図る必要性が指摘され

ている。 

その他、出版関連団体においては、各種制度の開始時に、制度の概要やルール等の周知に時間がかかる

ことや、その間、問い合わせ窓口へ多くの問い合わせが寄せられたといったことも課題として挙げられて

いる。 

電子出版コンテンツ流通管理コードを策定後、業界全体で適正に運用していくためには、一定の管理機

関が必要となると考えられる。

 



 

 

 



3.1 出版コンテンツの流通管理に関する現状 

 

第3章  

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮） 
  

本章においては、第 2 章で詳述した紙、電子を含めた出版コンテンツ流通管理コードに関する現状を

踏まえ、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討を行い、電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）の仕様書及びそのガイドラインの策定を行った。 

 

 
出版社（者）の出版コンテンツ流

通管理の現状に関するアンケート  

 

出版物関係のコード等に関する調査 

 

 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案の検討

 

 

流通事業者等へのヒアリングとアンケート 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書の策定  

 

 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）ガイドラインの策定 

 

資料3.1.1 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）検討フロー 

3.1 出版コンテンツの流通管理に関する現状 

 出版コンテンツの流通管理に関する現状を整理すると、下記のとおりとなる。 

 

■出版コンテンツの流通管理コードに関する現状 

・既存の紙媒体の出版物の流通管理コードは、海外においては書籍を対象とした ISBN、逐次刊行物を対

象とした ISSN であり、国内においては両者に加え、定期刊行物コード（雑誌コード）が使われている。 

・電子出版コンテンツの流通管理においては、ISBNもしくは流通事業者等の独自コードがある。 

・マイクロコンテンツ単位の電子出版の流通管理コードは、国内の商用コンテンツでは JDCN（デジタ

ルコミックに限定）と流通事業者等の独自コード、国内外のアカデミックコンテンツは、DOI と ARK

がある。 

 

■電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の検討のための考察 
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・ISBN もしくは ISSN は、マイクロコンテンツ単位を管理することを想定して策定されていないため、

記事・目次単位といったマイクロコンテンツ単位で管理することは難しい。 

・DOI や ARK は、アカデミックコンテンツの利用がほとんどであり、コードのルールが未定義であるこ

とや URL との一体的な管理の必要性、費用の負荷といった面により、商業コンテンツにおいて利用す

ることが難しい。 

・既にデジタルコミックで運用が開始されている JDCNと連携するコード案が望ましい。 

・上記にあたっては、出版社（者）を特定可能な ISBNの定義の考え方を利用することが望まれる。 

 

■出版コンテンツ流通管理コードの管理運用に関する現状 

・ISBN や ISSN 等の紙媒体の出版物の流通管理コードでは、コードの付番間違い等が発生し、ルールの

管理が必要である。 

・そのため、各管理機関が出版社（者）等に対して、ルールの周知や指導を行うとともに、修正の依頼等

を行っている。今後、コードの運用を管理し、各出版社（者）に対して、エラー確認や修正依頼等を行

う管理機関が必要である。 

・また、各種制度の開始時に、制度の概要やルール等の周知に時間がかかることや、問い合わせが多数寄

せられることが指摘されている。今後、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の運用開始時も、同

様の状態が想定されるため、一定の普及と管理機関が必要となる。 

3.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案と検討 

「次世代電子出版コンテンツ ID 推進会議」及び社団法人日本雑誌協会において、記事・目次単位の電

子出版コンテンツを管理するためのユニークコード体系について検討を実施し、2 案を策定した。また、

どちらか電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に適しているか検討を実施した。 

3.2.1 はじめに 

（1） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード策定にあたっての前提 

今回策定するコードは、「電子出版物の流通管理における出版社（者）が付番する共通のユニークコー

ド」とする。 

また、既にデジタルコミック協議会で議論を進めた JDCN（ Japanese Digital Comic Number）と連携

を図ることとする。 

（2） JDCNとは 

JDCN（Japanese Digital Comic Number）は、デジタルコミック協議会が推奨するデジタルコミックの
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3.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案と検討 

 

管理コードであり、以下のような特徴がある。 

・ファイルごとを基本に、出版社（者）が個別に発番する。 

・ 20桁の範囲内で英数字を用いて設定する。 

・ 冒頭に ISBNの出版社（者）コード（2〜7桁）を付与する。 

・ 出版社（者）コード以外の設定ルールは各社自由。 

・ 出版社（者）コードの後に ISBNの書名記号を付与することを推奨 

 （ISBNの出版社（者）記号と書名記号部分 8桁を冒頭に置く）。 

・冒頭の出版社（者）コードさえ厳守すれば、流通上出版社（者）間での誤認はない 

（コードが混在した場合は各出版社（者）内の管理運用上の責任となる）。 

（3） 適用対象の留意点 

JDCN はデジタルコミックに限定しているため、書籍及び雑誌等の他の出版物への適用にあたっては

検討が必要である。 

書籍は、底本に ISBN が付与されているため、JDCN の推奨ルールと同様に、ISBN の書名記号を付与

したコード管理が可能である。 

雑誌は、ISBN が付番されていないため、既存の雑誌コードの応用または独自コードの検討が必要であ

る。また、今後の発行が見込まれる「デジタル版のみのコンテンツ」にも適用できるコード体系が必要と

なる。 

3.2.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード案A 

（1） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード案 

AAAAAAA-＠-BBB-CC-DD-EEEE-F 

（2） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード体系案 

 1）  AAAAAAA：出版社（者）記号 

・当該電子ファイルの発行元を示す。 

・出版社（者）記号（2〜7桁）の最長桁数 7桁にあわせる。 

 例）出版社（者）記号が 2桁の場合は、残り 5桁を 00000とする。 

・出版社（者）記号がない場合は、JPO（一般社団法人日本出版インフラセンター）に申請を行い、出版

社（者）記号を取得する。 

 2） ＠：雑誌の場合の特有記号 

・出版社（者）記号の後に、＠を入れることによって、書籍、コミックスとの区別を図る 

・８桁目に＠があれば、「雑誌」と特定できる。 

（システム上＠が不可の場合、別の記号を用いる） 
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 3） BBB：シリーズコード 

・雑誌の場合、ISBNを付番していないため各出版社（者）で書名を特定するコードを付与する。 

・BBBをシリーズコードとする。 

・デジタル先行、デジタルオリジナルコンテンツの場合も 3桁の中で付与する。 

・雑誌コードのシリーズ 3桁を使用しなくても可とする。 

 4） CC:発行年数 

・00〜99（2000年〜2099年）とする。 

・1900年代の雑誌の場合は、a0（1990）b0（1980）等で設定する。 

 5） DD：号数 

・雑誌の号数とし、年間での通番表記とする。 

・増刊の場合は 80番以降を割り当てる。 

 6） EEEE：話番号、記事番号 

・雑誌１冊すべての場合は 0000とする。 

・雑誌の記事単位で 0001から付与する。 

・試し読みのサンプルファイルはS001〜S999とする。 

・デジタル用に作成した追加ファイル等はD001〜D999とする。 

・純広ページのファイルはA001〜999とする。 

 7） Ｆ：チェックデジット 

・計算方法は別途検討する。 

3.2.3 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード案B 

（1） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード案 

AAAAAAAA-BBBB-CCCCCCC-D 

（2） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）コード体系案 

 1） ■ AAAAAAAA：ISBN（出版社（者）記号＋書名記号部分=８桁）※共通必須項目 

・当該電子ファイルの発行元を示す。 

・雑誌にも ISBNに準ずるコードを付与する。 

 2） ■BBBB：話割、記事番号 ※推奨項目 

・書籍、コミック、雑誌、１冊すべての場合は 0000とする。 

・雑誌の場合、記事単位で 0001から付与する。 

・試し読みのサンプルファイルはS001〜S999とする。 
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3.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案と検討 

 

・純広ページのファイルはA001〜A999とする 

 3） ■CCCCCCC：各出版社（者）自由コード  

 4） ■D：チェックデジット ※推奨項目 

・計算方法は各出版社（者）自由 

3.2.4 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案に関する考察 

 前節までで示した電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の A 案と B 案のそれぞれについて、メ

リット・デメリットを分析し、どちらを電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）として採用するべきか

の検討を実施した。 

 それぞれのメリット・デメリットを整理すると下記のとおりである。 

 
 メリット デメリット 

A案 

 

AAAAAAA-＠-BBB-

CC-DD-EEEE-F 

・項目と桁数を限定しているため、各社で

付番にばらつきが生じない。 

・出版社（者）記号の桁数が少ない出版社

（者）出版社（者）は使用桁数に無駄が

でる。 

・出版社（者）がその他に付与したい情報

（例えば内部管理コード等）を導入でき

ない。 

・コミックは ISBN が付番されており、ISBN

の定義の考え方を利用している JDCN が先

行しているが、雑誌の場合は ISBN が付番

されていないためコード体系が異なり、

整合性がとりにくい。 

B案 

 

AAAAAAAA-BBBB-

CCCCCCC-D 

・ISBN の定義の考え方を利用するので、雑

誌も書籍、コミックと整合性がとれる。 

・ISBN 出版社（者）記号と書名記号以降を

推奨あるいは自由とするので、各出版社

（者）の内部管理コード等を利用しやす

い。 

・出版社（者）記号が 4 桁〜7 桁の出版社

（者）は、書名記号に使用できる桁数が

少なくなるため、書名記号不足する可能

性がある。 

→書名記号については、アルファベットの

使用を可能にすることで、出版社（者）

記号の桁数が多い場合にも、残りの書名

記号部分で対応は可能になる。 

資料3.2.1 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案の比較 

 A 案の特徴は、コード体系の定義が安定するため、その結果、各出版社（者）で付番にばらつきが生じ

ないが、その代わり各出版社（者）の付番の自由度が低いことである。B案の特徴は、頭 8桁のみを共通

ルールで定め、残りの桁数は各出版社（者）の自由となっており、出版社（者）が柔軟に受け入れやすい

コードとなっている。 

 今後、電子出版市場のより発展的な拡大のためには、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を業界

全体の取り組みとし、早急な普及を図ることが肝要である。そのため、付番していく各出版社（者）が柔
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軟に対応でき、自由度がより高く、許容性の高い B 案をベースに検討していく方が望ましいと考えられ

る。 

3.3 電子出版コンテンツの流通管理における出版社（者）
の現状とニーズ 

本節では、社団法人日本雑誌協会で実施した出版社の電子出版コンテンツ流通管理に関するアンケート

結果を掲載する。 

また、一般社団法人日本電子書籍出版社協会及びデジタルコミック協議会で実施したコードに関するア

ンケート結果も引用して紹介する。 

3団体ともほぼ同様の調査項目でアンケートを実施しているため、並列して掲載している。 

3.3.1 調査概要 

（1） 調査概要 

 
実施主体 社団法人 

日本雑誌協会 

一般社団法人 

日本電子書籍出版社協会 

デジタルコミック協議会 

目的 電子出版コンテンツ流通管理

コード（仮）の策定にあた

り、出版社（者）の電子出版

コンテンツ流通管理に関する

現状や意向、課題を把握する 

出版社（者）の電子出版コンテン

ツ流通管理に関する現状や意向、

課題を把握する 

JDCN の運用に対する出

版社の現状や意向、課題

を把握する 

調査対象 日本雑誌協会 デジタルコン

テンツ推進委員会 会員出版

社 

日本電子書籍出版社協会 流通委

員会 会員出版社 

デジタルコミック協議会 

会員出版社 

回答数 35 24 27 

調査時期 2011年2月 2011年1月 2011年2月 

資料3.3.1 アンケート概要 

（2） 質問項目 

・現状のコードによる運用管理の有無 

・今後のコード運用方法に対する意向 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）（または JDCN）の定義ルールに対する課題と要望 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）についての要望 
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3.3 電子出版コンテンツの流通管理における出版社（者）の現状とニーズ 

 

3.3.2 アンケート結果 

（1） 現状のファイル、商品、著者等のコード管理の有無 

現状のファイル、商品、著者等に対しコード管理を行っているのは 3 団体とも約 6～8 割程度である。

半数以上の出版社が何らかのコード（各社独自コード等）で管理を行っている。 

【日本雑誌協会】　　　　　　　　【日本電子書籍出版社協会】　　【デジタルコミック協議会】

管理

してい

る
60%

してい

ない
40%

N=35
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で管

理して

いる
7%

その

他の

コード
で管

理して

いる
52%

してい

ない
41%

N=27

管理

してい

る
79%

してい

ない
21%

N=24
 

資料3.3.2 ファイル、商品、著者等のコード管理の有無 

（2） ファイル形式が異なる場合の異なるコードの付番意向 

同一コンテンツであってもファイル形式が異なる場合に、異なるコードを付番している（する意向）の

は約 4～5 割で、出版社による意向は二分されている。電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の案で

は、出版社（者）が「各出版社（者）で決める取引単位」に付番することとなっており、ファイル形式別

に付番するかどうかは各社に委ねる方針となっている。 

 

【日本雑誌協会】　　　　　　　　【日本電子書籍出版社協会】　　【デジタルコミック協議会】
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資料3.3.3 ファイル形式が異なる場合の異なるコードの付番意向 
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（3） 電子出版と底本ISBNとの結びつきの有無 

電子出版と底本の ISBN とを結びつけている（意向含む）のは約 3～6 割で、団体によって大きくばら

ついている。各出版形態によって、意向が異なるとみられる。 

 

【日本雑誌協会】　　　　　　　　【日本電子書籍出版社協会】　　【デジタルコミック協議会】
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資料3.3.4 電子出版と底本ISBNとの結びつきの有無 

（4） 電子出版と底本ISBNとを結びつける方法 

電子書籍と底本 ISBNとの結びつける方法は、コードに ISBNを含有する場合と別途書誌データで管理

している場合とがある。 

 

【日本雑誌協会】　　　　　　　　【日本電子書籍出版社協会】　　【デジタルコミック協議会】
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7%

N=15
 

資料3.3.5 電子出版と底本ISBNとの結びつける方法 
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（5） 流通管理コードの利用目的（意向含む） 

コードの利用目的においては、売上管理、印税処理、商品管理・流通管理、書誌情報・コンテンツ管理

等が挙がっている。 

 

日本雑誌協会 日本電子書籍出版社協会 デジタルコミック協議会

売上管理 82% 50% 50%
印税処理 38% 67% 50%
商品管理・流通管理 32% 54% 29%
書誌情報管理・コンテンツ管理 24% 0% 17%
マーケティング 3% 0% 4%
原価管理 3% 0% 0%
計画管理 3% 0% 0%
債権管理 3% 0% 0%
制作管理 3% 4% 0%
管理一元化 0% 13% 17%
集計管理 0% 0% 8%
利用困難 0% 0% 4%
ライツ事業 0% 0% 4%
その他 3% 8% 0%
検討中 0% 0% 4%
不要 3% 0% 4%  
資料3.3.6 流通管理コードの利用目的（意向含む） 
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（6） 国際配信の場合のコード利用方法の意向 

国際配信の場合、同一コード番号、異なるコード番号、冒頭に国番号を付与する、といった様々な意向

が見られる。また、海外のプラットフォーマーに対してのコードの利用方法の検討が必要という意見があ

る。 

 

■日本雑誌協会 

【自由意見】 

・JDCNの20桁内に国番号が内包されるように運用を図る 

・現状区別していない 

・国内流通番号とは異なる管理番号を付与 

・海外ではCP独自のコードに従っている。売上管理は社内管理コードと対応させている 

・国内、海外とは区別せず、当初から含めてあるのなら利用したい 

・国番号を追加して利用 

・言語を買えて配信する場合は別コードを付与して別商品扱いにする 

・国際配信の基準があればそれに合わせるが、ない場合はそのままで配信する。但し、この場合システム側

で配信先を管理する 

・現在は海外配信コードなし。今後、国内と海外でコード付与を検討中 

・国番号等が国際会議で決まればそれに従いたい 

・冒頭に国番号を付与 

・国番号を追加して利用 

・言語コードを追加の予定 

■日本電子書籍出版社協会 

【自由意見】 

・現段階では、国際展開にはISBNを使用するべきと考えている 

・現段階では今のコードを使用することが考えられる 

・言語別（もしくは国別）に枝番を振るのが良いと考えている 

・仮に翻訳したものを流通させるのであれば、言語単位で末番を変える 

・基本筋として一意で展開したい 

・＋国際コードを付与 

・翻訳したものは別コードにする（枝番号違い） 

・社内での規則（独自）に応じて別コードを振る 

・国内流通番号とは異なる管理番号を付与 

・海外のアグリゲーターに日本固有のコードを付番させることは困難 

・海外プラットフォームの場合、コード内にそのプラットフォームを表す1桁を付番する 

資料3.3.7 国際配信の場合のコード利用方法の意向 

（7） コードで管理したい商品単位 

コードを用いて管理したい商品単位は、「記事、目次、章・節、話単位」や「巻単位、書籍単位、雑誌

単位」、「配信ファイル単位」、「タイトル単位」等が挙がっている。既に、ケータイ向けの電子コミッ

クを配信している出版社が多いデジタルコミック協議会では、「配信ファイル単位」が多い。 

 154 



3.3 電子出版コンテンツの流通管理における出版社（者）の現状とニーズ 

 

日本雑誌協会 日本電子書籍出版社協会 デジタルコミック協議会

記事、目次、章・節、話単位 23% 4% 4%

巻単位、書籍単位、雑誌単位 20% 21% 25%

配信ファイル単位 14% 25% 58%

タイトル単位 11% 21% 21%

最小課金単位 6% 8% 13%

その他 3% 8% 8%

未定 11% 0% 0%

無回答 6% 17% 4%

無効回答 6% 4% 8%  
資料3.3.8 コードで管理したい商品単位 

（8） コードへの対応で想定される課題 

コードへの対応の課題としては、 

  -既存ファイルに付与してあるコードの変換やふり直し 

  -社内システムとの連動 

  -社内での付番方法のルール化 

-ISBNが必須になると負担増 

等が挙げられている 

 

■雑誌協会 

【自由意見】 

・既存の印税処理方法との連動をどのようにするかが課題 

・関係部署の動きが緩慢な点が最大の課題 

・改めて振りなおさなければならない 

・現状の内部コード、外部コードとの変換等 

・リアルコンテンツとデジタルコンテンツの照合 

・社内付番のルール化 

・既に20桁コードで運用開始しており、20桁の付版ルールが変更になると、システム改修が必要 

・タイトル特定記号の桁数が足りなくなるのではないか 

・コード数増加による管理コスト増。費用対効果の悪化 

・導入段階での弊社システムとの同期 

・海外企業ストアにも使用できるのかが課題 

・デジタル先行タイトルの扱いを書籍、コミック、雑誌で整合性をとること 

・同じコード体系で雑誌と書籍を管理する場合、どう振り分けするかが課題 

・携帯電話配信用ファイル等の制作を許諾先の CP に任せているので、同じ作品でもファイル数がバラバラな

ものもあるため、その整理が必要 

・定期雑誌の場合、各タイトルがコード順で並びにくく、管理しにくい可能性がある 

・ISBNを持たないコンテンツのタイトル特定記号のナンバリングルール化が課題 
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■日本電子書籍出版社協会 

【自由意見】 

・底本ISBNの一部を採用する際には、次の場合で課題がある 

・電子書籍が先に刊行された場合、電子書籍のみ刊行する場合、一冊の本につき分冊等を行った場合 

・社内管理は ISBN 全体ではなく商品コードで管理しているため、紙の本と電子書籍が同コードにならないよ

う管理が必要 

・英字可にしてほしい 

・コードの文字種に英文字を使用するのはよいが、大文字小文字の混在は事故の原因になるため、できれば避

けたい。また、英文字を使用する場合、l.q,O,o,D,i,z,Z 等の数字や他の文字と視覚的に混在しやすい文字

の使用も避けたい 

・基本的にコードの変換テーブルを用意することが必要 

・電子出版物には独自ISBNを取得し、それを反映する必要がある 

・書名コードに英小文字を使用している。それをそのまま活かせるルールで進めてほしい 

・既存で動いているコードとの紐付け・変換 

・すでに印税計算に関しては独自の手法で対応しているため、その部分との連動をどのように行うか、また計

算方法を一本化できるかが課題 

・全タイトルに付与したとしても、すべての CP が情報をバックしてくれるとは限らないため、社内環境以上

に外部環境への対策が課題 

・マーケットが縮小・消滅した場合、端末ごとのコードは意味消失する可能性がある 

・話割やシングルカット等の分売は作品性を損なうおそれがある 

・該当コード著者への説明が困難 

・紙の書籍化が未決のウェブ連載に書籍コードは振れない 

・ウェブ連載（課金）を印税率ベースで運用した場合、紙の書籍コードでは経理コストが増大する 

・通常の流通にのらない学習参考書系の書籍を電子書籍化した場合、ISBN を流用するとトランザクションコ

ストが増大する 

・推奨ルールに従うことで対応可能と考えている 

■デジタルコミック協議会 

【自由意見】 

・独自の印税処理の手法を構築しているため、コードからの連動や対応等が課題 

・過去の作品にさかのぼって再登録の業務が発生する 

・共通コードやもしくは三省懇で話し合われているような管理コードとの連動性がなければ根本的な解決には

至らない 

・取次側で版元独自コードが確保される限り、1 項目が増えても支障は来さない。コンテンツを管理する版元

が変更される場合、コードの振り直しが発生すると思われる 

・自社コードが社内システムと連動しているため、ISBNの書名記号付与が負担増になる 

・自社コードとの対応表が必要になり、コードを複数持つことになる 

・タイトル数が多いので、コードを振り分けていくことに時間がかかる 

・ファイル単位での管理が望ましいが、データベースが膨大になる。最小の管理単位をどうすべきかが課題 

資料3.3.9 コードへの対応で想定される課題 

（9） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）のルール案に追加したいこと（日本電子書籍出

版社協会、デジタルコミック協議会では、JDCNの推奨ルールに追加したいこと） 

コードのルールに付加したい項目としては、 

-国際流通への対応 
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-紙でのCコード（分類コード）にあたるものがあると便利ではないか 

等が挙げられている。 

 

■日本雑誌協会 

【自由意見】 

・コードの国際標準との標準化（国際流通に支障をきたさないよう） 

・雑誌に関しては共通コード内での発売日付帯 

・ジャンルコード 

・すべて準拠予定 

・ファイルフォーマット形式 

・予約番号の領域があるので将来不測の事態にも対応できると思う 

■日本電子書籍出版社協会 

【自由意見】 

・コミック、書籍、写真集、雑誌等のあらゆるジャンルに使える汎用的なルール 

・国際展開に対応したルール 

・電子出版の雑誌、書籍ルールとの共通化 

■デジタルコミック協議会 

【自由意見】 

・国際流通への対応 

・チェックデジットが必須ということは避けたい 

・紙でのCコード（分類コード）にあたるものがあると販売サイト側で対応に便利。特に「アダルト系コンテ

ンツ」か、そうでないかはポイントである 

・社内で必ず重複しないようにすること 

資料3.3.10 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）のルール案に追加したいこと 
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（10） その他の要望 

その他の要望としては、 

  -業界全体での早急な導入とその普及策 

  -国際ルール化 

  -各社の自由裁量部分の設定 

等が挙げられている。 

■雑誌協会 

【自由意見】 

・紙と電子を同時に流通することがあることを前提に、シンプルにまとめて欲しい 

・時間の経過に比例して、CP による恣意的なコードをもった電子出版コンテンツが市場にあふれている。一

刻も早い導入を希望 

・日本のみのルールでなく、国際的に統一されたルール作りをお願いしたい 

・各電子書籍関連プラットフォームが採択にスムーズに動くよう、協会としての働き掛けが必要 

・アルファベットの使用制限が無いため、チェックデジットの自動算出は必須でないことが必要 

・電子書店ごとの対応がすでに各社各様となっているのが現状で、早急な対応が必要 

・なるべく多くのストアで利用できることを希望 

・書誌情報とセットで登録できるDBは団体共通であったほうが望ましい 

・ある程度の自由度を組み込んで策定してほしい 

・流通のシステム化のため、雑誌、ムック、書籍、コミック、デジタル雑誌等すべての出版物に広く共通して

採用されるようなシステムになってほしい 

・これを機会に底本の雑誌コードの見直しを踏まえたコードの標準化に取り組むことが必要 

・出版社（者）記号＋タイトル特定記号＋記事番号以外は、できるだけ各社の裁量で自由に使えるようにして

ほしい 

・JDCNコードとの整合性をとって欲しい 

資料3.3.11 その他の要望 

（11） JDCNにおいてコンテンツ流通管理コード8桁を必須項目とした場合の考えられる障壁 

■デジタルコミック協議会 

【自由意見】 

・出版社（者）記号の桁数が多い版元には不都合なのではないか 

・改めて振りなおさなければならない 

資料3.3.12 JDCNにおいてコンテンツ流通管理コード8桁を必須項目とした場合の考えられる障壁 
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（12） 底本のISBNを持たない出版物について、アルファベットを最低1文字入れることを原則とし

た場合に考えられる障壁 

■デジタルコミック協議会 

【自由意見】 

・社内コードの書名記号にアルファベットを使用しているため困る 

・他社で出版された紙本の電子配信化権を譲り受けて配信販売する場合、他社出版時の ISBN は使用しない方

向で考えているが、版元共通の見解として欲しい 

・ISBNのむすびつけのためのデータ入力と紐付け作業のコストが負荷 

・サンプル作品や仮コードにアルファベットを含んで管理することがあるため、アルファベットをあらかじめ

指定する等のルールがほしい 

資料3.3.13 アルファベットを最低1文字入れることを原則とした場合に考えられる障壁 

（13） アンケート結果の分析 

現在、各団体に属するアンケート回答の半数以上の出版社では、商品や著者等について自社コードを用

いて管理を行っている。桁数や体系の違う様々なコードが業界的に使用されているという状況は、出版社

（者）、電子取次、電子書店にとって望ましいとはいえず、早急な電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）の導入が期待される。 

しかし、20 桁のコード全領域を定義づけ、必須とすることは、対応が難しい出版社も多く、あくまで

推奨レベルにとどめるべきとみられる。そのため、前述のコード案 B をベースとし、20 桁のうち頭 8 桁

のみを共通必須項目、残り 12 桁を出版社（者）が自由に付番できる識別記号、英数字の使用も認める案

とすることで、非常に柔軟なコード体系となり、現状各社使用のコードを含有できる可能性は高く、採用

される可能性も高い。 

一方で、既に付番された電子出版コンテンツに対するコードのふり直し、海外配信時のコードのルール

化、業界全体での早期普及促進といったことが課題であり、出版関連団体が連携し、業界全体で前向きに

進めていくべきであると考える。 
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3.4 電子出版コンテンツの流通管理に対する流通事業者の
現状とニーズ 

3.4.1 ヒアリング調査結果による意向 

ここでは、電子取次事業者や電子出版販売事業者等の流通事業者に対してヒアリング調査を実施し、電

子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案に対する意向を整理した。 

 

現状において、各社とも電子出版コンテンツは独自のコードで管理をしているが、電子出版コンテンツ

流通管理コード（仮）を併用することは問題なく、そのコードを利用した売上報告等をすることも問題な

いという意見が大方である。各社とも基本的には電子出版の流通管理用には、出版業界でコードを統一し

てほしいという意見であり、否定的な意見は挙がっていない。また、早期の運用開始を望む声が挙がって

いる。 

また、以下のような要望もある。 

-コード体系が定まっていればコードをそのまま自社で利用することも考えられるが、出版社（者）

が自由に付与できるコード案であれば、自社では置き換えたり、項目に追加したりして利用する

必要がある。 

-各出版社（者）で異なるのではなく、共通のコード体系のほうが望ましい。 

-出版社（者）が考えるマイクロコンテンツと、販売事業者側で望むマイクロコンテンツの単位が異

なることも考えられる。その場合に、検討中の電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）で対応

できるよう、双方で運用を検討する必要がある。 

 

以上のことから、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、電子出版の各プラットフォーマーやス

トアにおいても受け入れられると想定される。 
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■電子取次事業者 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の採用意向については、コードの統一化は望ましいと考えてい

る。社内でのユニークコードの後に、そのままコードを付していけば管理は可能である。 

・ただし、出版社（者）の自由度を持たせた雑誌単位や記事単位の付番であるとバラツキが生じる恐れがある

ため、ルール化されていることが望ましい。 

 

■販売ストア 

・配信実験を通して電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）のメリットとしては自らユニークコードを振り

分ける必要がなく間違いが起きにくい。 

・一方で、デメリットは、コード間違いが生じた場合、現状は各出版社（者）への照会を要しているため、問

い合わせ窓口の一本化が求められる。 

・またいずれは書籍･雑誌以外の著作物全般にもコード統一化の動きに拡がりが出てくると海外展開していく上

では利便さが得られる。 

 

■販売ストア 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）について、さらに社内向けユニークコードを付加すればよいので

対応可能である。それを用いた売上報告等も問題はない。 

・ただし、雑誌は出版社（者）記号のほか、タイトル及び記事、巻号数の表記には規則性を持たせてもらえる

と、入庫後データ整備の際にソート管理しやすくなり判別しやすくなる。現在の案だと出版社（者）の自由

記号が多く、自社内ではそのコードを売上報告以外に利用することはできないと思われる。自由記号の部分

もルール化される方がありがたい。 

・また、今後より電子出版化が進めば、読者がニーズに応じて、紙か電子化を選択できるようにしたいと考え

ている。紙の出版については電子出版の有無や、サイトや店頭で選別できる情報付与も必要になる。 

 

■販売ストア 

・数字とアルファベットを組み合わせた出版社（者）記号を採り入れた電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）であれば識別もしやすく受け入れやすい。ただし出版社（者）の裁量が多すぎると出版社（者）ごと

にコードの意味づけにバラツキが起きてしまう可能性があり、懸念が残る。 

・今後は「紙の商品から電子の商品へ」のほか、「電子の商品から紙の商品へ」といった、商品形態が出現し

た際にコード管理をどのようにするべきかが課題として挙げられる。 

 

■販売ストア 

・いまのデータベース構成上、さらに商品コードの桁数が増えることにはシステム改善の余地が残されるため

疑問が残るが、数字とアルファベットを組み合わせた出版社（者）記号を採り入れる点は評価でき、今後 20

桁コードが出てくれば受け入れは可能である。 

・また紙の商品コードとデジタル商品のコードに整合が取れるようになれば期待感は持てる。 

 

■販売ストア 

・記事単位や巻号数単位で区分けされたコード体系であれば、デジタル書籍の場合の切り売りの際に識別がし

やすくなり売上レポート等の管理上便利であると感じている。 

 

■販売ストア 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）案のような統一コードで運用されるのは望ましい。一方で、電子

出版の場合は、出版社（者）だけでなく販売サイトやその他さまざまなプレイヤーがコンテンツを制作でき

るため発信者が非常に多くなる可能性があることや、タイトル変更や話数を組み合わせることでコンテンツ
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の内容に変化が起きる場合等も考えられる。そのような場合に、この電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）案が対応できるのかどうかが課題である。 

 

■販売ストア 

・販売サイト運営者としては、出版業界全体で共通化されたコードを使用することが最も望むことであり、そ

のような環境になれば、対応したいと考えている。 

・コードの付番は、読者のため、また、内部でのコンフリクトを防ぐために、商品（販売）単位毎に付番をお

願いしたい。 

・ただし、まずは国内での流通を対象としていることは理解できるが、その後の国際展開も視野に入れて欲し

いと考えている。 

・また、既存のコンテンツについても遡って、電子出版コンテンツ流通管理コード(仮)を付与して欲しいと考

えている。 

 

 

3.4.2 アンケート結果 

ここでは、一般社団法人電子出版制作・流通協議会1の協力のもと、会員会社に実施した電子出版コン

テンツ流通管理に関するアンケート結果を掲載する。 

（1） アンケート概要 

 1） 実施主体 

一般社団法人電子出版制作・流通協議会 

 2） 目的 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の策定にあたり、印刷業や流通業など出版社（者）以外の事

業者の電子出版コンテンツ流通管理に関する現状や意向、課題を把握する。 

 3） 調査対象 

一般社団法人電子出版制作・流通協議会 流通委員会 流通規格部会 委員事業者 

 4） 回答数 

13回答 

 5） 調査時期 

 2011年 3月 

                                                        
 
 
1一般社団法人電子出版制作・流通協議会は、出版業界との連携のもと、日本の電子出版ビジネスの成長と健全な発展のための

環境整備を目指す組織。印刷会社や出版社、ソフトウエア会社など 150以上の企業/団体が参加している。 
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3.4 電子出版コンテンツの流通管理に対する流通事業者の現状とニーズ 

 

 6） 回答企業の業種 

8

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10

印刷業

広告業

電子取次業

流通業

情報通信業

製造業

（件）

N=13  

資料3.4.1 回答企業の業種 

（2） アンケート結果 

 1） 電子出版物の制作や流通におけるコード使用の有無 

 電子出版物の制作や流通におけるコード使用状況をみると、何かしらのコードを利用しているのが 7

社、利用していないのが 6 社でほぼ半々となっている。印刷会社を中心に、制作において利用している

企業が多い。 

4

2

1

6

0 1 2 3 4 5 6 7

制作において利用している

流通において利用している

どちらも利用している

どちらも利用していない

（件）

N=13  

資料3.4.2 電子出版物の制作や流通におけるコード使用の有無 
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 2） 電子出版物の制作や流通で利用しているコードの種類 

利用しているコードは、自社独自コードが 4 件（ISBN と併用を含めると 5 件）、出版社や配信会社と

いった取引先のコードを利用している企業が 2 件となっている。自社か取引先かの違いはあるものの、

基本的には独自コードを利用している。 

4

1

1

1

0 1 2 3 4 5

自社独自コード

出版社のコード

出版社/配信会社のコード

ISBNと自社独自コード

（件）

N=7  

資料3.4.3 電子出版物の制作や流通で利用しているコードの種類 

 3） 電子出版物の制作や流通で利用しているコードの桁数 

 電子出版物の制作や流通で利用しているコードの桁数では、7 桁から 23 桁までばらついており、各社

それぞれの目的や事情に合わせて設定して利用している。 

・7桁 

・8桁 

・13桁 

・17桁 

・20桁 

・23桁 

・無回答 

資料3.4.4 電子出版物の制作や流通で利用しているコードの桁数 

 4） 電子出版物の制作や流通で利用しているコード体系の意味づけの有無 

 電子出版物の制作や流通で利用しているコード体系の意味づけの有無では、「あり」が 2 件、「な

し」が 2 件、取引先のコード等のため「不明」が 3 件となっている。ありの企業では、出版年、出版社

コード、ジャンルコード、巻数コード、ファイルコード等が組み込まれている。 
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2

2

3

0 1 2 3 4

あり

なし

不明

（件）

N=7  

資料3.4.5 電子出版物の制作や流通で利用しているココード体系の意味づけの有無 

 5） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への対応可能性 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への対応の可能性については、13 社中 11 社が対応可能（予

定含む）と回答している。変換テーブルによる利用の他、システム改修や開発等の必要性を挙げる企業も

あるが、基本的にはほとんどの企業で対応が可能という回答である。 

11

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

対応可能（予測含む）

対応不可能

無回答

（件）

N=13  

資料3.4.6 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）への対応可能性 
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 6） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に対する意見や課題 

 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に対する意見や課題では、業界での統一した利用や早期の策

定を望む声が挙げられており、否定的な意見は見られない。 

・今後、業界内での統一的な活用方法の検討が必要 

・実績管理やデータ管理を合理的に行うことが可能になるため、コードの統一化が望まれる 

・出版社、版元から配信会社までが必須として、仕様、運用するようになると有効になる 

・共通コードが必要であり、早期の策定を望む 

資料3.4.7 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に対する意見や課題 

 7） 分析 

現状は、独自コードで電子出版コンテンツを管理しているところが多い。しかし、出版業界による早期

の統一コードの必要性を挙げる企業もあり、コードの統一が望まれている。 

また、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に対する意向では、ほとんどの企業が対応可能と回答

しており、電子出版の制作を担う印刷会社や、流通事業者等においても受け入れられると想定される。 
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3.5 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書案 

3.5.1 目的 

 仕様書案は、出版業界における、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の共通化を目的とし、適正

な運用に資するために策定する。 

3.5.2 コード名称 

「電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）」とする。 

※正式名称は、国内外の標準化（共通化）の検討過程の中で決定する。 

3.5.3 コード定義 

今回策定するコードは、「電子出版物の流通管理における出版社（者）が付番する共通のユニークコー

ド」とする。 

3.5.4 コード範囲 

本コードを付するコンテンツ等は、電子出版物とする。 

3.5.5 コード構造 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、「出版社（者）記号＋タイトル特定記号（8 桁）」＋

「出版社（者）が付番する識別記号（12桁）」の全 20桁で構成する。 

利用できる文字は、数字（0－9）、英字（A－Z、a－z）とする。 
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1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111876 12

電子出版コンテンツ
流通管理コード（仮）

（20桁）

出版社（者）記号＋タイトル
特定記号
（8桁）

出版社（者）が付番する識別記号
（12桁）

任意

必須

資料3.5.1 コード構成（全体） 

3.5.6 コード仕様 

（1） 共通 

・頭 8桁部分で出版社（者）とタイトルを特定する。 

・出版社（者）が「各出版社（者）で決める取引単位」に付番する。 

・タイトルの定義は下記のとおりとする。 

  書籍、コミック ：巻単位 

  雑誌  ：号単位 

・付番の推奨ガイドラインを公開する。 

・タイトル特定記号と識別記号には、数字以外にアルファベットの使用を可能とする。 

（2） 出版社（者）記号＋タイトル特定記号(8桁)  （必須項目） 

・当該電子出版コンテンツの発行元とタイトルを示す。 

・ISBN の定義の考え方の一部を利用する。但し、底本の ISBN を持たない電子出版物については異な

る。 

・「出版社（者）記号」（2〜7桁）＋「タイトル特定記号」（残桁数）で構成する。 

 例）出版社（者）記号 3桁の場合は、残り 5桁が「タイトル特定記号」となる。 
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3.5 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）仕様書案 

 

 1） 出版社（者）記号 

原則として、ISBN（International Standard Book Number、国際標準図書番号）の出版社（者）記号を

付与する考え方を利用する。 

 

■参考：ISBNコード付与の方法 （2.2.2（2）より再掲載） 

ISBN コードの「国番号」および「出版者記号」までは、日本図書コード管理センターが出版者に発

行し、あらかじめ固定化しているため、出版者自ら記号や数列を自由に変更することはできない。 

なお、「書名記号」および「チェック数字」は ISBN コードのルールに基づき、出版者の責任にお

いて、出版者自らが作成し固有の書籍ごとに付与することとなっている。 

日本図書コード管理センターでは、以下（ISBN 出版者記号の通知）の文書を申請登録者宛てに発行

している。 

 

 
出典：日本図書コード管理センター「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き2010年版」

資料3.5.2 ISBN出版社（者）記号の通知 

 

 2） タイトル特定記号 

タイトル特定記号とは、書籍、コミック等であれば巻数を表し、雑誌であれば号数を表す記号である。 

①底本に ISBNを持つ書籍、コミック等の場合 

・ISBNを底本として持つ書籍、コミック等は底本 ISBNの書名記号を使用することが望ましい。 

②ISBNを持たない雑誌、デジタルオリジナルコンテンツの場合 

・タイトル特定記号に数字以外にアルファベットが使用可能である。 

・タイトル特定記号には必ず 1 文字以上アルファベットを使用することが望ましい（＝ISBN をもつ書

籍、コミック等との区別となる）。 

 

タイトル特定記号の付番は各出版社（者）に委任する（ISBN の書名記号も各出版社（者）が付番して

いる）。 

例）A社（4桁＋4桁）：社内発行決定順に付番 

  B社（2桁＋6桁）：シリーズコード 3桁＋社内発行決定順 3桁 
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1 2 3 4 5 876

ISBNの出版社（者）記号（最大7桁）

タイトル特定記号（最大6桁）
各出版社（者）にて付番する

出版社（者）記号＋タイトル特定記号（8桁）

資料3.5.3 コード構成（出版社（者）記号＋タイトル特定記号） 

（3） 出版社（者）が付番する識別記号（12桁） 

出版社（者）が付番する識別記号であり、原則、各出版社（者）にて取り決める自由記号とする。 
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3.6 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）運用ガイドライン 

 

3.6 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）運用ガイド
ライン 

3.6.1 ガイドライン案の目的・位置づけ 

ガイドライン案は、電子出版コンテンツを制作・提供する出版社（者）において、コードの付番の推奨

モデルを示すと共に、管理運用に際し参考となる留意点を示し、適切な運用のガイドとなることを目的と

している。また、電子出版コンテンツを流通・配信する配信流通事業者やその他の電子出版に関連事業者

において、コードの定義や管理運用の留意点を示し、適切な利活用を促すことを目的としている。 

3.6.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の効果 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を出版社（者）及び流通事業者等を含め、業界全体で使用す

ることによる効果を整理すると、以下のとおりである。 

（1） 出版社（者） 

出版社（者）における電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を利活用する価値効果は、電子出版流

通事業者等に対して、共通のコードを用いてコンテンツの提供が可能になることが挙げられる。これまで、

流通事業者ごとに必要なコードが異なる場合もあったが、今後は共通対応が可能と思われる。 

また、コードの頭に出版社（者）記号を使い、出版社（者）が適切にコードを付番することで、出版社

（者）間のコードの重複が発生せず、取り違えといった問題が発生しなくなる。仮に出版社（者）の取り

違え等が発生した場合、自社の売上が他社の売上として計上されるといった問題が生じる可能性もあるこ

とから、適切に売上を管理することにもつながる。 

その他、流通事業者等との売上管理や、制作管理にも使用が可能となる。多くの流通事業者から、共通

のコンテンツに対しては、共通のコードで売上レポートを受け取ることができる様になり、出版社（者）

内での売上管理等の効率化を図ることが可能となる。 

また、目次・記事単位で付番することで、電子出版の提供パッケージを柔軟に変えられるようになる。

例えば、１冊丸ごとでの販売や、記事・目次単位の販売、あるいはそれらを組み合わせた販売等、自由に

行うことができるようになり、様々な読者ニーズへの対応が可能となる。 

さらに、この電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を基本コードとして、様々なメタ情報を結びつ

けることが可能となり、多様な情報との連携が可能になると考えられる。想定されるメタ情報としては、

書誌情報、後述するインデックス情報、著作権等管理情報等が考えられる。その結果、電子出版コンテン

ツ流通管理コード（仮）をキーコードとして、電子出版コンテンツに関連する情報を管理することができ

るようになり、新たな電子出版サービスを創出する基盤になるものと考えられる。 
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インデックス情報

コンテンツ（本文データ）

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）

書誌情報

著作権等管理情報

その他様々なメタ情報

・
・
・

資料3.6.1 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）と連携するメタ情報 

（2） 電子出版流通事業者等 

電子出版流通事業者等における価値効果は、個々の出版社（者）の独自管理コードが共通化されること

により、出版社（者）との双方の売上レポート等のコミュニケーションが円滑化することにある。 

また、理論上、コードの重複が発生しないため、電子出版コンテンツの取り間違い等のロスがなくなる

ことになる。 

その他、後述する新たな電子出版の拡張ビジネス展開等にも共通して利用することができるようになる。

デジタルの特性を活かした広告やEC等と連携した新たな効果も期待される。 

（3） 読者（国民） 

読者（国民）においては、出版社（者）や流通事業者が、目次・記事単位でコンテンツ及びそのメタ情

報を管理するようになることで、多様な検索が可能となり、自分の求める情報への到達性が向上すると考

えられる。 

また、出版社（者）が提供パッケージを柔軟に変えられることにより、より自分の好きな電子出版コン

テンツを購入することが可能となる。 

複数雑誌の読みたい記事を選択して閲覧することが可能になり、より個人の属性に沿ったパーソナライ

ズされた個人別電子雑誌や書籍等の電子書庫を創ることが可能になる。 

その他、関連コンテンツのレコメンド等により、今まで興味を持っていなかったコンテンツへ興味が沸

く等の相乗効果と、新しい文化や出版との発見の場が増える。 

出版社を横断したマイクロコンテンツを組合せた電子出版の購読等、新たな価値をもったサービスを享

受できるようになる。 
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3.6.3 コンテンツ別のコード付番推奨モデル 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、出版社（者）記号＋タイトル特定記号（必須項目）及び

出版社（者）が付番する識別記号で構成されている。 

（1） 出版社（者）記号＋タイトル特定記号（必須項目） 

出版社（者）記号＋タイトル特定記号は、出版社（者）によって出版社（者）記号の桁数が違うため、

出版社（者）記号に占める桁数の多い出版社（者）にとっては、タイトル特定記号に付番できる桁数に限

りがある。 

そのため、本コードにおいては、アルファベットと数字の組み合わせを可能とする。 

 

ＡＡＡＡＡＡＡＡ－Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ３

・出版社（者）記号2桁の出版社（者）の場合、
（例）講談社 06AAAAAA （06123456 等）

・出版社（者）記号3桁の出版社（者）の場合、
（例）紀伊國屋書店出版部 314AAAAA （31412345 等）

・出版社（者）記号4桁の出版社（者）の場合、
（例）暮らしの手帖社 7660AAAA （76601234 等）

・出版社（者）記号5桁の出版社（者）の場合、

（例）NHKソフトウェア 87244AAA （87244A01、87244C01 等）

・出版社（者）記号6桁の出版社（者）の場合、
（例）日経ＢＰコンサルティング 901823AA （901823A1、901823S1 等）

ISBNコードの考え方を利用した
出版社（者）記号＋タイトル特定記号

出版社（者）が付番する識別記号

 

資料3.6.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の付番推奨モデルと例 

（2） 出版社（者）が付番する識別記号（12桁）の推奨モデル 

ここでは、出版社（者）が付番する識別記号（12 桁）について、「記事番号（４桁）」＋「自由記号

（７桁）」＋「チェックデジット（１桁）」から構成する推奨モデルを提案する。但し、これは推奨モデ

ルであり、運用は各出版社（者）に委任する。 
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記事番号
（4桁）

自由記号
（7桁）

チェックデジット
（1桁）

出版社（者）が付番する識別記号
（12桁）

Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ2 Ｂ3

 

資料3.6.3 出版社（者）が付番する識別記号（12桁）の推奨モデル 

①記事番号（4桁） （＝推奨項目） 

・マイクロコンテンツの定義は「各出版社（者）が決める取引単位」である。雑誌の場合は基本的に目

次・記事単位が望ましい。 

・雑誌の表１（書影）は、0000とする。 

・記事ページの先頭ページノンブルを付番する。135ページ〜140ページまでなら 0135とする。 

・別冊付録の場合は、別冊１：y000 別冊２：z000 とする。 

（別冊の中でさらに記事単位にする場合は、y,z以降に先頭ノンブルページを付番する）  

・広告ページはA001～A999としてA（ADの意）を４桁頭につける。 

・ノンブルがないページはh001（１ページの前に挿入される）とする。 
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記事番号（4桁）

先頭ページのノンブル

・表1（書影） ：0
・別冊付録（別冊1）：y
・別冊付録（別冊2）：z
・広告ページ ：A
・ノンブルなし ：h

・表1（書影） ：000
・別冊付録（別冊1）：001から連番（記事単位とする場合、先頭ページのノンブル）
・別冊付録（別冊2）：001から連番（記事単位とする場合、先頭ページのノンブル）
・広告ページ ：001から連番
・ノンブルなし ：001

記事番号（4桁） 【記事の以外場合】

【記事の場合】

Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1

Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1 Ｂ1

資料3.6.4 コード構成（記事番号） 

②自由記号（7桁） （＝自由項目） 

・各出版社（者）自由に付番可能とする。 

 例１．各社内の別の管理コードを埋め込む。 

 例２．コードに視認性をもたせる。（0110203＝2011年 2月売 3月号） 

 例３．連載テーマごとに付番ルールを決めて連載がまとまった際のリパッケージビジネスにつなげる。 

・現状、特に付与する情報がなければ、予備部分として全て 0を付与してもよい。 

 

③チェックデジット（１桁） （＝推奨項目） 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）で有効な文字列（0－9、A－Z、a－z）に適応したチェック

デジットを以下の方法で算出する。チェックデジットに使用する値は、下記(｢資料 3.6.5 換算表｣)の 67

文字とする。 

 

前述のとおり、タイトル特定記号及び出版社（者）が付番できる識別記号（12 桁）については、社内

管理と出版流通の円滑化に考慮することが望まれる。以下に、コンテンツ別コード付番の項目例を挙げる。 
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（3） 雑誌の場合の例 

 1） 出版社（者）記号＋タイトル特定記号（Ａ） 

・出版社（者）記号とは、ISBNコードの考え方を利用したコードである。 

・タイトル特定記号とは、商品マスター等の社内管理しているコードを転用したものである。 

 2） 記事番号（Ｂ１） 

・表 1（書影）の場合は「0000」を付番する。 

・記事頁の先頭ページのノンブルを付番する場合は、例えば 100 ページ始まりは「0100」と付番する。 

・別冊付録がある雑誌の場合は、英数字を活用した付番法を採用する。例えば別冊 1 は「y000」、別

冊 2は「z000」となる。 

・広告（純広）頁の場合は、英数字を活用した付番法を採用する。例えば、「a000」となる。 

 3） 社内経理管理（Ｂ２） 

・社内売上等の経理管理コードを付番する。 

 4） 配信プラットフォーム別（Ｂ２） 

・コンテンツプロバイダーの配信プラットフォーム別にコードを付番し、社内の売上情報等に活用する。 

 5） 商品種別（Ｂ２） 

・有料雑誌か試し読み雑誌かの区分するためにコードを付与する。 

 6） 連載テーマ別（Ｂ２） 

・連載テーマ別にコードを付与し、今後のリパッケージに備える。 

 7） 予備（Ｂ２） 

・付与する情報がない場合は、予備コードとして「0」を付与してする。 

 8） チェックデジット（Ｂ３） 

・チェックデジットのコードを付番する。算出法は「3.6.2（7）参考：チェックデジット」に記述して

あるので参照のこと。 

（4） 書籍の場合の例 

 1） 出版社（者）記号＋タイトル特定記号（Ａ） 

・出版社（者）記号とは、ISBNコードの考え方を利用したコードである。 

・タイトル特定記号とは、ISBNコードの考え方を利用しており、ISBNの書名記号部分に当たる。 

 2） 章番号（Ｂ１） 

・書籍によっては、マイクロコンテンツ単位で販売可能性があることから、章立てのコード「0001」

から付番し始める。 

・章のほかに「部」構成でまとめられた作品等においては、例えば第１部第１章の場合は「G101」の
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ようなアルファベット混在で付番することができる。 

 3） 社内経理管理（Ｂ２） 

・社内売上等の経理管理コードを付番する。 

 4） 配信種別（Ｂ２） 

・コンテンツプロバイダーの配信プラットフォーム別にコードを付番し、社内の売上情報等に活用する。 

 5） ジャンル別（Ｂ２） 

・会社の図書目録を参考に、ジャンル別のコードを付番する。 

 6） 予備（Ｂ２） 

・付与する情報がない場合、予備コードとして「0」を付与する。 

 7） チェックデジット（Ｂ３） 

・チェックデジットのコードを付番する。算出法は「3.6.2（7）参考：チェックデジット」に記述して

あるので参照のこと。 

（5） コミックの場合の例 

 1） 出版社（者）記号＋タイトル特定記号（Ａ） 

・出版社（者）記号とは、ISBNコードの考え方を利用したコードである。 

・タイトル特定記号とは、ISBN コードの考え方を利用したコードであり、ISBN の書名記号部分に当

たる。 

 2） タイトル記号（Ｂ１） 

・コミックのタイトルを記号化し付番する。タイトルの頭文字アルファベット（大文字表記）を付番す

る。例えば、「ONEP」となる。 

 3） 社内経理管理（Ｂ２） 

・社内売上等の経理管理コードを付番する。 

 4） 配信種別（Ｂ２） 

・コンテンツプロバイダーの配信プラットフォーム別にコードを付番し、社内の売上情報等に活用する。 

 5） 商品販売種別（Ｂ２） 

・巻数売りや話数売り等と商品販売タイプごとに管理するための種別コードを付番する。 

 6） 底本巻番号（Ｂ２） 

・底本の巻番号を付番する。例えば、1巻目の場合は「01」となる。 

 7） 通し話番号（Ｂ２） 

・コミックの通し話の番号を付番する。例えば、13話の場合は「013」となる。 
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 8） 予備（Ｂ２） 

・付与する情報がないため、予備コードとして「0」を付与しておく。 

 9） 商品種別（Ｂ３） 

・コミックのジャンル（成人向け等）の区分コードを付番する。 

 10） チェックデジット（Ｂ３） 

・チェックデジットのコードを付番する。算出法は別項に記述してあるので参照のこと。 

（6） その他 

・各社で付与したコードを、書誌情報とともにデータベース登録を行うことで、電子取次、電子書籍書

店等への情報提供の利便性を高める業界的なシステムがあることが望ましい。 

（7） 参考：チェックデジット 

■参考：チェックデジットの計算方法（例） 

ここでは、チェックデジットの計算方法について例示する。但し、この運用は各出版社（者）に委任す

る。 

① 第 1桁から第 19桁までの各桁をそれぞれ数値に置き換え 1を加える。 

  アルファベットは、下記(｢資料 3.6.6 計算例｣)に従い数値に置き換えて計算する。 

② ①で求めた数値と重み（桁位置）との積をとる。 

③ ②で求めた値の総和に、10を掛け、1を引く。 

④ ③で求めた値を 67で割って余りを求める。 

⑤ ④で求めた余りを換算表に従って文字に置き換えチェックデジットとして使う。 

 

 

 

 

文字 数値 文字 数値 文字 数値 文字 数値 文字 数値 文字 数値 文字 数値
0 0 A 10 K 20 U 30 e 40 o 50 y 60
1 1 B 11 L 21 V 31 f 41 p 51 z 61
2 2 C 12 M 22 W 32 g 42 q 52 - 62
3 3 D 13 N 23 X 33 h 43 r 53 % 63
4 4 E 14 O 24 Y 34 i 44 s 54 $ 64
5 5 F 15 P 25 Z 35 j 45 t 55 / 65
6 6 G 16 Q 26 a 36 k 46 u 56 + 66
7 7 H 17 R 27 b 37 l 47 v 57
8 8 I 18 S 28 c 38 m 48 w 58
9 9 J 19 T 29 d 39 n 49 x 59

資料3.6.5 換算表 

 

例）「08a9310300500000000」の場合、以下（「資料 3.6.6 計算例」）の手順で計算した結果、

「08a9310300500000000A」となる。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) 重み(桁位置) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(b) 元の値 0 8 a 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
(c) 数値変換後 0 8 36 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) (c)＋1 1 9 37 10 4 2 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
(e) (a)×(d) 1 18 111 40 20 12 7 32 9 10 66 12 13 14 15 16 17 18 19

(f) 総和 450
(g) (f)×10－1 4499
(h) (g)を67で割った余り 10
(i) 文字変換後 A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

 

資料3.6.6 計算例 

■参考：チェックデジットを使ったコンテンツ管理コードの整合性確認手順 

① 第 1桁から第 20桁までの各桁をそれぞれ数値に置き換え 1を加える。 

  アルファベットや記号は、上記(｢資料 3.6.5 換算表｣)に従い数値に置き換えて計算する。 

② ①で求めた数値と重み（桁位置）との積をとる。 

③ ②で求めた値を 67で割って余りを求める。 

④ ③で求めた余りが 0であれば、正常である。 

 

例）「08a9310300500000000」でチェックデジットが「A」もしくは「ｔ」の場合で検証すると以下

（「資料 3.6.7 整合性確認例」）のとおり計算すると「A」は正常、「ｔ」はエラーという結果が得られ

る。 

 

「08a9310300500000000A」の場合

(a) 重み(桁位置) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(b) 元の値 0 8 a 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 A
(c) 数値変換後 0 8 36 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
(d) (c)＋1 1 9 37 10 4 2 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 11
(e) (a)×(d) 1 18 111 40 20 12 7 32 9 10 66 12 13 14 15 16 17 18 19 220

(f) 総和 670
(h) (f)を67で割った余り 0

「08a9310300500000000t」の場合

(a) 重み(桁位置) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(b) 元の値 0 8 a 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ｔ
(c) 数値変換後 0 8 36 9 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 55
(d) (c)＋1 1 9 37 10 4 2 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 56
(e) (a)×(d) 1 18 111 40 20 12 7 32 9 10 66 12 13 14 15 16 17 18 19 1120

(f) 総和 1570
(h) (f)を67で割った余り 29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

資料3.6.7 整合性確認例 

■参考：エラー検出率 

各種エラーに対して以下のような検出率となる。ただし利用する値の桁数が 67 桁を超える場合は、こ
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の限りではない。 

※なお、運用において発生する発生する判読ミスや人的な誤り（読み違い、聞き取り間違い等）につい

ては再確認が必要である。 

 

①トランスクリプションエラー ⇒ 100% 

 ある特定の桁における誤り 

 例)12345→12845 

②トランスポジションエラー ⇒ 100% 

 左右の数字を入れ替えた誤り 

 例)12345→13245  

③ダブルトランスポジションエラー ⇒ 100% 

 1桁置いた左右の数字を入れ替えた誤り 

 例)12345→14325 

④ランダムエラー ⇒ 98.5% 

 上記 3種類のエラーが重なった場合やそれ以外のエラー 

 例)12345→14325 
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3.6.4 継続的な制度における管理運用の留意点 

（1） 出版社（者）電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の管理運用の留意点 

既存の ISBNコードにおいても今日まで誤植等によるエラーコードはもとより、各出版社（者）におけ

る運用管理上の間違いが絶えない状況である。 

そこで、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）導入時の管理運用については、以下のような点に留

意していく必要がある。 

 1） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）のオーソライズ化の必要性 

・出版社（者）が電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を管理運用していくにあたり、そのコード

そのものが国際機関や国の関係機関等によりオーソライズされたものであることが前提条件に踏ま

えておく必要がある。 

・出版・流通業や書店等小売業界、図書館等関係機関において、電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）がオーソライズされたものであるとの合意を得た上で、出版・流通業や書店等小売業界等の

関係団体が集う中立的な第三者機関等の下で、出版社（者）は電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）を管理運用していく必要がある。 

 2） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の出版団体または第三者機関等への登録の必要性 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は別途検討中の書誌情報等の共通化と連携していく重要な

キーコードとして考えられる。出版社（者）そのため、本コードは出版団体または第三者機関等に

おいて集中管理していく必要があると思われる。 

・また、出版社（者）においては電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の付与に対する責任を持つ

意味合いから、出版団体または第三者機関等への電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の管理

登録制を設け、出版社（者）のエラーチェック等を実施・運用していくことが望まれる。 

 3） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）管理の徹底に向けた出版社（者）内での所管部門の

設置・特定化の必要性 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の管理運用を徹底していく上では、制作管理部門等におい

て編集部門及び取次販売部門と相互連携し指揮系統に当たる部門による「専任制」の管理運用が必

要である。 

・前述のようなコードエラー等の対応に対して、例えば第三者機関等からの確認・修正指示等を受けた

際の対応能力として、指揮系統に当たる制作管理部門が望まれる。 

・ただし、制作管理部門とした組織がない出版社（者）は、資材調達等の制作工程管理する窓口担当者

が電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の専任者になる等の工夫が必要である。 

 4） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の理解への周知徹底の必要性 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の適正な運用には、出版業界全体で電子出版コンテンツ流
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通管理コード（仮）そのものの理解を高めていく必要があり、出版団体または第三者機関等を通し

て行う説明会やパンフレット配布等の普及促進活動が求められる。 

・また、出版社（者）においては、社内教育の一環として、制作管理部門の電子出版コンテンツ流通管

理コード（仮）の専任者はもとより、その管理監督する制作管理部門長向け研修を図るほか、制作

管理部門に配属する新任・転任者や編集・取次販売部門の配属者にとっても電子出版コンテンツ流

通管理コード（仮）の学びの機会を見出すことが電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の普及

につながるとともに、エラーコード等誤りの未然防止につながることから社内啓蒙・教育機会づく

りが望まれる。 

 5） 「出版社（者）が付番する識別番号」の出版社（者）内での付番の規則化の徹底 

・既存の ISBNコードでは、出版社（者）の担当者の主観のもと、誤った番号（国番号等）を付与する

ことで流通上のトラブルが生じている。 

・そのため、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の中で、特に「出版社（者）が付与する識別番

号」（12桁）においては出版社（者）各社で付与の規則化を徹底していく必要がある。 

 6） 出版社（者）が付番する識別番号の規則情報の開示 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）が流通業界で円滑に管理運用していくには、出版社（者）

各社は「出版社（者）が付番する識別番号」（12 桁）の規則化した情報を流通業界や図書館等関係

機関に向けて、第三者機関等を通じて情報開示、または通知していく必要がある。 

 7） 国番号付与のルール化の徹底 

・ISBN コードにおいては、国番号の表記誤りにより、流通上等で国同士のトラブルが起き損害賠償問

題に発展するケースがある。 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）においては国番号の付番ルールは明示していないため、各

出版物で国際流通するべきものかどうかのオーソライズが必要であり、別途付番する際には付番の

定義付けを行う必要がある。 

（2） 参考： ISBNコードの管理運用とエラーコードについて 

日本国内のISBNコード及び図書コードの管理・運営基準は、マネジメント委員会2の協議決定に基づき、

日本図書コード管理センター3が出版社（者）記号の申請受付と発行管理と書籍JANコードの申請受付と

管理事務、申請者及び登録者からの相談対応、各種啓蒙実務を行っている。 

申請や相談等の窓口事務局は、主に日本図書コード管理センターのホームページ内の問い合わせページ

（サイトメール）、または電話で対応している。 

問い合わせ内容は、登録申請に関する質問をはじめ、登録後の運用方法や手順、ISBN を付与できる対

象出版物の照会、その他一般からの質問等が多岐にわたり、１日に数十件に及ぶこともある(件数統計は

                                                        
 
 
2 マネジメント委員会とは、社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会、社団法人日本出版取次協会、日本書店商業組

合連合会、国立国会図書館、社団法人日本図書館協会の 6団体からの選出者と学識経験者で構成される委員会を言う。 
3 日本図書コード管理センター：http://www.isbn-center.jp/ 
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なし)。 

ISBN コードの正しい運用・表記については ISBN コード導入当初より指導が行われてきたが、ISBN

コードの利用の普及とともに、エラーコードによる流通上の支障も目立つようになってきている。 

さらに 2007 年の国際基準の規格改定4に伴い、10 桁から 13 桁の移行時期（2007 年）以降に発生した

主なエラーコードの内容は、次のとおりである。 

 
資料3.6.8 エラーコードの実情 

前述のとおり、既存の ISBNコードにおいても今日まで誤植等によるエラーコードはもとより、各出版

者における運用管理上の間違いが絶えない状況であるため、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の

導入以降において、コード誤りが発生・発見した場合は以下のような対処が望まれる。 

 

 

【運用上の間違い】 

・チェック数字不正 

・コード重複（改訂版に同一コードの使い回し） 

 

【誤植による】 

・接頭記号978の単純脱落（奥付） 

・書名記号間違い 

・出版社（者）記号間違い 

・国記号間違い 

・ハイフンの脱落 

１．出版団体または第三者機関等では、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）と書誌情報等との

融合管理が必要 

２．エラーコード発見時において、出版団体または第三者機関等は、当該出版社（者）へ連絡（メー

ルまたは電話）し、エラーコード内容を知らせ、コード訂正依頼・指導することが必要 

３．出版団体または第三者機関等は、正しい電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を書誌情報管

理団体及び事業者等の関係機関へ連絡することが必要 

資料3.6.9 エラーコード発生時の対応 

                                                        
 
 
4 2007年国際基準の規格改定とは、2006年までの10桁から13桁の表記に規格が改定したことを指す。接頭記号にBOOK 
LANDを表す978コードを冠することになる。 
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（3） 流通事業者等における電子出版電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の運用の留意点 

電子出版流通事業者が電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を運用していくにあたり、留意する点

は以下のとおりである。 

 1） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）と社内メタ情報との互換性の構築の必要性 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入に伴い、出版物の入出庫データを管理するためにはこ

れまで管理運用してきた社内管理用メタ情報（商品マスター）にある管理コードとの読み替え機能（変換

ツール）等のシステム改善や、管理コードの前後に電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を追加付番

する等の改善策が必要である。 

 

電子出版流通事業者
出版社（者）

電子出版ｺﾝﾃﾝﾂ
流通管理ｺｰﾄﾞ（仮）

（20桁）

客注

出庫

出版社（者）

売上レポート

社内管理コード
結合
ｏｒ

読み替え

電子出版ｺﾝﾃﾝﾂ
流通管理ｺｰﾄﾞ（仮）

（20桁）

電子出版ｺﾝﾃﾝﾂ
流通管理ｺｰﾄﾞ（仮）

（20桁）

 

資料3.6.10 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）と社内メタ情報との互換 

 2） マイクロコンテンツによるワンソース・マルチユース対応の社内管理システムの構築の必要性 

今日の電子出版物の市場では、電子出版物の読み取り端末の多様化に伴い、キャリア毎やデバイス毎に

コード管理している。そのような中、マイクロコンテンツ単位で付番できる電子出版コンテンツ流通管理

コード（仮）の導入に伴い、電子出版流通事業者にとっては新たな提供パッケージ化（巻数セット売りや

話割セレクト売り等）等の商品点数がこれまで以上に多様化する可能性があり、売上レポート等の管理し

ていく上ではコード識別がしやすいよう、各出版社（者）が開示したコード規則情報を共有していく必要

がある。 

 3） リアル出版物とデジタル出版物との電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の整合の必要性 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入に伴い、マイクロコンテンツによる販売が可能となり、

合わせてリアル出版物（紙の出版物）からデジタル出版物に展開した商品、またはデジタル出版物からリ

アル出版物に転用した商品等の多種多様な商品が生み出される可能性がある中、消費者から同一タイトル

によるリアル出版物とデジタル出版物の客注等の照会が寄せられるケースが想定される。 

その際、たとえ電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）が別コードであっても同一商品であるという

マッチング確認が求められるため、同一タイトル商品と紐付ける商品管理の仕組みが必要である。 

 4） 国内外流通における電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の識別改善の必要性 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は仕様上、国別記号は付与されていないため、マイクロコン

テンツ単位で海外向けに流通展開していく上では、国番号の付番が必要ととともに、海外向け電子出版コ
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ンテンツ流通管理コード（仮）の付番定義づけの検討が別途必要である。 

しかしながら、国内向けの商品扱いで付番された出版物に対して、海外から客注が入った場合は流通管

理上、国番号を追加付番したうえで別コードとして取り扱わざる得ない可能性がある。また消費者からの

商品照会の際にも同一商品に当たるのか判別がつきにくい懸念がある。 

そのため、電子出版流通事業者では各出版社（者）と情報共有を図り、電子出版コンテンツ流通管理

コード（仮）にひも付いた社内管理用メタ情報で国内向け海外向けといった識別できるよう配慮しておく

必要がある。 

 5） 海外販売における売上げレポートのグローバル対応 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入にあたり、海外販売の国単位で売上レポートを上げて

いく必要がある際は、社内管理コードから電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に変換できるどうか

検討を図る必要があるため、電子出版流通事業者にとっては早期に対処策を講じる必要がある。 
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第4章  

電子出版インデックス情報データベース 

4.1 電子出版インデックス情報データベースコンセプトガ
イドライン案 

4.1.1 目的・位置づけ 

電子出版のインデックス情報及びインデックス情報データベースの基本的なコンセプトの指針を示すこ

とを目的とする。 

読者（国民）の電子出版の検索を容易にし、出版社（者）がデジタルの新しい企画・編集ビジネスを課

題解決のための参考点を示し、配信流通事業者等が電子出版と連携した多様なビジネスへの展開のための

参考点を示すことを目的としている。 

4.1.2 背景と課題 

我が国の出版市場は、書籍・雑誌の売上は、雑誌は 13 年連続してマイナス成長であり、書籍は 3 年連

続してマイナス成長である。2009年の書籍・雑誌の推定販売金額は 21年ぶりに 2兆円を割り、1億 9356

億円となり 1996 年に過去最高の 2 兆 6,500 億円まで伸びた売上が連続して減少している。近年の出版社

（者）数減少や書店数の減少に見られるような出版流通の変化、国民の活字離れ、電子メディアの成長に

よる情報手段の多様化などが要因として考えられる。 

一方、電子出版市場における取り組みは極めて活性化している。我が国においても新たなプラット

フォーム向け電子出版市場の拡大により、2014 年度には 2009 年度比約 2.3 倍の 1,300 億円程度の市場規

模と予測されている。電子出版が持つ技術的な可能性を活かすことで、より多くのコンテンツ（出版社

（者）による新たなコンテンツの創造など）を、より多くのサービス（配信流通・端末会社などによる新

しいビジネスモデルの創造など）で、より多くのサービス利用者（読者）を獲得していくというように、

電子出版市場の拡大が期待されている。 

その中で、電子出版が持つ技術的な可能性の一つとして、紙の出版物では想定できなかった目次・記事

単位で細分化されたコンテンツ（以下、「マイクロコンテンツ」という）を流通させ、利用者がニーズに

応じて読みたいマイクロコンテンツを閲覧・参照する環境を構築することが可能と考えられる。 

 187

現在、先行事例である学術分野においては、国際学術雑誌の大半は電子化され、記事単位に細分化され

たコンテンツの電子配信が行われており、検索容易性・本文到達性の向上といった顕著なメリットが獲得

でき、既に一般化している。 
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しかしながら、一般の電子出版の分野においては、国民が読みたい記事を選択して読めるなどの「オー

プン型電子出版環境」整備の研究が不十分であり、マイクロコンテンツ単位でコード（ID）を付与して、

その促進を図る仕組みなどについて検討する必要がある。 

これらを鑑み、オープン型電子出版環境を実現するためには、以下 3 項目の整備が必要と考えられる。 

（1）多くの読者（国民）に、電子出版を選択して読める環境を構築するために、電子出版の流通管理を

円滑化するための、目次・記事（マイクロコンテンツ）単位のコード体系の整備。 

（2）そのコード体系に基づいて、読者（国民）に、電子出版の検索を容易にし、出版社（者）がデジタ

ルの新しい再編集ビジネスを実現するための「電子出版インデックス情報データベース」仕様の策

定。 

（3）そのインデックス情報を利活用し、多くの出版社（者）ビジネス参入障壁を下げ、配信流通会社

などとの流通を促進し、読者（国民）に、多くの電子出版コンテンツにて提供する仕組みの検討。 

 

本章では、上記（2）の課題について述べる。 

4.1.3 課題解決のための方向性（仮説） 

現状ではマイクロコンテンツを検索・再編集する仕組みがまだ不十分である。特に、検索においては、

コンテンツの全文検索だけであり、読者（国民）は、出版物の内容を把握できないケースが多く、別の検

索方法が求められている。目次・記事単位の流通というのは、雑誌や書籍が持つパッケージの価値を失う

可能性もあるため、記事自体に何が書いてあるのか認識するための情報となるメタ情報の存在が非常に重

要になる。メタ情報を利用し、記事と読者の効率的なマッチングを行う仕組みが本課題解決への重要な要

素になりうると考えている。 

また、電子出版の提供方法については、現在の紙と出版物と同様のパッケージ単位に加えて、新たな

サービスとして、目次や記事単位でのサービス提供が可能と考えられる。ICT の利活用により、目次や記

事単位で管理することにより、異なる出版社（者）間の記事を再編集した電子出版物や、過去の記事から

共通したジャンルやテーマ（例：エコや富士山といったテーマ単位、コラムといったコーナー単位など）

を組み合わせた再編集された電子出版物などの制作及び提供を、新たなサービスとして創造し、従来の紙

の出版物では制作及び提供が困難であったコンテンツを組み合わせた新企画・再編集ビジネスも活性化さ

せ、電子出版市場をゼロサム（zero-sum 利得の合計がゼロ）からプラスサム（plus-sum 利得の合計が

プラス）の市場にする可能性を有している。 

（1） 記事の構成要素に対する検索機能の整備 

出版社の編集者が、電子出版等の企画・編集を行う際に生じる検索要件として、以下のような点が考え

られる。 

・タイトル、大見出し、キャプションなどの構成要素に対して検索したい 

・構成要素に対して重み付けを指定して検索したい 
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・検索された記事は発行年月が新しいものについて優先度を高くしたい 
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そこで、上記要件を解決する仮説として、記事に対して構造解析を施すことで記事の構成要素を抽出し、

検索の際に利用することが挙げられる。検索の際に構成要素や重要度の指定が可能となり、記事構成を意

識した詳細な検索が可能になると考えられる。 

（2） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を包含した書誌情報との連動 

マイクロコンテンツ単位で付番される電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を包含する書誌情報と

構造解析した情報が連動することにより、メタ情報として発行年月などの書誌情報を活用し、検索結果へ

反映することが可能になると考えられる。 

（3） 記事の持つ意味を加味した検索機能の整備 

目次・記事単位という狭小範囲の単語に対する全文検索では、効率的なマッチングが望めないと考えら

れる。探したい記事が指定した単語を含んだ記事でなければならず、事前に記事の中に含まれる単語が分

かっている状態であるならば良いが、そのようなケースは稀である。また、文字の少ない記事であった場

合には更に必要である。そこで、記事の持つ意味を示唆する単語による検索機能（インデックス情報検

索）を行うことで、探したい記事への到達性向上が期待できる。 

この場合、記事の中に指定した単語を含んでいる必要はなく、記事が持つ意味にマッチングすれば検索

結果とすることが可能になると考えられる。 

インデックス情報

書誌情報（例）

・発行年月

・出版社名

・タイトル名

・話名、記事名

・ページ数 等

検索項目指定

並び替え

重み付け

検索手法マイクロコンテンツ メタ情報

記事イメージ（例） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）

・ 関連ワード

健康 運動 スポーツ 山

・ 目次・記事タイトル

快適ライフスタイル開拓史 フィットネスがやってきた

・ 抽出キーワード

マウンテンバイク ゲイリー・フィッシャー

自転車ダウンヒル ビーチクルーザー

フィットネス マディフォックス

・ カテゴリ

MTBレース MTBバイク

・ リード文

・ 各見出し 等
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資料4.1.1 構造解析及びインデックス情報検索イメージ  
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このような検索の意図をコンピューターに理解させ、要望に応じた結果を導き出す技術は、セマン

ティック技術と呼ばれている。これは、今までの検索手法で主流だった、指定した単語に対するマッチン

グ技術とは異なり、指定した単語から本来要望している事柄を理解して検索結果を導き出す技術である。

次に、例を用いて説明する。 

例えば、A さんが友人へ贈り物をしようと考えている。友人は甘いものが好きなのでスイーツに関する

記事を探したい。この場合は、検索ワードとしては「スイーツ」を指定し、「スイーツ」という単語を含

む記事が検索結果として妥当と見なされる。しかし、A さんの意図を理解すると「甘いもの」に関する記

事を探しているので、「パティシエ」や「デザート」など甘いものを示唆する単語を含む記事も検索結果

として欲しいものである。このように単語に対して関連性の深い単語を類推して検索結果に対して補完す

る技術である。 

 

上述した仮説を包括的に実現するものとして、インデックス情報データベースのコンセプトを作成した。 

4.1.4 電子出版インデックス情報データベースの名称について 

「インデックス情報データベース」という名称は、中核をなす情報がインデックス情報（目次タイトル、

ジャンル情報、記事から抽出したキーワードなど）であることに起因する。検討当初は「目次情報データ

ベース」という仮称であったが、今後の検討においても様々な情報との連携が想定され、また格納される

情報についても電子出版業界に特化したインデックス情報となる。このような経緯に基づき「電子出版イ

ンデックス情報データベース」という名称が相応しいと考えた。 

4.1.5 電子出版インデックス情報データベースの必要性 

インデックス情報データベースの実現により、各プレイヤーに以下の様なメリットが生まれる。 

（1） 出版社（者） 

・新しい価値あるコンテンツを提供する新企画やデジタルコンテンツを組み合わせた再編集など、電子

出版市場において新しいビジネスの拡大が可能となる。 

・パッケージ単位だけではなく、マイクロコンテンツ単位での提供が可能となることにより、国内市場

だけではなく、多様なニーズを求める海外市場に対しても、電子出版の提供が拡がり、海外向けの

電子出版サービスへの展開が可能となる。 

（2） 配信流通事業者 

・規模を選ばず様々な配信方法によるデジタルビジネスが可能となる。また、標準化されたオープンな

API を使い、リアル書店を含むどの企業でも独自の付加価値を付けてビジネスに参入する可能性が広

がる。 
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・パッケージ単位だけではなく、マイクロコンテンツ単位での提供が可能となることにより、その記事
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に沿った広告をリンクして提供可能となり、多様な電子出版の広告ビジネスが可能となる。 

 

上記の環境を構築することで、国民生活の利便性が向上する。 

（3） 読者（国民） 

・複数雑誌の読みたい記事を選択して閲覧することが可能になり、より個人の属性に沿ったパーソナラ

イズされた電子書庫を創ることが可能になる。 

・関連コンテンツのレコメンドにより、今まで興味を持っていなかったコンテンツへ興味が沸くなどの

相乗効果と、新しい文化や出版との発見の場が増える。 

・出版社（者）を横断したマイクロコンテンツを組合せた電子出版の購読など、新たな価値をもった

サービスを享受できる。 

 

以上のとおり、新しいビジネス及びサービスの創造が期待でき、電子出版市場の全体的な拡大につなが

ると考えている。 

4.1.6 電子出版インデックス情報データベースの管理運用の留意点 

前述の通り、インデックス情報データベースは、より多くの雑誌などが格納され、特定の出版社(者)に

限定されないオープンな環境であることで相乗効果を生むものと考えられる。そこで、インデックス情報

データベース導入時の管理運用については、以下のような点に留意していく必要がある。 

（1） 参加者の作業過多とならない運用 

参入障壁を下げ、多くの出版社（者）による参入を促進するためにも参加者の作業過多に繋がる複雑な

運用管理方法を避ける必要がある。 

（2） コンテンツに対するモラルの維持 

多くの出版社（者）による参入が望ましいが、参入に当たり一定レベルの審査は必要になると考える。

コンテンツ登録者の特定や運用に際してのモラルの維持などに有効となる可能性が高い。仮に悪意のある

コンテンツに起因して他のコンテンツに悪影響を及ぼし刑事事件に発展するようなケースにも配慮が必要

となる。これは、規約や約款などによる制約により有効になると考えられ、これらを維持管理していくた

めの出版社（者）または第三者機関による運用が不可避である。 

（3） 一定レベルの監視 

 191

オープンな環境ではあるが、一方で利活用方法に対する監視も必要になると考えられる。例えば、違法

薬物や条例に抵触するコンテンツなどに利活用されることで、著しく出版社（者）のイメージを損なう恐

がある。そのため、規約の作成や監視などによる運用が不可避になると考えられ、電子出版業界の健全な

発展のためにも一定レベルの監視機関の検討が望まれる。 
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（4） インデックス情報の保護 

格納されたインデックス情報に対するアクセス制限の管理を適切に行うことが必要となる。出版社

（者）の許諾なく再編集や引用などが行えない運用やしくみ、提供範囲の特定（誌面やジャンル、または

期間、緊急配信・停止など）など一定レベルのアクセス制限への配慮が重要になると考えられる。 

4.2 電子出版インデックス情報データベース仕様書案 

4.2.1 システム概要 

インデックス情報データベースとは、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）体系に基づいて格納さ

れたコンテンツに対して、読者（国民）の検索容易性・本文到達性向上を図ることを目的としたデータ

ベースである。 

コンテンツは、現状は配信フォーマットで流通されているが、それだけでは、そのコンテンツ記事のも

つ意図を機械的に判断することが難しい。したがって、コンテンツに対して予め構造解析を施し、そのコ

ンテンツの持つ意図を反映したインデックス情報（目次タイトル、ジャンル情報、記事から抽出したキー

ワードなど）を付与することで、読者（国民）に対して品質の高いコンテンツ記事への到達手段を提供す

ることが出来ると考えている。 

 

新ビジネスモデルの提供

レコメンド、広告マッチングなど

配信流通事業者

多様な検索

読者

コンテンツ
新企画・再編集

出版社（者）

電子出版のタグ付記事ファイル
またはPDFファイル

電子出版のタグ付記事ファイル
またはPDFファイル

電子出版のタグ付記事ファイル
またはPDFファイル

電子出版のタグ付記事ファイル
またはPDFファイル

電子出版のタグ付記事ファイル
またはPDFファイル

マッシュアップ

インデックス情報DB利活用
・コンテンツ意味検索
・新企画・再編集用DB
・配信流通事業者への新ビジネ

スモデル連携・ビジネス拡張
例：ﾚｺﾒﾝﾄﾞ、広告、EC等

インデックス情報
データベース

コンテンツ
データベース

インデックス
情報生成
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資料4.2.1 システム概念図（例） 
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4.2.2 システム構成 

（1） 全体概要 

インデックス情報データベースは、大きく 2つの機能から構成される。 

まず 1 つ目は、インデックス情報解析機能である。この機能は、コンテンツ提供者が提供するタグ付

記事をもとに構造解析を行い記事の意図や希少性を反映したキーワードを抽出しインデックス情報データ

ベースに蓄える。 

具体的には、以下の処理を行う事になる。 

 1） 言語解析 

・記事の持つテキスト情報から単語やその単語が属するカテゴリを抽出する。 

 2） 意味解析 

・タグ付記事（タイトル、サブタイトル、リード、大見出し、キャプション、本文など）に現れるすべ

ての単語とカテゴリの占有率を取得する。 

・ 抽出した全単語を出現位置や頻度を考慮して並び替える。 

・ 記事の特徴を表す単語を生成する。 
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2 つ目は、検索・コンテンツダウンロード機能である。この機能は、構造解析されインデックス情報

データベースに蓄積されたマイクロコンテンツ単位での記事の全文検索と、目次・記事単位の持つ意図を

反映した意味情報による検索機能を実現する。これにより編集者及び一般ユーザーが一定のレベルで求め

ている記事にリーチすることを目指している。 
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資料4.2.2 システム構成図 
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（2） 機能概要 

 1） インデックス情報解析機能 

・インデックス情報解析機能は、コンテンツ提供者が提供する書誌情報とタグ付記事を、記事の意図や

希少性を反映したキーワードを付与したうえでインデックス情報テーブルを作成する。記事の文章

を解析するに当たり、形態素解析 API を利用し、キーワードを付与するために共起辞書テーブルを

参照する。 

・同義語APIを使用して同義語辞書テーブルを作成する。 

上記 2 つの作成されたテーブルにより記事の検索を実現し、検索容易性と記事到達性の向上を図る。 

 

 

資料4.2.3 「インデックス情報解析機能」概要図 

インデックス情報テーブルの内容は書誌情報と記事内容、またタグ付記事からなる。書誌情報と記事内

容はコンテンツの書誌情報と記事の内容がそのままの形で入力される。タグ付記事は記事の内容をもとに

抽出した名詞や、記事に関連する名詞など、記事の検索の利便性を向上させるための付加的情報を保持す

る。 
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コンテンツサーバ

言語解析サーバ

形態素解析API
同義語API

インデックス関連情報
解析機能

データベースサーバ

インデックス
情報テーブル

同義語辞書
テーブル

共起辞書

基本辞書

書誌情報

タグ付記事
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また同義語辞書テーブルを作成し、検索時の表記ゆれを吸収する。 

 2） 検索機能 

検索機能は、インデックス情報解析機能により作成されたインデックス情報データベース（書誌情報・

記事情報・タグ付記事・同義語辞書・他）から、目的の記事の検索をする。 

検索は、インデックス情報データベースコンセプトガイドラインより、インデックス情報解析機能を利

用して生成されたインデックス情報データベースの有効性を評価ならびに「4.1.5電子出版インデックス

情報データベースの必要性」に記述されているメリットを享受する上で出版社（者）・流通業者・国民が

必要な記事を選択する場合に共通で必要となる機能となる。 

検索機能の実現において、インデックス情報データベース内に蓄積されるデータ量が大量であること、

そして記事に対して検索の対象とするフィールドが沢山あるため SQL による問合せが非効率であること

から検索エンジンのパッケージを利用している。検索エンジンは、株式会社ゼロスタートコミュニケー

ションズの“ZERO-ZONE Search”を利用している。 

インタフェースは、第 6 章に後述される電子出版スマートクラウド・コンセプトガイドラインの将来

像を想定してWeb API連携を想定している。Web APIへリクエストを行うコール元は、「4.1.5電子出版イ

ンデックス情報データベースの必要性」に記述されているメリットを享受する上で出版社（者）・流通業

者・国民を想定している。国民においては、出版社（者）・流通業者を経由して行われることを想定して

いる。 

検索として必要な機能について、「4.1.5電子出版インデックス情報データベースの必要性」に記述さ

れている出版社（者）・流通業者・国民を想定した場合に個々に記事の検索目的が異なることが考えられ

る。検索目的がことなることから、検索目的に応じてインデックス情報データベース内の検索対象のカス

タマイズ、属性情報による絞り込みが自由に選択可能にすることで個々の要求に対応できるようにする。

また、検索結果の表示順序についても個々により検索目的がことなることから重要視する項目と検索キー

ワードのマッチ度が高いものを上位に表示する重み付け機能を有する。 

 3） コンテンツダウンロード機能 

コンテンツダウンロード機能は、電子出版コンテンツ流通管理コードを包含した書誌情報と連動して電

子出版コンテンツ流通管理コードにより目的の記事データのダウンロードをする。電子出版コンテンツ流

通管理コードによって紐付き記事の配信が可能であることを確認するために実装されている。 

インタフェースは、前述の検索機能と同様にWeb API連携を想定している。Web APIへリクエストを行

うコール元は、「4.1.5電子出版インデックス情報データベースの必要性」に記述されているメリットを

享受する上で出版社（者）・流通業者を想定している。国民においては、記事データは、最終的に出版社

（者）・流通業者を介して必要な著作権保護処置が施された上で配信されることを想定しているが本実証

実験では第 6章で提言のみを行っており、実装ならびに対応はされない。 
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検索機能およびコンテンツダウンロード機能のフローについて、電子出版クラウドを踏まて、各社が共

通クラウドプラットフォーム上で機能連携が行えるように API 形式の選択を行い以下の構成（資料

4.2.4）を作成した。 
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ｸﾛｰﾗ ｲﾝﾃﾞｸｻ

ﾋﾞｼﾞｭｱﾗｲｻﾞ

ｻｰﾁｬｰ

API

クラウド
ポータル

コンテンツ

インデックス
情報

API

コンテンツ配信

機能

コンテンツサーバ

インデックス情報
作成サーバ

インデックス情報
DBサーバ

検索機能
インデックス情報

データ提供

※データベースサーバのインデックス情報には、辞書情報、その他コンテンツに関
する情報が入っている総称としています。また、実験においてはコンテンツサーバ
とデータベースは同一サーバを想定している。

Web APIサーバ

※インデックス関連情報解
析機能から出力された情報

ｺﾝﾃﾝﾂﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能

API

情報取得
インデック

ス解析

登録編集

インデックス情報
検索サーバ

ビジネスBUS

資料4.2.4 「検索・コンテンツダウンロード機能」フロー概要図 

今回は、クラウド環境を想定して検索とコンテンツダウンロードの 2 つの機能をそれぞれ API 化して

いるそれぞれのAPI機能は個別のクラウドサーバであることを想定している。 

 

・インデックス情報検索サーバ 

検索機能APIの実装 

・コンテンツサーバ 

コンテンツダウンロード機能のAPI実装 

 

インデックス情報作成サーバは、前項のインデックス情報解析機能にあたる。生成されたインデックス

情報はインデックス情報作成サーバより直接インデックス情報DBに出力される。 

インデックス情報の検索ならびにコンテンツダウンロードをクラウドポータルが要求する場合に、各要

求を取りまとめて必要な機能 API へ振り分けるために Web API サーバを設けている。これにより要求先

を 1箇所でまとめて受け付け要求内容に応じて必要なクラウド上のAPIに対して要求を振り分ける。 

 

・Web API サーバ 

①クラウドポータルへの最初の機能要求を受付 

②機能要求により要求を振り分け 
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インデックス情報検索サーバは、インデックス情報データベース上の記事データを検索エンジンのク

ローラが取り込み行う。 
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検索機能は、クローラにより取り込まれたインデックス情報を検索エンジンのインデクサにより検索用

のインデックスファイルが生成される。 

Web API への検索要求に対してインデックス情報検索サーバの API へ要求を渡し、インデックス情報

検索サーバのサーチャーによりインデックス内から検索要求に該当するデータを抽出し要求元へ検索結果

を回答する。 

コンテンツダウンロード機能では、Web API へのコンテンツダウンロード要求に対してコンテンツ

サーバのAPIへ要求を渡し、要求記事のデータを要求元へ送信する。 

4.2.3 機能説明 

（1） インデックス情報解析機能 

インデックス情報解析機能は、基本的な全文検索を実現するための書誌情報と記事の格納、記事を解析

し名用を反映したキーワードを付与する意味解析と、検索時の表記ゆれを吸収するための同義語辞書作成

の 3段階に分けられる。 

 1） 検索対象である書誌情報と記事の格納 

タグ付記事の各雑誌標準タグからテキストやコンテンツ管理コードを抽出する。 

書誌情報と抽出したテキストをコンテンツ流通管理コードで紐付けてインデックス情報テーブルの書誌

情報部分と記事情報部分に格納する。 

 2） インデックス解析 

タグ付記事から抽出したテキストを解析し、抽出ワード（テキストに現れる名詞）と連想ワード（記事

に現れないが記事に関連する名詞）を取得し、インデックス情報テーブルのインデックス情報部分に格納

する。連想ワードの付与により記事中には現れない名詞で検索を行ったときでも記事に到達できるように

なる。 

より具体的には、記事に対して以下のような操作を行う。 

記事から抽出したテキストに対し形態素解析を施し、名詞とその名詞が属するカテゴリを抽出する。抽

出した名詞とカテゴリを集計し重要な名詞を優先して並び替えインデックス情報テーブルの「目次・抽出

ワード」項目として格納する。「目次・抽出ワード」をもとに後述の共起辞書を使って、記事中には現れ

ないが記事に関連する名詞を探し出し、インデックス情報テーブルの「目次・関連ワード」項目に格納す

る。 

また次の同義語辞書作成のために出現した名詞を出現単語テーブルに記録する。 

 3） 同義語辞書の作成 

出現単語テーブルに新規に追加された名詞に対して同義語を探し出し同義語テーブルに格納する。 
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資料4.2.5 「インデックス情報解析機能」入出力関連図 

以下、3段階のそれぞれについて機能を詳解する。 

 4） 書誌情報と記事情報の格納 

■概要 

書誌情報とタグ付記事をコンテンツ流通管理コードで紐付けて、インデックス情報テーブルに格納する。

格納した内容は基本的な全文検索の機能を実現するための対象となる。 

 

コンテンツサーバ データベースサーバ

書誌情報 インデックス情報
解析機能

インデックス
情報テーブル

書誌情報

言語解析サーバ

形態素解析API

出現単語
テーブル

タグ付記事

同義語API

②インデックス解
析

③同義語辞書
作成

記事情報

インデックス
情報

同義語辞書
テーブル

①書誌情報と記
事の格納

共起辞書
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資料4.2.6 「書誌情報と記事の格納」機能概要図 

■詳細 

①タグ付記事に含まれる雑誌標準タグの内容を取得する。 

②単一記事に同じ雑誌標準タグが複数含まれる場合は、その内容を区切り文字で区切って連結する。 

例：caption タグが”<caption>例 1</caption>”、”<caption>例 2</caption>”のように含まれる場合、イン

デックス情報データベースの項目「記事・キャプション」に ”例 1（改行） （改行） （改行）例 2” 

と入力する。 

③記事の「コンテンツ流通管理コードタグ」にあるコンテンツ流通管理コードと一致するコンテンツ流

通管理コードを持つ書誌情報を探し、紐付けた内容をインデックス情報データベースに格納する。 

 

■チューニングポイント 

① 本方式以上に詳細な文書構造を保ったままデータを格納する方法も存在しうる。詳細な文書構造を

保持した検索が可能ならば検討すべきだろう。 

 5） インデックス解析 

インデックス情報関連テーブルのインデックス情報部分への入力を行う。記事に現れる名詞を抽出ワー

ドとして、また記事に現れないが記事に関連する名詞を探し出し連想ワードとして格納する。この抽出

ワードと連想ワードを利用することで、基本的な全文検索に検索の容易性と記事到達性の向上を図る。 

基盤技術として形態素解析があり、参照データとして共起辞書を用いる。 

 

コンテンツサーバ データベースサーバ

書誌情報 インデックス情報
解析機能

インデックス
情報テーブル

書誌情報
書誌情報と記事

の格納
記事情報

タグ付記事
インデックス

情報
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資料4.2.7 「インデックス解析」機能概要図 

インデックス解析は、形態素解析をもとにした記事に現れる名詞の取得と並び替え、共起辞書を参照し

た連想ワードの取得に分かれる。それぞれ前提と実際の解析について詳解する。 

 

コンテンツサーバ

言語解析サーバ

形態素解析API

データベースサーバ

インデックス
情報テーブル

タグ付記事

インデックス情報
解析機能

出現単語
テーブル

書誌情報

記事情報

インデックス
情報共起辞書

インデックス解析

 201



 第 4 章 電子出版インデックス情報データベース 

 

資料4.2.8 「インデックス解析」データ入出力 

■形態素解析 

○機能概要 

形態素解析は自然言語をコンピューターで解析する際の基礎技術のひとつである。 

特定の言語の文法と辞書を組み合わせて利用し、文章を形態素（その言語で意味をもつ最小単位）に分

解し各々の品詞を判別する。 

例として「東京へ行ってきた」という文章の解析結果を挙げる。 

形態素 品詞 読み 活用の種類 

東京 名詞 トウキョウ  

へ 助詞-格助詞 エ  

行っ 動詞-自立 イッ 行く・五段活用 

て 助詞-接続助詞 テ  

き 動詞-非自立 キ 来る・か行変格活用 

た 助動詞 タ  

資料4.2.9 形態素解析の例「東京へ行ってきた」 

コンテンツサーバ

言語解析サーバ

データベースサーバ

インデックス
情報テーブルタグ付記事 インデックス情報

解析機能
書誌情報

記事情報

インデックス
情報

共起辞書

連想ワードの付与

②

カテゴリ情報 取
得と抽出ワードの
並び替え

抽出ワード

カテゴリ占有

連想ワード

①

形態素解析API
④

③

出現単語
テーブル
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現在では確率的言語モデルを利用したアルゴリズムが主流である。形態素同士のつながり方を隠れマル

コフモデルを使って統計的にモデル化する。形態素の出現確率からその形態素の生起コスト、形態素同士

のつながり方については連結コストとして数値化しておく。 

文章の解析では以下のようなアルゴリズムでもっともらしい形態素単位の分かち書きを行う。 

①形態素単位の分割方法を網羅する。 

②各形態素の生起コストと連結コストをもとに、それぞれの分割方法について文章全体での総コストを

求める。 

③この総コストが最も低い分割方法を正とする。 

具体的な解析例をあげる。 

・例 1 「本論文」 

形態素単位の分割パターンを網羅する。 

 

資料4.2.10 形態素解析詳細のサンプル「本論文」の各コスト 

それぞれの分割パターンについて形態素の生起コスト、形態素同士の連結コストを合計する。 

分かち書き 総コスト 総コストの昇順 

本‐論‐文 10 + 5 + 10 + 5 + 10 = 40 3 

本‐論文 10 + 5 + 12 = 27 1 

本論‐文 14 + 5 + 10 = 29 2 

資料4.2.11 形態素解析詳細のサンプル「本論文」の総コスト 

総コストが最も小さい「本‐論文」が形態素解析の結果となる。 

・例 2 「歩きたい」 

形態素単位の分割パターンを網羅する。 
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本 

（名詞：10） 

論文 

（名詞：12）

本論 

（名詞：14）

論 

（名詞：10）

文 

（名詞：10） 

5 

5 

5

5
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資料4.2.12 形態素解析詳細のサンプル「歩きたい」の各コスト 

 

それぞれの分割パターンについて形態素の生起コスト、形態素同士の連結コストを合計する。 

 

分かち書き 総コスト 総コストの昇順 

歩‐きた‐い 10 + 5 + 10 + 4 + 12 =  41 2 

歩‐き‐た‐い 10 + 4 + 10 + 4 + 12 + 6 + 12 =  

58 

5 

歩‐き‐たい 10 + 4 + 10 + 5 + 12 = 41 2 

歩き‐た‐い 14 + 5 + 12 + 6 + 12 = 49 4 

歩き‐たい 14 + 5 + 12 = 31 1 

資料4.2.13 形態素解析詳細のサンプル「歩きたい」の総コスト 

総コストが最も小さい「歩き‐たい」が形態素解析の結果となる。 

 

○既知の未解決問題 

確率的言語モデルの前提からいくつかの課題が発生する。 

①未知語、新語の解析 

辞書には登録されていないが、人が単語と認識できる文字列を未知語という。辞書に登録されている単

語で文章を区切るため、未知語の解析は規定されない。新語は当然、この未知語となるため、対応方式の

検討が必要である。新語への追従するように辞書を拡充していくか、ある程度一般性を持った単語のみを

登録するか 2通りの方式が考えられる。 

特徴のある新語は全文検索で容易に検出できることが予想されるため、検索容易性・本文到達可能性の

向上の観点からは新語対応の即時性は不要と考えられる。ただし新語が定着し辞書に登録された後に記事

を再解析することは効果的だろう。 
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歩（フ） 

（名詞：10） 

 

い（イ） 

（動詞：12） 

歩き（アルキ） 
（動詞：14） 

き（キ） 

（動詞：10） 

たい（タイ） 
（助動詞：12）

4 6

5 た（タ） 

（助動詞：12）

5

5 5

きた（キタ）

（名詞：10）
5

4
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②複数の形態素解析結果を持つ文章について 

文章の区切り方によって複数の形態素解析結果が考えられる場合に、前後の文脈に依存して適切なもの

を選ぶことは難しい。 

例えば「最高値」は「最高‐値（さいこうち）」「最‐高値（さいたかね）」のどちらにも分かちうる

が、前後の文脈に依存して適切なものを選び形態素解析の結果として返却することは非常に難しい。ひら

がなを多く含む文章ではさらに切り分けが曖昧になることが多く、文脈に即した形態素解析結果が得られ

ない。 

形態素解析の結果として複数の候補を残し、大域的な判断を加える方式が考えられるが、判断基準が膨

大になるため実現は難しいと考えられる。 

 

■カテゴリ情報取得と抽出ワードの並び替え 

○機能概要 

記事の特徴を記述することで、単独の記事の検索性が向上し、また似た別の記事を探すことにも役立つ

と考えられる。 

すべての単語を分類するような「カテゴリ」を定め、記事に現れる単語に紐づく「カテゴリ」を集計し、

「カテゴリ」の記事における占有率を特徴量として利用する。また記事に現れる単語を重要性の高い順に

現れるように並び替えて記録する。 

 

○機能詳細 

記事の各標準タグの内容に対して形態素解析を施し形態素に分解する。以降、形態素の表記を「表層」

と呼ぶ。「表層」に対して表記ゆれの標準を定めた「原型」、属性を現す「カテゴリ」を取得する。なお

「カテゴリ」は名詞にだけ定め、一般性が高い名詞は「カテゴリ」を持たない。また名詞以外の品詞には

「カテゴリ」を与えていない。 

「表層」、「原型」、「カテゴリ」の 3つ組の例をあげる。 

 

表層 原型 カテゴリ 

プリンター プリンター プリンター、スキャナー、印刷機 

プリンタ プリンター プリンター、スキャナー、印刷機 

東京 東京 東京都 

とうきょう 東京 東京都 

Tokyo 東京 東京都 

資料4.2.14 表記ゆれのサンプル 

「プリンター」は「プリンター」と「プリンタ」の表記を持ち、どちらの表記も辞書に登録され「原

型」は「プリンター」に紐づく。 
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形態素解析で出現した名詞に紐づく「カテゴリ」のそれぞれについて出現回数を雑誌標準タグに依存し

て重みをつけて数えあげ重みつきの単語数で割ることで、それぞれの「カテゴリ」の記事における占有率
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を求める。 

 

以下のように雑誌標準タグの重みを設定する。 

 

タグ名 タグ 重み 

雑誌名 magazine 0 （数え上げの対象外） 

コンテンツ管理コード c_code 0 （数え上げの対象外） 

特集名 tokushu 5 

記事名 kiji 4 

タイトル title 4 

サブタイトル subtitle 3 

リード lead 2 

大見出し omidashi 2 

見出し midashi 2 

本文 honmon 1 

キャプション caption 1 

クレジット credit 1 

その他 etc 1 

資料4.2.15 雑誌標準タグの重み 

上記の重みつき占有率の上位から 3 つの「カテゴリ」をとりインデックス情報テーブル（資料 4.2.27 

インデックス情報テーブルレイアウト）の項目 28（目次・カテゴリ 1）から項目 30（目次・カテゴリ

3）へ入力する。またそれぞれの重みつき占有率をパーセンテージで同テーブル項目 31（目次・カテゴリ

占有率 1）から項目 33（目次・カテゴリ占有率 3）へ入力する。 

またこの重みつき占有率で「カテゴリ」を並び替え、紐付く「表層」「原型」「カテゴリ」「重みつき

占有率」の 4 つ組みを半角コロン区切りにし、この 4 つ組みをカンマ区切りで連結したものを、イン

デックス情報テーブルの項目 26（目次・抽出ワード）に入力する。 

 

○チューニングポイント 

①「カテゴリ」の策定 

「カテゴリ」を人の手で作成し単語を振り分ける方式と、一定の文書群から統計的手法を使って機械的

に「カテゴリ」を作成し単語を振り分ける方式がある。 

 206 

人の手で「カテゴリ」を作成する場合は、人が理解しやすい判断基準で「カテゴリ」の名称と単語の振

り分け方針を定めることができる。このため特定の単語がどのカテゴリに属するか「カテゴリ」の名称を

使って理解できる。ただし、運用時には「カテゴリ」の追加、削除、変更についても方式を定め、継続的

に人手で管理を行う必要がある。 
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一方、統計的手法で「カテゴリ」を定める場合は、機械的に「カテゴリ」を作成し単語を振り分ける、

運用でも人手をあまり必要としない。ただし、作成された「カテゴリ」の意味が分かりにくく適切な名称

をつけることができない可能性が高い。このため、任意に選んだ単語がどの「カテゴリ」に属するのか理

解することは難しい。また、「カテゴリ」の再作成を行うときに構成が大きく変わり、変更前との関連が

失われる可能性が高い。 

どちらの手法を使う場合も、記事を特徴付けるという目的に立ち返って、「カテゴリ」の個数を定め、

振る舞いについて調査を必要とする。 

 

②同字異義語 

記事を形態素解析して単語を取り出すために、形態素解析での問題は常に発生するが、カテゴリを使用

する場合はさらに別の問題が発生する。 

例として「カテゴリ」として「東京カテゴリ」、「大阪カテゴリ」を定めたとする。このとき名詞「日

本橋」は、東京都中央区にある地名「日本橋（にほんばし）」と大阪府大阪市中央区・浪速区の「日本橋

（にっぽんばし）」のどちらを表すかは文脈に依存する。今回は、名詞に対して「カテゴリ」を一意に定

めるか、もしくは一般性が高いとして「カテゴリ」を与えない方式をとっている。 

統計的に同字異義語を扱う方式を組み込むことで文脈に依存した「カテゴリ」を与え、解析精度の向上

を目指すことは可能と思われる。 

 

③占有率の計算 

占有率の計算は雑誌標準タグごとに重みを与えて単純な総和を求めたが、他の実装方式も考えられる。 

・複数の雑誌標準タグに現れたときに重みを変化させる。 

・本文のなかでも文章中の位置によって重みを変化させる。 

・文章を形態素解析するだけではなく、構文解析も行うことで単語とそれに紐づく「カテゴリ」

の重みを変化させる。 

いくつもの方式で実装し実際の記事を解析し、より直感に合致するものを選択することが好ましい。 

 

④出現単語の並び替え 

記事の特徴量として「カテゴリ」の占有率を選び、これに従った出現単語の並び替えを行ったが、別の

実装方式も考えられる。 

・複数の雑誌タグに現れる単語が上位になるように全体を並び替える。 

・後述の共起辞書を用いて、記事のなかで関連する単語が同時に出現している場合に上位になる

よう全体を並び替える。 

・形態素解析の後に構文解析を行い重要単語を推定し上位になるよう全体を並び替える。なお形

態素解析の正確性、構文解析のロジック調整などが必要で理論的にも非常に難しい。 

検索ロジックと連動して並び替えのロジックも調整する必要がある。 
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■共起辞書 
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○機能概要 

関連性がある単語同士は同じ文書に現れる可能性が高いことが観察される。視点を逆にして、2 つの単

語が同じ文書に現れる頻度が高い場合に関連性が高いと仮定することで、単語の組み合わせの関連性を定

量的に測ることができる。 

共起性はある定められた文書集合の範囲での統計情報となる。文書集合の定め方によって値や傾向が変

化する。このため、実際に利用する際には、定めた文書集合から得られた共起性が利用目的に合致するよ

う検証し必要に応じて調整を行う必要がある。 

共起率を以下のように定義する。 

2 つの単語を 、A Bとする。 が現れる文書数をa、A Bが現れる文書数をb、 AとBの両方が現

れる文書数をiとする。このとき共起率 ) を次の式で定義する：,( BArr =  

iba
ir
−+

=  

定義から共起率は対称である。すなわち次の式をみたす。 

r ． ),(),( ABrBA =

なお は とiba −+ A B の一方もしくは両方が現れる文書数と一致する。また共起率 r は必ず

を満たす。 1≤0 ≤ r
共起率による半距離 を次の式で定める。 ),( BAdd =

rd log−=  

ただし とする。半距離も対称であり+∞=− 0log ),(),( ABdBAd = を満たす。 

なお、この半距離は三角不等式を満たさないため、距離にはならない。すなわち、次の三角不等式には

反例が存在する。 

),(),(),( CBdBAdCAd +≤  

共起率が高いことと半距離が小さいということは同等だが、後者は単語同士が近いという、より直感的

な表現に合致するため、細かな検討に役立つと考えられる。 

 

具体的な例として「東京」「大阪」「築地」の 3単語を考える。 

それぞれの単語、単語の組み合わせの出現回数を仮定する。 

 

単語 東京 大阪 築地 

出現文書数 40 20 5 

資料4.2.16 単語の出現数 

単語の組み合わせ 東京、大阪 大阪、築地 築地、東京 

出現文書数 10 1 3 

資料4.2.17 単語の組み合わせの出現数 
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この場合それぞれ共起率と半距離は次の式で求められる。 
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東京築地東京築地

築地大阪築地大阪

大阪東京大阪東京

dr

dr

dr

 

なお、この例では三角不等式が満たされている。 

 

○機能詳細 

カテゴリを持つ名詞に限定して共起率をもとめ、共起辞書を作成する。文書の集合として日本語版

Wikipediaのダンプデータを用いた。具体的な作成手順は以下のとおりである。 

①日本語版Wikipediaのダンプデータの各ページを 1文書として、形態素解析を行う。 

②現れる名詞の「原型」を取得する。取得した「原型」を 1 単語として、各単語の出現回数と 2 単語

の組み合わせの出現回数を数え上げる。 

③数え上げの結果から共起率と半距離を計算し共起辞書に格納する。 

例えば「東京から大阪へ」、「東京の築地」という 2 つの文書からは、「東京」「大阪」「築地」の 3

語が抽出され、それぞれの出現回数を数える。 

 

単語 東京 大阪 築地 

出現文書数 2 1 1 

資料4.2.18 単語の出現数 

単語の組み合わせ 東京、大阪 大阪、築地 築地、東京 

出現文書数 1 0 1 

資料4.2.19 単語の出現数 

○チューニングポイント 

①共起辞書を作るための文書集合 

文書の集合として日本語版 Wikipedia を採択した理由としては、あらゆるジャンルの文書が得られるこ

とが挙げられるが、データの偏りがあるため共起辞書としては精度は十分でない。十分な量の雑誌記事を

用意し文書の集合として使うことが妥当と予想される。 

 

②共起辞書の作成で使用する単語 

「カテゴリ」を持つ名詞だけではなく、すべての名詞を使う方式や、動詞、形容詞、副詞なども数え上

げる方式などが考えられる。あまりに多くの文書に現れる単語はほとんどの単語と共起することから、記

事の特徴づけには使えないため共起辞書からは削除する必要がある。逆に出現回数が少ないものもノイズ

として可能性が高いため、共起辞書からは削除するべきである。 
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また「原型」を使うことで同義語を集約することはより適切な共起性が得られる。さらに類義語を集約
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することで、感覚的に記事の内容を捉えるということに近づける可能性がある。 

 

③共起率の定義式 

共起率の定義は一意ではなく用途に応じて変更することができる。 

以下の例が考えられる： 

2 つの単語を A、Bとする。 Aが現れる文書数をa、Bが現れる文書数をb 、 AとBの両方が現

れる文書数をiとする。 

sss

mmm

rd
ab
iBAr

rd
ba

iBAr

rd
iba

iBAr

log),(

log
),min(

),(

log),(

−==

−==

−=
−+

=

 

代替案としてあげた は出現回数が多くない単語に重きをおいた定義である。出現回数が少ない単語

についてはノイズとして振舞う可能性が高い。もうひとつの は

mr

sr rと の中間の振る舞いをする。実際

にさまざまな定義で共起率を求めて記事の特徴づけや検索に有効な定義を検討する必要がある。 

mr

機能概要であげた例を再掲し、計算例とする。 

単語 東京 大阪 築地 

出現文書数 40 20 5 

資料4.2.20 単語の出現数 

単語の組み合わせ 東京、大阪 大阪、築地 築地、東京 

出現文書数 10 1 3 

資料4.2.21 単語の組み合わせの出現数 

 

 

共起率 半距離 

r  mr  sr  d  md  sd  

東京、大阪 0.2 0.5 0.3536 1.609 0.6931 1.040 

大阪、築地 0.04167 0.2 0.1 3.178 1.609 2.303 

築地、東京 0.07143 0.6 0.2121 2.639 0.5108 1.551 

資料4.2.22 さまざまな共起率の比較 
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■連想ワードの付与 

○機能概要 

検索容易性・本文到達性向上の実現の方式の 1 つとして、記事に関連する単語を検索対象に追加する

ことが考えられる。たとえばある記事が「水星」「木星」「土星」という単語を含んでいるときには「惑

星」や「太陽系」の単語で検索、発見できることは好ましいと思われる。 

記事には現れないが記事内容に関連する名詞を連想ワードとして付与することで、連想ワードによる検

索から記事に到達できる。 

抽出ワードの上位にある複数の名詞と共起する名詞は記事全体と関連性が高いと判断する。機械的にこ

の条件を満たす名詞を付与するために、前述の共起辞書を使用する。 

 

○機能詳細 

詳細なアルゴリズムを記述する。 

①抽出ワードに記載された「原型」の上位 件までを取得する。デフォルトで とする。 n 30=n
②取得した 件の「原型」のそれぞれに対して共起率の高い名詞を上位からm 件まで取り出す。デ

フォルトで とする。 

n
100=m

③取り出した重複を含む延べ最大nm  件の重複を削除し、共起率の総和の降順に並び替える。 

④③で得た名詞から 件以上の「原型」に共通する名詞を取得する。 

デフォルトで とする。 

k
5=k

⑤④で取得した名詞のうち抽出ワードに含まれないものを上位から j件まで取得する。 

デフォルトで とする。 20=j
⑥取得した名詞と共起率の総和を 2 つ組にして、インデックス情報テーブルの項目 27 目次・連想ワー

ドに入力する 

例として 、 、3=n 5=m 2=k 、 2=j とした場合の連想ワードを考える。 

アルゴリズムの例示を意図するため、データは人工的に作成する。 

①抽出ワードの上位 位は以下の名詞と仮定する。 3=n
 「東京」、「大阪」、「築地」 

②それぞれに対して共起率の高い名詞を上位から 5=m 件取得する。 

 
「東京」の共起語 

「原型」 大阪 千代田区 港区 大学 埼玉 

共起率 0.401 0.201 0.101 0.081 0.061 

「大阪」の共起語 

「原型」 京都 東京 大学 記念日 港区 

共起率 0.402 0.401 0.102 0.082 0.062 

「築地」の共起語 

「原型」 東京 中央区 市場 大学 記念日 

共起率 0.303 0.203 0.103 0.083 0.073 
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資料4.2.23 それぞれの共起語 
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③取り出した重複を含む延べ最大 15件の重複を削除し、共起率の総和の降順に並び替える。 

 

「原型」 東京 京都 大阪 大学 中央区 

共起率の和 0.704 0.402 0.401 0.266 0.203 

共起する単語数 2 1 1 3 1 

 

「原型」 千代田区 港区 記念日 市場 埼玉 

共起率の和 0.201 0.163 0.155 0.103 0.061 

共起する単語数 1 2 2 1 1 

資料4.2.24 共起語と共起率の総和 

①③で得た名詞から 件以上の「原型」に共通する名詞を取得する。 2=k
 
「東京」の共起語 

「原型」 東京 大学 港区 記念日 

共起率の和 0.704 0.266 0.163 0.155 

共起する単語数 2 3 2 2 

資料4.2.25 連想ワード候補 

②④で取得した名詞のうち抽出ワードに含まれないものを上位から 2=j 件まで取得する。 

最終的に「大学」と「港区」を得る。なお連想ワード候補のうち「東京」は抽出ワードに含まれるた

め、「記念日」は上位 3位のため、取得の対象外となる。 

 

○チューニングポイント 

①数値の調整 

機能詳細の記述で一般的に記しているように件数の選び方によって機能の振る舞いが大きく変わる。特

に性質に大きな影響を与えるのは、以下の 2つの変数である。 

・ ：連想のもとになる記事中の単語の数。大きな値に設定すると記事中の重要でない単語も連想

ワードの選択に影響を与えることになり、記事の内容から離れた単語も連想ワードとして取得しや

すくなる。小さな値に設定すると振る舞いは逆になり、記事の内容により近い単語のみが連想ワー

ドの候補になる。小さな値の場合は記事中の重要単語の選びかたに動作が大きく左右される。 

n

・ ：連想ワードが共起する必要がある単語の数。大きな値に設定すると記事と関連性の高い単語を

抽出できるが、十分な件数が得られない可能性が高くなる。小さな値に設定すると記事と部分的に

関連する単語が多く得られる。 

k

変数 と の組み合わせによって連想ワードの記事との関連性の振る舞いが変わるため、目的に合わ

せて値を調整する必要がある。なお、記事の長さによって値を変更する方式をとることも考えられる。 

n k

 6） 同義語辞書 
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○機能概要 
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略称や表記ゆれなど、同じものを表しているが表記が異なる言葉は多く存在する。記事に現れた表記に

合致するものでなくても検索に利用し記事に到達できることが好ましい。このため、略語や表記ゆれを同

義語辞書としてまとめ、検索の利便性を向上させる。 

 

資料4.2.26 「同義語辞書作成」機能概要図 

○機能詳細 

インデックス解析で取得した抽出ワードと連想ワードに含まれる名詞の「原型」を取得する。取得した

それぞれの「原型」に紐づく「表層」を取得し同義語辞書に格納する。 

 

○チューニングポイント 

①同義語の定義 

どのような「表層」が同じ「原型」を現すかは人手で定める。異なるものを表す略語や表記ゆれに対し

て、複数の紐付けを行うか恣意的に一意に定めるかは検索結果に影響する。 

例として「IC」という略語に対して「集積回路」や「インターチェンジ」などが考えられる。この

「IC」の同義語として「集積回路」と「インターチェンジ」の一方を返すか、両方を返すかあるいは何

も返さないか、検索の方式に依存して定めることができる。 
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言語解析サーバ

インデックス情報
解析機能

データベースサーバ

出現単語
テーブル

同義語API 同義語辞書作成

同義語辞書
テーブル
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 7） テーブル定義 

インデックス情報データベースの各テーブルの定義を記述する。 

①インデックス情報テーブル 
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No. 項目名 属性 解説 

1 レコードID 正整数 レコードを特定するためのID 

2 書誌・出版社名 文字列 発行出版社名（全角、最大20文字） 

3 書誌・出版社名カナ 文字列 発行出版社名のカナ表記（全角カタカナ、最大

60文字） 

4 書誌・タイトル名 文字列 雑誌名※号数や月号表記は除く（全角半角、最

大30文字） 

5 書誌・タイトル名カナ 文字列 雑誌名のカナ表記（全角カタカナ、最大 80 文

字） 

6 書誌・巻数／号数 文字列 巻数、号数（全角、最大12文字） 

7 書誌・底本雑誌コード 文字列 底本の雑誌コード（半角数字、半角ハイフン、

半角スラッシュ、最大11桁） 

8 書誌・底本発売日 文字列 底本の発売日（半角数字、8桁固定） 

YYYYMMDD 

9 書誌・配信開始日 文字列 ※今回は空欄とする 

10 書誌・開き 正整数 右開き／左開き（半角数字、1桁固定） 

0：右開き、1：左開き 

11 書誌・コンテンツ管理コード 文字列 新たに規定した、版元が持つ流通管理のための

共通の電子出版ファイルコード 

（半角英数字、20桁固定） 

AAAAAAAABBBBCCCCCCCD 

12 書誌・話名、記事名 文字列 その号の内容を表すもの。（全角半角、最大 100

文字） 

13 記事・雑誌名 文字列 雑誌標準タグmagazineの内容 

14 記事・コンテンツ管理コード 文字列 雑誌標準タグ c_code の内容から半角英数字以外

のものを削除したもの 

第 11 項の書誌・コンテンツ管理コードと一致す

る。 

15 記事・特集名 テキスト 雑誌標準タグmagazineの内容 

複数ある場合は連結している 

16 記事・記事名 テキスト 雑誌標準タグkijiの内容 

複数ある場合は連結する 

17 記事・タイトル テキスト 雑誌標準タグtitleの内容 

複数ある場合は連結する 

18 記事・サブタイトル テキスト 雑誌標準タグsubtitleの内容 

複数ある場合は連結する 

19 記事・リード テキスト 雑誌標準タグleadの内容 

複数ある場合は連結する 

20 記事・大見出し テキスト 雑誌標準タグomidashiの内容 

複数ある場合は連結する 
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21 記事・見出し テキスト 雑誌標準タグmidashiの内容 

複数ある場合は連結する 

22 記事・本文 テキスト 雑誌標準タグhonmonの内容 

複数ある場合は連結する 

23 記事・キャプション テキスト 雑誌標準タグcaptionの内容 

複数ある場合は連結する 

24 記事・クレジット テキスト 雑誌標準タグcreditの内容 

複数ある場合は連結する 

25 記事・その他 テキスト 雑誌標準タグetcの内容 

複数ある場合は連結する 

26 目次・抽出ワード テキスト 記事から抽出した名詞とカテゴリの列 

27 目次・連想ワード テキスト 第26項 目次・抽出ワードに現れる名詞と関連の

ある名詞を複数記載する 

28 目次・カテゴリ1 テキスト 現れる名詞から判定した記事の属性 

29 目次・カテゴリ2 テキスト 現れる名詞から判定した記事の属性 

30 目次・カテゴリ3 テキスト 現れる名詞から判定した記事の属性 

31 目次・カテゴリ占有率1 非負整数 項目 28 目次・カテゴリ1の記事における占有率

32 目次・カテゴリ占有率2 非負整数 項目 29  目次・カテゴリ 2 の記事における占有

率 

33 目次・カテゴリ占有率3 非負整数 項目 30 目次・カテゴリ3の記事における占有率

資料4.2.27 インデックス情報テーブルレイアウト 

 

②カテゴリテーブル 

 
No. 項目名 属性 解説 

1 レコードID 正整数 レコードを特定するID 

2 カテゴリID 文字列 カテゴリを特定するID 

3 カテゴリ名称 文字列 カテゴリの名称 

資料4.2.28  カテゴリテーブルレイアウト 

③出現単語テーブル 

 
No. 項目名 属性 解説 

1 レコードID 正整数 レコードを特定するID 

2 表層 文字列 記事から抽出した名詞 

3 原型 文字列 項目2 表層が紐づく原型 

4 カテゴリID 文字列 項目2 表層が属するカテゴリのID 

資料4.2.29 出現単語テーブルレイアウト 
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④同義語辞書テーブル 
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No. 項目名 属性 解説 

1 レコードID 正整数 レコードを特定するID 

2 表層 文字列 記事から抽出した名詞 

3 表記ゆれ 文字列 項目2 表層と同じ原型をもつ別の表層 

資料4.2.30 同義語辞書テーブルレイアウト 

⑤共起辞書テーブル 

 
No. 項目名 属性 解説 

1 レコードID 正整数 レコードを特定するID 

2 原型1 文字列 Wikipediaから抽出した原型の2つ組 

UTF-8文字コードで辞書式に並び替え一意にする 3 原型2 文字列 

4 共起率 正実数 項目 2  原型 1 と項目 3 原型 2 の共起率（関連

性） 

1以下の正実数となる 

5 半距離 正実数 項目4 共起率の自然対数の反数 

正実数となり小さいほど共起率（関連性）が高

い 

資料4.2.31 共起辞書テーブルレイアウト 

（2） 検索・コンテンツダウンロード機能 

検索機能およびコンテンツダウンロード機能は機能概要で述べたように電子出版スマートクラウドを想

定して個々の機能を API 実装するとともに、機能要求を一手に受け付ける Web API の実装により構成さ

れている。検索機能は、インデックス情報データベースに格納されている記事情報ならびにインデックス

情報に対してキーワード検索・絞り込み・並び替え・検索対象設定・重み付け設定を提供している。検索

機能の大きな特徴として、1 リクエスト要求で検索に必要なキーワード検索・絞り込み・並び替え・検索

対象設定・重み付け設定を自由に選択し組み合わせて使用できることにある。インデックス情報データ

ベースコンセプトガイドライン案では、対象プレイヤーとして出版社（者）・流通業者（配信 PF/電子書

店/リアル書店など）・読者（国民）などそれぞれ求める検索条件や機能が異なるため本来であれば個別

に APIの設計を検討する必要があるが、1リクエスト要求の中で必要な機能を選択できることで個別の要

求に応えることが可能である。コンテンツダウンロード機能は、コンテンツサーバに格納されている記事

データを配信する機能を提供している。 

検索機能およびコンテンツダウンロード機能の機能説明を行う前に、各サーバと API のフロー図と各

サーバの役割を以下（資料 4.2.32）に示す。 
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ｸﾛｰﾗ ｲﾝﾃﾞｸｻ

ﾋﾞｼﾞｭｱﾗｲｻﾞ

ｻｰﾁｬｰ

API

クラウド
ポータル

コンテンツ

インデックス
情報

API

コンテンツ配信
機能

コンテンツサーバ

インデックス情報
作成サーバ

インデックス情報
DBサーバ

検索機能
インデックス情報

データ提供

※データベースサーバのインデックス情報には、辞書情報、その他コンテンツに関
する情報が入っている総称としています。また、実験においてはコンテンツサーバ
とデータベースは同一サーバを想定している。

Web APIサーバ

※インデックス関連情報解
析機能から出力された情報

ｺﾝﾃﾝﾂﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能

API

情報取得
インデック

ス解析

登録編集

インデックス情報
検索サーバ

ビジネスBUS

資料4.2.32 「検索・コンテンツダウンロード機能」フロー概要図（再掲） 

■各サーバの役割 

「検索・コンテンツダウンロード機能」フロー概要図（資料 4.2.32）にある各サーバの役割は以下のと

おりである。 

 1） コンテンツサーバ 

①記事データ（PDFデータファイル）と中間ファイルフォーマット（FMT）が格納されている。 

②APIを実装、Web API サーバからコンテンツの要求を受け付る。APIは、対象のコンテンツ管理コー

ド、ダウンロード要求者の ID 情報のパラメーターを受け取ることで、要求を受け付け対象の記事データ

を要求元へ送信する。 

③コンテンツ要求をログに保管する機能を有する。（コンテンツ管理コード、ダウンロード要求者の

ID情報、要求日時を保管） 

ログ機能は、実証実験のために実装されている。 

 2） インデックス情報検索サーバ 

①クローラ、インデクサ、サーチャー、APIにより構成される。 

②クローラは、インデックス情報作成サーバにより生成されたインデックス情報が格納されているイン

デックス情報データベースからインデックス情報を参照してインデクサへ引き渡す機能。 

③インデクサは、クローラによって引っ張ってきたインデックス情報を解析して検索用のインデックス

を作成する機能。 
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インデックスは、インデックス情報が更新される度に再構築する必要がある。 
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※実証実験においては、インデックス情報の更新の検知もしくは更新の通知の受け取りならびにそ

れによるインデックスの自動再構築を行う機能は有していません。手動によりインデックスの更新

を実行している。 

④サーチャーは、API を介して要求のあった検索条件（キーワード、検索対象、重み付け設定、絞り込

み条件、並び替え条件）を元にインデックスから該当するデータの抽出と表示順序を判定するスコ

アの計算を行っている。 

⑤ビジュアライザは、サーチャーが抽出したデータと算出したスコアデータを受け取り、要求元が必要

とするファイルフォーマットに整形する機能。 

⑥APIを実装、Web API サーバから検索要求を受ける。APIは、検索条件を受け取りサーチャーへ検索

条件を渡す。ビジュアライザから受け取った検索結果を要求元へ回答する。 

⑦検索要求をログに保管する機能を有する。（キーワード、検索対象、重み付け、検索要求者の ID 情

報、要求日時を保管） 

ログ機能は、実証実験のために実装されている。 

 3） Web API 

①中心となる API、クラウドポータルから、検索もしくはコンテンツダウンロードの要求の受付を行う。 

②要求に応じた必要な機能を有するクラウドサーバ上のAPIに対して要求の受付と回答を行う。 

 

■API説明 

前項の各サーバの役割より Web API として要求を受け付ける検索機能とコンテンツダウンロード機能

のAPI仕様について説明を記述する。 

 4） 検索機能 

検索を行う際に Web API へ要求するリクエストパラメーター（資料 4.2.33）により REST で行われる。

初回検索時にキーワード、検索対象、絞り込み、重み付けのリクエストパラメーターを付け Web API へ

要求を行う。 
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■リクエストパラメーター 
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名前 パラメーター名 データ

型 

入力値 備考 

キーワード q Text 徳川 etc.. ユーザーの任意入力 

雑誌名 target_art_magazine Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

コンテンツ管

理コード 

target_art_c_code Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

特集名 target_art_tokushu Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

記事名 target_art_kiji Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

タイトル target_art_title Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

サブタイトル target_art_subtitle Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

リード target_art_lead Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

大見出し target_art_omidashi Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

見出し target_art_midashi Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

本文 target_art_honmon Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

キャプション target_art_caption Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

クレジット target_art_credit Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

その他 target_art_etc Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

出版社 target_mag_publisher_name Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

抽出キーワー

ド 

target_ind_abstract_words Boolean 0,1 0 .. 非対象, 1 .. 対象 

雑誌名 重み付

け 

boost_art_magazine Decimal 0.0 〜 10.0   

コンテンツ管

理コード 重み

付け 

boost_art_c_code Decimal 0.0 〜 10.0   

特集名 重み付

け 

boost_art_tokushu Decimal 0.0 〜 10   

記事名 重み付

け 

boost_art_kiji Decimal 0.0 〜 10   

タイトル 重み

付け 

boost_art_title Decimal 0.0 〜 10   

サブタイトル 

重み付け 

boost_art_subtitle Decimal 0.0 〜 10   

リード 重み付

け 

boost_art_lead Decimal 0.0 〜 10   

大見出し 重み

付け 

boost_art_omidashi Decimal 0.0 〜 10   

見出し 重み付

け 

boost_art_midashi Decimal 0.0 〜 10   

本文 重み付け boost_art_honmon Decimal 0.0 〜 10   

キャプション 

重み付け 

boost_art_caption Decimal 0.0 〜 10   

クレジット 重

み付け 

boost_art_credit Decimal 0.0 〜 10   
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その他 重み付

け 

boost_art_etc Decimal 0.0 〜 10   

出版社 重み付

け 

boost_mag_publisher_name Decimal 0.0 〜 10   

抽出キーワー

ド 重み付け 

boost_ind_abstract_words Decimal 0.0 〜 10   

並べ替え sort Text -score, -

mag_publish_date 

“-” .. 降順, “” .. 昇

順  

目次情報 selected_facets Text ind_abstract_words:

日本 

複数指定可 

カテゴリ selected_facets Text ind_category:その他

一般ワード 

複数指定可 

出版社 selected_facets Text mag_publisher_name:

出版社名 

複数指定可 

資料4.2.33 検索機能リクエストパラメーター 

入力パラメーターの内、テキスト情報についてはUTF-8エンコードを行うこと。 
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■レスポンスフィールド 

名前 パラメータ名 値 

対象件数（ヘッダー） numFound 125 

<doc> 子セット開始   

スコア score 1.0 

電子出版コンテンツ流通管

理コード 

art_c_code 404a0001006201101241 

キャプション art_caption 方広寺鐘銘 

クレジット art_credit 作家 山名美和子 やまな・みわこ 

その他 art_etc 特別読み物 

本文 art_honmon 慶長十九年（一六一四）十月一日、 

記事名 art_kiji 大坂の陣 女たちの戦い 

リード art_lead 姉妹で敵味方に分かれてしまった淀殿とお江

雑誌名 art_magazine 歴史読本 

見出し art_midashi 方広寺鐘銘事件 

タイトル art_title 大坂の陣 女たちの戦い 

特集名 art_tokushu 徳川幕府誕生 

抽出キーワード ind_abstract_words <str>徳川家康</str> 

カテゴリ ind_category <str>日本史</str> 

発行年月 mag_publish_date 2011-01-24T00:00:00Z 

出版社名 mag_publisher_name 新人物往来社 

</doc> 子セット終了   

資料4.2.34 検索機能レスポンスフィールド 

①キーワード検索機能 

リクエストパラメーターのキーワードに検索したいワードを入れて Web API へリクエストすることで

検索にヒットした記事情報をレスポンスフィールドの書式により回答される。キーワードを複数入力する

場合は、半角スペースもしくは全角スペースを挿入する。最大 10ワードまで対応している。 

 

②検索対象機能 

キーワード検索として設定したワードの検索対象項目を指定することができる。パラメーター名が

“target_”で始まるパラメーターを 0で検索非対象となり、1とした場合は検索対象となる。 

 

③重み付け機能 

検索結果の表示順序は、検索エンジンのパッケージが持つスコアリングロジックにしたがって順位が

決定される。機能概要で重み付けについて上述しているが、検索利用者により個々に求めている情報が異

なるため恣意的にこの検索順位を制御したいケースで重み付け機能を利用することができる。 

“boost_”で始まるパラメーター名を 0 から 10 まで変更することで検索対象ごとにスコアリングを高

めたり低めたりするこることができる。 

 221

 



 第 4 章 電子出版インデックス情報データベース 

 222 

④絞り込み機能 

初回検索時もしくは、検索結果に絞り込みのパラメーターを追加することで検索結果の対象件数を絞り

込むことができる。例えば、キーワード「ABC」で検索した結果が 1000 件あった場合にインデックス情

報・カテゴリ・出版社（者）の絞り込み候補を元に絞り込みたい条件をパラメーターに追加することで

1000 件以下のより目的の検索結果を導くことができる。パラメーター名が“selected_”で始まるパラ

メーターが絞り込みの対象となる。 

 

⑤並び替え機能 

初回検索時もしくは、検索結果に絞り込みのパラメーターを追加することで検索結果の表示順序の変

更を行うことができる。デフォルトはマッチ度で高い順となっている。パラメーター名は“sort”となる。

-score がマッチ度順、mag_publish_date が出版年月順となる。また、降順・昇順についてもパラメーター

により変更を行うことができる。 

 

これらリクエストパラメーターは、初回検索時ならびに初回検索後にパラメーターを追加することで追

加検索を行える。 

 

 5） コンテンツダウンロード機能 

コンテンツのダウンロードを行う際に Web API へ要求するリクエストパラメーター（資料 4.2.35）に

より対象の記事データが http stream にて送信される。電子出版コンテンツ流通管理コードによりコンテ

ンツ配信の有効性を確認するための補助的機能である。リクエストパラメーターとレスポンスは下記の通

りとなる。 

 

■リクエストパラメーター 

 
名前 パラメータ名 データ型 入力値例 備考 

コンテンツ管理

コード 

document_id String 404a0001029401101241   

ユーザーID user_id String test ログインユーザー

ID 

資料4.2.35 コンテンツダウンロードリクエストパラメーター 

■レスポンスフィールド 

リクエストパラメーターの要求に応じて、記事データのファイルを http stream により要求元へ送信が

行われる。 

 

実証実験においては、各APIについてエラー制御・補正については考慮しない。 

 



5.1 目的 

 

第5章  

実証実験及び実証分析 

5.1 目的 

第３章の電子出版コンテンツ流通管理コード案により電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を付与

し、マイクロコンテンツ単位の閲覧性の確認および、第 4 章の電子出版インデックス情報データベース

コンセプトガイドラインにより生成されたインデックス情報データベースに対して検索を行うことで、イ

ンデックス情報データベースの必要性を確認することを実証実験及び実証分析の目的とする。 

5.2 実験概要 

5.2.1 実証実験概要 

（1） 目的 

本実証実験では、電子出版物のコンテンツデータそのものをはじめ、様々なメタ情報（書誌情報など）

やインデックス情報データベース（電子出版の目次情報をはじめ、記事タイトル情報、カテゴリ情報、記

事コンテンツの中から抽出したキーワード情報、記事に含まれないが関連するワードを生成した情報な

ど）の全文検索及び全文検索とは異なる新たな意味検索などと掛け合わせた検索を行い、本文到達性の向

上などインデックス情報データベースの有効性を検証することを目的とした。 

（2） 実施期間 

実証実験は、「parara PRO 目次情報などデータベース実証実験」サイトを開設して 2011 年 2 月 7 日

から 2011年 3月 14日までを期間として行った。 

（3） 参加者数 

合計で 193 名にて検証を行った。さらに、一般モニター（読者）のグループインタビュー方式の調査

（24名）を追加して実施した。 
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（4） 誌面数 

インデックス情報データベースには、誌面数 38、記事数 345の記事データを元に生成を行っている。 

 
No. 出版社名 雑誌名 記事数

1 一個人 1

2 CIRCUS

3 Men's JOKER BLUE 1

4 アスキー・メディアワークス MacPeople 41

5 VOGUE NIPPON

6 GQ JAPAN

7 温泉ぴあ人気の湯宿首都圏版 1

8 東京新名所 1

9 アメ車マガジン

10 JELLY 4

11 レッツゴー4WD 1

12 マガジンハウス Hanako 35

13 毎日が発見 16

14 レタスクラブ 15

15 学研パブリッシング GetNavi 7

16 株式会社NHK出版 きょうの料理ビギナーズ 33

17 京都地図本 1

18 SAVVY 1

19 新手みやげを買いに【東京篇】 1

20 Meets Regional 1

21 Richer 1

22 Gainer 10

23 美STOTY 1

24 週刊女性 1

25 JUNON 1

26 ナチュリラ 1

27 ひとり暮らしをとことん楽しむ！ 12

28 LEON 1

29 集英社 éclat 36

30 新人物往来社 歴史読本 66

31 東京ニュース通信社 デジタルTVガイド 1

32 AUTOCAMPER 1

33 driver 2

34 SPA! 1

35 住まいの設計 1

36 暮しの手帖社 暮しの手帖 43

37 サンデー毎日 1

38 週刊エコノミスト 1
345

八重洲出版

扶桑社

毎日新聞社

角川マーケティング

株式会社京阪神エルマガジン社

光文社

主婦と生活社

KKベストセラーズ

コンデナスト・ジャパン

ぴあ

ぶんか社

1

1

1

1

 

資料5.2.1 データとして使用した誌面・記事 
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5.2 実験概要 

 

（5） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮） 

インデックス情報データベースに持つ記事や書誌情報などは、今回策定する電子出版物の流通管理にお

ける出版社（者）が付番する共通のユニークコードである 20 桁の「電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）」で関連付けられた形で利活用した。 

（6） Web APIの利用 

なお、本実証実験で使用する検索機能およびコンテンツダウンロード機能は、本来別途クラウドポータ

ルの利用者（出版社など）が API を介して利用することを想定しているため、視覚的な画面が存在しな

い。そのため、実証実験用にWeb APIを利用するサイトの構築している。 

5.2.2 実証実験システム構成 

（1） システム構成 

実証実験におけるシステム構成（資料 5.2.2）は以下のとおりとしている。最小限のサーバ台数ならび

にネットワーク環境としている。 

 

 

資料5.2.2 実証実験システム構成 

 1） インデックス情報データベースサーバ  兼 インデックス情報解析サーバ 

インデックス情報解析機能により生成されたデータならびに、コンテンツサーバ、検索サーバにおける

ログの保存が行われているデータベースサーバである。また、インデックス情報解析機能もこちらのサー

バで共有して行っている。インデックス情報解析は、コンテンツサーバを参照してコンテンツサーバ上の

記事情報を元に目次情報の解析を行いインデックス情報データベースに結果を出力している。 

 2） コンテンツサーバ 
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インデックス情報解析機能が、目次情報を解析するコンテンツならびに、Web API からのコンテンツ

ダウンロード要求に応じるAPIを実装している。 

 3） 検索サーバ 

第 4章に記載のある Web APIからの要求を受け付ける検索機能とその APIを実装している。インデッ

クス情報データベースから検索用のインデックスを生成するインデクサ、API から検索の要求を受け付け

るサーチャー、要求結果を整形するビジュアライザとパッケージにより構成されている。 

 4） Web サーバ 兼 Web API サーバ 

実証実験用の画面を構成するWebサーバ兼アプリケーションとWebサーバから要求を受け付けるWeb 

APIから構成される。 

 

今回、実証実験においては最小限のサーバ構成で実施を行ったため分散すべきサーバを共有している。

インデックス情報データベースサーバ・インデックス情報解析サーバ・コンテンツサーバは 1 台の仮想

サーバに集約している。また、Web サーバ・Web API サーバ・検索サーバにおいても 1 台の仮想サーバ

に集約している。 

（2） ハードウェア要件 

実証実験におけるハードウェア要件は以下のとおりである。 

 

・以下の仮想マシンが求める要件を満たせるハードウェア 

 1） インデックス情報解析サーバ 兼 データベースサーバ 兼 コンテンツサーバ 

項目 内容 

仮想 CPU 4 CPU（2.533GHz 以上、他バーチャルマシンと共有可） 

仮想メモリ 8G バイト 

仮想ディスク 128G バイト 

仮想ネットワーク（NIC） 2 ポート 

資料5.2.3 ハードウェア要件 

 2） Webサーバ 兼 Web APIサーバ 兼 検索サーバ 

項目 内容 

仮想CPU 4 CPU（2.533GHz以上、他バーチャルマシンと共有可） 

仮想メモリ 8Gバイト 

仮想ディスク 128Gバイト 

仮想ネットワーク（NIC） 2ポート 

資料5.2.4 ハードウェア要件 
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5.2 実験概要 

 

（3） オペレーティングシステム、ミドルウェア 

実証実験にて利用したオペレーティングシステム及びミドルウェア構成は下記のとおりである。 

 1） インデックス情報解析サーバ 兼 データベースサーバ 兼 コンテンツサーバ 

 

項目 内容 備考 

オペレーティング

システム 

Linux Kernel 2.6 系 （CentOS 5.5 

64ビット版） 

  

ミドルウェア 

Java Development Kit 6 update 5 Java開発キット プログラミングツール群 

MySQL 5.1.54 データベース 

Apache HTTP Server 2.2.17 Webサーバソフトウェア 

Python 2.5.2 Python プログラミング言語 

django 1.1.2 Python で実装された Web アプリケーションフレー

ムワーク 

WSGI （ Web Server Gateway 

Interface）  

インタフェースに準拠した Python のプログラムを

Apache HTTP Serverで動作させるためのモジュール

MySQL-Python 1.2.3  PythonからMySQLに接続するためのモジュール 

Apache Tomcat 6.0.14   

資料5.2.5 オペレーティングシステム、ミドルウェア構成 

 2） Webサーバ 兼 Web APIサーバ 兼 検索サーバ 

 
項目 内容 備考 

オペレーティングシステム 
Linux Kernel 2.6 系 （CentOS 5.5 64

ビット版） 

  

ミドルウェア 

Java Development Kit 6 update 5 Java 開発キット プログラミングツー

ル群 

Apache HTTP Server 2.2.17 Webサーバソフトウェア 

Python 2.5.2 Python プログラミング言語 

django 1.1.2 Python で実装された Web アプリケー

ションフレームワーク 

WSGI （ Web Server Gateway 

Interface）  

インタフェースに準拠した Python の

プログラムを Apache HTTP Server で

動作させるためのモジュール 

MySQL-Python 1.2.3  Python から MySQL に接続するための

モジュール 

資料5.2.6 オペレーティングシステム、ミドルウェア構成 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

（4） アプリケーション 

項目 メーカー 製品名 

検索エンジン 
株式会社ゼロスタートコミュニケー

ションズ 
ZERO-ZONE Search （ゼロゾン サーチ） 

言語解析エンジン 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会

社 コトロジ 

資料5.2.7 アプリケーション一覧 

（5） 配置図 

各仮想サーバ内のミドルウェアとアプリケーション配置を視覚的にマップ化したものを下記に示す。 

 

 

OSOS OSOS

JavaJava
Python
Python ApacheApache

TomcatTomcat

ApplicationsApplications ApplicationsApplications

標準言語解析標準言語解析

サーバサーバ

目次関連情報解析目次関連情報解析

サーバサーバ

JavaJava

Python
Python

 

資料5.2.8 標準言語解析サーバ、インデックス情報解析サーバ ミドルウェア配置構成 
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5.2 実験概要 

 

 

OSOS OSOS OSOS

ApacheApache

Python
Python

Java
Java

wsgiwsgi

djangodjango

ApplicationsApplications

ApacheApache

ApplicationsApplications

DBDBサーバサーバ アプリケーションアプリケーション
サーバサーバ

APIAPIサーバサーバ

MySQLMySQL

MySQLMySQL--PythonPython
Python
Python

Java
Java

wsgiwsgi

djangodjango

MySQLMySQL--PythonPython

 

資料5.2.9 データベースサーバ、アプリケーションサーバ、APIサーバ ミドルウェア配置構成 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

5.2.3 実証実験サイト（parara PRO） 

本実証実験では、実験に参加する関係者が利用可能なウェブサイト「parara PRO」を開設し実証実験期

間中に限りインターネット上に開放した。 

「parara PRO」で利用可能な機能（「検索条件の設定（キーワードの入力）、検索方法（全文検索、意

味検索）の指定、検索対象項目の指定と重み付け」「検索結果の一覧表示と検索結果の絞り込み」「検索

結果の詳細表示」）を使って様々な検証パターンの実験を行った。 

なお、第 4章により提供されている機能は、API形式となっているため画面が存在しない。実証実験を

行うために API を利用した実験サイト（画面）を構築した。実証実験のトップページは、以下のとおり

である。 

 

 

資料5.2.10 実証実験サイトトップページ 

実証実験トップページ（資料 5.2.10）は、ログイン画面である。実証実験の参加者に配布されたアカウ

ント情報によりログインを行い実証実験サイトにアクセスすることができる。 

本実験ではインデックス情報データベースによって付与されたデータを検索対象に含めた場合と含めな

い場合とを比較した実験を行うために検索フィルタを利用する。インデックス情報データベースに付与さ

れた情報のフィールド名を「抽出キーワード」と定義している。 

インデックス情報データベースコンセプトガイドラインにより、生成されたインデックス情報データ

ベースに対して検索インデックスを作成し、インデックス情報を含めないで検索した結果とインデックス

情報を含めて検索した結果を比較することで検証を行う。また、インデックス情報生成時にあわせて作成

されたシソーラス辞書の有効性の確認と検索機能にある絞り込み機能と重み付け機能による検索到達性に

ついても検索を行う。 
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5.2 実験概要 

 

検索エンジンによる検索では複数のデータがヒットする可能性がある。検索エンジンが持つスコアリン

グロジックに従って順位が決定され、より一致度の高いデータを上位に表示される。本実験では、記事検

索を行う対象のユーザーによって検索時に注力すべき検索対象（フィールド）が異なることを想定して重

み付け（本文の一致度をタイトルの一致度より優先するなど）を行える施策を組み込んでいる。 

検索結果の項目毎の重み付け設定は 0～10 まで設定できる。検索結果に対して項目毎につく表示順位

のスコアを設定した重み付けの値で掛け合わせる。値が高いほどマッチした箇所でのスコアが上がり上位

に表示されるようになる。 

 

検索機能は、インデックス情報データベースに対して全項目を検索対象にするだけでなく指定した項目

を検索対象にする機能を有する。また、検索結果に対して目次情報、カテゴリ、出版社の 3 項目を利用

した絞り込み機能ならびにマッチ度順、新しい順、古い順による並び替え機能を有する。キーワード、絞

り込み条件、並び替えについてはそれぞれをかけ合わせた検索を行うことができる。 

検索機能は、API による実装がなされているため画面がなくても検索のリクエスト要求に対して該当す

る記事情報をレスポンスすることができる。 

ダウンロード機能は、API に対して記事データの要求を行うことで当該の記事データの置いてあるサー

バから記事データを取り出しダウンロードする機能を有する。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

資料5.2.11 実証実験サイト検索トップページ 
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5.2 実験概要 

 

（1） キーワード検索 

 

 
資料5.2.12 キーワード入力フォーム 

フォームに検索を行ないたいキーワードを入力する。 

検索の実行は、フォーム右側の虫眼鏡ボタンを押すことで実行される。 

検索実行時、入力キーワードについてインデックス情報作成サーバによって作成された関連辞書の参照

を行う。参照により入力キーワードに関連するキーワードが存在する場合は、その関連キーワードも含め

て OR検索を実施する。例えば、「たまご」で検索をかけた場合に関連辞書に「卵」「えっぐ」が存在す

る場合はそのキーワードも検索対象としている。 

（2） 検索フィルタ（検索対象） 

 

 
資料5.2.13 検索フィルタ 

検索を行う際に、インデックス情報データベース内のどのフィールドを検索の対象とするかを指定でき

る。 

検索対象は、「抽出キーワード」「雑誌名」「コンテンツ管理コード」「特集名」「記事名」「タイト

ル」「サブタイトル」「リード」「大見出し」「見出し」「本文」「キャプション」「クレジット」「出

版社」「その他」を選択可能である。チェックボックを ON にした項目が検索キーワードの検索対象と

なる。 

※抽出キーワードは、インデックス情報解析機能によって本来記事にない単語を検索対象とする項目で

ある。 

検索を利用する対象者により検索対象とする項目が異なることや、より的確な記事の検索を実現するた

めに、検索対象を設定するフィルタ機能を有する。 
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 1） インデックス情報のフィールドと検索対象の関係 

検索フィルタ機能による検索対象とインデックス情報データベース項目（フィールド）との関係を以下

に示す。 

NO 項目名（和名） 項目名（英名） 検索対象項目 

01 レコードID rec_id   

02 書誌・出版社名 mag_publisher_name 出版社 

03 書誌・出版社名カナ mag_publisher_kana 出版社 

04 書誌・タイトル名 mag_title_name 雑誌名 

05 書誌・タイトル名カナ mag_title_kana 雑誌名 

06 書誌・巻数／号数 mag_volume   

07 書誌・底本雑誌コード mag_code   

08 書誌・底本発売日 mag_publish_date （並び替え・発売日順で使用） 

09 書誌・配信開始日 mag_webcast_date   

10 書誌・開き mag_orientation   

11 書誌・コンテンツ管理コード mag_c_code コンテンツ管理コード 

12 書誌・話名、記事名 mag_article_title 記事名 

13 記事・雑誌名 art_magazine 雑誌名 

14 記事・特集名 art_tokushu 特集名 

15 記事・記事名 art_kiji 記事名 

16 記事・タイトル art_title タイトル 

17 記事・サブタイトル art_subtitle サブタイトル 

18 記事・リード art_lead リード 

19 記事・大見出し art_omidashi 大見出し 

20 記事・見出し art_midashi 見出し 

21 記事・本文 art_honmon 本文 

22 記事・キャプション art_caption キャプション 

23 記事・クレジット art_credit クレジット 

24 記事・その他 art_etc その他 

25 目次・抽出ワード ind_abstract_words 抽出キーワード 

26 目次・カテゴリ1 ind_category_1 （絞り込み・カテゴリで使用） 

27 目次・カテゴリ2 ind_category_2 （絞り込み・カテゴリで使用） 

28 目次・カテゴリ3 ind_category_3 （絞り込み・カテゴリで使用） 

29 目次・カテゴリ占有率1 ind_category_1_score （絞り込み・カテゴリで使用） 

30 目次・カテゴリ占有率2 ind_category_2_score （絞り込み・カテゴリで使用） 

31 目次・カテゴリ占有率3 ind_category_3_score （絞り込み・カテゴリで使用） 

資料5.2.14 インデックス情報フィールド 

（3） 検索フィルタ（重み付け） 

 

資料5.2.15 検索フィルタ 
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5.2 実験概要 

 

重み付けは、検索結果の表示順序を決める優先順位を決める際の重要すべき項目をカスタマイズする機

能である。デフォルトは全項目一律 1 となっている。検索結果の項目毎の重み付け設定は 0 から 10 まで

設

りスコアの算出を行い各項目のスコアの掛け合わせを行いスコアの高い順で記事一覧を表

示

更することで特集名でマッチする記事のスコアが高くなり表示順位に影響を与える。 

定できる。 

検索結果の対象が複数ある場合のデフォルトの表示順序は、マッチ度順となり各項目と検索キーワード

のマッチ度によ

する。 

例えば、検索対象は全ての項目とするが重要する項目を特集名としたい場合は特集名の重み付けを 1

から 3に変

重み付けも検索対象同様に、検索を利用する対象者により検索結果で求めている記事への到達を上げる

ために重み付けを設定する機能を有する。 

設定を 0にした項目については当該項目のスコアが 0となりマッチ度順に反映されない。 

 

※表紙または記事データについては、©NHK出版 

資料5.2.16 検索結果ページ（1） 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

※表紙または記事データについは、©NHK出版 

資料5.2.17 検索結果ページ（2） 

記事単位で「サムネイル画像」「雑誌名」「特集名」「記事名」「コンテンツ管理コード」「スコア」

と「詳細ボタン」が表示される。 

「サムネイル画像」もしくは「詳細ボタン」をクリックすると記事詳細がライトボックスにて表示される。 

 

 
資料5.2.18 絞込み条件 

キーワードによって検索された結果に対してインデックス情報データベースがもつ「目次情報」「カテ

ゴリ」「出版社」での絞り込みを行うことができる。「目次情報」は、インデックス情報解析機能によっ

て抽出された単語に該当する。「カテゴリ」も同様にインデックス情報解析機能によって記事へ付与され

たカテゴリである。 

「出版社」は、記事データに元からある情報である。 

絞り込み条件の横に表示されている数字は、絞り込みを行った場合の対象件数である。 

絞り込みを行ないたい対象リンクをクリックすることで検索対象が絞られ検索結果一覧の表示結果が変

わる。 
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5.2 実験概要 

 

絞り込み条件は、「目次情報」「カテゴリ」「出版社」で複数の掛けあわせが可能である。 

 

※表紙または記事データについは、©学研パブリッシング 

資料5.2.19 詳細ページ 

対象記事の詳細項目を表示される。 

表示される項目は「サムネイル画像」「雑誌名」「発売年月」「特集名」「記事名」「タイトル」「サ

ブタイトル」「リード」「大見出し」「見出し」「キャプション」「クレジット」「本文」「コンテンツ

管理コード」「抽出キーワード」「ダウンロードボタン」である。 

「本文」については、全文の表示は行わず一定の文字数のみ表示とする。 

「抽出キーワード」についても、上位 5件までの表示とする。 

 

資料5.2.20 ダウンロードボタン 

「ダウンロードボタン」を押すことで対象の記事データPDFのダウンロードが開始される。 

※実証実験においては記事データの権利処理の都合によりダウンロードを無効としている。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

5.2.4 検証パターン 

（1） テストケース1 インデックス情報有効性の確認 

検索キーワード「○○○○○」にてインデックス情報（抽出キーワード）を含めない検索と含める検索

を行い検索結果の比較を行う。比較によってインデックス情報を含めない場合は目的のコンテンツが見つ

からず、含めた場合は見つかることを実証する。 

パターン 1 検索キーワード「胡椒」 

パターン 2 検索キーワード「軽食」 

パターン 3 検索キーワード「西洋音楽」 

 

 
資料5.2.21 キーワード入力画面（抽出キーワードを含めた場合の例） 

 

 
資料5.2.22 キーワード入力画面（抽出キーワードを含めない場合の例） 

（2） テストケース2 インデックス情報生成時に作成された関連辞書有効性の確認 

検索キーワード「卵」にて検索を行った場合に、関連辞書により「卵」に関連するキーワード「たま

ご」や「エッグ」を含めて検索が実施されることで本来「卵」のみでは検索に引っかからない記事が引っ

かかることで検索到達性が向上するかを検証する。 
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5.2 実験概要 

 

 

資料5.2.23 キーワード入力画面 

（3） テストケース3 インデックス情報と絞り込み機能を利用した場合の有効性の確認 

検索キーワード「ファッション」にてインデックス情報（抽出キーワード）を含めた検索を行いその検

索結果に対して表示される絞り込み項目「目次情報」「カテゴリ」の内、「カテゴリ」による絞り込みを

行うことで探している記事の絞り込みが行われ上位に表示されることで到達性が上がることを検証する。

本来、記事情報にはカテゴリ情報が存在せず今回のインデックス情報の生成により記事に対して付与され

たカテゴリが有効であることを確認するのが目的である。 

検索キーワード「ファッション」の検索結果から目次情報「バッグ」で絞り込みを行い、さらにカテゴ

リ「高級ファッションブランド」で絞り込みを行う。 

 

資料5.2.24 キーワード入力画面 
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資料5.2.25 目次情報絞り込み 

 

 

資料5.2.26 カテゴリ絞り込み画面 

（4） テストケース4 インデックス情報と重み付け機能を利用した場合の有効性の確認 

検索キーワード「パン」にてインデックス情報（抽出キーワード）を含めてかつ「特集名」と「記事

名」の重み付けを 1 とした場合と 10 とした場合での検索結果の表示順序の違いを検証する。検証により

重み付けを 10 とした場合に「特集名」と「記事名」が検索キーワードとマッチしているケースが上位に

表示されていることを確認する。 
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5.2 実験概要 

 

 
資料5.2.27 特集名、記事名の重み付けを1とした場合の設定 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

資料5.2.28 特集名、記事名の重み付けを10とした場合の設定 

5.3 実験結果 

5.3.1 電子出版流通管理コードの表示性 

記事・目次単位の相互閲覧性を検証するために「第 II 期実証実験サイト「parara(β)」サイトにおける

閲覧性を検証した。 

検証方法としては、以下の構成で実証実験を行った。 

① 記事・目次単位における表示閲覧性について検証 

② 1誌における記事・目次単位の表示閲覧性について検証 

③ “まとめ読み”機能による相互閲覧性の向上について検証 
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5.3 実験結果 

 

（1） 記事・目次単位における表示閲覧性について検証 

記事・目次単位によるタイトルビューのような機能の場合、記事タイトルが入り混じって表現されるた

め、従来の雑誌というパッケージ性はなく、記事タイトルでのみ内容を表現することになることが分かる。

よって、記事タイトルの表示に対して文字色や文字サイズなどの工夫を加えることにより、今までとは異

なった記事・目次単位による新たな表現が可能になることが考えられる。また、記事・目次単位で他の情

報との連携を行うことにより、新たなサービスへの展開も期待できる。例えば、記事・目次単位の購読傾

向と連携を行うことにより記事クリックランキングなどの購読傾向を読者へ表現することも可能になると

考えられる。 

 

 

※表紙または記事データについは、©マガジンハウス、©光文社、©角川マーケティング、©主婦と

生活社、©集英社、©アスキーメディアワークス 

資料5.3.1 記事・目次単位の閲覧状況 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

（2） 1誌における記事・目次単位の表示閲覧性について検証 

１誌における記事・目次単位の表示については、紙媒体では表現が出来なかった１画面に対して誌面全

体のイメージを表現できている点が分かる。目的の記事を探す際に記事タイトルだけではなく、記事表紙

のような記事イメージに対して探すことが可能となり、記事自体の表現方法に新たな可能性を加えるもの

になると期待できる。 

 

 

※表紙または記事データについは、©新人物往来社、©アスキーメディアワークス 

資料5.3.2 １誌にみる記事・目次単位の表示閲覧について 
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5.3 実験結果 

 

（3） “まとめ読み”機能による相互閲覧性の向上について検証 

“まとめ読み”機能により、再度読み直したくなりそうな記事を選択し“読み直したい記事集”として

まとめてみた。すると紙媒体では、読み直したくなった際は付箋や雑誌名を頼りに該当の記事を探してい

たのが、“読み直したい記事集”を閲覧することで、とてもスムーズに目的の記事へ到達することが可能

となった。紙媒体では出来なかった物理的な制約を越え、新たなパッケージ性を創出できる可能性が示唆

されたとも言える。このことから、記事・目次単位のバインダーのような機能により、相互閲覧性が向上

されると考えられ、また、リ・パッケージによる新たなパッケージ性の創出が期待できると考えられる。 

 

 

※表紙または記事データについは、©新人物往来社 

資料5.3.3 “まとめ読み“機能による閲覧性 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

5.3.2 電子出版インデックス情報検索の有効性 

記事・目次単位の流通に際して懸念される検索到達性についてインデックス情報検索を行うことによる

検索到達性の向上を検証した。インデックス情報データベースコンセプトガイドラインにより、生成され

たインデックス情報データベースに対して検索インデックスを作成し、インデックス情報を含めないで検

索した結果とインデックス情報を含めて検索した結果を比較することで検証を行った。また、インデック

ス情報生成時にあわせて作成された同義語辞書の有効性の確認と検索機能にある絞り込み機能と重み付け

機能による検索到達性についても検証を行った。絞り込み機能では、インデックス情報生成時に記事・目

次単位の情報に対して自動的にカテゴリを付与しており、このカテゴリによる絞り込みもインデックス情

報の有効性があるかについても検証を行った。 

（1） テストケース1 インデックス情報有効性の確認 

 1） パターン1 検索キーワード「胡椒」 

 

※表紙または記事データについは、©NHK出版、©角川マーケティング 

資料5.3.4 抽出キーワードを検索対象としない場合 
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5.3 実験結果 

 

 

 

※表紙または記事データについは、©NHK出版、©角川マーケティング 

資料5.3.5 抽出キーワードを検索対象とした場合 

抽出キーワードを検索対象としない場合に 10 件の記事が対象となりました。抽出キーワードを検索対

象とした場合（資料 5.3.5）は 14 件の記事が対象となった。結果、インデックス情報を含めた場合と含め

ない場合で 4 件の差が生じた。差分の 4 件は、インデックス情報生成時により付与された情報に「胡

椒」があるため対象となった。本来であれば、見つけることが出来なかった記事へ到達することを確認し

た。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

※表紙または記事データについは、©集英社 

資料5.3.6 インデックス情報を含めたことで検索対象となった記事の一例 

 2） パターン2 検索キーワード「軽食」 

抽出キーワードを検索対象としない場合に 8 件の記事が対象となった。抽出キーワードを検索対象と

した場合は 13 件の記事が対象となった。結果、インデックス情報を含めた場合と含めない場合で 5 件の

差が生じた。差分の 5 件は、インデックス情報生成時により付与された情報に「軽食」があるため対象

となった。 

 

 

※表紙または記事データについは、©NHK出版 

資料5.3.7 インデックス情報を含めたことで検索対象となった記事の一例 
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5.3 実験結果 

 

 3） パターン3 検索キーワード「西洋音楽」 

抽出キーワードを検索対象としない場合に 0 件の記事が対象となった。抽出キーワードを検索対象と

した場合は 1 件の記事が対象となった。結果、インデックス情報を含めた場合と含めない場合で 1 件の

差が生じた。差分の 1 件は、インデックス情報生成時により付与された情報に「西洋音楽」があるため

対象となった。本来であれば、見つけることが出来なかった記事へ到達することを確認した。「西洋音

楽」は、記事データに存在しているデータが 0 件であるため抽出キーワードを含まない場合は対象記事

が見つからないが、抽出キーワードを含むことで対象となった貴重な 1件と捉えることが確認できた。 

 

これら 3 パターンの検証により、インデックス情報（抽出キーワード）の有用性を確認することがで

きた。ただし、抽出キーワードによって対象となった検索結果について検索要求元が望んだ検索結果が含

まれているかに関しては抽出キーワードの解析精度に依存する点となる。たとえば、「軽食」で検索した

場合に雑誌名「住まいの設計」が検索対象となるがこの記事情報からなぜ「軽食」が抽出キーワードとな

り検索対象となっていることから、解析精度やなぜその意味付けがされたのかということについて追求・

改善の余地があると考える。 

（2） テストケース2 インデックス情報生成時に作成された関連辞書有効性の確認 

 

※表紙または記事データについは、©NHK出版 

資料5.3.8 検索キーワード「卵」にて検索 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

検索キーワード「卵」にて検索を行った場合、関連辞書より「たまご」と「エッグ」を参照して検索対

象として検索の実施が行われる。本来であれば、44 記事が「卵」で記述されているが、これ以外に「た

まご」と「エッグ」で記述されている 19 記事が追加で検索対象となり合計 63 記事（資料 5.3.8）が検索

結果となった。これにより、インデックス情報生成時に作成された関連辞書の有効性を確認した。 

（3） テストケース3 インデックス情報と絞り込み機能を利用した場合の有効性の確認 

検索キーワード「ファッション」にてインデックス情報（抽出キーワード）を含めた検索を実施、対象

となる記事は 45件であった。 

 

 

 

※表紙または記事データについは、©光文社、©集英社 

資料5.3.9 キーワード「ファッション」での検索結果画面 

検索キーワード「ファッション」の検索結果から目次情報「バッグ」で絞り込み（資料 5.3.10）を行う

と、対象となる記事が 30件に絞りこまれる。 
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5.3 実験結果 

 

※表紙または記事データについは、©光文社、©集英社 

資料5.3.10 目次情報「バッグ」で絞り込みを行った検索結果画面 

さらにカテゴリ「高級ファッションブランド」で絞り込みを行うと、対象となる記事が 2 件に絞りこ

まれる。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

※表紙または記事データについは、©集英社、©コンデナストジャパン 

資料5.3.11 目次情報「高級ファッションブランド」で絞り込みを行った検索結果画面 

目次情報を解析した結果作成された目次情報（抽出キーワード）とカテゴリにより、ファッションを元

にバッグに関する対象記事をより的確に絞り込みを行い検索到達性が高く有効であることを確認した。 

 

実証実験においては、絞り込み条件は対象件数の多い上位 10 件を表示しているため絞り込みを行って

も比較的対象件数が多く絞り込みが行われてしまう課題がある。検索を利用する利用者によっては希少

ワードから絞り込みを行いたいことも考えられるため絞り込みの表示件数を増やしたり、対象件数が少な

い順から上位のものを表示するなど改善検討の余地がある。 

また、インデックス情報解析において自動的に生成されるカテゴリについては今回利用したインデック

ス情報解析機能が持っている一般的なカテゴリ情報を利用しているため今回実証実験に利用した雑誌向け

のカテゴリではないため必ずしも適切なカテゴリに振り分けられていない印象を受けた。これらは、実運

用を行う場合においては雑誌に適合したカテゴリの見直しが必要であると考える。 

（4） テストケース4 インデックス情報と重み付け機能を利用した場合の有効性の確認 

検索キーワード「パン」にてインデックス情報（抽出キーワード）を含めてかつ「特集名」と「記事

名」の重み付けを 1 とした場合と 10 とした場合での検索結果の表示順序の違いを検証する。検証により
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5.3 実験結果 

 

重み付けを 10 とした場合に「特集名」と「記事名」が検索キーワードとマッチしているケースが上位に

表示されていることを確認した。 

 

検索キーワード「パン」、「特集名」と「記事名」の重み付けを 1 として検索を実施、検索結果は 143

件、検索順序は 「特集名」と「記事名」だけでなく他の検索対象項目すべて重み付けを 1 としているた

め「特集名」と「記事名」にキーワード「パン」を含まないものも表示順序としては上位に表示されてい

ることが分かる。 

 

※表紙または記事データについは、©コンデナストジャパン、©暮しの手帖社、©NHK出版 

資料5.3.12 検索キーワード「パン」、「特集名」と「記事名」の重み付けを1とした場合の検索結果画面 

検索キーワード「パン」、「特集名」と「記事名」の重み付けを 10 として検索を実施、検索結果は

143 件、検索順序は 「特集名」と「記事名」の重み付けを 10 としているため「特集名」と「記事名」に

キーワード「パン」を含むものが表示順序としては上位に表示されていることが分かる。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

 

 

 
※表紙または記事データについは、©NHK出版、©主婦と生活社 

資料5.3.13 検索キーワード「パン」、「特集名」と「記事名」の重み付けを1とした場合の検索結果画面 

これによりキーワード「パン」を特集名、記事名に含むものが上位に表示され重み付けの有効性を確認

した。 

 

インデックス情報データベースの検証を上述のテストケースにて行い、その有効性と課題について実験

結果に記述を報告とする。 
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5.4 実証実験の評価分析 

 

5.4 実証実験の評価分析 

5.4.1 実装実験の評価分析まとめ 

5.4.2 に挙げた「読者による評価」及び5.4.3に挙げた「出版社による評価」を通して以下にそれぞれの

分析をまとめる。 

（1） 読者による評価の分析 

「5.4.2読者による評価」より、記事・目次単位の販売ニーズは非常に高いことがうかがえる。また、

出版社の複合体によるサービス提供に対する期待感も高く、情報性（→情報の幅が広がる、ランキングの

有用性が高まる）や提供内容（→コラボ企画）、優待サービス（→ポイント、特典）、出版社と読者の距

離感などに対する期待感が感じられる。これらの意見は、出版社の共同体によるビジネスモデルの検討材

料として有効となる可能性が高い。 

機能的な側面としては、“まとめ読み”機能のような記事・目次単位のマイクロコンテンツをまとめる

機能が求められる傾向が見られる。これは、記事・目次単位の欲しい記事のみ購入したいというニーズか

ら派生した要望であると考えられる。また、検索サービスに対しては意味検索のような検索結果に対する

選択肢の拡がるサービスへの期待感が見られた。 

（2） 出版社による評価の分析 

5.4.3 出版社による評価より、意味検索サービスに対する興味や期待は高いことが伺える。読者ニーズ

にもあるが、記事・目次単位における高度な検索手法に対するニーズの高さは共通するものであり、進む

べき方向性としては誤っていないことが分かる。しかし、アンケート集計結果からは、同時に本実証実験

システムにおける課題点が浮き彫りとなっている。ユーザビリティへの指摘が見られ、意味検索サービス

を万人が実感できる画面インタフェースに成長させる創意工夫がもう少し必要なことが分かる。 

（3） 課題／考察 

意味検索サービスに対する興味や期待は、読者や出版社に共通で見られるニーズであることが分かる。

しかし、特に以下の点においては、今後の検討の際に十分な検討が必要と言える。 

①意味検索を十分に活かしたユーザビリティ 

②意味解析により生成された情報する精度。 

（あらゆる記事バリエーションも考慮したある一定精度の解析結果を保てる工夫） 

③多様なジャンルのサンプルデータによる精度検証 

④インデックス情報を利用した新サービスへの展開など実活用に近い形による検証 

上記などの課題解決により、期待に応えうるサービス展開が期待できると考えられる。 
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 第 5 章 実証実験及び実証分析 

5.4.2 読者による評価 

（1） 調査概要 

 1） 調査目的 

記事・目次単位のマイクロコンテンツに対するコンテンツ購入の可能性や電子デバイスによる記事・目

次単位の閲覧について、ユーザの意識調査をグループインタビュー形式により検証を行った。 

 2） 調査対象者 

関東地区１都３県在住の 18〜69歳男女 24名 

・グループ① デジタル機器所有者／主婦・学生 中心  ６名 

・グループ② デジタル機器所有者／フルタイム勤務者 中心  ６名 

・グループ③ デジタル機器非所有者／主婦・学生 中心  ６名 

・グループ④ デジタル機器非所有者／フルタイム勤務者 中心  ６名 

 3） 調査方法 

グループインタビュー形式 

 4） 調査期間 

2011年 2月 14日～2月 15日 

（2） 雑誌コンテンツの記事別販売に対するユーザー評価 

記事別販売に対するニーズや所感に対するヒアリング調査をインタビュー形式で実施した。 

 1） 全体評価 

■ 記事単位での販売に対するニーズは高く、サービス評価への様々な効果が期待できる。 

・ サービスの利用意向喚起 

・ 紙の雑誌にはないサービスならでは特徴付け 

・ 雑誌の買いやすさ（必要な記事だけが買えるという満足感） 

・ 情報の選択肢が広がり 

・ 知りたい情報の見つけやすさ 

・ 保存しやすさ（かさばらない） 

■ 記事買いをすることで、“１冊の雑誌を隅から隅まで読む”という紙の雑誌の様な読み方（→接触

情報の広がり、あいまい読み）はできなくなるが、“複数誌から目的に合った記事を拾う”という

新たな読み方（→情報の深堀り、目的読み）への関心が高まっており、受容性の高さが窺えた。 

■ また、雑誌離れの層を中心に、記事買いによって、雑誌の閲読機会が増えるだろうという期待感が

示された。主なコメントは以下の通り。 
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5.4 実証実験の評価分析 

 

【参加者の主なコメント】 

＊ 記事買いをできるのがいいところなので、もしこれを使うのなら、本を１冊購入するのではな

くて、必要な記事だけを購入したい。それが一番のメリットである。〈６０代男性〉 

＊ 雑誌をほとんど買わない人や雑誌から離れている人にとって、記事買いがこのサービスの一番

の魅力になると思う。早く読んでみたいから、なるべく早めにこのサービスが市場に出ればい

いと思う。記事買いは面白そうだ。〈５０代男性〉 

＊ 記事読みが今後利用したいと思った一番の決め手になった。今までは狭い範囲でしか雑誌を読

んでいなかったが、いろいろと広い範囲で見られるようになりそうなので、非常に魅力的だな

と思った。〈２０代女性〉                 

                               など   

 

（3） 電子出版サービス全体に対するユーザー評価 

 1） 全体評価 

社団法人日本雑誌協会等の雑誌出版社の複合体によるサービスへの期待感はあり、“情報の広がり”や

“紙の雑誌にはないお得感”がイメージされていた。特にデジタル機器保有ユーザーを中心に、情報性

（情報の幅が広がる、ランキングの有用性が高まる）や提供内容（コラボ企画）、優待サービス（ポイン

ト、特典）、出版社と読者の距離感などに対する期待感が湧いていた。 

主なコメントは以下の通り。 

【参加者の主なコメント】 

＊ 複数社による提供だと、同じような内容でも別の情報を得られるし、競争も出てくるので良い。

〈４０代女性／有〉 

＊ 色んな会社の雑誌から、お勧めのものが出てくるのは魅力だし、色んなジャンルから選べると、

自分の選択肢も広がる。〈２０代女性／有〉 

＊ みんなが見ている情報の中で、重要なものが上がってくることになるので、気に留めやすくなる

し、市場のランキングとリンクしていくといい。〈２０代男性／有〉 

＊ ランキングを見ていたら、買うつもりじゃなかったメーカーに興味を持ったことがあるので、ラ

ンキングは結構面白いと思う。〈２０代女性／有〉 

＊ 雑誌購読者の意見が反映して、紙媒体の壁を越えたコラボレーションが生まれそうな気がする。

〈３０代男性／有〉 

＊ コラボは新鮮味があるから見てみたい。〈４０代女性／有〉 

＊ 出版社が直でやっていれば、こちらの声が出版社側にすぐ届きそうだが、中間に何か入るとそこ

で切られそう。〈３０代男性、５０代女性／有〉 

＊ ポイント制で色々なグッズがもらえると良い。〈６０代男性／有〉 

＊ ポイントをコンビニで使えるポイントカードに換えられたら、本を買ってもキャッシュバックさ

れる感覚になれる。〈５０代女性／有〉 
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＊ 図書カードをもらえたり、３つの記事が無料で買えるなどの特典があると良い。〈２０代女性／

有〉 

                                   など 

 

（4） “まとめヨミ”機能に対するユーザ評価 

 1） 全体評価 

例えば、20 代女性には、ファッション誌などをスクラップして保存している人がいる。そういう女性

達を中心に、どのグループでも“まとめヨミ”機能への関心は高く、自分のスクラップブックが簡単に作

れることと、保存した記事を見やすくなることが喚起要因になっている。また、“まとめヨミ”は、魅力

になる機能だと、高く評価している人もいた。さらに、記事を分類したい時に、保存したいキーワードで

タグ処理ができることにも興味が示された。 

【参加者の主なコメント】 

＊ まとめヨミ機能があれば、いつもファッション誌でやっている様に雑誌を切り取らなくていい。

〈２０代女性／有〉 

＊ 雑誌を見ていると、自分の中で分類しておきたいと思うことがあるので、必要な記事をぱっと出

せる“まとめヨミ”はすごく魅力を感じる。１年前の雑誌を取っておいても、必要な記事を探

すのはなかなか大変だから、こういう機能が使えるといい。まとめヨミの機能は parara の魅力

にすごくつながる。〈４０代男性／有〉 

＊ まとめヨミにすごく魅力を感じる。pararaの魅力になる。記事を買っても、ちゃんと保存ができ

なかったら嫌だなと思っていたので、この機能があればフォルダーで分けられるし、後でその

記事のどこに興味があって購入したのかが分かると、すごく見やすい。例えば、記事のタイト

ルに大きく「ジャケット」と書いてあればいいけど、そうじゃないと分からない記事もあるか

ら、フォルダー分けができると後から分かりやすくなる。〈２０代女性／有〉 

＊ 気に入ったものをまとめておけばいいから、マイページ機能はすごくいいと思う。本を読むこと

はいいけど、捨てるのが大変でついついたまってしまうので、この機能があれば見たいときに

いつでも見られる。〈５０代女性／有〉 

＊ 雑誌を１冊だけ見るよりも、同じような他の雑誌をどんどん見た方が比較することができるし、

読みたい記事だけをピックアップして編集できるのは便利だと思う。〈４０代男性／有〉 

＊ テーマを掘り下げられるから、短時間で集中してそのジャンルに没頭できる。〈４０代女性／

有〉 

                                   など 
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5.4.3 出版社による評価 

（1） 調査概要 

 1） 調査目的 

 コンテンツ流通管理コード（仮）案を付与したマイクロコンテンツに対して、データの閲覧及び、意味

情報検索をおこなう「目次関連データベース」（pararaPRO）を構築し、記事・目次のマイクロコンテ

ンツ単位での全文検索と、記事・目次単位の持つ特性を反映した検索性を評価・検証した。前述の実証実

験に社団法人日本雑誌協会加盟の出版社に参加を依頼し、その評価をウェブアンケートにて収集した。 

 2） 調査地域 

 日本全国 

 3） 調査対象誌 

 19社 38誌 

 4） 調査対象者 

出版社 

 5） 調査方法 

 インターネット調査 

 6） 調査期間 

2011年 2月 14日～2月 25日 

 7） 有効回収数 

 44サンプル 

 8） 調査項目 

 アンケートの調査項目の構成を以下に示す。設問内容の詳細については、巻末のアンケート調査票を参

照。 
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テーマ 設問 

全体評価 1「pararaPRO」のサービスに対する満足度・興味度 

2「pararaPRO」のサイトに対する期待感 

3「pararaPRO」のイメージ 

機能別評価 1「pararaPRO」で体験した検索方法 

2「意味検索」結果に対する満足度 

3「意味検索」結果に対する評価 

4「重み付け機能」による検索でよく利用した項目、使いづらい・不要だ

と思う項目 

5「絞り込み機能」使用有無・満足度 

6「記事詳細表示機能」使用有無・評価 

今後の行動変化・要望 1有料時の「記事検索・ダウンロードサービス」利用意向 

2「記事検索・ダウンロードサービス」への雑誌コンテンツ提供意向 

3一般読者の「記事検索・ダウンロードサービス」利用方法予測 

資料5.4.1 調査項目 

（2） 回答者の属性 

 回答者の属性は以下のとおりである。 

 1） 回答者の業種 

 全回答者が出版社である。 

 2） 回答者の性年齢構成 

 回答者の性別は、男性が 84.1％、女性が 15.9％である。また、平均年齢は 46.45歳となっている。 

男性29才以下

2.3％

男性30～39才

13.6％

男性40～49才

38.6％

男性50～59才

27.3％

男性60才以上

2.3％

女性29才以下

2.3％

女性30～39才

0.0％
女性40～49才

9.1％

女性50～59才

4.5％

女性60才以上

0.0％

 
資料5.4.2 回答者の性年齢構成 

（3） 全体評価 

 1） Q1.「pararaPRO」のサービスに対する満足度 

「pararaPRO」実証実験サイトを利用しての満足度は、「やや満足(50%)」に対して「やや不満＋不満
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(50%)」と評価が半々に分かれた。後述するが、他の設問では、「興味や期待はあるものの、改善の余地

がある」という傾向が出ており、その結果が現れていると考えられる。 

 

 

非常に満足

0.0％

やや満足

50.0％
やや不満

36.4％

不満

13.6％

 
資料5.4.3 「pararaPRO」のサービスに対する満足度 
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 2） Q2.「pararaPRO」のサービスに対する興味度 

一方、サービスに対する興味度は「やや興味を持った(71%)」など、興味を示す人が 8 割を超えた。意

味情報検索に対する期待の高さがうかがえる。 

非常に

興味を持った

11.4％

やや

興味を持った

70.5％

あまり興味を

持てなかった

15.9％

全く興味を

持てなかった

2.3％

 
資料5.4.4 「pararaPRO」のサービスに対する興味度 

 3） Q3.「pararaPRO」のサイトに対する期待感 

項目別に「pararaPRO」への期待感を確認したところ、「(非常に＋まあ)そう思う」という意見が最も

多かったのは「出版社から読者に向けてコンテンツを用いた新たなサービスを提供するのに役立ちそうだ

と感じた(75%)」である。 

次いで、「出版社の企画・編集業務に役立ちそうだと感じた(71%)」となっており、読者へ提供するコ

ンテンツの企画・サービス面への活用の可能性が高く評価された。 

「広告ビジネス」「電子出版制作」への活用を期待する意見は 57%である。 

一方、「このサイトのサービス自体が、一般読者にも広まりそうだと感じた」という人は 48%で、読

者が直接利用するサービスとしての有効性については評価が分かれた。 

 

N=44

思う計
思わな

い計

70.5 29.5

75.0 25.0

54.5 45.5

56.8 43.2

47.7 52.3
このサイトのサービス自体が、一般読者にも広まりそうだ

と感じた

出版社の企画・編集業務に役立ちそうだと感じた

出版社から読者に向けて、コンテンツを用いた新たなサー

ビスを提供するのに役立ちそうだと感じた

電子出版制作の際に利用できそうだと感じた

広告ビジネスなどのデジタルサービスにつながると感じた

非常にそう思う

11.4

4.5

6.8

2.3

2.3

まあそう思う

59.1

70.5

47.7

54.5

45.5

あまりそう思わない

27.3

20.5

40.9

38.6

43.2

全くそう思わない

2.3

4.5

4.5

4.5

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

資料5.4.5 「pararaPRO」のサイトに対する期待感 
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 4） Q4.「pararaPRO」のイメージ 

「pararaPRO」実証実験サイトのイメージは、「便利な(57%)」が最も高く、機能性が評価される一方

で、「使い勝手が悪い(48%)」とユーザビリティに関しては半数近い人が不満を感じていた。改良の余地

が残るものの、「pararaPRO」の利便性・有効性については評価されている。 

「斬新な」と感じた人は 18%、「あまりセンスがよくない」と思った人が 14%など、機能性以外の魅

力度はあまり高くなかった。 

11.4

18.2

56.8

11.4

2.3

47.7

13.6

4.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

クオリティが高い 斬新な 便利な 魅力のある センスの良い 使い勝手の悪い あまりセンスがよくない この中にはない

 

Ｎ＝44 

資料5.4.6 「pararaPRO」のイメージ 

（4） 機能別評価 

 1） Q5.「pararaPRO」で体験した検索方法、Q5SQ.「意味検索」結果に対する満足度 

アンケート回答者のうち、「意味検索」「全文検索」いずれも試した人は 73%である。 

従来とは異なる検索方法として提供された「意味検索」を試した人(アンケート回答者の 93%)に満足度

を聞いたところ、「やや満足(46%)」など満足と評価した人は半数を超えたものの、「やや不満(32%)」な

ど不満と感じた人も 4割以上みられ、更なる改善が望まれる結果となった。 
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非常に満足

9.8％

やや満足

46.3％

やや不満

31.7％

不満

12.2％

 

いずれの方法も

試した

72.7％

「意味検索」

のみ試した

20.5％

「全文検索」のみ

試した

6.8％

資料5.4.7 「pararaPRO」で体験した検索方法と「意味検索」結果に対する満足度 

 2） Q6-1.「意味検索」結果に対する評価 

「意味検索」を利用した人に評価を聞いたところ、「(非常に＋まあ)そう思う」という意見が最も多

かったのは「自分の意図した内容の記事を検索できた(68%)」である。 

「検索結果の質は十分だった」も約 6割を超え一定の評価を得ている。 

「全文検索と両方を利用すると便利だと感じた(63%)」と、併用することにより有効活用できそうと感

じている人が多いことがうかがえる。また、「全文検索とはちがい、便利だった(54%)」は、半数を超え

ており、意味検索による有用性については一定の評価を得ている。 

「新しい検索方法だと感じた」と、従来の検索方法とのちがいを認識した人は 7割近くみられた。 

 
n=41（意味検索利用者ベース）

思う計
思わな

い計

61.0 39.0

68.3 31.7

53.7 46.3

63.4 36.6

65.9 34.1新しい検索方法だと感じた

検索結果の質は十分だった

自分の意図した内容の記事を検索できた

全文検索とはちがい、便利だった

全文検索と両方を利用すると便利だと感じた

非常にそう思う

9.8

9.8

2.4

12.2

9.8

まあそう思う

51.2

58.5

51.2

51.2

56.1

あまりそう思わない

34.1

24.4

39.0

34.1

29.3

全くそう思わない

4.9

7.3

7.3

2.4

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

（意味検索使用者

ベース） 

Ｎ＝41 

Ｎ＝44 

資料5.4.8 「意味検索」結果に対する評価 
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 3） Q8.「重み付け機能」による検索でよく利用した項目 、使いづらい・不要だと思う項目 

「pararaPRO」の「重み付け機能」で記事・目次検索をする際によく利用した項目の上位は「特集名

(64%)」「記事名(57%)」「タイトル(50%)」「本文(46%)」といったコンテンツの主要部分である。「すべ

て検索」を利用した人も半数近くを占めた。 

一方、「よく利用した」という回答がみられなかった「コンテンツ管理コード」については、使いづら

い・不要だと思う人が 3割以上である。 

「キャプション(23%)」「クレジット(23%)」など、コンテンツ上の細かいパーツも有用性はやや低い。

使いづらい・不要な項目について「あてはまるものはない」という回答は 4割となっている。 

47.7

31.8

-

63.6

56.8

50.0

13.6
15.9

29.5

18.2

45.5

9.1

2.3

13.6

-

4.5
6.8

31.8

2.3

6.8

2.3

11.4

15.9

6.8 6.8

-

22.7 22.7

13.6

-

40.9

0%

20%

40%

60%

80%

す
べ
て
検
索

雑
誌
名

コ
ン
テ
ン
ツ

管
理
コ
ー
ド

特
集
名

記
事
名

タ
イ
ト
ル

サ
ブ
タ
イ
ト
ル

リ
ー
ド

大
見
出
し

見
出
し

本
文

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

ク
レ
ジ
ッ
ト

出
版
社

そ
の
他

あ
て
は
ま
る

も
の
は
な
い

よく利用した

使いづらい・不要

 
資料5.4.9 「重み付け機能」による検索でよく利用した項目 、使いづらい・不要だと思う項目 

 4） Q9.「絞り込み機能」使用有無、Q9SQ1.「絞り込み機能」に対する満足度 

「pararaPRO」で、検索結果の「絞り込み機能」を使った人は、アンケート回答者の約 4 割である。

なお、「絞り込み機能」に対する満足度は、回答数が少ないため、コメントは省略するがおおむね高評価

である。 

使った

38.6％

使っていない

61.4％

     

非常に満足

17.6％

やや満足

76.5％

やや不満

5.9％

不満

0.0％

 

Ｎ＝44 
（絞り込み機能使

用者ベース） 

Ｎ＝17 

Ｎ＝44 

資料5.4.10 「絞り込み機能」使用有無、Q9SQ1.「絞り込み機能」に対する満足度 
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 5） Q10.「記事詳細表示機能」使用有無、Q10SQ1.「記事詳細表示機能」に対する評価 

「pararaPRO」で、検索結果の「記事詳細表示機能」を使った人は、アンケート回答者の約 7 割であ

る。 

使用者の 6 割以上が「詳細情報としてまあ十分」と回答するなど、十分な情報であると評価した人が 7

割を超える。 

使った

70.5％

使っていない

29.5％

    

詳細情報として、

十分

9.7％

詳細情報として、

まあ十分

61.3％

詳細情報として、

やや不十分

19.4％

詳細情報として、

不十分

9.7％

 

資料5.4.11 「記事詳細表示機能」使用有無と「記事詳細表示機能」に対する評価 

（5） 今後の行動変化・要望 

 1） Q11.有料時の「記事検索・ダウンロードサービス」利用意向 

「pararaPRO」で検索した記事のダウンロードサービスが有料でおこなわれた場合、「やや利用した

い」と思う人が 5割を占めるなど、利用意向者が 55%いる一方、「あまり＋全く利用したくない」人も 4

割強みられ、実証実験サイトへの満足度と同様に回答がほぼ二分される結果となった。 

 

ぜひ利用したい

4.5％

やや利用したい

50.0％

あまり

利用したくない

34.1％

全く利用したくない

11.4％

 

Ｎ＝44 

（記事詳細表示機

能使用者ベース） 

Ｎ＝31 

Ｎ＝44 

資料5.4.12 有料時の「記事検索・ダウンロードサービス」利用意向 
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 2） Q12.「記事検索・ダウンロードサービス」への雑誌コンテンツ提供意向 

こうしたサービスへの雑誌コンテンツ提供については、「やや提供したい(62%)」が最も多く、「ぜひ

提供したい(16%)」と合わせて 8 割近い人（出版社）が提供意向を示しており、電子出版への対応には全

般に前向きであることがうかがえる。 

 

ぜひ提供したい

15.9％

やや提供したい

61.4％

あまり

提供したくない

20.5％

全く提供したくない

2.3％

 

Ｎ＝44 

資料5.4.13 「記事検索・ダウンロードサービス」への雑誌コンテンツ提供意向 

 3） Q14.一般読者の「記事検索・ダウンロードサービス」利用方法予測 

記事検索・ダウンロードサービスを一般読者に提供した場合の利用方法について聞いたところ、「(非

常に＋まあ)そう思う」という意見が最も多かったのは「ふだん読まないような雑誌のデジタル記事を購

入する(89%)」で、新たな雑誌との出会い創出を期待する声が多い。 

次いで「「どの雑誌か」ではなく「どういう内容の記事か」で選んでデジタル記事を購入する(84%)(内、

「非常にそう思う」の割合は約 3 割と最も高い）」となっており、前項と合わせ、雑誌の選び方に影響

を及ぼすと考える人が非常に多くなっている。また、記事・目次単位での記事配信への有効性が表れる結

果となっている。 

「移動中や外出先で「電子出版」を読むようになる(66%)」「外出するときに「電子出版」が読めるデ

バイスを持って行くようになる(64%)」など、自宅外での電子出版閲読シーンが増えると考える人も 6 割

を超える。 

「記事検索して読みたい記事が見つかったら、それが掲載されている本誌を購入する」というふうに、

本誌購入に誘導する検索サービスになると予測する人が半数近くみられる。一方、「新たに定期購読する

「電子雑誌」が増える(34%)」「デジタル版で買った記事の本誌も購入するようになる(25%)」「「紙の雑

誌」の購読も増える(21%)」など、雑誌購読量がプラスオンされるという意見はいずれも 2～3割にとどま

る。 
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資料5.4.14 一般読者の「記事検索・ダウンロードサービス」利用方法予測 

 



6.1 背景と課題 

 

第6章  

電子出版スマートクラウド 

6.1 背景と課題 

電子出版コンテンツが、マイクロコンテンツ単位での管理が可能となり、オープンな環境で自由闊達に

ビジネスが行われるようになることで、以下の様なメリットを生じることができると考えられる。 

 

・出版社（者）が個別の著作権処理及び管理に対応可能となり、多様なスタイルで、多くの電子出版コン

テンツを流通させることが可能となる。 

・多くの配信流通事業者が多様なスタイルで、コンテンツの流通販売が可能となる。 

・さらに、日本の出版コンテンツの世界発信を推進し、国際競争力を強化することが可能となる。 

 

以上のとおり、新しいビジネス及びサービスの創造が期待でき、電子出版市場の全体的な拡大につなが

ると考えている。 

しかし、現状はまだ限られた出版社（者）や配信流通事業者に限定されており、多くの電子出版ビジネ

スに参加できていない。この理由としては、次のような課題があげられる。 

 

・出版社（者）自身で配信プラットフォームを持ち直接読者に販売することが可能な出版社（者）は、柔

軟な電子配信ビジネスが可能であるが、自身で配信が難しい出版社（者）にとって、各配信流通事業者

の提供条件や販売条件に左右され、個々別毎の対応を余儀なくされ、制作工数の煩雑さやコスト高が発

生し、電子出版の発行数に限界が生じているため、多くの出版社（者）が参加できる共通のシステム環

境のしくみが必要となっている。 

・電子出版の制作のためには、著作権の処理・管理に、各出版社（者）が膨大な交渉や契約作業が必要と

なり容易に参入できず、将来的には、そのシステム的な管理のしくみが必要となる。 

 

これらの課題を解決するべく、電子出版コンテンツ流通管理コード(仮)の普及及びインデックス情報デ

ータベースを機能させ、電子出版コンテンツ流通の促進及び管理するためのオープン型電子出版環境のし

くみが求められている。 
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6.2 一般的なクラウドと政策連携について 

電子出版スマートクラウドのコンセプトを検討するにあたり、一般的なクラウドについて整理を行った。 

6.2.1 クラウドコンピューティングとは？ 

総務省の「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書（2010 年）によると、

クラウドコンピューティングとは以下のように解説されている。 

 
「ネットワークを通じて、情報処理サービスを、必要に応じて提供／利用する1」形の情報処理の仕組み

（アーキテクチャ）をいう。データ処理や保存を行う情報処理基盤の基幹部分が利用者が所有する端末から

切り離され、クラウドサービスを提供する事業者において集中管理されることにより、ハードウェアやソフ

トウェアの仮想化・規格化・共用化が進み、規模の経済が実現する。これにより、①利用者負担の軽減、②

IT資本の性能・効率の向上、③情報環境の多様化・偏在化・リアルタイム化、④大規模データの蓄積・共有

という４つの側面において、非連続的な進展が期待される。経済社会への影響（世の中を変える力）という

面では、「PC/Windows」、「商用internet/web」に次ぐ、情報通信技術の第三の変革（クラウドコンピューテ

ィング革命）が生起しつつある。  

利用者（ユーザ企業、消費者）側からみたクラウドコンピューティングとは、ネットワークから提供され

る情報処理“サービス”であり、ネットワークとの接続環境さえあれば、ネットワークの向こう側にある特

定のコンピュータや通信ネットワークなどの情報処理基盤を意識することなく、情報通信技術の便益やアプ

リケーションサービスを享受可能にするものである。具体的には、利用者側からみたクラウドコンピューテ

ィングは、  

・資本コストや運用・保守の負担なく、安価で高機能な情報処理能力が利用できる。 

・システム構築・開発期間が短縮され、需要変動を柔軟に吸収できる。 

・ネットワークを通じた協働、データ収集、実空間制御が容易になる。 

・端末側へのデータ複製・保存が必要となり、端末紛失等による情報漏洩のリスクを低減することが期待

できる 。 

・クラウド基盤側の冗長性によって、事業継続性が向上する。 

といった特徴のすべてあるいは一部を備える2。  

事業者（ベンダ企業）側からみたクラウドコンピューティングとは、利用者から隔離された環境で、仮想

化・並列分散処理、標準化・自動化といった技術を組み合わせて、機器／ソフトウェア／運用・保守を全体

最適化した情報処理基盤を構築し、安価で安定したサービスを提供する“ビジネス”である。具体的には、

事業者側からみたクラウドコンピューティングは、  

                                                        
 
 
1米国の国立標準技術研究所（NIST）も、ほぼ同様の作業用定義を採用する。“Cloud computing is a model for enabling 
convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, 
applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 
interaction.”, NIST Definition of Cloud Computing v15 
2 NISTは、1) On-demand self-service, 2) Broad network access, 3) Resource pooling, 4) Rapid elasticity, 5) Measured Service の5つ
を、クラウドコンピューティングの特徴として掲げている。 
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6.2 一般的なクラウドと政策連携について 

 

・仮想化・分散処理技術を活用することにより、多種多様な情報処理需要に対して、リソースを無駄にす

ることなく効率的に対応することができる。 

・アプリケーションを標準化して、既存ソフトウェア資源を有効活用できる。 

・サービス自動化や冗長性維持を通じて、運用・保守・更新を合理化できる。 

・他のクラウドサービスを事業者側で組み合わせ、安価で多様なサービスを提供できる。  

といった特徴のすべてあるいは一部を備える。 

出典：総務省「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書（2010年） 

資料6.2.1 クラウドコンピューティングとは何か 

以降、本報告書では、利用者側から見たクラウドコンピューティングと、事業者側から見たクラウドコ

ンピューティングを区別する場合は、それぞれ、“クラウドサービス”、“クラウドビジネス”と表記するこ

ととする。また、全体を示す場合には、これらを区別せずに“クラウドコンピューティング”と表記する。

また、クラウドサービスを利用する企業ユーザーや一般ユーザーを総称して、“クラウド利用者”と表記し、

クラウドサービスを提供する事業者を“クラウド事業者”と表記することとする。 

6.2.2 クラウドの定義 

一般的な“クラウド”に関する定義は、アメリカ国立標準技術研究所（NIST）から公開されているド

キュメントの定義から抜粋する。 

 

クラウドコンピューティングとは、複数の利用者により共有される設定・調整可能なコンピュータリソ

ース（ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービス等）プールに、オンデマンドで

ネットワークからアクセスが可能な、利便性のあるモデルのことである。5 つの基本的な特徴、3 つのサ

ービスモデル、4つの配備モデルから構成されている。 

（1） 基本的な特徴 

 1） オンデマンドのセルフサービス 

ユーザーはプロバイダと直接やりとりしなくても、必要なときに必要なだけのコンピューティング能力

を利用することができる。 

 2） ユビキタスなネットワークアクセス 

モバイル端末を含む様々なクライアントからサービスにアクセスすることができる。 

 3） ロケーションに依存しないリソースプール 

プロバイダのコンピューティングリソースはマルチテナントモデルで運用され、ユーザーはそれがどこ

にあるのか意識する必要がない。 

 4） 迅速な拡張性 

必要に応じて、コンピューティング能力のスケールアップやスケールダウンを迅速に処理できる。 
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 5） 従量制サービス 

クラウドシステムはサービスの種類や利用状況を自動的に監視・管理し、従量制で課金を行う。 

（2） サービスモデル 

 1） SaaS 

プロバイダが提供するクラウド基盤上のアプリケーションを利用する携帯のサービス。それらのアプリ

ケーションは様々なクライアントのデバイスから Web ブラウザなどのシンクライアントのインタフェー

スを介してアクセスされる。利用者は、ネットワーク・サーバ・OS・ストレージ、または個々のアプリ

ケーションを含めクラウド基盤の管理は行われない。但し、特定の利用者向けアプリケーションの設定を

除く。 

 2） PaaS 

プロバイダが提供するプログラム言語・ツールを用いてユーザー自身が開発・調達したアプリケーショ

ンをクラウド基盤上で動作させる形態のサービス。利用者は、ネットワーク・サーバ・OS、またはスト

レージを含めクラウド基盤の管理・制御は行わないが、導入したアプリケーションやアプリケーションの

動作環境構成は制御する。 

 3） IaaS 

利用者が OS やアプリケーションを含めた任意のソフトウェアの導入・運用を可能とする。処理能力・

ストレージ・ネットワーク、及び他の基本的なコンピューティングリソースを提供する形態のサービス。

利用者は基本的なクラウド基盤の管理は行わないが、OS・ストレージ・導入したアプリケーションや選

択されたネットワークコンポーネントも制限付きで制御する。 

（3） 配備モデル 

 1） プライベートクラウド 

１つの組織のために運用されるクラウド基盤。第三者によって運用される場合もあり、自社運用及び社

外運用がある。 

 2） コミュニティクラウド 

複数の組織によって共有されたクラウド基盤。共通の意識（ミッション、セキュリティ要件、ポリシー、

コンプライアンス要件等）を持つ特定のコミュニティを維持する。第三者によって運用される場合もあり、

自社運用及び社外運用がある。 

 3） パブリッククラウド 

一般公衆または大きな産業団体によって利用されるクラウド基盤。１つのクラウドサービス提供事業者

によって所有されている。 

 4） ハイブリッドクラウド 
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2 つ以上のクラウド（プライベート、コミュニティ、またはパブリック）からなるクラウド基盤。それ

らのクラウドは各特性を残しつつ、データやアプリケーションの移行を可能にする標準的または固有の技

術によって結び付けられている（クラウド間の負荷分散のためのクラウドバースト等）。 

6.2.3 政策との連携 

経済産業省の「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」の報告書によると、①市

場の健全な発展を通じたクラウド基盤の整備・充実、②データの外部保存・利活用を促す制度整備と社会

的コンセンサス形成、③クラウドを活用したビジネスの国際展開につながるイノベーション創出の後押し、

の三位一体の政策の必要性が提言されている。 

 

【基盤整備】クラウド基盤の整備・充実 

データセンタの国内立地を促進するため、地元自治体、電力会社、データセンタ事業者、IT 企業な

どのアライアンスを複数地域で構築し、市場においてクラウドサービスの多様な選択肢が充実するよ

う支援していきます。 

また、データセンタの環境性能を正確に測る省エネ指標（DPPE：Datacenter performance Per 

Energy）や、信頼性を高めるクラウド間連携のための手続きや信頼性指標について、世界に先駆けて

標準化を目指していきます。 

【制度整備】データの外部保存・利活用を促す制度整備 

データの外部保存やサービスの外部委託の障害となる諸規制の緩和、匿名化を中心としたプライバ

シーに配慮したデータ利活用・流通のルール整備、デジタル教科書など著作物の二次利用を可能とす

る制度整備などを推進していきます。 

【イノベーション創出】イノベーション創出の後押し 

大量の情報をリアルタイムに処理することで新たなサービスが喚起されるような分野について、世

界を先導するビジネスプラットフォームの構築・実証事業を推進することで、クラウドサービスを通

じた国際展開を図っていきます。 

出典：総務省 「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書（2010年） 

資料6.2.2 クラウドコンピューティングにおける三位一体の政策 

電子出版スマートクラウドについても、これらの提言による標準化へ沿って行くことを想定している。

特に、電子出版スマートクラウドにおいては、②のデータの外部保存・利活用を促進する整備が重要にな

ってくると考えている。出版物をデータセンタのクラウドサーバ上への外部保存が行われることになり、

プライバシーに配慮したデータ利活用・流通の制度整備やデータの越境移動や著作権さらには、配信に関
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する制度整備の推進が重要になる。 

6.2.4 クラウドサービスの普及に向けた基本的な考え方と戦略 

 

出典：総務省「“スマート・クラウド戦略”の最新動向」（2011年） 

資料6.2.3 クラウドサービスの普及に向けた基本的な考え方 
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6.2 一般的なクラウドと政策連携について 

 

出典：総務省「“スマート・クラウド戦略”の最新動向」（2011年） 

資料6.2.4 スマートクラウド戦略① 

出典：総務省「“スマート・クラウド戦略”の最新動向」（2011年） 

資料6.2.5 スマートクラウド戦略② 
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出典：総務省「“スマート・クラウド戦略”の最新動向」（2011年） 

資料6.2.6 「スマートクラウド戦略」の一体的推進 

6.3 電子出版スマートクラウド・コンセプトガイドライン 

6.3.1 目的・位置づけ 

今後の電子出版のオープン型電子出版環境を実現するためのしくみとして、「電子出版スマートクラウ

ド」の基本的なコンセプトやシステム要件等の指針を示すことを目的としている。 

出版社（者）や関連通事業者において、このスマートクラウドでの留意点を示すと共に、構築により可

能となる多様な電子出版関連ビジネスの参考例を示している。 

6.3.2 電子出版スマートクラウドのコンセプト要件 

（1） 目指すべきビジネスモデル 

電子出版のビジネスモデルとしては、次のように考えられる。 

①特定の企業による独占ビジネス基盤ではなく、関連企業の事業提携による共同ビジネス体を流通連携
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するビジネスモデル 

②多くの出販社（者）がビジネスに参加出来、自由に各社の強みを発揮できるオープン型電子出版環境

を構成し、出版業界全体を成長させるビジネスモデル 

③総務省及び経済産業省のスマート・クラウド戦略との連携により、ICT 利活用の最大価値化を実現す

るビジネスモデル 

 

上記ビジネスモデルを実現するために、出版社（者）のビジネス参入障壁を下げ、配信流通事業者等の

流通を促進し、多くのコンテンツを読者(国民)に電子出版にて提供するしくみとして「電子出版スマート

クラウド（仮）」を提言する。その検討の基となるコンセプト要件としては以下のとおりである。 

 

・ビジネス参入障壁を下げ、自由に各社の強みを発揮できるオープン型電子出版環境の実現を目指す。 

・様々な企業が提供する機能を有効に利活用し、出版社（者）や著作者等への利益分配を円滑化すること

を目指す。 

・蓄積される膨大なコンテンツ及びコンテンツから派生するデータを利活用し、他のナレッジマネジメン

トや他のクラウドシステムとの連携を円滑化し、新たなサービス提供の実現によるビジネスの拡張を目

指す。 

 

著作権等情報DB

インデックス情報DB

書誌情報DB

電子出版スマートクラウド全体機能イメージ（例）

コンテンツDB

アドバンス機能

出版社向け
検索機能

読者向け
検索機能

ＥＣ
管理

読者/販社
管理

レコメンド
管理

広告管理

著作権等
情報管理

販売情報
管理

ワークフロー管理

サービス管理

DRM
認証/権限

管理

ベーシック機能コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・提
供
者
等
用
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

読
者
用G

U
I

配
信
流
通
事
業
者
等
用

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

出
版
社
等
（コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・提
供
者
）

読
者
（国
民
）

配
信
流
通
事
業
者
等

電子出版スマートクラウド

電
子
ス
ト
ア

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー

電子出版コンテンツ流通
管理コード（仮）ＤＢ

 

資料6.3.1 電子出版スマートクラウド全体機能イメージ（例）  
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（2） 電子出版スマートクラウドの価値効果 

 1） オープン型電子出版環境の実現による効果 

■多くの出版社（者）が参入しより多くのコンテンツが揃う 

膨大な情報・知識の共有を図ることで効果・効率化と社会基盤としての役割と環境負荷の軽減、グロー

バル展開の実現が可能となる。 

■多くの配信流通事業者が参入し、より多くの読者(国民)にコンテンツが届く 

多くの配信流通事業者が参加可能となることで、読者（国民）の選択の自由が増加し、オープンで多く

の電子出版物が購買され、多くの読者（国民）に多くのコンテンツを届けることが可能となる。 

■電子出版コンテンツの新企画・再編集ビジネスや、アーカイブコンテンツを活用した新ビジネスの創出 

従来の紙媒体のコンテンツ資産を利活用したビジネスから、電子出版ならではの新しいビジネスの創出

が可能となる。 

 2） 各社の機能サービス連携 

各事業社が機能を提供し合い、連携し、バリューチェーンをつなぎあえる電子出版のオープン型の環境

を構築することにより、多くの事業者が付加価値機能サービスを提案し、参入する事が可能となり、その

新たな環境が生まれる事により、高品質で円滑なサービスを読者(国民)に提供が可能となる。 

6.3.3 電子出版スマートクラウドのシステム要件 

（1） システム要件 

各事業社各事業者の強みを活かしつつ、事業連携事業連携による共同ビジネス体として成立させるため

にもオープン型クラウド環境が効果的に作用するシステム形態であると考えられる。ここでの共同ビジネ

ス体は、出版社（者）、流通、販売者（オンライン書店、リアル書店）、業界団体、クラウド管理事業会

社等により構成される。共同ビジネス体の内、コンテンツを提供する出版社（者）により必要な機能の選

択やデータの保存などをクラウドによりフレキシブルに対応可能とすることが必要要件であり、対応可能

とすることが必要要件であり出版社（者）の規模の大小に関わらず公平に利用可能とすることがとするこ

とが望ましい。 

また、オープン型クラウド環境として提供する機能については、効率的効率的に作用させるためのさせ

るためのシステム要件として、以下のガイドラインを提示する。 

（2） 機能連携 

オープン型クラウドとして連携する機能群に対して、各機能連携方式を検討する上で、基本となる考え

方を以下に提示する。 

 1） 機密性の高さ 

機密性の高いデータを扱う機能に対して連携する場合においては、情報漏洩などのセキュリティリスク

への考慮として、インフラ面も含め機能間連携を疎結合なアーキテクチャにすることが望ましい。例えば、
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認証機能である。共通基盤として認証機能を一元化し、他機能と切り離して実装することで、セキュリテ

ィリスクが軽減され、ID・パスワードが統一されることで、利用者の利便性が向上される。認証基盤に

おいては、ID・パスワードだけでなく証明書などによる堅丈な認証が望ましい。認証後のクラウド上の

各機能を利用する際も認証共通基盤によるアクセス許可に伴い利用可能とすることが望ましい。 

 2） 機能的な関連度 

機能的な関連性が高い機能連携については、相互で情報連携を行う頻度が高い。その為、インフラ面も

含め機能間連携を密結合なアーキテクチャにすることが望ましい。 

例えば、目次情報作成機能、検索機能、著作権管理などは、コンテンツデータや書誌情報へのアクセス

する為の機能と密接するため機能関連携として密結合なアーキテクチャになるように検討することが望ま

しい。 

 3） 取り扱うデータ量に伴う効率性 

取り扱うデータ量が多い機能については、他機能への情報連携の際に負荷が高くなる傾向にある。効果

的に機能間を連携する上では、疎結合なアーキテクチャにすることが望ましい。 

例えば、コンテンツデータならびに書誌情報は、クラウド上に各社毎に分散することが想定可能であり

これらの情報（データ）との連携は負荷が高くなることが想像できる。これら分散するデータを効果的か

つ機能間連携を実現するために疎結合なアーキテクチャであることが望ましくなる。 

 4） 既存サービスの独自性 

既存でサービス提供している機能との連携を行う場合においては、既存サービスレベルを損なわず、か

つシームレスに連携を図る上でも既存サービスの提供モデルに合わせて機能間連携を行うことが望ましい。

クラウドポータルが、クラウド内の各データ、各機能のハブとなり機能追加時の連携ならびにデータアク

セス時の適切な振り分けを行うことで既存のサービスレベルを損なわずかつシームレスな連携を行えるこ

とが望ましい。これにより既存のサービス（資産）を維持しつつクラウド上の機能を利用でき各社のリス

クや負担を最小限に抑えられることが望ましい。 

（3） サービスレベル管理 

クラウドサービス提供の継続/維持に関して備えておくべき機能を以下に示す。 

 1） ハードウェアリソースの提供 

オートプロビジョニングやリソースプール方式など要求に応じたハードウェアリソースの提供を行える

機能を備えること。 

ハードウェア障害やリソース不足時に、稼働中もしくは待機中のハードウェアリソースへの切り替えも

しくは追加が行えることでクラウドサービスの継続維持を実現させる。 

 2） サービス監視及びビジネス継続性 

トランザクション遅延、エラー監視、冗長及び代替サービスへのロードバランス対応等のサービス提供

が正常に行われていることを監視する手段／継続してサービスを提供できる手段を備えること。クラウド
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上にある各社の同一機能を有する各サーバ間でも相互監視ならびに負荷分散が行えることでビジネスの継

続性を見いだせることが望ましい。 

 3） データ保護 

災害に備え、バックアップ装置を備えること。また必要に応じて遠隔地分散バックアップなども検討す

ること。目次情報や検索に必要なインデックスなどのデータは、記事情報さえ存在すれば再び演算により

再構築が可能であることから、保護すべきデータにプライオリティの設定を行いプライリティに応じたバ

ックアップを計画することが望ましい。記事情報については、出版各社が管理の上でクラウド上へ展開す

ることから出版各社でのローカルでの保存体制もあることが望ましい。 

 4） サービス提供運用管理 

クラウドサービスへの利用登録や利用可能な機能に対する制御を行える機能を備えること。 

（4） セキュリティ 

セキュリティに関しては、基本的には各機関が定めているセキュリティポリシーに準じることとするが、

以下の事項については留意すること。 

 1） 機密性（Confidentiality） 

出版社（者）からの配信許可のない出版物については、外部から閲覧可能とならないような機能を備え

る必要がある。また、通信の暗号化や認証基盤を備えることで情報へのアクセス制御を確実に行える機能

を備えること。出版物をデータセンタのクラウドサーバ上への外部保存が行われることになり、プライバ

シーに配慮したデータ利活用・流通の制度整備やデータの越境移動や著作権さらには、配信に関する制度

整備との協調による法的側面での機密性についても考慮に務めることが望ましい。 

 2） 完全性（Integrity） 

提供するコンテンツに対する改竄行為などを防止するためにファイアーウォール等の設備を備えること、

またデジタル署名なども視野に入れ完全性確保に備えること。認証による連携については、オープンな規

格かつ共通性を持たせることが俊敏性を確保する上で望ましい。 

 3） 可用性（Availability） 

サーバ機器の冗長構成（二重化）を備えること。可用性については、サービスレベル保証の合計ダウン

時間によるパーセントだけに拘らず、1 度の障害あたりの停止時間や回復時間にかんしても視野に入れら

れることが望ましい。また、冗長構成においても単純に全ての構成を二重化するだけでなく共有した二重

化によりリソースの無駄や重複が発生しないように備えること。 

 4） 俊敏性（agility） 

利用者がクラウドサービスを利用したサービス提供までの時間を大幅に短縮できる「俊敏性」の確保が

可能であること。セキュリティポリシーが制約になったり、連携の障害となったりしないように連携を備

えておくことで結果として俊敏性にもつながることを留意すること。 
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 5） 透明性（Transparency） 

機密性を維持しつつ適切なセキュリティレベルを保証するために透明性が必要である。そのためには、

クラウドサービス事業者に対して、セキュリティポリシーや事業の継続性などについて適宜・適切な情報

開示を求める仕組みについても検討が必要である。 

 

機密性については、アクセス制御に関する情報をクラウドポータルと各機能データを提供する各社のク

ラウドサーバ上の両方で保持し相互認証により閲覧範囲を制御することが望ましい（相互が許可して認証

されない限り、制限されたデータへのアクセスは拒否されることで機密性の担保を行う）。 

また、データおよび機能へのアクセスならびにサーバ間の接続においては、完全性にあるとおりデジタ

ル書名などによる改竄行為防止策を設ける。改竄行為防止策については、著作権管理の検討と密になるよ

うにして個別に改竄行為防止策設けるのではなくシンプルかつ共通性のある防止策を設けるのが望ましい。 

透明性については、機密性ならびに安全性について実施されている内容を共同ビジネス体に対してオー

プンであることが望ましい。透明性であることで不正ならびにセキュリティホールおよび効率性の見直し

を継続的かつ適切に実施可能となる。 

6.3.4 災害に対する取り組みについて 

災害が発生した際に企業として重要なことは業務の停止を極小化することにある。システムにおけるア

プローチとしては電源設備やネットワークなどの冗長化によりシステム停止を回避する対策が考えられる。

また、データセンター設備自体の全停止に備え、別の地域に代替センターを構築するディザスタ・リカバ

リというアプローチもある。さらに仮想化技術を用いた迅速な復旧手段というもの効果的と考える。 

一方、クラウドという視点からも災害に対する対策として有効に機能するものと考えられる。例えば、

あるクラウドサービスが災害により機能不全に陥った場合、クラウドサービス連携として業務を構築して

いる場合、別のクラウドサービスへと切り替えることで業務停止の時間を抑えることが可能になると考え

る。これは、サービスの組み合わせによる利点と言える。また、被災した企業に対する復興支援の手段と

してもクラウドは有効に機能する可能性がある。このように電子出版業界における電子出版スマートクラ

ウドへの取り組みは災害対策を念頭においた取り組みの一環として重要な位置づけと考えられる。 

 

 281



 第 6 章 電子出版スマートクラウド 

 
クラウド事業者利用者

資料6.3.2 電子出版スマートクラウドによる災害対策  

6.3.5 電子出版スマートクラウドにおけるロールモデル 

電子出版スマートクラウドにおけるロールモデルとして、コンテンツ制作・提供者（出版社）、配信流

通事業者及び関連事業者、また読者（国民）にとって WIN-WIN-WIN となるロールモデルが必要である。 

 

 
資料6.3.3 出版者及び関連事業者のロールモデル（例） 

 

電子出版スマートクラウド

出版社(者)
(コンテンツ制作・提供者)

コンテンツ
制作・供給等

コンテンツ
再編集等

読 者

電子ストア プラットフォーマー

コンテンツプロバイダー
コンテンツアグリケーター

コンテンツ
販売等 購入等

コンテンツ
仕入れ等

売上
照会等

コンテンツ
販売等

レコメンド
コンシェルジュ

等

出版社(者) の
役割

配信流通及び
関連事業者の

役割

著作権者

コンテンツ
仕入れ等

 

災害発生前

A社

B社

災害発生後

被災被災

被災

復興

電子出版
スマートクラウド

電子出版
スマートクラウド

B社を利用し業務継続
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（1） 出版社（者）の役割 

出版社（者）は、コンテンツ制作・編集を行い、電子出版スマートクラウドへのコンテンツ DBや書誌

情報DB等の情報管理に供給することを担う。 

また、既に出版されている出版物とアーカイブコンテンツを組み合わせ活用したビジネスも担うことが

考えられる。 

さらに、将来的には著作権等ビジネス訟務の管理も担うことも考えられる。 

（2） 配信流通事業者及び関連事業者の役割 

配信流通事業者及び関連事業者とは、販売者（オンライン書店、書店）をはじめ、コンテンツプロバイ

ダー（CP）、プラットフォーマー（PF）、コンテンツアグリケーター（CA）が電子出版スマートクラ

ウドにあるデータやモジュールを利活用した新たなサービス事業者をいう。 

配信流通事業者及び関連事業者は、読者（国民）のニーズに沿い、読者（国民）がインデックス情報デ

ータベース（仮）等を利活用した新たなレコメンドサービスやコンシェルジュサービスやデジタル広告サ

ービス、EC等との連携サービスの提供を担うことが考えられる。 
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6.3.6 電子出版スマートクラウドを利活用した出版社の多様なビジネスの展開 

我が国の出版市場においては、書籍・雑誌はマイナス成長が続き収縮傾向にある。一方で、電子書籍市

場は年々右肩上がりの成長を続けている（第１章参照）。 

そのような状況下、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入に伴い、既存のリアル出版物（紙

の出版物）からデジタル出版物への一般的に展開するものに限らず、マイクロコンテンツ単位で管理運用

し、電子出版スマートクラウドの構築によって新たな出版ビジネスの創造が可能と考えられる。 

（1） 「アグリケーション」モデル 

電子出版スマートクラウドの構築によって、出版社（者）においてはコンテンツ DB内にデジタルコン

テンツの保存・管理ができるほか、出版社（者）同士がマイクロコンテンツ化されたコンテンツの横断的

活用等の連携が考えられる。自社内のほか、自社コンテンツと他社コンテンツ（権利処理された利用可能

コンテンツに限る）との組み合わせ編集によるパッケージ商品を産み出すことが可能となる。 

 

写真
＋

テキスト

動画
＋

テキスト

出版社(者)コンテンツ
（テキスト）

出版社(者)コンテンツ
（写真）

出版社(者)コンテンツ
（動画）

権利処理済み

電子出版スマートクラウド
（権利処理された利用可能コンテンツ等）

新商品の創出

コンテンツ保存

リアル
出版物

デジタル
出版物

出版社(者) 出版社(者)

横断的な利用

テキスト
＋

テキスト

コンテンツＤＢ

インデックス情報ＤＢ

 

資料6.3.4 アグリケーション・ビジネスの概念図（例） 

（2） 「新企画ビジネス」モデル 

 1） 「マルチソース・マルチビジネス」モデル 

紙媒体の出版物では、誌面構成の制約や頁割（台割り）の関係から書き下ろし原稿やオリジナル写真な

どのコンテンツがカット編集等されることがあり、カット編集された一次コンテンツそのものは読者（国

民）の目に留まることなく、お蔵入り（クローズ）となっていた。 

電子出版スマートクラウドでは、権利処理しデジタル化された出版コンテンツをコンテンツ DB に保
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存・管理することにより、お蔵入りとなったコンテンツはいわば原石の宝庫といえる。 

そこで、新企画に基づいたコンテンツ制作の上では、編集者はコンテンツ DBの活用により、お蔵入り

コンテンツ等も再構成した新企画商品化が可能となる。出版社にとってはデジタルデータを最大限に利活

用するマルチソース・マルチビジネス展開が可能となる。 

 

写真

デジタル
出版

コンテンツ

テキスト 動画

コンテンツDB
（お蔵入りしたコンテンツ等）

編集者による
新企画、再編集化

編集者による
新企画、再編集化

新商品の創出
写真
＋

テキスト

動画
＋

テキスト

テキスト
＋

テキスト

電子出版スマートクラウド

インデックス情報DB

資料6.3.5 マルチソース・マルチビジネスの概念図（例） 

 2） 「マッシュアップ・ビジネス」モデル 

マッシュアップとは、音楽ビジネスで行われている、複数の曲を合成することで新たな 1 曲として仕

上げるリミックス型手法を指す。 

このような考え方を基にして、電子出版コンテンツにおいても、編集者が利用許諾を得た著作物（マイ

クロコンテンツ単位）を組み合わせ編集することによって、新たな商品として価値を見出すことが可能と

なる。 
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写真

出版物
テキスト

権利処理済み 動画

コンテンツDB
（権利処理された利用可能コンテンツ等）

編集者による
新企画、再編集化

編集者による
新企画、再編集化

新商品の創出 写真
＋

テキスト

動画
＋

テキスト

テキスト
＋

テキスト

電子出版スマートクラウド

インデックス情報ＤＢ

デジタル
出版物

コンテンツ保存

 

資料6.3.6 マッシュアップ・ビジネスの概念図（例） 

（3） 「再編集ビジネス」モデル 

 1） 「ワンソース・マルチビジネス」モデル 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入に伴い、雑誌や書籍等はマイクロコンテンツ単位での

流通も可能となる。リアル出版物のような頁割（台割り）などの制約から脱却でき、記事単位・章単位な

ど 1コンテンツ単位で読者ニーズに合わせた販売も可能となる。 

編集者はマイクロコンテンツの組み合わせ方や並び替え方などの編集次第で、デジタルムック化やデジ

タル文庫本化、新しいメディアスタイル化など商品ラインナップの幅を更に広げることができ、いわばワ

ンソース・マルチビジネス化が可能となる。 

また、制作コストの抑制効果も期待でき、制作コストの低減につながれば読者（国民）にとっても価格

面や選択の幅が広がるような恩恵を受けやすく消費喚起につながるものと考えられる。 
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デジタル
出版

コンテンツ

コンテンツDB

編集者による
編集

編集者による
企画

提供スタイル
の拡大

デジタル
ムック型
出版物

デジタル
文庫型
出版物

マイクロ
コンテンツ

マイクロ
コンテンツ

マイクロ
コンテンツ

マイクロ
コンテンツ

マイクロ
コンテンツ

保存・管理

電子出版スマートクラウド

インデックス情報DB

新しいメディア
スタイル型出

版物

資料6.3.7 ワンソース・マルチビジネスの概念図（例） 

 2） 「ソーシャル・リーディング」モデル 

デジタル出版物は柔軟な加筆等が可能である。 

出版社の制作したコンテンツはプロフェッショナルメディアであるが、権利処理が可能な範囲であれば、

ソーシャルメディア（SNS）機能と連携したデジタル出版物の創作も考えられる。 

また、出版社は自由に書評できる SNS 機能を採り入れ、その参加者（他の著述者や評論家、書店員な

どを含む）が書評とリンクを図ることも可能となる。 

出版社の編集者は、読者（国民）のソーシャルリーディング情報や書店員などの書評情報と連携した情

報を新たな価値としてとらえ、新しいサービス化が可能である。 
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資料6.3.8 ソーシャル・リーディングの概念図（例） 

（4） 「コースパック・ビジネス」モデル 

米国では著作権を集中処理する機関が存在し、様々な著作物を高く評価し対価を払うことで二次利用

（新たな著作活動）が進んでいる。特に教育機関では様々な著作物の一部を複製活用することでユーザー

ニーズに則した新たな教材づくりに役立てられている。 

我が国においても電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入により、マイクロコンテンツ単位の

管理・販売が可能となるため、記事・章単位のコンテンツの組み合わせによるデジタルオンデマンド制作

が可能となる。 

 

デジタル
出版物

電子出版スマートクラウド

新しい
デジタル

出版サービス

コンテンツ コンテンツ

コンテンツ コンテンツ

著述家 評論家 書店員

プロフェッショナル
書評

読者

ソーシャル
書評

コンテンツＤＢ

ソーシャルリーディング情報との
連携

書誌情報ＤＢ インデックス情報ＤＢ

 

電子出版スマートクラウド
オンデマンド
カスタマイズ

デジタル出版物

読者

特定書店等

コンテンツDB

インデックス情報DB
オンデマンド
カスタマイズ

プリンティング
出版物

 

資料6.3.9 コースパック・ビジネスの概念図（例） 
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（5） 「海外展開ビジネス」モデル 

紙媒体の出版物を海外向けに展開していくためには、その多くが１冊まるごとその国々の言語に対応し

た翻訳作業が必要とされ、翻訳コスト等の制作負担となる状況であった。 

しかしながら、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の導入に伴い、マイクロコンテンツ単位の管

理が可能となると、読者（国民）のニーズに応じて記事単位、章・節などの単位による翻訳作業で済むこ

ととなり、制作負担の軽減とともに、デジタル配信による流通も対応しやすくなり、海外展開がしやすく

なると考えられる。 

（6） 「アクセシビリティ・ビジネス」モデル 

紙媒体の出版物は、加齢等に伴い視聴覚など衰えやすくなるシニア層をはじめ、幼児・子どもや視覚障

がい者など健常者に比べ読書にハンディを持つ方々にとっては利用しにくい側面もあった。 

しかし、デジタル媒体の出版物であれば ICT の技術を利活用し、「読み上げ機能」や「文字拡大表示

機能」などの付加価値化が可能となる。 

 

 

【シニア層向け】 

視覚や聴覚が弱いシニアごとに、読み上げまたは文字拡大機能が対応した電子出版物の提供が可能とな

る。 

【視覚障がい者向け】 

読み上げ機能の対応したデジタル出版物が可能となる。 

【幼児・子ども向け】 

読み上げ機能及び文字拡大機能を利活用することで、飛び出す絵本のようなハイブリッド型電子出版物が

可能となる。 

資料6.3.10 アクセシビリティ・ビジネスの概念図（例） 

（7） 「電子出版コンシェルジュサービス」モデル 

電子出版スマートクラウドの中に、インデックス情報データベースを構築することによって、当該出版

物のタイトル等からしか検索できなかった情報が目次や本文に含まれなかったキーワードの意味検索機能

を通して、新しい読者との出会いの機会が可能となる。 

また出版社にとっても読者（国民）の検索代行といったコンシェルジュサービス等の読者（国民）とダ

イレクトに接する機会が生まれる可能性があり、新たな出版マーケティング活用の場を創出することも可

能である。 
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インデックス情報DB

書店等

読 者

電子出版スマートクラウド

電子出版コンシェルジュサービス
 

資料6.3.11 電子出版コンシェルジュサービスの概念図（例） 
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6.3.7 電子出版スマートクラウドを利活用した関連事業者の多様なビジネスへ

の展開 

（1） 縮小する雑誌広告費 

出版市場の縮小と歩調を合わせるかのように、国内の雑誌広告への広告費は、2005 年以降マイナス成

長である。総額の推移で見ると、2005 年の 4,842 億円をピークにマイナス成長を続け、2009 年には

3,034 億円と 4 年間で広告費が 37％落ち込んでいる。雑誌販売金額自体は 2005 年の 1 兆 2,767 億円に対

し、2009年は 1兆 864億円とマイナス成長は約 15％。雑誌媒体自体との価値の間に齟齬が生じていると

考えられる。インデックス情報 DBの導入は、雑誌の広告価値向上にとどまらず、雑誌という媒体自体の

価値向上にもつながる、様々な収益機会創出をはかることが可能になると考える。 

 

 

 
 

※個別詳細については、後述する。 

資料6.3.12 インデックス情報DBによるデジタル広告への拡張ビジネスの概念図（例） 

（2） 電子出版スマートクラウドのインデックス情報DBが雑誌広告に与える影響 

 1） 記事と広告の連動性の向上（コンテンツマッチング広告） 

インデックス情報 DBが導入されることにより、雑誌記事の文脈やキーワードを解析し、内容と関連性

の高い広告を自動でマッチング配信するコンテンツマッチング広告の導入が可能になる。目次や本文が
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DB 化されることで、記事内容に合致する広告銘柄を自動マッチング配信することが可能になる。逆に自

動マッチング広告のリスクとされる、広告主が望まない記事への出稿を自動的に回避することもできる。

審査制によってユーザーを選別する Google adsense のようなモデルから、オープンなものまで様々なモ

デルが考えられる。 

 2） 読者（国民）と広告の連動性の向上（ターゲティング広告） 

広告商品やサービスに関わりが深いと思われるユーザーをターゲットに、最適化された広告を配信でき

るターゲティング広告は高付加価値の広告商品として多く流通している。閲覧ホームページの履歴などを

もとに個人の嗜好に合った広告を配信する、行動ターゲティング広告は、上記コンテンツマッチ広告と同

様に近年の主流となっている広告手法と言える。電子出版コンテンツ（特に、雑誌コンテンツ）を DB化

することで、行動データの収集が可能になり、ユーザーに広告メッセージが届きやすいターゲティング広

告という手法を活用した広告配信システムの構築が可能となる。 

 3） 広告表現の質の向上（リッチメディア化） 

文章や写真、イラストレーションだけでなく、音声や動画、ゲームなどのアプリケーションなどを組み

合わせた広告を記事に合わせて配信できる。Flash や Java、Dynamic HTML などの技術を用いて製作さ

れ、広告内でアンケート調査などのマーケティングも可能。インターネット広告の優位性でもあるインタ

ラクティブ性を活かした表現技法を活用することが可能になる。 

 4） 広告枠の柔軟性の向上 

Web 上で展開されることで紙の誌面上での広告よりも、自由かつ柔軟な広告をクライアントに提案で

きる。広告の枠数の増減や拡大・縮小が可能となり、掲載する広告コンテンツや使用アプリなどに応じて、

広告料金が自由に設定できる。また一回あたりの広告表示時間・期間、掲出場所・回数など、広告主の予

算や意図に応じた設計が可能で、ユーザーのアクティビティに応じての成果報酬型料金体系の導入も可能

になる。 

 5） 広告効果の検証性の向上 

クリック数やインプレッション数を測定することで、広告効果を詳細に測定することができる。結果、

より精度の高い運用や広告提案につなげることが可能となる。 

（3） 電子出版スマートクラウドのインデックス情報DBにより展開可能なビジネスモデル 

インデックス情報 DBで電子化される膨大な電子出版コンテンツ（特に、雑誌コンテンツ）は、ユーザ

ーのニーズを満たす有機的な検索を通じて利用者に提供される。この事業が導入されることで、新規ビジ

ネスモデル創出が考えられる。 

インターネットでのコンテンツビジネスでは、まず「利用者に対して直接課金を行うか」「直接課金し

ないなら、どのような間接収入を得るか」を策定する。現状では、ユーザーに課金するよりも、広告によ

る間接収入型の存在感が大きい。間接収入型は今後も軸となるビジネスモデルになることが予想される。 

いっぽう近年、SNS を中心に人気の「アバター消費」など直接課金型のビジネスについても検討が必

要である。今回は事例として以下に 4 つ、想定ビジネスモデルを挙げておく。ただしこの 4 モデルは、
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どれかひとつを選択するというものではなく、複合型として成立させることも可能であり、さらなる他モ

デルの創出も期待される。国内 Web サービス事業者最大手のヤフーの売上高は約 2,800 億円。その内訳

は、広告事業が 1,413 億円（前年度比 1.8％増）、法人向けのビジネスサービス事業が 642 億円（同

17.8％増）、個人向けのパーソナルサービス事業が 753 億円（同 3.7％増）。広告事業が売上高の約 50％、

残りをビジネスサービス事業とパーソナルサービス事業が支えるというモデルになっている。 

 1） 間接収入型 A～広告モデル 

コンテンツ利用者に対して直接課金しないインターネットビジネスモデルでもっとも一般的なスキーム。

さらに細分類すると、従来型の「バナー型」「アフィリエイト型」に加えて、近年、大きな成長を遂げた

「検索連動型」を加えて、大まかに 3 つの収益パターンがある。一般的には、当該ウェブを訪れるユニ

ークユーザー（UU）やページビュー（PV）が多いほど広告媒体としての価値が高くなりやすいため、メ

ディア自体は無料でアクセスできるコンテンツとして展開し UUと PVを獲得するケースが多い。例えば

ユーザー数 2,200 万人以上という国内大手 SNS、mixi の年間売上は約 110 億円。そのうち広告の売上が

100億円以上。売上の 90％以上を広告から得るモデルとなっている。 

 

 
資料6.3.13 インデックス情報DBと広告モデル（例） 

 2） 間接収入型 B～検索ライセンスモデル 

Google など巨大検索サイトも上記「広告モデル」と同様のビジネスモデルで UU や PV の獲得は必須。

そのための強力なコンテンツとして、近年 DB が注目されている。DB が一定の情報を検索サイト側に解

放することで、ライセンス収入やプロフィットシェアを得るモデル。最近では、Twitter が Google やマイ

クロソフトの Bing の「リアルタイム検索」サービスに向けて DB の一部を提供し、その対価として、年

間数十億円規模（金額は非公開）の検索ライセンス契約料を得た。比較的安定した収入を得ることができ、

契約締結後は運用コストが管理面でも費用面でも抑えることができる。膨大なデータを保有するインデッ

クス情報DBにも適したプランである。 

 
資料6.3.14 インデックス情報DBと検索ライセンスモデル(例) 
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 3） 直接課金型～マイクロコンテンツ販売モデル 

以前はコンテンツの利用者に対して直接課金するサイトで成立するのは、アダルトサイトなどごく一部

の業態のみとされていたが、近年その動向に変化が起きている。日本経済新聞電子版（4000 円、本紙購

読者は、本紙分以外に 1,000 円払えば閲覧可能）、ウォールストリートジャーナル電子版（月額 1980

円）、ニコニコ動画（プレミアム会員月額 525 円）など個人向けサービスの成功事例もある。また現状、

紙媒体としての雑誌の過去記事DBとして利用されている「大宅壮一文庫」3は法人会員年会費 15 万円、

個人会員年会費 1 万円を納付すれば、モノクロコピー1 見開き 60 円、カラー150 円のコピー料で利用で

きる。 

 

 

資料6.3.15 インデックス情報DBとマイクロコンテンツ販売モデル（例） 

 4） 周辺課金型～マーケティングデータ販売モデル 

広告出稿や利用者課金ではなく、ユーザーの検索・閲覧・購買などの利用履歴を元にマーケティング用

のデータベースを作成し、そのデータを企業関係者や広告・メディアにマーケティング情報として有料で

提供するモデル。例えば上記(1)～(3)を通常版として提供した上で、まったく異なる販路での異なる部門

や企業とのビジネスも視野に入ってくる。マーケティングへの活用を前提として、分析ツールと合わせて

提供するビジネスモデルなど、通常のコンテンツ利用と区別することで、上記プランに付加するプラスア

ルファのモデルとして位置づけることも可能。実現にあたっては、マーケティング利用者の用途を想定し

たコンテンツタグや高度な検索項目／システムを構築する必要がある。 

                                                        
 
 
3 メディア関係者が多く利用する「雑誌の図書館」。過去に国内で発売された主要雑誌を網羅しており、雑誌記事にひとつひと

つに対して施設側が独自にタグ（人名や見出しのキーワード）を登録し、そこから検索可能なシステムを構築している。遠隔

地からはFAXでの検索も可能で、利用者がキーワード（ひとつだけ）を施設にFAXすると、符合する（と施設側が解釈し

た）資料の一覧がFAXで返送され、利用者が記事を指定して再度FAXすると当該記事がFAXされてくる仕組み。資料を閲覧

しながら記事を選択するには施設に足を運ぶ必要がある。 
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資料6.3.16 インデックス情報DBとマーケティングデータ販売モデル（例）  

（4） インデックス情報DBを活用した事業の概念 

膨大な雑誌コンテンツを擁した目次データベースを収益化させるためには、ターゲットに対して適切な

アプローチが必要になる。一口に雑誌コンテンツと言っても、主要誌だけで約 600 誌と多種多様なジャ

ンルがあり、様々な読者層がそれぞれの読書スタイルを楽しんでいる。インデックス情報 DBの事業化に

際しては、「個別化（ターゲット化）」させた形態を検討することが望ましい。インターネットを活用す

ることで、より簡便にジャンルや利用者層の差異に合わせることが可能となり、結果最適なビジネスプラ

ンに到達することができる。この傾向は、現況のインターネットビジネスの趨勢とも合致しており、広告

収入と購読料以外の収益源を持たない雑誌にとって第 3の収入源となり得るアプローチである。 

インデックス情報DBが扱う商材は「情報」やそれらを体系化した「知識」など、一般に「コンテン

ツ」と言われるものである。インターネットビジネスにおいては、コンテンツを商材として発信しながら、

利用者の「集合知」を活用することで、高度なビジネスプランの策定が可能となる。これまでコンテンツ

の切り売りにとどまっていたモデルを、利用者の問題を解決する仕組み「ソリューション」として提供。

さらには複数の事業者が共通の仕組みのもとでサービスを提供し、より高度な形で利用者ニーズを満たす

「プラットフォーム」へと高付加価値化を量ることが可能となる4。 

（5） メディアとインターネットビジネスを取りまく市場環境 

 主要誌だけでも約 600誌の国内雑誌メディアに加え、ブロードバンドの人口カバー率 100％という高次

に発達したインフラがある国内において、メディアとインターネットビジネスを取りまく市場環境は以下

のような傾向となっている。現状を踏まえた上での施策の策定が望まれる。 

 1） 需要への訴求は「全体から個別へ」 

 単一のメッセージを市場に広く撒くのではなく、個々の利用者のニーズに適応する形で多元的な事業を

行う企業が成長傾向にある。例えば、インターネット上にアパレルに特化したバーチャルモールを展開す

るゾゾタウンはこの 5 年間で売上高が 9.4 倍に。カテゴリーキラーと言われる、家電や衣料品など特定の

分野の商品のみを抱負に品揃えし、低価格で販売する小売店業態が好調である。この傾向は他業種からも

                                                        
 
 
4 複数の新聞社が記事情報を提供し、検索・閲覧に対して課金する「日経テレコン 21」は近年、スポーツ新聞や鉄鋼／農業／

繊維などの専門紙、日経BPなどの一部ビジネス雑誌の記事検索にも乗り出すなど、そのブランド力を活かしてプラットフォ

ーム化を強化している。また、飲食店のレビューのクチコミ型ソーシャル・メディアとして知られる「食べログ」は、飲食店

の広告出稿を組み合わせたモデルで業績を伸ばしており、これらはソリューション事業の一例として考えられる。 
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伺うことができる。雑誌のコンテンツ群とビジネスモデルの組み合わせを検討することで、個別に最適化

されたビジネスプランを構築することが可能である。 

 
資料6.3.17 インデックス情報DBを活用したビジネスモデルの個別化 （例） 

 2） 情報・知識は「個情報から集合知へ」 

一方的なコンテンツの発信だけでなく、利用者による集合知を活用することで、より高度な事業へと展

開するサービスが増え始めている。Facebook や mixi など SNS 上で展開するソーシャル・ゲームや

Twitter 関連サービスなど、事例は無数にある。GPS 連動型のサービスなどは国内外問わず活況を呈して

おり、電子地図上で店舗などの情報をユーザー同士で共有するアメリカの「foursquare」のほか、スマー

トフォンのカメラ機能をいかして現実世界に画面上でタグづけをする「セカイカメラ」などは大人気アプ

リに。このほか、昨年ライブドアが開始した「ロケタッチ」、この 2 月にはリクルートが「RecoCheck」

を開始するなどソーシャル情報型のサービスへの参入事例が増加している。 
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資料6.3.18 インデックス情報DBビジネスが利用者に提供する商材（例） 

 3） メディア（媒体）は「リプレース（代替）からシナジー（共存）へ」 

 電子媒体は紙媒体を代替するものではなく、紙媒体と共存するものであるという見解がある。発信者は

ユーザーの想定環境に合わせて発信し、「電子か紙か」はユーザー自身が決定するものであり、メディア

としての形やデバイスは購入者であるユーザーが選択する。書籍の事例としては①書籍版のほかアプリ版

を同時に発行する形式や、②電子版の無料ダウンロード ID が袋とじされている形式など、書籍では書籍

版と電子書籍版の共存が進んでいる。こうした「電子かパッケージか」論議で比較軸として音楽が取り上

げられることがあるが、音楽における「代替か共存か」で語られるべき比較軸は「コンサートか録音か」

であり、当然のように両者は共存関係にある。思考や概念を共有する視覚・文字情報メディアである出版

物に音楽の構図を当てはめるならば「コンサート＝紙」、「録音＝電子」という共存関係が成り立つ。 

（6） 電子出版スマートクラウドのインデックス情報DB事業プラン 

 ここまで提示してきた、「インデックス情報 DB に導入可能なビジネスモデル」「事業のターゲット

化」「集合知活用」を踏まえた上で、電子出版スマートクラウド上のインデックス情報 DBを利活用した

 297



 第 6 章 電子出版スマートクラウド 

事業プランをとりまとめることとする。本実証実験における事業性の評価軸として、次の 4 つの事業プ

ランをその類型も含め整理する。 

1) 企業向けナレッジ・ソリューション事業 

2) EC支援事業 

3) 地図情報を活用した消費者向けマッチング事業 

4) オープン・コンテンツによるソーシャル・メディア事業 

 1） 企業向けナレッジ・ソリューション事業 

 インデックス情報 DBに収められる膨大なコンテンツを、企業のマーケティング部門などに雑誌記事検

索・販売として提供する事業が考えられる。さらには記事内容や利用状況にフォーカスした統計データを

販売したり、企業のナレッジマネジメントやセールスフォースシステム（クラウドシステム）と連動した

サービスの提供が可能。既に同様の事例としてごく一部の雑誌の記事を検索・販売する事業は成立してい

る。ただし「日経テレコン 21」に載録されている雑誌協会加盟媒体は「日経」ブランド以外では『週刊

ダイヤモンド』『週刊東洋経済』など現段階では事例は少ない。そのほか「ELNET」「マーケティング

データバンク」などもビジネス誌、経済誌の比率が多い。今回のインデックス情報 DBを活用した事業と

はコンテンツの質量ともに比較にならず、主要誌を網羅することで、既存の先行事業を凌駕するサービス

になりえる可能性は高い。 

 

■事業解説 

 記事検索、統計データ検索……記事及び記事内容や利用状況に関する統計データを販売する。このた

めには、雑誌の発行情報や検索履歴などをDBにひもづける必要がある。 

 

① フィード（お気に入り記事のみを定期購読）……すべての雑誌記事のなかから、自分にとって必要

な記事（テーマ・トピック）のみを定期的に収集できるサービス 

 

② 共有・コメント（社内ソーシャル・ブックマーク）……インデックス情報 DB に収められたコンテ

ンツを業務システム内で運用できるクラウドサービス。社内で情報を共有したり、記事をベースに

コメントや他の参照情報を付加することで、ナレッジの共有と向上を図る。 

 

 この延長線上に、例えば食専門誌、主婦誌などに掲載されたプロの料理家、編集者、写真家、記者に

よりまとめられたレシピコンテンツを束ねることで、ネットにおける投稿型レシピサイトよりも信頼性

とクオリティの高い有料レシピメディアを構築することが可能。医療誌などを組み合わせることで、ダ

イエット食に関するコンテンツ提供など、家族向けのナレッジ・ソリューションなど特化した。さらに

は食べログなどのソーシャル・メディアに対して、従来のメディアが持っているより専門的で詳しい内

容を有償で提供するなど、当該ソーシャル・メディアの価値向上につなげるコンサルティング提案など

も可能となる。 
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資料6.3.19 企業向けナレッジ・ソリューション事業のサービスイメージ（例） 

 2） EC支援事業 

 雑誌の誌面で紹介される膨大な商品やサービスを動的な EC 対応サイトとして Web 上に展開する事業

が考えられる。これまでにも媒体自身による誌面の Web展開――○○OnLineなどの展開はあったが、ひ

とつひとつの Web ページを制作する必要があり、また広告やユーザーの管理なども体系化されていな

かった。例えば主要な駅売り男性誌でも独自に Web を立ち上げている『週刊 SPA!』、『週刊プレイボー

イ』『サイゾー』などの Web は、それぞれヴィジュアル要素も側面も異なる。また現状では「紙」のみ

で、Web に参入していない媒体向けには、広告の運用・管理などパッケージ化も提案可能。システム化

することで媒体側の人的・コスト負担を軽減するとともに、広告、ユーザーの管理も一元化することが可

能となる。 

そもそも雑誌に掲載されている情報は、プロの編集者が予算と技術を使って集積した信頼性の高い情報

と言える。近年人気のソーシャル・メディアは情報の精度・確度に課題があるとされるが、情報の精度・

確度がより高度なプロフェッショナルコンテンツの一部活用を前提とすることで、メディア・ソーシャル

とも言うべき、信頼性が高く、よりリアルな情報発信を目指す新しいサービスも提供可能となる。 

 

■事業解説 

 ユーザーは、コンテンツ本文中からワンクリックで商品の販売元にアクセスできる。EC 運営者は、

記事で紹介された商品に関して「広告オークションシステム」を通じて導線（リンク）を展開可能（ク

ライアント側にとって、よりマッチング性の高い出向先となる）。広告オークションシステムでは、広

告管理、レビュー管理、出稿者への記事リコメンドなどを実現し、EC 運営者はシステム参加基本料と

成果報酬型の出稿料を負担する。また、カカクコムのように、買い手が売り手を選定するリバースオー

クション型への展開も可能。検索連動広告やバナー広告をコンテンツの枠外（ヘッダ／フッタ、サイド
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バーなど）に表示することで、純広のような広告モデルと併用できる（※純広については、記事内容に

ひもづくとは限らないので、EC 支援とは異なる観点で検討が必要）。ファッションや家電などのトレ

ンド／モノ系雑誌や、エンタメ雑誌（旅行／ゲーム／音楽）など、ジャンルごとの明確な商品群を持つ

コンテンツへの適性が高い。 

 

資料6.3.20 EC支援の事業イメージ （例） 

 3） 地図情報を活用した消費者向けマッチング事業 

 雑誌に掲載された飲食店、小売店、宿泊施設を電子地図上に表示して、一元的な地図上の情報として紹

介し、媒体ごと、店舗・サービスのジャンルごと、エリアごとなどユーザーの好みに応じて、「自分だけ

の地図」を作る事業が考えられる。 

 

■事業解説 

 雑誌記事を飲食や旅行などのカテゴリーごとに分類した上で、各カテゴリーを横断できるようなマル

チ検索プラットフォーム上でフリーワード検索し、住所・地名、メニュー業態など、様々なキーワード

からの検索結果を地図上にユーザーの求める情報を一括で表示する。 

 さらに、既存の「地図系プラットフォーム」とも連携し、エリアごとに雑誌記事に GIS、GPS、AR

などの地図情報を付加させ、地図上に表示していく。バラバラに掲載される記事を一元的な「雑誌地図

DB」にて、欲しい情報を探すことができる。 

 飲食や小売りなどのエンタメジャンルのもののほか、旅行・レジャー誌等のエリア限定型で、かつ必

ず地図情報が付加されている特集などのコンテンツとの親和性が高い。紹介された店舗・施設を

Google Map上に表示させる他にも、位置情報ゲームやGPSアプリとも連携できる。そのほかソーシャ

ルARサービスのなかに、誌面に掲載された公式情報を盛り込むことも可能である。 
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資料6.3.21 地図情報を活用した消費者向けマッチング広告のイメージ（例） 

 4） オープン・コンテンツによるソーシャル・メディア事業 

 編集記事には文芸や社会記事など、それ自体が消費行動につながるわけではなくとも、媒体価値・ブラ

ンドの構築に一役買っているページがある。そうしたページ自体の収益化を考えたとき、広告媒体として

の価値を高めるために、記事アクセス数を増加させたいというニーズがある。そこで記事自体への導線を

強化するために、インデックス情報 DBの一部である「キーワード情報」に限定して、オープンソース化

も視野においた事業が考えられる。 

 

■事業解説 

 インデックス情報 DBの「キーワード」の一部を利活用し、誰もが自由かつ簡単に参照できる仕組み

を提供する。API を通じて Facebook や Twitter などのソーシャル・メディアへの引用・転載を、特定

の企画もしくは限定された文字数の範囲で容易にするような形でも可能である。また、利用者個々人が

自由に記事を切り貼りし、“自分だけのカスタマイズメディア”を作る「ソーシャル・メディアネット

ワーク」のプラットフォームを提供することも可能である。 

 例えば現在、Twitter で自分とフォロワーの 24 時間以内の発言を自動的にクロールして、ID ごとに

Web 上にレイアウトされた「自分の新聞」が作れるサービス紙面「paper.li」が人気になり始めている

が、この情報ソースをプロフェッショナルな情報に限ることで、情報の精度を向上させた「自分だけの

オリジナルメディア作成サービス」など様々な新事業モデルが可能となる。 

 

※「記事すべて引用可」という完全オープン・コンテンツだけでなく、雑誌編集部自身が設定した

文字数などの制限を課した「一部に限定したオープン」システムを活用することで、紙との相乗

効果を見込むことが可能となる。各雑誌媒体や出版社に応じた、無段階にカスタマイズ可能な運

用モデルであり、記事のアクセスが増加することで、電子記事単体への広告価値が高まる。さら

には雑誌や記事そのものへの訴求力が向上するため、クロスメディアマーケティングの新形態の

提案も可能である。 
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資料6.3.22 オープン・コンテンツによるソーシャル・メディア事業のイメージ（例） 

（7） 雑誌媒体情報の蓄積という事業の意義 

 前述してきたように、これまで紙媒体のみで成立していたコンテンツを電子化することによる事業の可

能性は計りしれず、“知の集積・蓄積”という観点からもインデックス情報 DBの整備は急務である。各

媒体がプロとして取材・構成した誌面という“知的資産”を蓄積することで、「電子雑誌アーカイブ版ス

マートクラウド」ともいうべき、巨大な現代史の雑誌情報バンクを構築できる。一刻も早く雑誌をデジタ

ル化し、徹底したアーカイブを構築すべきである。他方で現状「紙」で成り立っている雑誌ビジネスモデ

ルや出版業界全体にもたらす影響についても十分に考慮する必要がある。 

 1） 死蔵コンテンツの有効活用と収益化  

 従来の紙製の雑誌の誌面、とりわけ「特集」記事で扱われるものは速報性や時代性などを重視したもの

が多い。それゆえ、記事の「鮮度」が落ちやすく、記事が古くなるにつれ、読者（国民）に購入・閲覧さ

れる機会が激減する。ただし、インデックス情報 DBによる事業が実現すれば、鮮度が落ち、死蔵されが

ちなコンテンツが大きな収益源として転換可能となる。つまり、電子化とは紙媒体に掲載されていた情報

をリプレース（代替）するものではなく、電子媒体と紙媒体によるシナジー（共存）により、ユーザーに

とっての選択肢を増やす「パイ拡大」のための進化である。 

 

インデックス情報DBを導入

資料6.3.23 死蔵コンテンツの有効活用と収益化の構造（例） 

 2） 新たな利用者・収入源の獲得（新市場の創造）  
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 雑誌の購読料および広告収入のみに依存してきた雑誌出版社にとっては、インデックス情報 DBを活用

したビジネスの展開は新たな収入源の確保につながり、長期的には出版社の経営安定化に寄与する。 

 3） 情報の収益事業化 

 インデックス情報 DBが活用されるようになると、（事業内容次第ではあるが）過去誌面のみで紹介さ

れてきた情報が Web などに展開されることで、紙の雑誌の売り上げが減少するという懸念が予測される。

だが雑誌に関しては、現状でも図書館、立ち読み、一部のネットといった無料の利用環境が存在し、「タ

ダ読み」読者は、既にこういった環境に流出済み。つまり電子化によって想定される逸失利益は、相当程

度顕在化しており、電子化によって、こうした「タダ読み」層市場からも収益を回収できる道筋を作るこ

とが可能となる。 

マイクロコンテンツ化（コンテンツのバラ売り）による、客単価の低下を懸念する声もあるが、現状の

雑誌記事のバラ売りや日経テレコンなどの相場観からマイクロ記事は 1 件 50～200 円程度で販売可能と

仮定し、例えば 200 ページ（記事は 40 件程度）500 円の雑誌に対し、利用者が 3 件程度のマイクロ記事

を購入すれば、雑誌一冊を購入するのと同程度の金額となる。デジタルコンテンツ化の先行分野である音

楽では、10 曲入り CD の価格が 1 枚約 3,000 円程度。マイクロコンテンツ化された一曲の価格は 300～

500円程度と単価も高額な上、CD1枚分の売り上げを実現するには最低でも 6曲程度は DLしなければな

らない。雑誌のマイクロコンテンツ化は、売り上げにおける損益分岐点が音楽に比べて遥かに低い上、紙

の雑誌を購入することのお得感を際立たせる。したがって、やはりネガティブインパクトは相対的に低い

と予測される。  

 

 

 

インデックス情報DBを導入 

資料6.3.24 情報の収益事業化への道筋（例） 

（8） 電子と紙、それぞれの特徴を活かした高付加価値化 

電子ペーパー端末の技術的な進化も進んでいるが、2011 年現在、可読性、所有する満足感、質感な

ど「紙ならでは」の有意性・優位性もある。他方、デジタルでは知覚障がい者などへ向けての「音声検

索」「読み上げ機能」など、紙では実現が難しい付加価値への技術的対応も可能である。 

 代表的なワードプロセッサ・ソフト「Word」（マイクロソフト）も 2010 年に音声入りファイル
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フォーマットに対応したアドインソフトウェアを公開。技術のベースは DAISY フォーマットという、

スイスに本部を置く非営利団体 DAISY コンソーシアムが策定し、無償で提供する電子書籍向けのファ

イル形式がある。読み進めやすいナビゲーションシステムのほか、文章を音声で読み上げる機能や、現

在読み上げられている個所をハイライト表示する機能に対応し、視覚障がい者や読字障がい者の利用で

特に有用といわれ、欧米諸国で障がい者向け電子教科書などの採用実績を持つ。こうした障がい者への

対応システムは初期に導入することで、障がいなどを理由に発生しがちな国民間の情報格差の発生を抑

えるほか、導入コストの圧縮も期待できる。 

情報インフラにおいてもバリアフリー化は喫緊の課題である。情報におけるバリアフリー化は急速

に進んでおり、音声読み上げ対応を行うことはユーザーの誘因にもつながり、福祉国家としての姿勢を

明確化することにもつながる。 

 独立行政法人の情報通信研究機構（NICT）が開発した VoiceTra（iPhone 用音声翻訳ソフト。話した

内容を 20 か国語に翻訳可能）など評価の高いアプリケーションもあり、技術の素地はあるものと思わ

れる。 

 媒体情報の蓄積・集積という意義に加えて、障がいなどによって生まれてしまう情報格差を抑え、全

国民の知的リテラシーを高めるための入口として、既存の紙媒体にインデックス情報 DBという新たな

入口を設けるものである。 
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6.3.8 クラウドビジネスの参考事例 

（1） サービス提供にクラウドを利用 

 1） 一部機能のアウトソースモデル 

コンテンツ配信を行う事業者がサービスを提供するシステムからコンテンツ配信機能のみをクラウド側

に切り出して、コンテンツデータをクラウド側にキャッシュする。これにより、コンテンツ事業者は自社

設備を持つことなく、大容量バックボーンに直結した大規模な配信プラットフォームを利用し、コンテン

ツを配信可能となる。 

クラウド事業者は動画のストリーミング配信や商用ソフトウェアのダウンロード配信等、広帯域を要す

る動画コンテンツ配信に最適なシステム環境を提供し、巨大なサイズのデータ処理や、アクセスの集中に

よりトラフィックが急増するような場合にも、コンテンツ事業者は自社設備を増強することなく安定した

品質でコンテンツ配信を行うことが可能となる。 

また、ダウンロード量等の従量課金の料金体系も用意されることが多く、無駄な投資コストを省く事が

可能となる。 

 

 

サービス
アプリケーション

＆
コンテンツDB

＆
開発
＆

運用

配信
機能

コンテンツ

事業者

クラウド

事業者
ユーザ

資料6.3.25 一部機能のアウトソースモデル概念図（例） 

■参考事例：NHKオンデマンド 

NHK オンデマンドは、2008 年 12 月 1 日から日本放送協会（NHK）がサービス提供するビデオ・オ

ン・デマンドサービスである。 

○サービス概要 

NHK で放送された番組の一部を、いつでも好きな時に、高速インターネット回線に接続されたパソコ
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ンやテレビで視聴できるサービスである。利用者は通常の NHK 受信料とは別に利用料金を支払うことに

より、番組をいつでも視聴できる。 

2011 年 3 月現在の NHK オンデマンド Web サイトによると、J：COM の“J:COM オンデマンド”、

その他のケーブルテレビ、アクトビラの“アクトビラ ビデオ”、ひかり TV の“ひかり TV ビデオサ

ービス”のサービスを利用してテレビで番組視聴が可能である。 

 

 

出典：http://www.nhk.or.jp/nhk-ondemand/ 

資料6.3.26  NHKオンデマンドWebサイトTOPイメージ（2011年3月）  

○配信システム 

Impress R&D WBB Forumによる 2009 年 1 月のNHKオンデマンド室の木田実室長への取材記事「通

信・放送の融合を実現したNHKオンデマンド（IPTV）戦略を聞く」5によると、配信システムはPC向け

配信システムとテレビ用配信システムで分かれており、テレビ向け映像配信サービス事業者であるアクト

ビラ、J:COM、ひかりTVがそれぞれ保持する会員ユーザー向けの配信システムを所持している。 

NHK が社内にもっているのは主にエンコード・システム（映像圧縮符号装置）とトランスコーダ・シ

ステム（映像符号変換装置）だけであり、下図に示すように、NHK が番組コンテンツをエンコードしト

ランスコードして各事業者に送付している。 

この様に、より多くのチャネルに対してコンテンツを届ける為に、自社で全てを行うのではなく、配信

                                                        
 
 
5 http://wbb.forum.impressrd.jp/feature/20090120/710 
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専門の事業者にコンテンツを渡し、配信自体は任せてしまう方法を取っている。 

 

出典：Impress R&D WBB Forumウェブサイト（2009年 1月） 

http://wbb.forum.impressrd.jp/feature/20090120/710?page=0%2C2 

資料6.3.27 NHKオンデマンド配信システム概要   

■その他の事例 

その他の事例としては、以下のような事例がある。 

・日本テレビ 動画配信 

日本テレビ放送網株式会社運営の動画ポータルサイト、「第 2 日本テレビ」の配信インフラとして

CDN（Contents Delivery Network、コンテンツデリバリネットワーク）を採用している。 

・フジテレビ 動画配信 

株式会社フジテレビジョン運営の動画配信サービス「フジテレビ On Demand」の PC 向け配信インフ

ラとしてCDNを採用している。  

・Ｊストリーム 動画配信 

1997 年 5 月にトランス・コスモス株式会社、KDDI 株式会社、株式会社 NTTPC コミュニケーション

ズ、リアルネットワークス社の４社によって設立された日本初のインターネット放送(ストリーミング)

専用インフラ提供会社の配信インフラとしてCDNを採用している。 

・ソニー 音楽配信 

ソニーミュージックグループのコンテンツサイト「Sony Music Online Japan」のコンテンツ配信に

CDNを採用している。 

 

・ソニー ゲーム配信 
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ソニー・コンピュータエンタテインメントの PS3 用オンラインサービス「PLAYSTATION Network」

のコンテンツ配信インフラとしてCDNを採用している。 

・任天堂 ゲーム配信 

任天堂「Wii」のコンテンツの配信インフラとしてCDNを採用している。  

・ハンゲーム ゲーム配信 

オンラインゲーム ポータル大手のハンゲームがゲームコンテンツ配信にCDNを採用している。 

・グリー SNS、ブログ 

グリーの運営する SNS「GREE」のコンテンツ配信サービスで、配信インフラとしてCDNを採用して

いる。 

・FC2ブログ SNS、ブログ 

アカマイの高速コンテンツ配信システムを全サーバに導入。高速化のコストは、広告表示で補う。 

 2） 機能の大部分をアウトソースモデル 

一部機能だけでなく、事業に必要なサービスアプリケーション、コンテンツ保存、コンテンツ配信等大

部分の機能をクラウド上に構築し、低コスト、迅速な立上げを目指すモデルである。 

 

配信機能
＆

サービス
アプリケーション

＆
コンテンツDB

開発
＆

運用

コンテンツ

事業者

クラウド

事業者
ユーザ

 

資料6.3.28 機能の大部分をアウトソースモデル概念図（例）  

■参考事例：ニューヨークタイムズ 電子出版 

○サービス概要 

ニューヨークタイムズ紙による Web サービス「TimesMachine」では、ニューヨークタイムズ の 1851

年～1922 年の過去記事紙面のフルスキャンイメージ画像を読者に提供している。データには年代、OCR

（Optical Character Recognition、光学文字認識）によるText情報、位置情報等が含まれている。 
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出典：http://timesmachine.nytimes.com/browser 

資料6.3.29 「TimesMachine」WebサイトTOPイメージ （2011年3月現時点） 

○1851年から1980年までの全11万記事の歴史アーカイブ構築に膨大なコンピューティング能力にクラウ

ドを利用 

 

2007年 1月のNYタイムズ公式ブログ記事「Self-Service, Prorated Supercomputing Fun!」によると、

「TimesMachine」を実現するまでに、様々な技術トライアルを行っており、まず膨大な記事データを

Webで閲覧できるようなPDFデータ化する下記の取り組みを行っている。 

 

1851年から 1980年までの全 11万記事をPDF化して公開する為に、下記手順でAmazon Web Service

のクラウドコンピューティングリソースを利用した。 

①4TBもの元記事データをAmazon Web Service S3に格納した。 

②PDF化するプログラムをAmazon Web Service EC2上で実行した。 

③PDFデータとして再度S3に格納した。 

実際にかかったリソース（時間、コンピュート処理能力、PDFデータ量）は、EC2上で 100インスタ

ンスを 24時間使用してPDF形式に変換し、最終的に 1.5TBのPDFデータをS3に格納した。 

2008年 5月同ブログ記事「The New York Times Archives + Amazon Web Services = TimesMachine」に
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よると、1851年から 1922年の間の The New York Times誌の全ページイメージを集めた年表インターフ

ェースを持つ歴史アーカイブには、数テラバイトの下記関連データ等がAmazonWebServiceに格納され

て実現段階となっている。 

１：81万の記事PNGイメージ（サブネイル、フルイメージ） 

２：OCRでキャプチャーされた記事テキスト 

３：位置情報等を含む関連属性情報 

記事の上にカーソルを被せると、下記図のように記事の概要、属性情報が浮き出てくる。 

資料6.3.30 「TimesMachine」の記事閲覧イメージ（2011年3月）  

■その他の事例 

その他の事例としては、以下のような事例がある。 

・スマグマグ （フォトストレージ） 

オンラインフォトストレージ、 500TB 以上の画像データを S3 に保存 できる。 

・アニモト （フォトストレージ） 

スライドショー作成サービス、動画処理、ファイル保管に EC2/S3 を使用している。 

多いときは数千単位の EC2 インスタンスを使用 している。 

・ツイッター 

画像等の配信に、 S3 や CDNであるCloudFront を利用している。  
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・クックパッド  

レシピ検索・共有サイト、ログ解析用のバッチシステムで、 EC2 を利用している。  

 

 3） ビジネス連携モデル 

お互いの強みがある分野、機能を提供し合ってコンテンツ配信事業を実施する業務提携や新事業合弁会

社を設立するビジネスモデルである。 

 

 

配信システム
事業

コンテンツ事業
マネジメント事業

複数者の強みを生かした業務提携
もしくは合弁会社

＋

ユーザ

資料6.3.31 ビジネス連携モデル概念図(例)  

■参考事例：NTTプライムスクウェア 

両社の強みを生かした合弁会社事例である。 

○会社概要 

2010 年 2 月の NTT インベストメント･パートナーズ株式会社のプレスリリースによると、エヌ・テ

ィ・ティ プライム・スクウェア株式会社は、クラウド型コンテンツ配信事業を行う為、日本電信電話株

式会社（NTT）の子会社である NTT インベストメント・パートナーズ株式会社と株式会社角川グループ

ホールディングスの子会社である株式会社角川コンテンツゲートが設立した合弁会社である。 

○デジタルコンテンツ配信サービス「Fan＋（ファンプラス）」 

同社によるデジタルコンテンツの配信サービス「Fan＋（ファンプラス）」は、単純に既存の雑誌や映

像をデジタル化したものではなく、各ジャンルの愛好者向けに深く掘り下げた映像、写真、テキスト、音

声、音楽など様々なコンテンツを組み合わせたリッチコンテンツを提供する。ユーザーが購入したコンテ

ンツはクラウド上の「MyBox」に保存され、パソコンやスマートフォンなど様々なデバイスからアクセ

スして閲覧可能となる。  

○ビジネスモデル 
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「Fan＋(ファンプラス)は、コンテンツプロバイダー様がショップを出店し、魅力的なハイブリッド

コンテンツを提供することができる、ショッピングモールのようなサービスプラットフォームです。

ファンの皆様にとっては、コレクションの楽しみやマルチデバイスの利便性がメリットとなり、安心

して有料のコンテンツをご購入いただけるサービスとなります。 

コンテンツプロバイダー様では、ハイブリッドコンテンツを簡単・低コストに制作し、多様なデバイ

スに配信することができます。 

しかも、コンテンツは Fan＋(ファンプラス)が運営するクラウド上で管理するので、セキュリティは

万全です。 

これらは、パートナーシップ・シェア・モデルにより、安心・低リスクで始めることができます。 

また、コンテンツプロバイダー様のビジネス拡大をサポートするマーケティング・プログラムもご

用意していきます。」 

出典：NTTプライムスクウェアWebサイト （2011年 3月） 

http://www.nttps.co.jp/fanplus/btob.php 
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社

ハイブリット
コンテンツ制作ツール

・システム利用料金

・課金手数料

パートナーシップ
・シェア・モデル

アフィリエイトなどとの連動

※提供予定

マルチデバイス
配信システム

コンテンツ利用料金

（課金回収代行）

マーケティング
・プログラム

イベント・コミュニティ

※提供予定

課金手数料

●ビジネスモデルイメージ[ to B ]

 
出典：NTTプライムスクウェアWebサイト（2011年 3月） 

http://www.nttps.co.jp/fanplus/btob.php 

 

資料6.3.32 コンテンツ配信サービス「Fan＋（ファンプラス）」ビジネスモデルイメージ 

（2） クラウドプラットフォームのビジネス形態モデル 

様々な企業がビジネスに参加する徹底分業の水平型ビジネスモデルである。エンドユーザへのサービス

デリバリーを行う基盤を確立し、その上のビジネスに様々な企業が参加し、コンテンツ提供もしくは付加

価値機能が次々と追加されるモデルである。 
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 1） サービスデリバリープラットフォーム 

サービスデリバリープラットフォーム
（コンテンツ流通基盤）

コンテンツ
A

ユーザ

コンテンツ
B

アプリ
C

アプリ
D

様々な第三の事業者が参加し、コンテンツ
提供、アプリ提供を行うエコシステム

提供

資料6.3.33 サービスデリバリープラットフォームモデル概念図(例) 

■参考事例：App Store 

App Store は、アップル社が運営する、iPhone・iPod touch・iPad 向けアプリケーションのダウンロー

ドサービスである。 

様々なデベロッパーがSDKを利用して開発したアプリケーションを iPhone, iPod Touch, iPadを通して

ユーザーに直結するデリバリープラットフォーム「App Store」で販売を行う事ができる。アプリ開発、

アプリ登録、販売全てにおいてコスト面、事務処理面等の敷居を大幅に下げた結果、個人レベルの開発者

まで巻き込み膨大な数のアプリケーションが登録される現状となっている。開発者は簡単に iPhone・

iPod touch・iPad向けアプリケーションの開発を行う事が出来、アップルが行う審査を通過後、自身で開

発したアプリケーションをApp Storeに陳列し、販売する事が出来る。 

アップル社のプレスリリースによると、全世界 1 億 6000 万人以上の iPhone®、iPod touch®、iPad™の

ユーザーにより同社の革新的な App Store®からダウンロードされたアプリケーションの数が 100 億本を

超えたとのこと（2011年 1月時点）である。 

世界 90 カ国で iPhone、iPod touch そして iPad のユーザーに向けてゲーム、ビジネス、ニュース、ス

ポーツ、健康、リファレンスそして旅行を含む 20 のカテゴリーの 35 万種類以上のアプリケーションを

提供している。 
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出典：iPad上のApp  Store画面（2011年 3月） 

資料6.3.34  アップル App Storeのアプリケーション(例) 
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 2） 巨大なクラウドインフラ基盤の付加価値機能拡張モデル 

 

重要な基本機能を持つサービス基盤
（オープンなAPIを用意）

付加機能
A

ユーザ

付加機能
B

付加サービス

C
付加サービス

D

様々な第三の事業者が参加し、付加価値を
付ける新機能、サービスを提供する。

(API等でサービス連携する事が多い。)

連携

資料6.3.35 巨大なクラウドインフラ基盤の付加価値機能拡張モデル(例) 

■参考事例：フェイスブック 

FacebookのPress Room情報（2011年 3月）によると、 

2004 年に設立された本 SNS では 6 億人以上のアクティブユーザー（30 日以内にサイトに再訪するユ

ーザー）が存在し、米国以外のユーザーが約 70%で、70言語以上に翻訳されている。 

他の SNS サイトとの違いはその利用者の圧倒的な数だけで無く、Facebook 上で動くアプリケーション

開発やサイト間連携を行う「Facebook Platform」の存在である。 

 

①アプリケーション開発プラットフォーム 

Facebook web サイトと深く連携し、巨大なソーシャルグラフを通して数百万のユーザアクセスを得る

事ができる。 

Facebook は世界中の人々の生活の一部であり、圧倒的なアプリケーション配布の可能性と人々の生活

に高い関連性があるビジネスを作る機会を提供する。約 2000 万アプリが毎日 Facebook 上の人々にイン

ストールされている。 
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出典：Facebookウェブサイト（2011年 3月）  

資料6.3.36 連携アプリケーションが並ぶ画面  

②サイト連携 

毎月２億５千万人以上の人々がFacebookを通して外部Webサイトとつながっている。 

2010 年 4 月に「social plugin」を開始してから、平均 10000 サイトが毎日 Facebook に連携されている。 

これまでに 2,500,000以上のサイトが連携されている。 
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出典：Facebookウェブサイト（2011年 3月） 

http://developers.facebook.com/showcase/ 

資料6.3.37 Facebookと連携されているサイト事例  

■Amazon Web Service  

前述のとおりAmazon Web ServiceはEC2（コンピュートクラウドリソース）、S3（ストレージクラウ

ドリソース）等の IT リソース提供サービスを行っているが、EC2 のユーザー向けに、高度な運用管理と

いった付加価値サービスを提供するサードパーティ企業が次々と現れており、エコシステムが出来上がっ

ている。 

（3） クラウド技術の採用（いわゆるプライベートクラウド）モデル 

クラウドシステムのキーアークテクチャである仮想化技術や分散ファイルシステムを自社の配信システ

ムにかつようすることにより、アクセスの急な増減への対応や、サービス開発期間削減等を可能とする。 
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プライベートクラウドサービス基盤

サービス
A

利用者

サービス
B

サービス
C

サービス
D

アクセス予測が難しいサービスも許容し、
新サービス展開も迅速に可能な

プライベートクラウドサービス基盤

仮想化技術、分散ファイル技術などを
活用した柔軟性の高いシステム基盤

 

資料6.3.38 プライベートクラウドモデル概念図(例) 

■参考事例：株式会社レコチョク 

「着うた®」「着うたフル®」をはじめとした、時代の求める幅広いニーズに応える音楽コンテンツ配

信を中心とした多種多様なエンターテイメントコンテンツサービス事業を展開している。 

様々なビジネス要件にも柔軟に対応可能な、変化に強いシステムを求めていった結果、サービス基盤は

プライベートクラウドに成長した。IBM 社 Web サイトの導入事例によると同社のサービスはテレビなど

の音楽番組と同期してアクセス数が大きく変動するため、将来どんなニーズが発生するかは予測が難しい。 

大規模なスケールアウト構成への対応に優れている変化に強いシステムを必要としたとのこと。 

拡張性、パフォーマンス、信頼性を備える本システムにより、冗長性の確保と最適なパフォーマンスを

両立させながら、手間をかけず柔軟に容量を拡張することが可能になり、同社のサービスを支えている。 

 

出典 IBM社Webサイト（2010年 6月） http://www06.ibm.com/jp/solutions/casestudies/20100602recochoku.html 

資料6.3.39 レコチョクのプライベートクラウド基盤イメージ   

 



 7.1 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の標準化に向けた国際規格化及び国内規格化の可能性 

 

第7章  

今後の課題と展開について 

7.1 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の標準化に
向けた国際規格化及び国内規格化の可能性 

7.1.1 規格化の意義 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を国際規格化や国内規格化による標準化の意義を整理すると

以下の 4点が考えられる。 

 1） 国内における普及促進 

前章までで述べたように、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を業界全体で普及促進を進めるた

めには、一部の事業者に限定されたものではなく、コードが業界全体でオーソライズされたものであるこ

とが望ましい。また、今後、第三者機関（仮）が運用管理していく場合、出版者に対する指導や修正指示、

また啓蒙活動等を行うに際し、後ろ盾、基盤となるものである。 

 2） 国際競争力と国際展開 

標準化はビジネスツールとなるものであり、国際市場でリードしていくためには国際標準化することが

必須である。急速に変革している電子出版分野において、今後の国際展開を視野に入れ、欧・米・中韓等

アジア諸国・その他の人口大国に対し、日本発のルールを策定していくことは大きな意味を持つ。 

 3） 日本特有の雑誌文化の継承 

雑誌は、複数の著者が書いた記事や論文が一定の編集方法の元に掲載されているもので、定期あるいは

不定期で発行されるものである。日本の雑誌は、海外の雑誌と比較すると、書籍と同様に書店で流通して

いることや、紙の質、印刷方法、製本方法、写真の質、文字等の面で優れた特徴を持つ。世界をリードす

る日本の雑誌の固有の出版文化を守るためにも、電子雑誌及び電子出版物に対しても日本が積極的に活動

することが肝要である。 

 4） 教育面での活用 

学校や図書館といった教育現場においても、電子書籍の活用の検討が進んでいる。今後、教科書や専門

書においても１冊単位での利用に加え、例えば、特定のテーマについて記述されている章だけ、その日の

授業に必要な部分だけといった、マイクロコンテンツでの利用場面も想定される。また、図書館における

電子出版物に対するアーカイブの検討も進められている。こうした場合に、電子出版物をマイクロコンテ

ンツ単位で管理できるコードが必要となり、標準化されたコードがなければ国内での統一的な運用が不可

 319



 第 7 章 今後の課題と展開について 

能である。 

7.1.2 標準化の方法 

（1） 標準化の種類 

標準には、①デジュール標準、②フォーラム標準、③デファクト標準の 3 種類がある。①のデジュー

ル標準が最も望ましいが、②フォーラム標準も近年有効に機能しており、これまで、コンソーシアムや

フォーラム等で、OASIS、ユニコード、USB 等が策定されてきている。③デファクト標準は、「事実上

の標準」であり、例えば、マイクロソフト製品等が代表的な例である。 

 
種類 概要 

デジュール標準 公的標準。公的で明文化され公開された手続きによって作成された標準 

フォーラム標準 関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成した標準 

デファクト標準 事実上の標準。個別企業等の標準が、市場の取捨選択・淘汰によって市

場で支配的となったもの 

資料7.1.1 標準化の種類 

上記のうちデファクト標準を除き電子出版に関連する主な標準化機関を整理すると下記の通りである。 

名称 種類 対象分野、概要 

ISO 

国際標準化機構 

デジュール標準 電気、通信を除く全分野。ドキュメントに関する分野も存在 

IEC 

国際電気標準会議 

デジュール標準 電機通信分野。技術中心 

ISO/IEC JTC 1 デジュール標準 ISO と IEC の合同技術委員会。ISO と IEC の両方の規格化を一度に

進められる 

ITU 

国際電気通信連合 

電気通信標準化部門 

デジュール標準 通信分野 

IEEE 

電気電子学会 

フォーラム標準 電気・電子技術に関連する分野。アメリカ合衆国に本部を持つ学

会 

JIS 

日本工業規格 

デジュール標準 主務大臣が制定する工業標準であり、日本の国家標準の一つ 

EDItEUR 

国際出版 EDI 標準化

機構 

フォーラム標準 出版業界向けの EDI（電子商取引インフラストラクチャー）構築の

ための、標準規格策定および研究する非営利団体 

World Wide Web 

Consortium 

フォーラム標準 WWWに関する技術 

IDPF 

国際電子出版フォー

ラム 

フォーラム標準 米国の電子出版業界の標準化団体。EPUBを策定 

資料7.1.2 主な標準化機関 
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（2） 標準化の方法 

先述の中から、代表的な規格の標準化方法を挙げる。 

 1） ISO規格制定の制定方法 

ISO規格制定に向けては、以下の方法が挙げられる。 

①ISO/TC46総会（毎年 5月開催）でのスピーチ機会を見出し、提案を行う。 

スピーチの際にはスコープ事項をしっかり整理しておく必要がある。 

 

②ISOに新作業項目の提案を行い、5か国の賛同を得た後に自国内でワーキンググループを発足する。 

ISOでは、「情報とドキュメンテーション」という名称を冠する第 46専門委員会（ISO/TC46）が存在

している。標準化を図る際には、この ISO/TC46 での活動となると思われる。ただし、ここ 10 年日本か

らのドキュメントに関する標準化の提案は行われていない。また、通常のステップでは標準化までに 3

年の期間を要するが、その間、経済的・人的に充実した管理機関が必要となることから、国等による支援

が必要と考えられる。 

 
ISO 規格は通常次の６つの段階を踏んで作成され、36 ヶ月以内に国際規格の最終案がまとめられることと

なっている。 

（1）新作業項目（ＮＰ）の提案 

各国加盟機関、TC（専門委員会）/SC（分科委員会）の幹事などが新たな規格の策定、現行規格の改定を提

案 

中央事務局は各国に提案に賛成か反対かを3ヶ月以内に投票するよう依頼 

投票結果が次を満たす時に提案は承認  

投票したTC/SCのP（積極的参加）メンバーの過半数が賛成すること  

5ヶ国以上のＰメンバーが審議に参加すること  

 

（2）作業原案（WD）の作成 

第一次ＷＤの入手（登録時に原案がない場合、登録から6ヶ月以内） 

提案の承認後、TC/SC の WG（作業グループ）において WD の策定に当たる専門家を TC/SC の幹事が P メン

バーと協議して任命 

幹事より任命された専門家はＷＧにおいてWDを検討作成 

その上で、専門家はNP提案承認後6ヶ月以内にTC/SCにWDを提出 

委員会はこの最終作業原案をＰＡＳとして発行可能（登録から12ヶ月以内） 

 

（3）委員会原案（CD）の作成 

WDはCD案として登録されTC/SCのPメンバーに意見照会のため回付 

Pメンバーの意見を踏まえ幹事を中心にＣＤ案を検討、必要に応じて修正 

総会でのコンセンサス又は、Pメンバーの投票にかけて2/3以上の賛成を得た場合にCDが成立 

その上で、CDは国際規格原案（DIS）として登録 

委員会は技術的問題が解決できない場合、TSとして発行可能 

 

（4）国際規格原案（DIS）の照会及び策定 

登録された DIS は TC/SC メンバーだけでなく全てのメンバー国に投票のため回付（投票期間 5 ヶ月間） 

（登録から24ヶ月以内） 

 321



 第 7 章 今後の課題と展開について 

DISは次を満たす時に承認  

投票したTC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成 、かつ 

反対が投票総数の1/4以下（DISが否決された場合、TC/SCの幹事が中心となりDISを修正し再投票） 

反対票が投じられなかった場合は、直接発行を進める。 

その上で、DISは最終国際規格案（FDIS）として登録 

 

（5）最終国際規格案（FDIS）の策定 

中央事務局が登録されたFDISを全てのメンバー国に投票のため回付（投票期間2ヶ月。この段階で規格内

容の修正は認められず。） （登録から33ヶ月以内） 

FDISは次を満たす時に承認され国際規格として成立  

投票したTC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成 

反対が投票総数の1/4以下 

FDISが承認されなかった場合  

修正原案をCD、DIS、FDISに再提出 

TSを発行する 

プロジェクトを取り消す 

 

（6）国際規格の発行 

FDISの承認後、正式に国際規格として発行されます（発行期限はNP提案承認から36ヶ月以内）。 

 

なお、ISO は技術革新のスピード・アップに対応して時宜を得た国際規格策定を行うために、迅速手続

（Fast-track procedure）制度を導入しています。 

迅速手続では、各国で一定の実績のある規格が、TC/SCメンバー又はISOと提携関係にある国際的標準化機関

（ECMA(欧州コンピュータ工業会)、ITU 等）から ISO 事務総長に国際規格提案された場合、(1)を実施し条件

が満たされれば、(2)、(3)の作業手続を省いてDIS登録されることとなります。 

出典：日本工業標準調査会ホームページより 

http://www.jisc.go.jp/international/iso-prcs.html 

資料7.1.3 ISO規格の制定手順 

③国内の日本工業規格化（JIS 化）や、その他のフォーラム標準を取得後、ファーストトラックを経て

ISOに上申していく。この場合、１年半～2年程度の機関を要する。 

 

 2） IEC規格制定の制定方法 

IEC規格制定に向けては、以下の方法が挙げられる。 

 

①IECに新業務項目（NP）の提案を行う。 

IEC の中は、Technical Committee があり、100 番目にできた TC100 が、Audio video and multimedia 

equipment and systems、すなわちマルチメディア、テレビ等、すべてのマルチメディアデバイスとその

システム全体を担当している。IEC/TC100 は、オーディオ・ビデオ・マルチメディアシステム及び機器

専用の規格である。標準化を迅速に行えるように他のTCと異なる組織・プロセスで運用されている。 

TC100 は、TC 議長、TC 幹事を中心にして、TC100 の戦略を答申する AGS（Advisory Group on 
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Strategy：戦略諮問グループ）、TC100 の運営を掌るAGM（Advisory Group on Management：運営諮問

グループ）、特定の技術領域を担当する 13 のTA（Technical Area：テクニカルエリア）とTC 直轄のPT

（Project Team：プロジェクトチーム）及び規格の保守を担当するGMT（General Maintenance Team：

ゼネラルメンテナンスチーム）で構成される。PL（Project Leader：プロジェクトリーダ）が規格化の作

業責任を担っている。 

迅速手続（Fast-track procedure）制度と同様に TC 100 特別迅速法（TC 100 Fast Standardization 

Procedure）を導入しており、最速1年での制定が可能である。 

TC100 は、一番大きなテクニカルコミッティなので、独自運用が認められているが、Subcommittee と

して 10番目にできたテクニカルエリア（TA）のTA10がMultimedia e-publishing and e-book を担当して

いる。電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を標準化する場合、TC100/TA10へ諮ることになる。 

新業務項目（NP）の提案にあたっては、2/3 以上の P メンバーが賛成の場合、PL と他の国の P メン

バーが 1 人以上（最低 2 人以上の P メンバー）が審議に参加すればよい。これは、通常 4 人以上の参加

が必要であることに対し、より迅速に審議が進むよう設定されている。 

期間は 1～1.5年程度と想定され、前述の ISOより短縮化が可能である。 

 
IEC 規格は通常次の６つの段階を踏んで作成され、36 ヶ月以内に国際規格の最終案がまとめられることと

なっている。 

（1）新業務項目（ＮＰ）の提案 

各国加盟機関、ＴＣ（専門委員会）／ＳＣ（分科委員会）の幹事などが新たな規格の策定、現行規格の改

定を提案 

中央事務局は各国に提案に賛成か反対かを３ヶ月以内に投票するよう依頼 

投票結果が次を満たす時に提案は承認  

投票したＴＣ／ＳＣの 2/3 以上の Pメンバーが賛成の場合、PLと他の国の Pメンバーが 1人以上（最低 2

人以上のPメンバー）が審議に参加すればよい 

 

（2）作業原案（ＷＤ）の作成 

提案の承認後、ＴＣ／ＳＣのＷＧ（作業グループ）においてＷＤの策定に当たる専門家をＴＣ／ＳＣの幹

事がＰメンバーと協議して任命 

幹事より任命された専門家はＷＧまたはPTにおいてＷＤを検討作成 

その上で、専門家はＮＰ提案承認後６ヶ月以内にＴＣ／ＳＣにＷＤを提出 

 

（3）委員会原案（CD）の作成 

ＷＤはＣＤ案として登録されＴＣ／ＳＣの全てのＰメンバー及びＯメンバーに意見照会のため回付 

回答期限終了後、幹事が中心にＣＤ案を検討、必要に応じて修正 

TC/SCのＰメンバーの合意が得られた場合にCDが成立。 

その上で、ＣＤは国際規格原案（ＣＤＶ）として登録（登録期限はＮＰ提案承認から１２ヶ月以内） 

 

（4）国際規格原案（ＣＤＶ）の照会及び策定 

登録されたＣＤＶはＴＣ／ＳＣメンバーだけでなく全てのメンバー国に投票のため回付（投票期間５ヶ月

間） 

ＣＤＶは次を満たす時に承認  

投票したＴＣ／ＳＣのＰメンバーの２／３以上が賛成 
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反対が投票総数の１／４以下（ＣＤＶが否決された場合、ＴＣ／ＳＣの幹事が中心となりＣＤＶを修正し

再投票にかける） 

その上で、ＣＤＶは最終国際規格案（ＦＤＩＳ）として登録 （登録期限はNP提案承認から２４月以内） 

 

（5）最終国際規格案（ＦＤＩＳ）の策定 

中央事務局が登録されたＦＤＩＳを全てのメンバー国に投票のため回付（投票期間２ヶ月。この段階 で

規格内容の修正は認められず。） 

ＦＤＩＳは次を満たす時に承認され国際規格として成立  

投票したＴＣ／ＳＣのＰメンバーの２／３以上が賛成 

反対が投票総数の１／４以下 （登録期限はNP提案承認から３３ヶ月以内） 

 

（6）国際規格の発行 

ＦＤＩＳの承認後、正式に国際規格として発行（発行期限は幹事による国際規格の印刷・校正終了後２ヶ

月以内）。 

 

なお、ＩＥＣは技術革新のスピード・アップに対応して時宜を得た国際規格策定を行うために、迅速手続

（Fast-track procedure）制度を導入している。 

迅速手続では、各国で一定の実績のある規格が、ＴＣ／ＳＣメンバー又はＩＥＣと提携関係にある国際的

標準化機関（ＥＣＭＡ(欧州コンピュータ工業会)、ＩＴＵ等）からＩＥＣ事務総長に国際規格提案された

場合、１．の(1)(2)(3)の作業手続を省いて直ちにＣＤＶ登録されることとなる。 

出典：日本工業標準調査会ウェブサイト等に基づいて作成 

http://www.jisc.go.jp/international/iec-prcs.html 

資料7.1.4  IEC規格の制定手順 

②国内の日本工業規格化（JIS 化）や、その他のフォーラム標準を取得後、ファーストトラックを経

IECに上申していく。 

ただし、フォーラム標準を定めた機関が IEC にメンバーとして参加する必要がある。新たな組織で定

めた場合、登録手続きに労力が必要となる。 

 3） JISの制定方法 

JISは、工業標準化法に基づく手続きを踏み、制定される。その手続きの流れを次の図の通りである。 
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出典：日本工業標準調査会ウェブサイト等に基づいて作成 

http://www.jisc.go.jp/jis-act/process.html 

 

資料7.1.5 JIS制定等のプロセス 

JIS 原案の作成は、主務大臣自ら作成する場合（民間等へ委託による作成を含む）、と民間団体等の利

害関係人が自発的に JIS 原案を作成し、主務大臣に対して申し出 を行う場合とがある。主務大臣が自ら

原案を作成する案件は、調査研究と同様、基礎的、基盤的な分野、公共性の高い分野、政策普及の観点か

ら必要な分野等に限定している。 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を JIS化しようとする場合は、まず JIS原案を作成する必要

がある。 

なお、JIS化の後、ISO化や IEC化された場合、ISO/IECでの修正事項を再度 JIS化し直す必要が生じ

る。 

 4） EDItEUR 

フォーラム標準を策定する場としては、EDItEUR（国際出版 EDI 標準化機構）が考えられる。

EDItEUR は、出版業界向けの EDI（電子商取引インフラストラクチャー）構築のための、標準規格策定

および研究する非営利団体であり、日本からは出版インフラセンター、丸善、紀伊国屋の３団体が加盟し

ている。そのうち、出版インフラセンターが日本支部を設置している。そのため、標準化にあたっては出

版インフラセンターを通じて申請することとなる。これまで、出版インフラセンターでは、「予約注文締
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切日」といった日本独自の書誌項目について、その国際標準である ONIX への追加を申請し、1 か月程度

で認可された実績を持つ。EDItEUR への申請は、日本支部である出版インフラセンターを通じて行う。

フォーラム標準であるため、申請から認可（標準化）されるまでの期間は短く、これまでの例では１か月

程度で規格化されている。 

7.1.3 規格化に向けた留意点 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の規格化に向けては、下記の点が留意点として挙げられる。 

・物流（流通）コードとしての定義付けが重要である。また、将来の拡張に備え、桁数に余裕を持たせ

ることも考えられる。 

・電子配信している出版者の定義付けも整理しておく必要がある。 

・コードの運用管理、及びコード付けの統括管理する機関（経済的・人的に充実した管理機関）づくり

が重要である。また、管理機関を登録する必要があるが、管理機関はこれまでの活動実績およびそ

の期間が要件として求められる。 

・国際標準化するにあたっては、国番号を定める必要があり、現在の電子出版コンテンツ流通管理コー

ド（仮）の 20桁に国番号を付加する等の対策が必要となる。 

7.1.4 参考：ISO/TC46について 

（1） ISO/TC46について 

国際標準化機構（ISO）においては、「情報とドキュメンテーション」という名称を冠する第 46 専門

委員会（ISO/TC46）があり、ISO/TC46 は専門委員会の中では歴史が長く、これまでに日本語（かな）の

ローマ字表記や国名コード、ISBN（国際標準図書番号）、ISSN（国際標準逐次刊行物番号）等の国際規

格を制定してきている。現在は 7 つの分科会及び作業グループが存在し、情報とドキュメンテーション

分野における標準化活動の方向性を検討している。 
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出典：菅野育子「ISO/TC46の最新動向」（2002/06/20、カレントアウェアネス№272） 

資料7.1.6 ISO/TC46体制概要 

特に ISO/TC46 の SC9 においては元々、各国の図書館関係者が集い、学術雑誌や科学技術報告書、学

術論文等の文献の構成・要素・様式やレイアウト等を定めた規格づくりに携わってきたが、デジタル化時

代への変化に合わせて、情報識別のための番号やコードを総称した「情報識別子（information 

identifier）」と識別のための記述方法を対象とした規格づくりに移行していった。ISBN や ISSN 等の識

別番号制度の規格づくりがその代表である。 

これまでの紙媒体中心で捉えられてきた識別子においても、見た目では中身の見えない音声が加わった

音楽等が各種媒体乗り移ることで製品化されてきたため、その基礎となる情報識別子が求められ ISWC

（国際標準音楽作品コード）等が生み出されるようになってきた。 

なお、異業種機関からの参入がきっかけでこれまで紙媒体を重んじていたフランス等の国間どうしの対

立を生み、話がこじれながらも新たな識別子誕生に向けた事例がある。 

ジャーナルを対象にインターネット（DOI ディレクトリ）を介してユーザーとファイル所有者を結び

管理している機関、IDF（国際DOI財団：International Digital Object Identifier Foundation）の参入によ

り、DOI（デジタルオブジェクト識別子）という新たな識別子が生まれようとしている。 
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（2） 情報識別子について 

情報識別子に関する規格は現在 8種類が存在する。 

その対象は図書や雑誌等の伝統的な紙媒体の情報源から、電子媒体の情報源や音楽作品、言語による作

品、視聴覚作品の物理的な媒体に伴わないものまで範囲としている。 

 

 
 

出典：菅野育子「ISO/TC46の最新動向」（2002/06/20、カレントアウェアネス№272） 

資料7.1.7 ISO/TC46体制概要 

情報識別子の管理機関団体においても、かつては図書館や博物館、文書館等の情報機関であったが、

CISAC1 （著作権協会国際連合：Confederation Internationale des Societes d'Auteurs et Compositeurs)の参

入がきっかけで音楽作品（楽譜）や音源の製品化（音楽CD）等の情報識別子ができるようになり、その

ために管理機関団体もコンテンツ産業（出版社やその他のコンテンツ作成・提供機関）や著作権管理機関

等が加わることで、その対象が情報流通全般や著作権管理へと拡大してきている。 

（3） 識別子の管理運用について 

ISOでは識別子はそれぞれ原則のみ規定している。各識別子には詳細なマニュアルの作成が必要とされ、

登録費用等の管理運用はマニュアル書に則してさらに各国の解釈が加わり徹底化している。 

例えば ISBN と ISSNについては、フランスでは書籍と雑誌の流通は棲み分けられているため、商業雑

誌は ISSN、商業書籍は ISBN で取り扱われているが、日本においては商業用書籍と雑誌は混在した流通

形態を採っているため ISBN は商業用として、ISSN は学術雑誌をベースに国立国会図書館が日本セン

                                                        
 
 
1CISACの日本の窓口は一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）が担っている。 
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ターとして担う変則な仕組みとなっている表れである。 

（4） 今後の識別子動向について 

ISO/TC46 においては現在、電子化された媒体も今後の識別子の柱になりうるのかと関心事項として捉

えている。 

また、新たな識別子の動きとしては、創作者等の名称に関する国際標準識別子“ISNI”（International 

Standard Name Identifier）を管理するISNI国際機関（ISNI International Agency）2ではISNIの参照デー

タベースを作成し、登録機関のネットワークを構築すると共に、メディアやコンテンツ提供者は業務に

ISNIを組み入れていくこととし、業界標準化を目指している。 

7.1.5 参考：TC100について 

TC100は、特に以下の点において他のTCと異なっている。 

（1） 組織構成 

TC 100 はSCの代わりに、TA（Technical Area）をカテゴリーごとに設置して標準化を行っている。規

格の開発や投票はTC100内で行われる。現在 13あるTAの担当領域は以下の通りである。 

・TA 1: Terminals for audio, video and data services（放送用エンドユーザー機器） 

・TA 2: Color measurement and management（色彩計測および管理） 

・TA 4: Digital system interfaces and protocols（デジタルシステムインタフェース） 

・TA 5: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services（ケーブルネットワー

ク） 

・TA 6: Storage media, data structures, equipment and systems（業務用ストレージ） 

・TA 7: (Disbanded) 

・TA 8: Multimedia home server systems（マルチメディアホームサーバーシステム） 

・TA 9: Audio, video and multimedia applications for end-user network（エンドユーザーネットワーク用AV

マルチメディアアプリケーション） 

・TA 10: Multimedia e-publishing and e-book technology（マルチメディア電子出版・電子書籍） 

・TA 11: Quality for audio, video and multimedia systems（AVマルチメディアシステムの品質） 

・TA 12: AV energy efficiency and smart grid application（省エネ関連） 

・TA 13: (To be established) Environment for AV and multimedia equipment (Tentative title) （AV環境） 

・TA 14: Interfaces and methods of measurement for personal computing equipment（PC測定） 

TA に属さないアイテムに関しては、TC 100 の直下にProject Team を置いて標準化を行っている。 

                                                        
 
 
2ISNI国際機関（ISNI International Agency）とは、国際標準化機構（ISO）の後援の下に開発され、CISACや欧州国立図書館

などと共同で設立した非営利組織のコンソーシアムである。300人以上の著作権管理機関と世界 26000もの図書館が参加して

いる。 
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TAは技術等の進展にあわせて設置、廃止される。以前TA 3は赤外線AV伝送を担当していたが、廃止

され、代わりにTA8～TA11が設置された。 

 

 
出典：IEC TC100ホームページより 

http://tc100.iec.ch/about/structure/orgchart.htm 

資料7.1.8 TC100の構造 

（2） NPの承認基準 

単純多数の Pメンバーが NPに賛成の場合、既存のルールが適用される。2/3以上の Pメンバーが賛成

の場合、PLと他の国のPメンバーが 1人以上（最低 2人以上のPメンバー）が審議に参加すればよい。 

（3） 言語 

CDV、FDIS、ISの審議は英語版のみに対応している。  

7.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の普及のた
めに出版社が取り組むべき課題と普及方法について 

7.2.1 先行しているコードの実証実験からみる課題の整理 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の普及のための課題について、デジタルコミック協議会が実

施した JDCN 実証実験の結果から分析する。電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の策定で連携し

ていた JDCN では、出版者と電子取次事業者間での運用にあたっていくつかの課題が散見されており、

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）においても、同様の課題が生じることが想定される。 
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（1） 実証実験の概要 

 1） 背景と目的 

運用によるミスをなくし、今後のさらなる刊行点数の増加に対応できる体制を整えるため、以下を目的

として JDCN実証実験を実施した。 

・システム的に取り扱い可能な JDCNコードを決定する（出版者裁量部分）。 

・手運用での売上報告の作成をなくす。 

また、JDCNの本格運用へむけた課題点の抽出を行い、業界の JDCNの検討にフィードバックする。 

 2） 参加企業 

電子取次事業者 3社（モバイルブック・ジェイピー、 ビットウェイ、メディアドゥ）及び講談社。 

 3） 実証実験の内容 

以下の手順にて実証実験を実施した。 

①講談社より配信済タイトル数点をピックアップし、JDCNを加えた書誌を電子取次事業者へ再納品 

②各販売会社の書誌データベースへの JDCN（ファイル単位）項目追加と登録 

③初期登録後、手運用なしでの売上報告（速報値・確定値）への反映の確認 

④著作権配分計算を自動で行えることの確認 

 4） 実施時期 

2010年 9月。 

（2） 実証実験からみる課題 

 1） JDCNの利用目的 

■課題詳細 

・JDCNをどのような単位で付与するかによって、取次側での管理方法が異なる。 

■解決の方向性 

・版元側での、JDCNの利用目的の統一見解を出したい。 

講談社の場合： 

・販売管理と著作権料配分の２つの目的で使用する。 

・読者（国民）が購入する商品の「内容」を区別すると同時に、販売数に応じて正確な著作権配分を行

うために必要十分な粒度を確保する。 

・商品の「内容」が同等と認められる商品は、販路／フォーマット／解像度等にかかわらず、同じ

JDCNを付与する。 

 2） 追加、修正の頻度とその方法 

■課題詳細 

・新規タイトル追加時の JDCNの連絡方法。 

・JDCNの修正の有無。及びその頻度と方法。 
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■解決の方向性 

・新規タイトル納品時に、書誌に JDCNを明記する。 

・原則として JDCN は修正しない。事故等で修正する場合は、取次事業者の内部コードにひも付けて

正誤表を送付する。 

・出版社ごとに事情が異なるが、修正頻度については「原則変更しない」という方針を盛り込みたい 

 3） JDCNコードと売上報告の関係 

■課題詳細 

・JDCN コード採番ルールと売上報告の単位は密接に関係していると考えられる。JDCN を全出版社

（者）への売上報告の集計単位として共通に使用しても問題ないか。 

・出版社（者）によって JDCN の位置づけが異なる場合、JDCN の格納先や取り扱い方法を、出版社

（者）ごとに変更する必要がでてくるため、システム化が困難になる。 

■解決の方向性 

案１： 

・JDCNの付番単位を、セールスレポートの集計単位に含めるよう、全出版社（者）で合意する。 

（たたき台）セールスレポートの集計単位（キー）を下記４項目としたい。 

1.集計年月または年月日 

2.JDCN 

3.卸掛率 

4.店頭小売単価 

・卸掛率は、同じ作品でも時期によってが異なる可能性があるため行を分ける必要がある。店頭販売単

価は JASRACに報告するためにも必要。セット分解の考え方は JASRAC対応の処理方法に準拠する。 

案 2： 

・JDCN とセールスレポートの集計単位との関係は規定しない。電子取次事業者にはどのような集計

単位でも売上報告を出力できるよう、システム開発を依頼する。 

 4） JDCNコードの書店への公開 

■課題詳細 

・JDCNは版元だけの情報として扱うべきか、あるいは ISBNと同様に、広く書店や読者（国民）に開

示するか。 

・書店側では、ISBNと同様に商品を識別するコードとして扱って問題ないか。 

■解決の方向性 

・JDCNコードの利用目的を明確にする。 

・書店や読者（国民）に公開しても問題はない。 

 5） 単価ゼロ円の売上報告が出せない 

■課題詳細 

・ゼロ円で販売したファイルのセールスレポートを出せない電子取次事業者がある。 
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・ゼロ円ファイルは、販売管理や著作権者への報告に必要である。 

■解決の方向性 

・システムの改修を依頼する。 

 6） 取次側でセットの分解ができない 

■課題詳細 

・取次で作成したセットやパックについても、単品で売上を把握する必要がある。 

・しかし、セット割引した売上を単品に分解した場合の端数の処理ルールがないため、取次によっては

単品（JDCN別）に分解して売上報告できない場合がある。 

■解決の方向性 

・セットの分解を行う主体によって、対策が異なる。 

①電子取次事業者側で分解する場合 

・電子取次事業者側と版元とで、端数の処理方法を厳格に決める必要がある。 

・版元側では、特に変更なし。 

・版元共通のルールにできるか、取次のシステム改修は可能かが課題となる。 

②版元側で分解する場合 

・電子取次事業者側で作成したセット・パックの情報を事前に共有し、版元側でセットにも JDCN を

付番する。 

・電子取次事業者は、JDCN単位の売上報告を行う。 

・事前の情報共有に手間がかかることや、販路側で自由にセットを組みにくくなることが課題となる。 

（3） 課題の整理 

 上記を整理すると、以下の項目にまとめられる。 

 

・電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を付番する出版社（者）だけでなく、電子取次事業者、販

売事業者、その他の流通事業者等、全てのステークホルダーが、利用目的やコードの意義等を共有

する必要がある。 

・コードの付番エラー等が生じたときの対応方法を検討する必要がある。 

・場合によっては、電子取次事業者等のシステム改修が必要になる可能性がある。 

 - 試し読みや無料サンプル等、0円で販売したコンテンツの対応 

 - コードの付番単位と異なる単位での販売への対応 

 

これらの課題に対しては、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を管理する機関、及び各業界団体

の協力の下、早急に検討する必要がある。 
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7.2.2 普及方法案 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を普及促進していくためには、前章で述べたように、出版団

体及び第三者機関による管理ともに啓蒙活動が望まれる。そのためには、出版社（者）、取次事業者、販

売事業者、図書館の各関連団体によって成り立つ一定の機関が管理すべきである。 

既存の ISBNコードにおいては、日本出版インフラセンターが設置する日本図書コード管理センターが

パンフレットの配布等の啓蒙活動を行うとともに、出版社（者）からの問い合わせ窓口の設置や、コード

のふり間違いといったエラーに対して指導・修正指示を実施している。電子出版コンテンツ流通管理コー

ド（仮）においても、同様の機能を持つ、第三者機関が必要となる。 

今後、社団法人日本雑誌協会だけでなく、社団法人日本書籍出版協会、一般社団法人日本電子書籍出版

社協会、一般社団法人電子出版制作・流通協議会、デジタルコミック協議会、一般社団法人日本出版イン

フラセンター等、出版に関わる団体と管理機関について検討を進めていく必要がある。 

7.3 震災対策としての電子出版スマートクラウドの早急な
構築と国の支援について 

2011 年 3 月の東日本大震災は、雑誌をはじめとする出版ビジネスに大きな今後の課題と使命を与える

機会ともなった。紙媒体の雑誌の被害は、製紙工場の被災による「紙」の供給不足、インク工場の被災害

による「インク」の供給不足、書店やコンビニの被災による「販売」網の被害など、紙媒体による出版物

提供に多くの課題が生じた。その対策として、大手出版社においては、一部コミックや雑誌のデジタルに

よる配信で、被災地の方々のために情報を提供するなど、上記の課題を解決する様々な方法が一部実施さ

れた。  

先述の「電子出版スマートクラウド」の構築は、この震災対策や遠隔地への対応などの解決策としても、

大きな意義をもつものと考えており、早急な策定と構築が必要である。  

被災地をはじめ、多くの情報を求めている読者（国民）の方々に対して、放送メディアとは異なる価値

をもつ電子出版メディアの情報を提供し読んでいただくためには、①クラウド環境による情報提供により

あらゆる地域への提供を可能とすること、②地域無線 LAN をはじめとする通信インフラの整備を推進す

ること、③エネルギーの消費量が少なくカラーで閲覧できる電子ペーパー等の技術開発を推進すること、

同時に、防水防塵の対策がされたデバイスの開発を推進することなど、様々な環境に対応できる技術革新

が必要不可欠と考える。 

この点も、出版社側とメーカーや通信事業者側との民間連携だけでなく、国の支援・指導による迅速か

つ新たなイノベーションの推進が必要不可欠であり、その一つの政策が「電子出版スマートクラウド」の

早期構築と被災地域 への電子出版による情報提供サービスであると考える。  
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7.4 参考：将来的な連携について 

本節においては、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）における将来的な他機関との連携について

考察する。 

現在、独立行政法人科学技術振興機構では政府関係機関、学協会、大学等多様な機関・ 組織の科学技

術情報をシームレスに利用できる環境の実現のため、学術コンテンツの全文情報の所在情報(URL)を、関

係機関との連携・協力により一元的に整備 ・管理するジャパンリンクセンター（仮称）の構築を行って

いる。 

今回策定した、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）および、同コードをキーとした書誌情報やイ

ンデックス情報、著作権等情報のデータベースについての民間の出版社が中心として設立する管理団体と、

このジャパンリンクセンター（仮称）との連携も考えられる。ただし、ジャパンリンクセンター（仮称）

は主に学術コンテンツを取り扱っており、本調査の対象とする商業コンテンツとは目的が異なっている。

そのため、短期的に連携を図ることは難しいと考えられるが、長期的にはその連携についての検討をする

ことも有用であると考える。 

 

ジャパンリンクセンターの機能ジャパンリンクセンターの機能

海外出版社等の
電子ジャーナル

①

②

DOI*等

NII-WebCat

NDL-OPAC

JST資料所蔵案内

大学図書館OPAC
等

NII-WebCat

NDL-OPAC

JST資料所蔵案内

大学図書館OPAC
等

複写サービス複写サービス

③

④

⑤

引用文献引用文献

*DOI：Digital Object Identifierの略称、インターネット上の

電子コンテンツに恒久的に与えられる国際的識別子であ
る。電子ジャーナル論文によく利用されている。

国内テータベース

検索エンジン

③

④

⑤

③

③

③

⑥

⑥

①

蔵書目録

②
等 ① 国内外のデータベース等の検

索結果から、国内外電子
ジャーナルサイトの論文の全
文へのリンクの実現。

② 国内の電子ジャーナルに世
界共通の恒久的な識別番号
（DOI）の付与の実現。

③ 国内データベース間、電子
ジャーナルサイトからデータ
ベースへのリンクの実現。

④ 国内電子ジャーナルサイトの
論文について、その引用文献
の全文へのリンク。

⑤ 国内電子ジャーナルサイトの
論文について、他の論文に引
用された際の引用元へのリン
クの実現。

⑥ 国内データベースの検索結果
から冊子の入手や複写サー
ビスや貸借サービスへの案
内の実現。

科学技術コンテンツの所在情報を一元的に整備、それらの相互リンクを実現

JaLC

国内出版社等

図書館等

-els

DOI、URL、
ISSN、
ﾀｲﾄﾙ、

書誌情報、
データベース

登録番号

電子ジャーナル

科学技術コンテンツの所在情報を一元的に整備、それらの相互リンクを実現

データベース

国内データベース

海外テータベース

国内電子ジャーナル

-els
国内出版社等

 

出典：独立行政法人科学技術振興機構資料 

資料7.4.1 ジャパンリンクセンター（仮称）概要と構想図 
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7.5 参考：将来的な電子出版における著作権等管理につい
て 

本節においては、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）と連携をすることが可能な電子出版におけ

る著作権等管理情報の将来的な管理について考察する。 

7.5.1 デジタルコンテンツのネットワーク流通と著作権処理 

（1） デジタルコンテンツのネットワーク流通における著作権処理の意義 

 1） デジタル・ネットワーク社会と著作権 

近年、ICTの発達により、著作物の新たな頒布方法として、デジタル化されたコンテンツ3のネット

ワークでの流通（配信）が急速に進展しつつある。また、ICTの発達は、同時に、従来の著作物の提供形

態の枠を超えた、多様な提供方法を実現している。 

こうした状況から、現在、デジタルコンテンツのネットワークでの流通に対応した、著作権等の効率的

な処理が、著作物流通のみならず ICT の発展にとっても重要な課題として認識され、その解決に向けた

取り組みや検討が多方面で行われている。 

元来、著作物の流通における著作権等の権利処理は、著作物の種類はもちろんのこと、その提供の方法、

利用形態、業界構造、従前の商慣習あるいは消費者の享受の仕方等様々な要素によりその態様が異なると

ころ、それぞれに適した仕組みの構築や枠組みの設計が必要となる。 

著作物の新たな提供形態であるところの、ネットワークを利用したデジタルコンテンツの流通に対応し

た著作権等の管理を考えるにあたっても、ネットワークでの流通固有の特徴や問題を抽出し、共通の課題

を見いだす一方、著作物の種類や従前の取引慣習、業界構造といった要素に配慮することが肝要である。 

 2） デジタルコンテンツのネットワーク流通における著作権処理の重要性 

著作物の新しい提供手段であるところのデジタルコンテンツのネットワークでの流通においては、従来

のパッケージ等の有体物による流通の場合と異なり、人的な費用も含めて製造（複製）や在庫、配送と

いった物理媒体に由来するコストがかからない。そのため、コンテンツの価格に占める著作権や著作隣接

権等に関する対価の割合が相対的に高くなる。デジタルコンテンツのネットワークでの流通をより円滑に

しその推進を図るうえでは、そうした著作権処理に要する費用をできるだけ低減させることが、パッケー

ジによる流通の場合以上に重要となる。 

（2） デジタルコンテンツのネットワーク流通における特徴 

                                                        
 
 
3 本節では、特に断りの無い限り、「コンテンツ」あるいは「デジタルコンテンツ」を著作物が化体した電磁的なデータの意で

使用する。 
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 1） 多種多様な品揃え 

ネットワークでのデジタルコンテンツの流通の大きな特徴の一つとして、多種多様な商品を取り扱う、

品揃えの多さが挙げられる。 

これは、パッケージ等の物理媒体の販売においては、品切れや廃番・絶版といった物理的な制約及び商

品の在庫にかかる経費との兼ね合い等から、揃えられる商品の種類にはおのずと限界があるのに対して、

ネットワークにおけるデジタルコンテンツの流通においては、そうした物理的な制約がなく、また商品の

品揃え（在庫）にかかる費用もごく僅かであるといった条件から、多種多様な商品を取り揃えても収益が

圧迫されることが少ないことによる。 

別の見方をすれば、デジタルコンテンツのネットワークでの販売については、どんなに大量に商品が売

れたとしても品切れするということがないため、意識的に商品を取り下げない限り、永久に商品棚に商品

が並び続けることになる。デジタルコンテンツのネットワークでの流通にあっては、取り扱う商品の種類

が増えることはあっても原則として減ることはない。 

また、デジタルコンテンツのネットワークでの流通においてはこうした多種多様な品揃えが可能である

という特徴をいかして、大量に売れる特定の商品を中心に取り揃えるのではなく、それぞれの販売量が僅

少である商品を多種販売することで総量として収益を挙げる、いわゆるロングテールといわれる考え方を

取り入れたビジネスも可能である。 

多種多様な品揃えは、コンテンツの享受者である消費者に、所望のコンテンツをすぐに提供することが

できるという点において、非代替性という側面をもつコンテンツの頒布方法としては理想的な手段である

と考えられる。 

また、多数の商品の品揃を特徴とする、ネットワーク配信ビジネスにおいては、実際にダウンロードさ

れないコンテンツ4についても、その品揃えを構成したこと事態に価値があるとする考え方も生まれる。

すなわち、顧客がその店に来店するのは、その店であれば多くの商品が揃っているため自分が望む商品も

あるに違いないと信ずるからであり、顧客が来店しなければそもそも商品は売れないのであるから、結果

的に売れなかった商品についても、顧客を来店させた動機に寄与したことになり、その点に価値を見出す

ことができるというのである。 

このように、著作物の種類によらず、ネットワークでのデジタルコンテンツ流通における共通の特徴で

ある多種多様な品揃えという側面を、著作権等の管理の視点から観察すると、デジタルコンテンツについ

ては、多数の著作物（商品）について長期間にわたりその著作権等の管理を行う必要があることを意味す

る。 

                                                        
 
 
4 送信可能化のみで公衆送信がなされなかったコンテンツ。 
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ロングテール

販
売
数
量

商品（販売数量順）

 
資料7.5.1 ロングテール概念図 

 2） 複製実績の把握 

リアル市場でのパッケージの流通においては、返品や毀損、廃棄等による多少の変動はあるものの、著

作物の複製物の数は、その生産や出荷時においてある程度正確に把握する可能であることから、著作権等

の権利処理についても基本的にその段階、すなわち流通過程におけるいわば川上（いわゆる元栓）の段階

で処理することができる。 

一方、ネットワークでのデジタルコンテンツの流通においては、消費者に直接コンテンツを配信する配

信事業者等のサーバーに存置された段階、すなわち送信可能化された段階においてもその販売数は把握で

きず、それが確定するのは実際に消費者に対して自動公衆送信がなされた時点である。また、当然のこと

がら、消費者への配信は基本的に消費者からの要求により行われるところ、事前にその販売数量を予測す

ることは困難である。したがって、実際にどの程度の著作物が複製（利用）されたかという実績の把握は、

消費者への販売（消費者からの要求）を待ったうえで、個々の配信事業者、すなわち流通過程におけるい

わば川下（いわゆる蛇口）に位置する事業者が行うことになる。 
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資料7.5.2 パッケージ流通とネットワーク流通との複製 

 3） 著作権処理に関与する事業者 

リアル市場におけるパッケージの出版物の流通においては、基本的に複製の権限（出版権）のみ5有し

ていればよく、著作権の処理はいわゆる元栓で行われるため、卸売（取次ぎ）や小売り（書店）といった

以降の流通過程における事業者は、著作権等の処理に積極的にかかわることはない。 

それに対して、ネットワークでの流通においては、デジタルコンテンツを制作する出版社から、それを

消費者に配信する配信事業者に至るまで、流通過程におけるそれぞれの事業者が公衆送信や複製等により

著作物を利用する立場にあるため、その許諾を著作権者から得ておく必要がある。そのため、デジタルコ

ンテンツのネットワーク流通においては、生産から消費者への提供までの全流通過程において連鎖的な著

作権処理が必要となる。 

デジタルコンテンツのネットワーク流通における著作権等の権利処理は、その利用実績の把握及びコン

テンツを配信に供することに関する許諾の両面において、時間的にも空間的にもパッケージ等のリアルな

コンテンツにおけるそれとは大きく異なり、事後的かつ分散的になる。 

                                                        
 
 
5 流通に置くためには譲渡権も必要であるが、通常、複製と一体で処理される。 
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資料7.5.3 パッケージ流通とネットワーク流通の著作処理関与者 

 4） デジタルコンテンツのネットワーク流通における精緻な著作権処理への期待 

デジタルコンテンツのネットワーク流通においては、多種多様な品揃えが可能であるという側面と販売

実績の把握が困難であるという側面がある。しかし、それらの流通は、基本的にはコンピュータを用いて

行われるところから、如何にその量が大量であっても、また、実際に消費者に提供する複製物の再製が著

作権等の権利者から見た場合に事後的、散逸的であっても、理論上はそれらを逐一正確に把握することが

可能であると考えられ、その実現が期待されている。 

本来、著作物の利用については、その利用ごとに著作権者等の権利者に一定の支払いがなされるのが理

想である。しかし、著作物の大量販売大量消費の時代にあっては、それを実現するのは現実的には容易な

ことではない。 

放送や有線放送での利用等、著作物を大量に利用する従来の利用形態においては、物理的ないしは手作

業によるいわばアナログ的な処理を前提としているため、著作物の利用と著作権者等への支払いないしは

分配は、必ずしも一対一の関係にはならないことが是認されてきた。 

一方、コンピュータ技術により実現されるネットワーク流通においては、コンピュータ処理による正確

性から、そこで利用されるコンテンツについては利用と支払いないしは分配の関係は、原則として一対一

の関係、すなわち一つの利用に対して必ず一定額を権利者に支払うことが可能であるとする見方が存在す

る。 

このように、ICT を活用した精緻な著作権等処理の実現への期待及びその実現に向けた取り組みも、デ

ジタルコンテンツのネットワークでの流通の一つの特徴であると考えられる。 
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（3） 本節の対象範囲 

 1） 著作権等の管理の性質 

著作物の流通における著作権等の管理には様々な段階や側面がある。 

著作権管理の段階の第一は、著作物の利用に関する権利者の許諾である6。無論、それ以前またはそれ

と並行して、権利者の特定という作業が存在するが7、著作物を流通させる最初の処理としては、通常、

権利者から許諾を得ることから始まる。その次の段階としては、実際に利用した著作物やその数量につい

ての権利者への報告及びそれを基にした清算である8。これらは、著作物を利用する上での必要な手続き

であり、著作権等の管理の中でも「権利処理」に該当する部分、いわば、著作物の正規な市場における著

作権管理にあたる。 

この正規市場における著作権管理とは別の側面として、無断利用や不正利用への対処という側面がある。

これは、著作権等の管理の性格として「権利執行」の場面に分類することができよう。この場面は、いわ

ば、著作物の違法な市場に対する著作権管理である。 

円滑な著作物流通に資するためには、効率的な著作権処理の仕組みの構築等を通じて正規の市場を積極

的に育成する一方、それに反する不適切な流通、違法な市場に対しては、その抑制策や著作権等の的確な

執行により適切に対処することが必要である。 

その意味から、著作権等の処理と著作権等の執行は、著作権管理におけるいわば車の両輪であるといえ、

どちらか一方のみでは、適正な市場の確立とそれによる著作物等の円滑な流通は望めない。 

このように、広義の意味での著作権等管理には、いわゆる海賊版等、著作権侵害に対する対応も概念的

には含まれる。しかし、本プロジェクト及び報告書の主眼は電子出版コンテンツ流通管理コードの推進で

あり、正規な市場におけるコンテンツの円滑な流通に資することを目的とするものである。また、侵害市

場への対策については、技術面でも執行面でも著作権処理とは異なるところが多く、同列に論じるのは必

ずしも妥当ではない。 

したがって、本節においては、基本的に正規な市場における著作権管理を対象とし、海賊版対策等、違

法市場に対する著作権管理は対象外とする。 

 2） 著作権等の管理に関する地域 

インターネットによる情報流通の特徴の一つに、全世界に向けた同時発信の機能が挙げられる。すなわ

ち、ごく一部の例外的な場合を除いて、日本でアクセスできるインターネット上のサイトには、全世界か

らアクセスすることができる。 

一方、著作権等に対する保護を目的とする著作権法制は、各国ごとに独立している。もちろん、従来よ

り国際的な保護の枠組みは整備され、著作権に関しては、いわゆるベルヌ条約（文学的及び美術的著作物

                                                        
 
 
6 著作物の利用許諾といった場合に、単に当該著作物を流通させる意味での利用のみならず、いわゆる二次創作や他の著作物等

と合わせて別のコンテンツを制作する場面における利用もある。但し、本節は、電子出版の流通に主眼を置き、その著作権管

理につき検討するところ、既存の著作物（コンテンツ）のみ対象とし、新たなコンテンツの創作場面については検討の範囲外

とする。 
7 著作権等の経済的価値が非常に大きくなっている昨今の状況にあっては、実務的には、さらにそれ以前に、権利者ないしは権

利の窓口となる者の確定という作業も存在する。 
8 著作物の種類や、利用態様によっては、許諾、報告、清算が同時ないしは一連の流れで処理される場合もある。 

 341



 第 7 章 今後の課題と展開について 

の保護に関するベルヌ条約）をはじめとして、万国著作権条約、WCT（著作権に関する世界知的所有権

機関条約）あるいは TRIPs（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 附属書 1C 知的所有権の貿易関

連の側面に関する協定）等が制定され、わが国も加盟している。 

しかし、それらのインターネットを通じたデジタルコンテンツコンテンツの流通への適用に関しては、

行為地法か結果発生地法かといった法制決定や準拠法確定の問題、国内での条約直接適用の可能性等、

様々な難問が今なお山積しており、確定的な見解が示されていないのが現状である。 

また、本報告書が対象とするところの、電子出版にあっては、音楽や絵画といった著作物と異なり、基

本的には日本語表現による言語の著作物が中心であるという点を考慮すれば、インターネットでの著作物

流通における著作権の管理については、理論的または将来的には国際的な視点で考える必要が生じるもの

の、現段階においては、まずは、日本国内での行為を中心に、その整理を行うべきものと思われる。また、

現在は、わが国の電子出版は携帯電話向けに提供されるものが主流となっており、携帯電話でのサービス

は原則として国内に限られる。 

以上のことから、本節では、特に断りが無い限り、内国作品のわが国における著作権等の管理につき取

り扱うものとする。 

 3） 本節で対象とする「著作権等の管理」の範囲 

本節で対象とする「著作権等の管理」の範囲は、基本的には、内国作品（わが国を本国とする著作物）

におけるわが国での著作権等の処理を対象とするものとし、著作権侵害に対する対応、外国作品（わが国

以外を本国とする著作物）や外国での著作権等の管理については検討の外に置くものとする。 

正
規
市
場

非
正
規
市
場

国内市場 海外市場

外国作品内国作品

本節の範囲

本節で取り扱う範囲

 

資料7.5.4 本節で取り扱う「著作権等の管理」の範囲 
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（4） 本節の構成 

 1） デジタルコンテンツのネットワーク流通の特徴 

デジタルコンテンツのネットワークでの流通においては、従来のパッケージ等による著作物の流通に比

べて、次の特徴がある。 

①品揃え（商品）の種類が多い。 

②一旦市場に投入した商品はほぼ永久に販売（流通）し続ける。 

③消費者に販売する時点まで生産（再製）数量が把握できない。 

④流通過程で下流に位置する配信事業者でないと販売（配信）実績が分からない。 

これらの特徴は、著作物の種類に依存するものではなく、デジタルコンテンツのネットワーク流通にお

ける共通の特徴であり、デジタルコンテンツのネットワーク流通における著作権等管理に際して、考慮し

なければならない事項である。 

 2） わが国におけるデジタルコンテンツのネットワーク流通市場の現状 

わが国のデジタルコンテンツのネットワークでの流通の市場規模については、2009 年の実績では、電

子出版が 555 億円、音楽が約 1,978 億円、映像が 665 億円、ゲームが 1,872 億円とされ9、音楽が牽引し

ていることが分かる。また、同じく 2009年の実績で書籍や雑誌の出版物の販売が 22,390億円であったの

に対して、音楽CDの販売が 3,350 億円であるから、デジタルコンテンツのネットワーク流通が占める割

合は、出版が 2.4％、音楽が 37.1％であり、音楽分野においては、デジタルコンテンツのネットワーク配

信が進展していることが窺われる。 

 3） わが国の音楽配信における著作権等処理の動向 

音楽のネットワーク流通の著作権処理については、内閣府知的財戦略本部の「知的財産推進計画

2008」及び同「知的財産推進計画 2009」の方針に則り、その円滑化を図る目的から 2009 年 3 月に一般

社団法人著作権情報集中処理機構（CDC）が設立され、2010 年 4 月には実際に音楽配信における著作権

情報の処理の効率化に向けた業務を開始している。 

                                                        
 
 
9『デジタルコンテンツ白書 2010』（財団法人デジタルコンテンツ協会編、財団法人デジタルコンテンツ協会、2010.8）49頁 
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【一般社団法人 著作権情報集中処理機構（CDC）について】 
・名称 
一般社団法人 著作権情報集中処理機構 Copyright Data Clearinghouse（略称：CDC） 

・事業の目的 
著作物等の利用者および権利者との連携の下に、著作物等の利用状況及び権利関係に関する情報を

収集して整理し、その成果を関係者に提供することによって、著作物等の適正かつ円滑な利用を促

進することを目的とします。 
・沿革 

2009年  3 月 18 日：法人設立 
2009年  4 月 14 日：システム開発委託先事業者選定開始 
2009年  6 月  4 日：システム開発事業者決定 
2009年  7 月  1 日：事務所を千代田区神田神保町に移転 
2009年  7 月  1 日：システム開発に着手 
2010年  4 月  1 日：権利問合せ系機能サービス提供開始 
2010年  7 月  1 日：報告系機能サービス提供開始 
2010年  10 月  1 日：第 1次追加機能サービス提供開始 

・政府の支援・協力 
当機構の事業は、政府の知的財産戦略本部が推進する「知的財産推進計画 2008」及び「知的財産推

進計画 2009」に基づき内閣官房知的財産戦略推進事務局、文化庁、総務省及び経済産業省の支援・

協力を得て行われています。 
※知的財産推進計画 2008（抜粋） 
音楽のネット配信に対応した権利処理を改善する 
音楽のネット配信市場の拡大に伴い急激に増加した権利処理手続が効率的に行われるよう、楽曲

コードの付与作業や照合作業等に必要な作業を集中的に処理する第三者機関が２００８年度中に設

立されるよう支援する。（総務省、文部科学省、経済産業省） 
※知的財産推進計画 2009（抜粋） 
コンテンツの取引支援システムを構築する 
２００９年度から、音楽配信における利用データを集中処理し、円滑な使用料分配を可能とする

「著作権情報集中処理機構」の利用状況を把握し、その円滑な運用を支援する。（総務省、文部科

学省、経済産業省） 
・顧問 
岸 博幸 慶応大学大学院 教授 
木村 太郎 ジャーナリスト、Community SimulRadio Alliance代表 
立花 宏  株式会社 情報通信総合研究所 特別研究員 
丸山 茂雄 株式会社 247Music 取締役会長 
渡邊 美佐 株式会社 渡辺プロダクション 代表取締役会長 

・理事 
佐々木 隆一 
菅原 瑞夫 

・幹事 
株式会社エクシング 
株式会社エムティーアイ 
株式会社サミーネットワークス 
株式会社セガ 
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株式会社第一興商 
株式会社ドワンゴ 
株式会社ハドソン 
株式会社フェイス・ワンダワークス 
株式会社ヤマハミュージックメディア  
株式会社イーライセンス 
株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス 
ダイキサウンド株式会社 
社団法人日本音楽著作権協会 

資料7.5.5 一般社団法人著作権情報集中処理機構（CDC）概要 

 4） 本節の進め方 

本節は、こうした状況を踏まえ、電子出版における著作権等管理方式について考察する上で、まず、デ

ジタルコンテンツのネットワークでの流通における先行事例として、音楽分野の現状、なかんずく一般社

団法人著作権情報集中処理機構の取組みを詳解した上で、そこから示唆を得る形で電子出版の著作権等管

理方式に関する現状分析、問題点の洗い出し、今後の方向性について検討を加える。 

本節の構造

音楽分野における課題 出版分野における課題

デジタルコンテンツのネットワーク流通

デジタルコンテンツの
ネットワーク流通

共通の課題

応用

ＣＤＣの取組み

電子出版における著作権管理

 

資料7.5.6 本節の構造と進め方 

7.5.2 音楽配信の著作権等管理の概要 

（1） 音楽配信と著作権 

著作権の保護対象である音楽を配信するにあたっては、作詞者や作曲者、編曲者といった著作権者か
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ら著作物の利用に関する許諾を得る必要がある。また、着メロやオルゴール音等いわゆるレコード原盤に

依存しない音源を用いる場合は別として、原盤（レコード）の音源を配信に利用する場合には、その音源

に係る実演及びレコードの著作隣接権者（実演家、レコード製作者）の許諾も必要となる。また、著作権

法には著作者人格権（著作権法 18条乃至 20条）及び実演家人格権（著作権法 90条の 2乃至 90条の 3）

が規定されるところ、音楽の利用については、そうした著作者人格権等にも配慮する必要がある。もっと

も、著作者人格権等については音楽の商用利用に際して能動的に権利処理を行う性質のものではないため、

本節での検討の対象には含めない。 

（2） 音楽の著作権と音楽出版社 

音楽の著作物の著作権は、ビデオゲームや CM 用の作品等で職務著作（著作権法 15 条）が成立する場

合があるものの、通常は、その創作者である作詞家や作曲家といった著作者個人に原始的に帰属する。 

しかし、最近の著名な楽曲10については、多くの場合、事後的に音楽出版社11に譲渡され、音楽出版社

が著作権者となるのが通常である。 

音楽出版社の多くは、レコード会社や放送会社、プロダクションといった音楽と係わりの深い事業者の

関連会社として設立されている。近年、ヒットチャートの上位を占める楽曲は、CM やドラマの主題歌、

イベントやキャンペーンのテーマ曲といった様々なタイアップを伴って売り出されるのが大半であるとこ

ろ、音楽出版社は音楽の著作権を得て「著作権の管理」を行う一方で、そうしたタイアップも含めた広告

宣伝等の楽曲のプロモーション活動である「利用開発」を行う。 

「著作権の管理」及び「利用開発」を事業とする音楽出版社の活動は、現代の音楽の流通において非常

に大きな役割を果たしている12。 

（3） 著作権の集中管理 

 1） 著作権の集中管理の沿革 

音楽の著作物の著作権に関しては、特定の団体が集中的に管理するのが国際的にも一般的である。音楽

の著作権の集中管理団体の設立の契機は、フランスのカフェで自分の曲が無断で演奏されているのを知っ

た作曲家が店に対し著作物の使用料の支払いを求めたことにあり、1851 年にフランスの音楽作詞者作曲

者出版者協会SACEM(Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique)が設立されたのが最初で

あるといわれている。このように、音楽の分野はその他の著作物の分野に比べ古くから集中管理が進んで

いる13。 

                                                        
 
 
10 本稿では「楽曲」を「歌詞」も含む概念として使用する場合がある。 
11 楽譜の出版を行う出版社と区別する意味合いから権利出版社と呼ばれることがある。 
12 音楽出版社の団体である一般社団法人日本音楽出版社協会の会員数は準会員含め 280余社（一般社団法人日本音楽出版社協

会HP http://www.mpaj.or.jp/outline/members/item01_01.html）である。なお、音楽出版社の役割については同HP 
http://www.mpaj.or.jp/whats/index.html参照。 
13 音楽以外の分野の集中管理団体として、現在、言語の著作物を含む管理につき登録されている事業者は、登録順に社団法人

日本文芸家協会、協同組合日本脚本家連盟、協同組合日本シナリオ作家協会、社団法人日本複写権センター等 20団体に及ぶ。

著作権等管理事業者の登録状況については文化庁ＨＰ

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kanrijigyouhou/touroku_jyokyo/index.htmlを参照。 
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 2） わが国における集中管理の萌芽 

我が国においては、1931 年に勃発したいわゆるプラーゲ旋風を契機として、1939 年に仲介業務法（著

作権に関する仲介業務に関する法律）が制定され、長い間、同法に基づく事業者として、現在の一般社団

法人日本音楽著作権協会（以下、JASRAC という） が音楽分野の著作権の管理を行ってきた。その後、

2001年 10月に仲介業務法は廃止され、新たに施行された著作権等管理事業法に基づく管理が行われるよ

うになった。 

 3） 著作権等管理事業法による集中管理 

著作権等管理事業法の制定は、それまでの仲介業務法が、①業務実施の許可制により新規参入を制限し

ていること、②著作物の利用契約の媒介行為など、原権利者の利益が害されるおそれが低い形態までをも、

「著作権ニ関スル仲介業務」として規制対象としていたこと、③適用対象範囲が小説、脚本、楽曲を伴う

場合における歌詞及び楽曲に制限されており、現在の著作物等の利用実態に適応していないこと、④行政

庁の裁量権を広範に認める一方で、委託者及び利用者の保護のために必要な業務運営に関する規定が不十

分であること等をはじめとして IT 時代における多様な社会的要請に適合していないとの意見を踏まえ、

著作権・著作隣接権の管理事業について権利者の保護と利用の円滑化を図るための新たな法的基盤を確立

することを目的としたものである 。 

仲介業務法と著作権等管理事業法の主な相違点として次の諸点を挙げることができる。 

①仲介業務法における対象範囲が小説、脚本、楽曲を伴う場合における歌詞、楽曲に限られていたのが

著作権等管理事業法では著作権及び著作隣接権の及ぶ全ての分野に拡大されたこと 

②仲介業務法における業務実施が許可制であったのが著作権等管理事業法では登録制になったこと 

③仲介業務法における管理委託約款が許可制であったのが著作権等管理事業法では届出制になったこと 

④仲介業務法における使用料規定が認可制であったのが著作権等管理事業法では届出制になったこと 

⑤著作権等管理事業法においては新たに使用料規定に関する協議・裁定制度が設けられたこと 

著作権等管理事業法の施行による最大の変化は、仲介業務法の下では、一つの管理対象分野に対して一

団体しか許可されなかったため事実上独占状態が継続していたのに対し、著作権等管理事業法の下では、

登録制の採用により同一分野に複数の著作権等管理事業者が参入するようになったことである。現在、音

楽分野を含む著作権等管理事業者としては、JASRACの他に株式会社イーライセンス、株式会社ジャパ

ン･ライツ･クリアランス、ダイキサウンド株式会社等をはじめとして 14団体が登録されている14 。 

 4） 著作権者と著作権等管理事業者との契約 

著作権等管理事業者が著作権者等から権利の管理につき委託を受けるには、二通りの方法がある。 

その一つは、著作権者や著作隣接権者との間で著作物等の利用の許諾その他の管理を行わせることを目

的とした著作権等の移転を伴う信託契約を締結する方法である（著作権等管理事業法２条１項 1 号）。

この場合、著作権等は著作権等管理事業者に移転するところ15、当該著作権等を適切に保全するため、使

用料が不払いの者に対して著作権等管理事業者自身が支払い請求したり訴訟を提起したりすることができ

                                                        
 
 
14 もっとも、著作権等管理団体として登録はなされているものの、管理委託契約約款や使用料規程が未提出の団体もある。 
15処分を目的とした移転ではないため、第三者に著作権を移転する権限は有しない。 
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る。 

著作権等の管理委託を受けるもう一つの方法としては、著作権者等との間で著作物等の利用の許諾の取

次ぎ又は代理に関する委任契約を締結する方法がある（同項２号）。この場合には、著作権等管理事業者

自身が著作権等の権利者たる地位を有するわけではないため、回収困難な取り立て、差止請求、訴訟の提

起等は弁護士法第 72条に照らしなし得ないものと解される。 

現在、音楽分野においては信託により著作権管理を行っている団体としては JASRAC がその代表例で

あり、その他の有力な著作権等管理事業者にあっては、委任により管理を行っている。また、例外的では

あるが、管理委託契約約款に信託及び委任の両方の規定を定めている著作権等管理事業者も存在する。 

なお、前述したとおり、近年の多くの楽曲は音楽出版社が著作権者となっていることから、著作権等管

理事業者との間で管理委託契約を締結する当事者は、作詞家や作曲家ではなく音楽出版社となるのが通常

である。 

消費者配信事業
者

音楽
（権利）
出版者

作家

著作権
管理事
業者

作家

音楽
（権利）
出版者

著作権管
理事業者

配信事業
者

消費者

権利 著作物流通 料金精算利用実績報告

著 著
著

信託・委任

信託・委任

許諾（自動公衆送信、
それに伴う複製）

著作権

音楽配信と著作権の処理の流れ

自己管理

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.7 音楽配信と著作権処理の流れ 

 5） 著作権等管理事業者が取り扱う業務範囲 

それぞれの著作権等管理事業者は、取り扱う著作物等の種類及び利用方法について登録申請書に記載し

提出する（著作権等管理事業法４条 1 項４号）。現在、音楽分野の管理を行っている主な著作権等管理

事業者の取り扱う範囲は、各著作権等管理事業者の管理委託契約約款の定めにより、次の通りとなってい

る。 
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【JASRAC】 

１ 支分権の区分 

① 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権（ただし、⑨から⑪までに規定する利

用形態に係る権利を除く。） 

② 録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権（ただし、⑨から⑪までに規定する利用形態に係る権利

を除く。） 

③ 貸与権（ただし、⑨から⑪までに規定する利用形態に係る権利を除く。） 

④ 出版権及び出版物に係る譲渡権（ただし、⑨から⑪までに規定する利用形態に係る権利を除

く。） 

２ 利用形態の区分（ただし、日本国内における権利に限る。） 

⑤ 映画への録音 

⑥ビデオグラム等への録音（ただし、⑤又は⑦に該当するものを除く｡） 

⑦ゲームソフトへの録音 

⑧コマーシャル送信用録音 

⑨ 放送 ・ 有線放送 

⑩ インタラクティブ配信 

⑪ 業務用通信カラオケ 

 

【株式会社イーライセンス】 

(1) レコードに関する利用許諾 

(2) ビデオグラムに関する利用許諾 

(3) インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾 

(4) ゲームソフトに関する利用許諾 

(5) 映画録音に関する利用許諾 

(6) コマーシャル送信用録音に関する利用許諾 

(7) インタラクティブ配信に関する利用許諾 

(8) 放送に関する利用許諾 

(9) 有線放送に関する利用許諾 

(10) 出版に関する利用許諾 

(11) 貸与に関する利用許諾 

(12) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 

 

【株式会社ジャパン･ライツ･クリアランス】 

(1)レコードへの複製等 

(2)ビデオグラムへの複製等 

(3)マルチメディアパッケージへの複製等 
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(4)ゲームソフトへの複製 

(5)映画録音 

(6)コマーシャル送信用録音 

(7) インタラクティブ配信 

 

【ダイキサウンド株式会社】 

(1) レコードへの録音 

(2) ビデオグラムへの録音 

(3) インタラクティブ・ソフトへの録音 

(4) 映画への録音 

(5) コマーシャル放送用録音 

(6) インタラクティブ配信 

(7) 業務用通信カラオケ 

(8) 貸与 

資料7.5.8 著作権等管理事業者が取り扱う業務範囲 

以上の通り、取り扱う支分権や利用形態は各著作権等管理事業者により異なるため、例えば、放送や有

線放送による利用を対象範囲としない管理事業者にインタラクティブ配信による利用の管理を委託する場

合には、放送や有線放送による利用については他の管理事業者に委託するか、自己で管理することとなる。 

また、権利者自身が支分権や利用形態毎に異なる管理事業者に著作権の管理を委ねることもできる16。 

現在のところ、録音及びインタラクティブ配信については JASRAC をはじめ株式会社イーライセンス、

株式会社ジャパン･ライツ･クリアランス、ダイキサウンド株式会社の４団体は全て取り扱っているが、放

送、有線放送での利用等については当該４団体の中でも取り扱いの対象範囲としていない事業者も存在す

る。 

 6） 著作物の利用許諾方式 

著作権等管理事業者が楽曲の利用を許諾する方法には大きく分けて「曲別許諾」と「包括的利用許諾」

の二つの方式がある。「曲別許諾」は、利用する楽曲ごとに利用を許諾する方法である。「包括的利用許

諾」は、当該管理事業者が管理している全楽曲についての利用を一括して許諾する方法である。少数の

CD の製作や企業のホームページで特定の曲を利用する場合等一部の例外を除いて、音楽を商用利用する

場合の大半は「包括的利用許諾」方式により許諾を得るのが一般的である。 

                                                        
 
 
16 但し、例えばJASRACの場合、ビデオグラム等への録音やゲームソフトへの録音を委託するに当たっては、録音権、頒布権

及び録音物に係る譲渡権（実質的にはCDへの録音）をも委託することが条件となっているなど、支分権利用形態ごとに自由

に選択できるとは限らない。 
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 7） 利用した楽曲の実績報告 

「曲別許諾」の場合には、許諾を得る段階で利用楽曲は特定されているため、事後的に利用楽曲を報告

する必要はない。一方、「包括的利用許諾」の場合には、実際に利用した楽曲を事後的に著作権等管理事

業者へ報告する必要がある。 

JASRAC の規程では、報告には「全曲報告」と、いわゆる「サンプリング報告」の二つの方式がある。 

「全曲報告」は、利用した全楽曲（ダウンロード実績がなく単に送信可能化しただけのものも含めて）

について報告するものである。 

一方、いわゆる「サンプリング報告」は、特定の期間に利用した楽曲のみを抽出的に報告対象とする方

式である。どちらの方式をとるかは、利用形態ごとに定められており、インタラクティブ配信による利用

や録音等の場合には「全曲報告」が基本である。放送や有線放送の場合には、従来「サンプリング報告」

が基本となっていたものの、近時、段階的に「全曲報告」に移行しつつある。なお、JASRAC 以外の著

作権等管理事業者にあっては、原則として「全曲報告」である。 
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出典：JASRACホームページ 

 http://www.jasrac.or.jp/bunpai/present.html 

資料7.5.9 「現在の許諾・請求・分配のしくみ」 

 8） 音楽配信における著作権処理の具体的な作業 

商用配信での音楽の利用については、通常、「包括的利用許諾」の「全曲報告」となる。具体的な処理

手続きとしては、音楽配信事業者が、運営する配信サイト（サービス）ごとに著作権等管理事業者からイ

ンタラクティブ配信に係る許諾を得る一方、配信サイトごと、月ごとに利用実績を集計し、その月に配信

に供した全楽曲のリストを３ヶ月に一度の頻度で著作権等管理事業者に電子データで報告する。 

携帯電話向けのサイトについては携帯電話事業者(キャリア）ごとに別個のサイトとなるため、一つの

サービスブランドであっても当該サービスを提供しているキャリア毎に許諾を得るとともに、利用実績を

報告する必要がある。大手の音楽配信事業者の中には 100以上のサイトを運営している事業者もある。 

なお、JASRAC に対しては、JASRAC 以外の著作権等管理事業者が管理している楽曲や著作権が消滅

している楽曲あるいは自己管理している楽曲等も含め全ての利用楽曲を報告し、他の著作権等管理事業者

に対しては、当該著作権等管理事業者が管理している楽曲のみ報告する。 
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Ⓒ2010 CDC All Rights Reserved

SoftBank
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配信ｻｲﾄ
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全曲
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A社管理楽曲
全曲

n社管理楽曲

B社管理楽曲

A社管理楽曲

SoftBank

au

配信ｻｲﾄ

配信楽
曲リスト

ｎ＋１月

SoftBank

au

配信ｻｲﾄ

配信楽曲
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ｎ＋２月

全曲

n社管理楽曲

B社管理楽曲

A社管理楽曲

JASRAC

A社

B社

n社

音楽配信における利用曲目報告処理

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.10 利用曲目報告の作成単位概念図 

 9） 著作物の使用料の算定 

JASRACのインタラクティブ配信における包括的利用許諾に関する使用料の算定は、次のカテゴリに分

けて、それぞれ計算される17。 

                                                        
 
 
17 詳細は、JASRACホームページhttp://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/index.html又は、文化庁ホームページ

http://www.bunka.go.jp/ejigyou/pdffile/01001-kite.pdf参照。 
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（1） 商用配信(リスニング用、カラオケ用、着信音等音楽を利用することを主たる目的として配信

する場合) 

① ダウンロード形式 

(ｱ) 楽曲データを配信する場合 

㋐ 再生可能な期間等に制限がない場合 

㋑ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データ

の再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合 

㋒ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データ

の再生可能な期間が 7 日までの場合 

㋓ ㋐㋑㋒にかかわらず、着信音専用データの場合 

(ｲ) 音声番組 

㋐ 再生可能な期間等に制限がない場合 

㋑ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データ

の再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合 

㋒ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データ

の再生可能な期間が 7 日までの場合 

(ｳ) サブスクリプション 

㋐ 受信先の記憶装置において受信者のサービス契約解約後、直ちに当該楽曲の利用が不可能と

なる場合 

㋑ 受信先の記憶装置において受信者のサービス契約解約後、6 ヶ月以内に当該データの利用が

不可能になる場合 

② ストリーム形式 

 

（2） 商用配信((1)のうち、歌詞または楽曲を文字、楽譜等により可視的に利用する配信） 

① ダウンロード形式、またはデータを受信側のプリンタで印刷することが可能なストリーム形

式 

(ｱ) 楽曲データを配信する場合 

(ｲ) 受信側のプリンタで印刷することが可能なサブスクリプション 

(ｳ) 受信側のプリンタで印刷することができないサブスクリプション 

② データを受信側のプリンタで印刷することができないストリーム形式 

 

（3） 商用配信(音楽以外の著作物を利用することを主たる目的として配信する場合（(1)、(2)の規

定が適用にならない場合）） 

① ダウンロード形式 

 (ｱ) 再生可能な期間等に制限がない場合 

(ｲ) 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの
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再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合 

(ｳ) 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの

再生可能な期間が 7 日までの場合 

(ｴ) サブスクリプション 

② ストリーム形式 

資料7.5.11 著作物の使用料の算定 

 10） 使用料の著作権者への分配 

JASRAC の使用料分配規程では、インタラクティブ配信に係る使用料の権利者への分配は次の過程を

経て計算される。まず、インタラクティブ配信の内実は、複製権と演奏権から構成されるとの理解の下、

それぞれの構成比を利用態様の性質に即して、ユーザーの端末等への蓄積を伴う態様での利用（ダウン

ロードの形態による利用）については 65：35 に、ユーザーの端末への蓄積を伴わない態様での利用（ス

トリームの形態による利用）については 15：85 に割り振った後、さらに、ダウンロード形態における複

製権該当部分（65%）の内 5 ポイントを利用曲目報告のあった全楽曲に、残り 60 ポイントを利用実績の

あった楽曲にその実績に応じて分配し、同様に、演奏権該当部分（35%）の内 5 ポイントを利用曲目報告

のあった全楽曲に、残り 30 ポイントを利用実績のあった楽曲にその実績に応じて分配する。一方、スト

リーム形態については、複製権部分（15%）の内 5 ポイントを利用曲目報告のあった全楽曲に、残り 10

ポイントを利用実績のあった楽曲にその実績に応じて分配し、同様に、演奏権該当部分（85%）の内 5 ポ

イントを利用曲目報告のあった全楽曲に、残り 80 ポイントを利用実績のあった楽曲にその実績に応じて

分配する。このようにして、利用曲目報告のあった全楽曲に対して全体の 10%を、残りの 90%を利用実

績のあった楽曲に対して分配する仕組みになっている。 
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出典：JASRACホームページより 

http://www.jasrac.or.jp/bunpai/interactive/detail3.html 

資料7.5.12 音楽配信の使用料分配概念図 

（4） 著作隣接権 

着メロ等の音楽配信事業者独自の音源を利用する場合は格別、レコード音源を配信に利用する場合には、

レコード製作者（原盤権者）の許諾を得る必要がある。また、そこに演奏や歌唱等の実演が録音されてい

る場合には、当該実演家の許諾も必要となる。 

 1） 実演家の著作隣接権の処理 

レコード原盤に固定された実演に関する著作隣接権は、通常、そのレコードのレコード製作者に譲渡さ

れ、流通過程においてはレコード製作者の著作隣接権と一体で処理されるため、音楽の配信利用に際して、

実務上は実演家の著作隣接権を個別に処理することは殆どない。 

 2） 著作隣接権の処理 

放送番組の配信等を除いて、通常の音楽配信における著作隣接権の処理として、事実上必要となるのは

レコード製作者に対する権利処理である。インタラクティブ配信に関するレコード製作者の著作隣接権の

処理（実演家の権利も含む）については、コンテンツホルダーたるレコード会社（レーベル）が処理窓口

となるのが通常である。また、いわゆるアグリゲータを介して音源が供給されるような場合には、当該ア

グリゲータがレコード製作者の著作隣接権の権利処理窓口の機能を担う場合もある。 
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音楽配信と権利処理・流通の構造

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.13 音楽配信の著作権・著作隣接権処理と流通の概念図 

 3） レコード会社への支払い 

レコードの配信利用に関するレコード製作者の著作隣接権については、著作権の場合と異なり権利の集

中管理はなされていない。したがって、基本的には、配信に供した楽曲のレコード等の使用料は、その権

利者ないしは窓口となっているレコード会社に支払うことになる。通常、当該レコード会社は配信する音

源の供給者（コンテンツホルダー）でもあるので、そのコンテンツ供給に係る対価の中にレコード製作者

の著作隣接権に対する対価も含まれることになる。レコード会社に支払う対価のうち、実演の利用に対す

る対価、レコードの利用に対する対価、コンテンツホルダーに対する対価の各内訳は明示されているわけ

ではない。 

 4） 業務委託形式による配信 

コンテンツホルダーであるところのレコード会社と音楽配信事業者との契約においては、音楽配信事業

者がレコード会社の配信業務の委託を受ける形で運営されている場合がある。そうした場合には、CP は

運営に係る費用や手数料をコンテンツホルダーから徴収することになり、著作隣接権に対する対価の支払

いという処理は必要ない。 

この業務委託形式による場合の著作権の処理は、音楽配信事業者がレコード会社に代わって行うのが通

常である。音楽配信サイトで配信される楽曲は、業務委託により配信している楽曲と、音楽配信事業者自

らがライセンスを受けて配信している楽曲が混在しており、どちらの形態で配信している楽曲も、音楽配

信事業者が著作権等管理事業者から得ている包括許諾の中に包含される。したがって、著作権等管理事業
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者への利用曲目報告及び使用料の支払いも音楽配信事業者が行い、業務委託により配信している楽曲の使

用料については、事後的に音楽配信事業者から当該業務委託を行っているレコード会社に請求することに

なる。 

7.5.3 音楽配信における課題 

（1） 利用曲目報告作業の負担の増加 

我が国の音楽配信の市場は、2009 年の実績で約 1,978 億円に達しており18、CDの売上額の約 4 割程度

にまで成長している。これに伴い、配信に供する楽曲数も増加し続け、携帯電話向けの有力なサイトの中

には 10 万～20 万曲、PC向けのサイトにあっては、数百万から 1000 万超の楽曲数（品揃え）を有するサ

イトも登場している。 

いわゆるリアル店舗においては、在庫コストや品切れ・廃番・在庫切れといった物理的な制約により商

品数に限界があるのに対して、ネットワークでのデジタルコンテンツの流通においては、そうした制約が

なく品揃えに伴う費用も僅少であることが、こうした多量の品揃えを可能にしている。また、そうした利

点を生かしたいわゆるロングテールによるビジネスモデルの伸張もネットワークビジネスにおける特徴で

ある。 

他方で、わが国の著作権の集中管理に関する法制、すなわち著作権等管理事業法においては、一つの分

野に複数の著作権等管理事業者の参入を許容している。実際に、音楽の分野においては JASRAC、株式

会社イーライセンス、株式会社ジャパン･ライツ･クリアランス、ダイキサウンド株式会社の４団体を中心

に複数の事業者が参入しており、特にインタラクティブ配信での利用については、JASRAC の管理比率

が依然として高い水準にはあるものの、他の著作権等管理事業者の比率も年々高まっている。また、ネッ

トワークでのデジタルコンテンツの流通にあっては、その販売実績を消費者に最も近い位置にある多数の

音楽配信事業者、言い換えれば権利者から最も遠い位置にある小売り事業者が集計し、権利者に報告する

必要がある。 

こうした状況、すなわち大量の品揃えと複数の著作権等管理事業者の存在及び利用実績報告の主体の問

題が複合的に関連し、近年、配信に供した楽曲の著作権等管理事業者への報告業務（以下、利用曲目報告

という）のデータ処理作業が音楽配信事業者と著作権等管理事業者の双方にとって大きな負担となり、市

場拡大を阻害する要因として考えられている。 

 1） 複数の著作権等管理事業者の存在による課題 

著作権等管理事業法の制定により、一つの分野に複数の管理団体が参入できるようになったことは、

IT 時代における多様な社会的要請に応えるために必要な施策と考えられるものの、そのことが利用曲目

報告の処理作業の負担増加の要因の一つになっている点は事実上の問題として認識する必要がある。 

音楽配信に供した楽曲の利用曲目報告は、音楽配信事業者からそれぞれの楽曲を管理している著作権等

                                                        
 
 
18 財団法人デジタルコンテンツ協会編・前掲注 9・49頁 
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管理事業者に対して行うため、音楽配信事業者が利用曲目報告データを作成する際には、まず、その報告

先である著作権等管理事業者を楽曲ごとに特定する必要がある。 

それには、各著作権等管理事業者がホームページ等を通じて公開している管理楽曲のデータベースを検

索し、その楽曲が登録されているか否かを確認したり、それぞれの著作権等管理事業者から提供される管

理楽曲データに基づいて判断したりすることになる。しかし、JASRAC を除いて、それぞれのデータ

ベースに登録等されている楽曲は、当該著作権等管理事業者が管理する楽曲のみであり、また、基本的に

全楽曲が登録されている JASRACのデータベース にあっても、JASRAC以外の管理楽曲については、実

際にどの著作権等管理事業者が管理しているかという情報は入力されていない。 

したがって、現状では、著作権等管理事業者の特定にはそれぞれの著作権等管理事業者のデータベース

情報等を横断的に調査する必要がある。共有等により著作権者が複数存在する場合や、詞と曲とで著作権

を管理する著作権等管理事業者が異なるような場合には、さらに作業が複雑になる。 

また、一旦は著作権等管理事業者を特定した楽曲であっても、その楽曲を管理する事業者が移動するこ

とがあるため、極論すれば、3 ヶ月に一度の利用曲目報告の都度、配信に供している大量の楽曲全てにつ

いて、複数の管理事業者のデータベースを再度検索する等して、その楽曲を管理している著作権等管理事

業者を調査し直す必要が生じる。 

 2） 作品コードの取得における課題 

著作権等管理事業者のそれぞれのデータベースを検索して楽曲を特定する作業は、単にその楽曲を管理

している著作権等管理事業者を把握するためだけではなく、当該著作権等管理事業者が楽曲に付与してい

る作品コード を取得するためにも重要な作業である 。利用曲目報告データの明細行には、楽曲の作品名

や作詞作曲家名のみならず、作品コードも一曲ごとに設定しなければならないからである。 

したがって、例えば、いずれかの著作権等管理事業者に権利を預けている蓋然性の高い著名な楽曲につ

いて、JASRAC 以外の著作権等管理事業者を検索して存在しなかったとしても、JASRAC の管理楽曲で

あると仮定してデータベースを検索せずに済ますことはできず、必ず JASRAC のデータベースを検索し

て作品コードを取得しなければならない。 

利用曲目報告データの作成作業の負担を増している別の要因として、管理事業者のデータベース検索の

仕方に係わる問題を指摘することができる。現在、各管理事業者が公開しているデータベースは、楽曲の

作品名やアーティスト名といったいわゆるメタ情報をキーにテキスト（文字列）で検索する仕組みになっ

ている。 

しかし、配信する楽曲の音源等に付随して音楽配信事業者が入手するこうしたメタ情報は、往々にして

欠落していたり不正確であったりする場合がある。 

例えば、「赤城の子守唄」（作詞：佐藤惣之助、作曲：竹岡信幸）という楽曲については「赤木の子守

唄」「赤城の子守歌」といった表記の揺れや「赤城の子守り唄」のように送り仮名の相違等が考えられる。

この例で、JASRAC のデータベースを検索すると「赤木の子守唄」は該当するデータはなく、「赤城の

子守歌」では「赤城の子守歌 BGM」という別曲がヒットし、正しく検索できるのは、「赤城の子守唄」

だけである。 

また、いわゆる同名異曲の問題も無視できない。「赤城の子守唄」についても先の楽曲の他に平井悦三
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氏の作詞作曲（権利者は東京エフエム音楽出版）によるものがある。利用曲目報告データを作成するにあ

たっては、このように不完全なメタ情報を基にしながら、正確に楽曲を特定しなければならないのである。 

「赤木の子守唄」の検索結果

「赤城の子守歌」の検索結果

「赤城の子守唄」の検索結果

 

出典：JASRAC作品DB（J-WIDE）での検索結果 

資料7.5.14 JASRAC作品データベース（J-WID）検索例 

 3） データベース登録と検索の時間的祖語 

さらに、楽曲によっては、いずれの著作権等管理事業者のデータベースにも登録されていないものがあ

る。 

通常、JASRAC のデータベースには、権利者から作品届が提出されるか、何らかの利用実績があった

時点で登録される。近時は、先行配信と呼ばれる形態で、楽曲の巷間への露出が音楽配信から開始される

例が多く、そうした楽曲については、作品届が先に提出されていない限り、データベースに未登録の場合

がある。外国楽曲の場合には未登録の頻度がさらに高くなる。 

また、内国楽曲においても、様々な利用開発が行われる関係等から権利者（音楽出版社）の確定が遅れ、

結果的に作品届の提出が楽曲の配信開始後になることもある 。こうした事情から、各音楽配信事業者は

3 ヶ月に一度の利用曲目報告データの作成までの間に、楽曲が特定できるまで何度も繰り返しデータベー

スを検索しなければならない場合もある。 

 4） 音楽配信事業者全体の事務作業の非効率性 

音楽配信事業者の利用曲目報告データの作成作業については、多数の音楽配信事業者が重複して行って

いることになり、音楽配信事業全体として観察した場合には極めて非効率であり、そのため、収益面での
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大きな損失になっていると考えられる。 

（2） 音楽配信事業全体としての問題 

音楽配信事業者が最終的に楽曲を特定できなかった作品については、作品コードを設定せずに利用曲目

報告データを作成し著作権等管理事業者に提出することになる19。そして、それを受領した著作権等管理

事業者（JASRAC）は、再度データベースを検索し楽曲が登録されていないことを確認したうえで、配信

による利用実績に基づき当該楽曲をデータベースに登録しなければならず、この作業は著作権等管理事業

者にとっても大きな負担となっている。 
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出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.15 利用曲目報告データ作成概念図 

7.5.4 ＣＤＣの設立 

（1） ＣＤＣによるソリューション 

 1） 解決への糸口 

音楽配信においては、配信楽曲数の急増と著作権等管理事業者への配信楽曲音楽配信における著作権等

管理事業者への利用曲目報告の作業負荷が増加する要因として、報告データ数の増加と報告処理の非効率

                                                        
 
 
19 この場合、作品コードと同時にその楽曲を管理する著作権等管理事業者も特定できないことになるため、結果的に、全量報

告するJASRACに対してのみ利用曲目報告を行うことになる。 
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性という二つの要素が考えられる。この二つの要素が複合的に関連した結果、限度を越える状況に至った

ものと考えられる。したがって、少なくともどちらか一方の要素を改善ないしは除去することがソリュー

ションの糸口ということになる。 

 2） 利用曲目報告データ数の削減 

利用曲目報告データの数、すなわち、配信に供した（正確には送信可能化した）全曲目のリストの明細

行数は、2010年 4月～6月の 3ヶ月分で約 1億 6000万行（JASRAC受領分）に達した。このように膨大

な行数が発生する第一の要因は、なにより配信楽曲数（品揃え）が多いことにある。 

しかし、品揃えの多さは、ネットワークを利用したデジタルコンテンツ流通のいわば宿命であり、リア

ル市場では実現できない利点でもある。したがって、利用曲目報告の負担軽減のために品揃え数を減らす

方策は現実的ではない。 

JASRAC提供

利用曲目報告データ件数（行数）の推移

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

利用曲目報告データ件数の推移

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.16 利用曲目報告データの推移（JASRAC受領分） 

 3） 利用曲目報告データ作成処理の効率化 

利用曲目報告処理については、以下に述べるような様々な問題を抱えており、最新の ICT を導入した

効率改善や工夫の余地が考えられる。 

（2） 解決すべき課題 

 1） デジタルコンテンツのネットワーク流通の特徴 

ネット店舗ではリアル店舗と異なり在庫コストがほとんどかからないため、大量の品揃えが可能である。
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また、個々の販売数は少量でもそれが積み重なることで重要な収益源となる、いわゆるロングテール・ビ

ジネスもネットビジネスの特徴となっている。このような状況から、ネット店舗の最大の特徴はその品揃

えの多さにあるといえる。 

 

 2） 大量の品揃えにおける課題 

一方、著作権の処理は、多量に販売される楽曲もたとえ１曲しか販売されない楽曲も、その手間に変わ

りはない。このため、大量の品揃えを前提とする音楽配信ビジネスにおいては、その著作権処理作業に従

来とは比較にならないほど膨大な時間と費用を要するようになっている。このことは、デジタルコンテン

ツの円滑な流通及び音楽配信ビジネスのさらなる発展にとって大きな障壁となっており、その解決が急が

れてきた。 

 3） 従来の著作権処理における問題点 

大量の楽曲の著作権処理を行うに際して、従前の仕組みには次の問題点がる。 

①音楽著作権を管理する著作権等管理事業者が複数存在する一方、各著作権等管理事業者が管理する楽

曲の作品データベースを横断的に検索する仕組みがないため、それぞれの著作権等管理事業者の作

品データベースを個別に検索して、その楽曲を管理する著作権等管理事業者及びその作品コードを

特定する必要がある。 

②同じ楽曲でも管理する著作権等管理事業者が移動することがあるため、一度作品コードを特定した楽

曲でも報告の都度、再度、その楽曲を管理する著作権等管理事業者と作品コードを確認する必要が

ある。 

③著作権等管理事業者が公開している作品データベースは楽曲名やアーティスト名といったキーワード

を基にテキストベースで検索する必要があり、楽曲名等が不確定な場合には検索するのに手間がか

かる。 

④楽曲を配信するタイミングと楽曲が著作権等管理事業者の作品データベースに登録されるタイミング

にずれがあり、検索を実施した段階では作品データベースに楽曲が登録されていない場合がある。

そのため、一度検索して失敗した場合には時間をおいて再度検索する必要がある。 

 4） 解決に向けた方策 

大量の品揃えが音楽配信ビジネスのいわば宿命であるところ、如何に効率的に著作権処理を行うかが重

要になる。そのためには、配信する楽曲について、それぞれの曲を管理している著作権等管理事業者を洗

い出し、著作権等管理事業者が楽曲ごとに付番している作品コードを特定し、著作権等管理事業者への利

用曲目報告データを作成する作業を簡便かつ効率的に行う仕組みが必要である。 

（3） ＣＤＣシステムによる効率化 

CDC は、こうした問題を解決すべく、音楽配信事業者と著作権等管理事業者の共通の基盤として、著

作権処理のための業務システム（以下、CDC システムという）を開発し、それを用いたサービスを提供

することで、音楽配信における利用曲目報告データ作成の効率化に取り組んでいる。 
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音楽配信事業者は CDC システムを利用することにより、各管理事業者のデータベースを個別に検索す

る煩雑な作業から開放され、かつ、データベースの検索時の誤りによる利用曲目報告の遺漏の心配も解消

される。 

一方、著作権等管理事業者にあっては、CDCシステムに参加することによって20、より正確な内容の利

用曲目報告データを受領することができる。 

CDC システムの主な特徴として、①統合データベースの構築、②フィンガープリントによるデータ

ベース検索の実現、③利用曲目報告データの一括処理の 3 点を挙げることができる。以下にその機能を

簡単に紹介する。 

ダイキサウンド

作品情報

利用曲目報告

ダイキサウンド
楽曲権利情報

利用許諾申込

①利用許諾申請

CPシステム

ジャパン・ライツ・クリアランス

作品情報

利用曲目報告

JRC
楽曲権利情報

利用許諾申込

イーライセンス

作品情報

利用曲目報告

e-License
楽曲権利情報

利用許諾申込

日本音楽著作権協会

作品情報

利用曲目報告

JASRAC
J-WID

利用許諾申込

②許諾（ライセンス）発行

音楽配信事業者 著作権管理事業者

許
諾
情
報

サービスマスタDB

団体比率DB

③サービス登録

④サービスID発行

FP
⑤権利関係問合せ

CDC-ID
⑥CDC-ID発行

CDCサービスID

CDC-ID

⑦楽曲・権利情報

利用曲目
情報

⑧利用曲目報告

⑨請求書発行

⑩著作物使用料支払

利用曲目報告データ

団体比率（定率）

ID変換

自社DB

Gracenote

NTTデータ

FP DB

FP DB

FP問合せ
メタデータ取得・登録

報告データDB

フォｰﾏｯﾄ変換

CPクライアント

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

権利DB

J-WID連携・新曲登録
CDC 楽曲DB

権
利
情
報

管理楽曲データ

.CDCシステムの概要

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.17 CDCシステムの全体概要図 

 1） 統合データベースの構築 

CDC システムでは、別々に管理されている各著作権等管理事業者の管理楽曲情報を一つのデータベー

ス（統合データベース）に集約し、その情報を横断的に把握できる仕組みを提供している。 

統合データベースのキーコードには、著作権等管理事業者の楽曲コードに依存しない新たな番号（以下、

CDC-ID という）を付番し、その CDC-ID に各著作権等管理事業者の楽曲コードを関連付ける（紐付け

る）ことで、統一的な管理及び情報の集約を実現している。 

                                                        
 
 
20 現在、CDCシステムに参加している著作権等管理事業者は、JASRAC、株式会社イーライセンス、株式会社

ジャパン･ライツ･クリアランス、ダイキサウンド株式会社の４者である（著作権等管理事業の登録順）。 
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なお、CDC-IDの体系は次の通りである。 

 

【CDC-IDの体系】 

CDC-ID   体系 AnnnnnnnnnnD （12桁） 

 A  入力経路（アルファベット 1文字） 

 nnnnnnnnnn 数字連番（10桁） 

 D  チェックデジット（1桁） 

 

CDCシステム
楽曲データベース

e‐License
楽曲情報データ

DaikiSound
楽曲情報データ

JRC
楽曲情報データ

JASRAC
楽曲情報データ

統合

CP権利問合せ・新曲情報登録

CDC-ID・楽曲コード関連付け

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

統合データベースの構築

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.18 CDCシステムの統合データベース概念図 

統合データベースの構築により、楽曲を管理する著作権等管理事業者の移動に対しても、CDC-ID 自体

は変更せずに当該 CDC-ID に関連付けられた著作権等管理事業者の作品コードを CDC が変更するだけで

対応できるため、音楽配信事業者は楽曲を管理している著作権等管理事業者を把握する必要がなくなると

ともに正確な利用曲目報告データの作成が可能となる。 
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ＣＤＣシステムの楽曲詳細画面

各権利者の管理率を
一覧表示

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved
 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.19 CDCシステムの楽曲詳細画面 

 2） フィンガープリント技術を利用した検索 

CDC システムでは、メタ情報によるデータベース検索の問題に対する解決策として、フィンガープリ

ント技術を用いたデータベース検索を実現している。 
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FP検索
グレースノート

FP検索
NTTデータ

楽曲データベース

CDC‐ID

FP抽出

システム利用者

CDC-ID・
楽曲情報
等返却

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

フィンガープリント（FP）検索

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.20 フィンガープリント検索概念図 

フィンガープリントは、特殊なコンピュータプログラムにより、音源（音楽データ）からその特徴的な

部分を抽出して生成した小容量のデータである。このフィンガープリントを検索キーに用いることにより、

メタ情報での検索と異なりテキストデータを入力する手間が省けるとともに安定的な検索が可能となる 。 

音源を基にした検索については、音源データから生成したフィンガープリントを用いるのではなく、音

源データそのものをキーとして活用することも考えられる。しかし、音源データは容量が大きいこと、

ファイルフォーマットの相違により同じ楽曲でも違いが生じること、音源に楽曲とは別の音が混在してい

る場合があること等の理由から音源データそのものを検索キーとして用いるのは実質的に無理である。こ

の点、フィンガープリントによる検索では、音源データに比べて容量が小さいこと、音源データの特徴的

な部分のみ抽出するため、雑音も含めて多少別の音が混在していても検索が可能であることといった利点

がある。 

なお、ＣＤＣシステムでは、システム利用者（音楽配信事業者）の端末上でフィンガープリントを生成

し、それを検索キーとしてシステムに送信するため、音源データそのものがシステムに送信されることは

ない。 

フィンガープリントによる検索の実現により、CDC システムでは CDC-ID の取得が極めて容易かつ確

実に行えるようになっている。 

また、検索時に CDC システムの統合データベースに登録されていない楽曲については、フィンガープ

リントとともにその楽曲のメタ情報（作品名やアーティスト名等）を入力することで、検索者（音楽配信
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事業者）をしてデータベースに情報を登録することが可能となっており、未登録の楽曲であっても CDC-

IDを即時に取得できる仕組みを実装している。 

 

CDCシステム

Gracenote
FPDB

CDC‐ID
メタ情報

一回の検索で
CDC‐ID を取得可能

FP生成

CDC-ID JASRAC作品コード

eLicense作品コード

JRC作品コード

daiki作品コード

※CDC内部にて権利管理情
報の紐付け処理を行う

FP照合

FP照合

NTT DATA
FPDB

音楽配信事業者 CDC FP事業者

権利管理情報DB

①

①

③

②

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

Finger Printによる権利問合せ（CDC-ID取得）機能

Daiki Sound

JRC

e‐License

JASRAC

著作権管理事業者

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.21 フィンガープリントによるCDC-ID取得の概念図 
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ＣＤＣシステムフィンガープリント検索画面

音源ファイルを指定
して検索

検索結果を表示

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved
 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.22 CDCシステムフィンガープリント検索画面 

 3） 利用曲目報告データの一括処理 

従来、音楽配信事業者は著作権等管理事業者ごとに利用曲目報告データを作成する必要があったが、

CDCシステムでは、CDC-IDを付加した利用曲目報告データ情報を CDCシステムに投入することにより、

各管理事業者への振分けは CDC-ID に関連付けられた著作権等管理事業者の楽曲コードを基にシステム

が自動的に行う。 

また、今後、著作権等管理事業者へのデータの受け渡しも CDC システムから直接行う機能を追加する

予定であり、利用曲目報告データの作成及び送信作業がさらに軽減される見込みである。 
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楽曲データベース

CDC‐ID

e‐License向け
利用曲目報告データ

JRC向け
利用曲目報告データ

DaikiSound向け
利用曲目報告データ

JASRAC向け
利用曲目報告データ

一括処理

配信事業者(A)

配信事業者(B)

配信事業者(C)

配信事業者(D)

配信事業者(E)

配信事業者(F)

配信事業者(G)

配信事業者(H)

配信事業者･･･
利用実績

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

利用曲目報告の一括処理

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.23 利用曲目報告データ一括処理概念図 

ＣＤＣシステム報告処理状況画面

利用曲目報告データの
処理状況を表示

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved
 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.24 CDCシステム報告処理状況画面 
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（4） ＣＤＣシステムの導入効果 

 1） 音楽配信事業者に対する導入効果 

CDCシステムの導入による音楽配信事業者には次の効果が考えられる。 

①FP検索による楽曲コード（CDC－ID）の特定作業の効率化 

 ⇒著作権処理工数の削減 

②FP検索により、初心者や未経験者でも確実な作品検索が可能 

 ⇒属人的作業の低減 

③CDC－IDの即時発行（一回検索）による業務フローの簡素化 

 ⇒作業量の平準化 

CDC

ａ管理事業者DB
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管理事業者

CP 管理事業者

【従来】

【CDCシステム導入後】

FP検索
Text検索

…

…

ＣＤＣシステム導入ｊ効果（権利管理情報の調査）
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…
…

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.25 CDCシステムの導入効果（権利問合せ機能）概念図 

④権利情報の集約・一元化 

 ⇒未許諾配信のリスク低減 

⑤利用曲目報告の一括処理 

 ⇒報告作業にかかる工数削減 
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出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.26 CDCシステム導入効果（利用実績報告）概念図 

 2） 著作権等管理事業者に対する導入効果 

CDCシステムの導入による著作権等管理事業者の導入効果として次の事項が考えられる。 

①各著作権等管理事業者の管理楽曲情報の一元化 

 ⇒利用曲目の報告欠漏の防止 

 ⇒未許諾配信の回避 

②FP検索による楽曲情報（権利情報）特定の効率化、管理事業者作品コード特定作業の集約化 

 ⇒音楽配信事業者からの報告遅延の防止  ＝著作権等管理事業者の事務処理効率の向上 

 ⇒管理者作品コード誤設定防止 

 3） 音楽配信事業全体に対する効果 

①CDC システムにより音楽配信事業者の著作権処理の負荷が軽減されることで、音楽配信事業全体に

次の効果が期待できる。 

 ⇒より多くの品揃えが可能 

 ⇒著作権処理に係る経費削減による収益改善  ＝市場の更なる拡大 

 ⇒新規参入が容易に  

②従来、各音楽配信事業者及び各著作権等管理事業者が重複して行っていた同一の作業を CDC が一括

処理することで、音楽配信事業全体の作業効率が飛躍的に向上する。 

 

 372 



 7.5 参考：将来的な電子出版における著作権等管理について 

 

A社
A社

B社

C社

n社

権利情報の調査

利用曲目報告

（各著作権管理事業者のデータベースで確認）

（各著作権管理事業者に報告）

音楽配信事業者 著作権管理事業者

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

B社

C社

…

n社

…

従来

集中処理による著作権処理の効率化

 

 

 

 

利用曲目報告

A社
A社

B社

C社

n社利用曲目報告

音楽配信事業者 著作権管理事業者

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved

B社

C社

…

n社

…

CDCシステムによる集中処理後

①作品の権利関係に
関するデータベース
の構築

②利用実績報告
事務の集中処理

DB

権利情報の調査

管理楽曲
データ提供

 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.27 著作権等管理事業者に対する導入効果 
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7.5.5 音楽の権利処理における残された課題 

（1） CDCシステムの機能拡張 

CDC システムは、音楽配信における利用曲目報告データを効率的に作成するための多様な機能を実装

しており、システム稼働後の最初の節目となる 2010 年 7 月処理（利用曲目報告データの対象期間は 4 月

～6 月の 3 ヶ月分）では、JASRAC 向けの利用曲目報告データ約 1600 万行を処理し、ついで 10 月処理

では約 3000万行、2011年 1月処理では約 4000万行と着実にその処理量を増加させつつある。 

 
資料7.5.28 利用曲目報告処理行数 

しかしその一方で、例えば、メドレーのように一つのコンテンツに複数の楽曲が含まれる場合には、

フィンガープリントを用いた検索が適正に行えない21といった問題もあり、こうした点を含めて、更なる

効率化や利便性の向上に向けた機能の拡充や改善が求められる。合わせて、音楽配信のみならず、映像や

放送番組の配信における音楽利用に関する権利処理への対応も求められる。 

（2） 音楽分野における対象範囲の拡大 

CDC は現在、音楽分野における著作権のみを業務対象としているが、原盤（レコード）の音源を配信

する場合には、実演家やレコード製作者の著作隣接権の処理も必要になるところ、音楽配信に関する権利

処理の効率化に資するためには、そうした分野への対応も望まれる。 

また、放送と通信の融合が提唱される昨今、著作物の利用形態が多様化する中で、音楽配信に限らず音

楽の著作物全体の円滑な利用推進という観点から、インタラクティブ配信以外の支分権についても同様の

仕組みによる権利処理の効率化が図れるか否か検討する必要がある。 

                                                        
 
 
21 フィンガープリントによる検索は、一曲全ての長さの（全尺）フィンガープリントで検索するのではなく、数秒から 10数秒

程度の部分的なフィンガープリントをキーとして行うため、メドレー楽曲のように一つのコンテンツに複数の楽曲が入ってい

るような場合には、現状では、検索用のフィンガープリントを生成した部分の該当曲しか検索できない。 
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7.5.6 電子出版の著作権等の現状 

（1） 電子出版と著作権 

著作物である出版物のネットワーク配信にあたっては、その対象となる出版物にかかわる著作権者の許

諾が必要となる。出版物には、音楽の著作物に比べ多様な著作物が複合的に利用される場合が多く、一つ

の小説であっても、その小説の作者（小説家）、挿絵の画家、装丁のデザイナーといった複数の著作権者

が存在するものと考えられる。出版物における著作権者を出版物の種類ごとにまとめると次表のようにな

る。 

出版物の種類 著作権者 

小説 作家、挿絵作家、写真家、装丁作家等 

コミック 原作者、脚本家、作画家等 

写真集 写真家、デザイナー等 

雑誌 作家、デザイナー、写真家等 

翻訳物 原著作物の著作者、翻訳家等 

資料7.5.29 出版物の種類と著作権者 

また、出版物が編集物の場合には、その編集物を構成する素材の配列や選択に寄与した者が、編集著作

物の著作者となる。したがって、雑誌や百科事典、辞書等の出版物については、それを編集した者に編集

著作物をしての著作権が発生し、それが職務著作の要件を充足する態様で行われた場合には、その出版者

が編集著作物の著作権者となる。 

（2） 出版者固有の権利 

 1） 現行著作権法における規程 

我が国の著作権法には、出版社の権利は規定されていない。しかし、出版社の保護や出版社への権利付

与の要望は、現行著作権法の制定を審議した「著作権制度審議会」にも意見書として提出されたところで

ある。出版社の保護については、その後も様々な機会をとらえて俎上に上ったが、このテーマが本格的に

検討されたのは、昭和 60 年 9 月～平成 2 年 4 月まで実に 45 回に及ぶ会合を重ねた著作権審議会第 8 小

委員会においてである。 

 2） 著作権審議会第8小委員会における検討 

著作権審議会第 8小委員会は、昭和 63年 3月に中間報告書を公表した後、平成 2年 6月に「第 8小委

員会（出版者の保護関係）報告書」を公表している。本報告書では、出版社の保護につき次の通り述べて

いる。 
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①出版社の権利の必要性について22 

「出版者は、出版行為により、著作物の伝達上重要な文化的役割を果たしている。出版行為を行

う者は、現行著作権法上出版権の設定の制度により既に一定の範囲で保護されているところである。

しかし、複写機器の発達・普及という新たな状況を考慮すれば、（1）1）で述べたと同様の性質を

有する出版行為により、著作物の伝達上果たしている出版者の重要な役割を評価し、既存の出版権

の設定の制度に加えて、出版者に、その出版物の複写を中心とした複製についても一定の権利を認

めることが必要であると考える。これは、実演家等について、著作権に準ずる権利を付与して保護

することとなったのと同様である（注 10）。このような方策を採ることで、新たな技術的進歩等に

対応した出版者の保護を期し、その出版活動の安定と活発化を図ることによって、著作物の社会へ

の伝達を促進し、文化の発展に寄与するものと考える。  

②保護の内容について23 

「出版者の保護は、『出版者の保護の必要性』（本章 1）で述べたように、複写機器の発達・普及

という状況に対応して新たに出版者を保護するため、出版物の複写を中心とした複製について一定

の権利を認めるものであり、以下のような出版物の版面の複製について、権利を認めることが適当

である。 (1) 出版物の版面の複写機器による複製。(2) 出版物の版面の写真機器による複製。」 

③権利の性質について24 

「著作権者の許諾を得ることを前提とした上で、出版者の利益を確保しながら、出版物の複製を

認める形、すなわち、出版者の権利の性質は、報酬請求権とすることが適当である。」 

本報告書は以上を述べた上で、「出版行為による著作物の伝達に出版者が果たしている重要な役

割を評価し、複写を中心とした出版物の複製に対応した必要な範囲内で、出版者に独自の権利を認

めることが適切であると考える。」25として、出版者に権利を付与すべきとの結論に至っている。 

 

このように、委員会の結論としては、版面の一定の利用に対して出版社に報酬請求権を付与し、出版社

の保護を図るべきとの結論を得たものの、その後、経済界や著作者団体から反対意見が出され、結果的に

は立法には至らなかった。 

なお、本報告書は、電子出版について次の通り述べている。 

「ところで、近年、CD－ROM、ビデオディスク等に図鑑、百科事典等を納めて発行することや、出版

物の作成にパソコンや CTS（電算写植システム）を利用するなどのいわゆる『電子出版』が注目されて

いる。また、『電子出版』においては、出版という専門的な行為がコンピュータ等の新技術を用いること

により個人や企業内において簡易に行えるようになるほか、情報が電子媒体等に蓄積されることから、情

報が当該媒体によって提供されるのみならず、通信回線により提供できることにもなり、版面を媒体とし

た情報の提供という形での出版行為の様相が将来変化することも予想されるところである。 

                                                        
 
 
22 『著作権審議会第8小委員会（出版者の保護関係）報告書』（文化庁、平成 2年6月）39頁 
23 文化庁・前掲注22・44頁 
24 文化庁・前掲注22・46頁 
25 文化庁・前掲注22・62頁 
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本小委員会としては、出版形態のこのような新しい動向についても留意し、同一の著作物を版面という

媒体で発行した場合との均衡上、出版者が電子媒体等により著作物を伝達する場合の保護について論議し

たが、CD－ROM等のどの範囲のものに、また、どのような利用に対して権利を認めるべきかについては、

『電子出版』に関する技術の開発が目覚ましく進展しつつある現時点では、将来を見通した判断が難しい

ところから、今後の課題として別途検討することが適当であると考える。」26 

 3） その後の議論 

著作権審議会第 8 小委員会の報告後、デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に

向けた検討を行うために、2010 年 3 月に設置された「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利

活用の推進に関する懇談会」では、出版者への権利付与について、次の通り報告している27。 

「我が国の豊かな出版文化を支え続けてきた出版者の機能の維持・発展は、デジタル・ネットワー

ク社会においても、引き続き重要であるとの認識は、本懇談会においても広く共有されている。 

また、デジタル化・ネットワーク化の進展は、出版物の多様な利用、国境を越えるグローバルな利

用を可能とすることから、著作者と出版者との契約関係を明確にしておく必要性が高まる。 

こうした中、出版者側からは、①出版者の権利内容を明確にすることにより、出版契約が促進され

る可能性があること、②デジタル化・ネットワーク化に伴い、今後増加することが想定される出版物

の違法複製に対しても、出版者が物権的請求権である差止請求を行い得るようにすることで、より効

果的な違法複製物対策が可能となることなどを理由に、出版者に著作隣接権を付与するべきであると

の主張がなされている。 

こうした主張に対しては、現状では出版者に権利が付与されておらず、違法利用に対して法的措置

を講ずることができないことから、何らかの権利を付与することに一定の理解を示しつつ、具体的な

権利の内容については更なる検討が必要であるとする意見があった。 

また、①米国のように、出版者に権利がなくとも、著作者と出版者との間で独占的な許諾契約を結

ぶなど、明確な出版契約を結ぶことによって、種々の課題に対応可能であること、②創作活動におけ

る著作者と出版者・編集者との関与の度合いは様々であり、一律に出版者に新たな権利を付与するこ

とは、権利関係を更に複雑にし、権利処理に支障が生じることを理由に、出版者に対する権利付与そ

のものに反対であるとする意見があった。 

このように、出版者に何らかの権利を付与することについては、著作者・出版者間における明確な

出版契約の促進が必要であるとともに、出版契約や流通過程に与える影響や各国の動向についての分

析等を行うとともにその可否を含めて様々な見解が示されているところであり、今後、出版契約や流

通過程に与える影響や各国の動向についての調査・分析等の実施や議論の場を設けることなどを通じ

て、更に検討する必要がある。国としても、こうした取組を側面から支援することが適当である。」 

同懇談会の提言を受けて、2010 年 11 月に「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」が設置

され、「出版者への権利付与に関する事項」を課題の一つとしており、現在、その検討が進められている。 
                                                        
 
 
26 文化庁・前掲注22・44頁 
27『デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告』（デジタル・ネットワーク社会におけ

る出版物の利活用の推進に関する懇談会、2010.6）18頁以下 
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 4） 出版社の活動 

ところで、出版者に固有の権利を付与するにあたっては、出版者の活動の内実を知る必要がある。著作

権審議会第 8小委員会の報告書では、書籍と雑誌に関する出版社の活動を次の通り分析している28。 

(1) 書籍 

① 情報の収集 

企画を立案するため、各種メディアから情報を収集する。 

② 企画の立案・決定 

収集した情報をもとに時代や世相を把握したり、また、ある分野の学問上や技術上の進展状況をとら

えた上で、どのようなテーマについて、どのような読者対象を想定し、だれに執筆してもらうか、い

つ発行するのか、図表、イラスト、写真等をどの程度盛り込むのか等を検討し、また、判型、ページ

数、発行部数、定価、装丁等について、原価計算を行うなどして検討し、出版についての企画を立

案・決定する。 

企画の立案・決定に当たっては、類似図書、類似企画の調査を行うほか、専門家の意見や読者アン

ケートの結果を参考とする。また、著者の選定に当たっては、著述歴等を考慮する。 

作家等から著作物の出版を依頼される場合があるが、その場合、出版者は、その内容や執筆者の著述

歴を考慮して出版するか否かを判断する。 

③原稿の執筆依頼 

決定された企画に基づき、選定された執筆者に執筆依頼を行い、その際、企画の内容について十分説

明するほか、用字、用語、写真、図表、索引等について打合せを行う。必要があれば、参考資料等を

提供する。また、執筆者が執筆している間は、その進行状況を把握し、不足資料があれば、収集し、

提供する。 

④原稿の整理 

作成された原稿を整理し・法令上の問題や引用の出所の誤り、文法上の誤り等のチェックを行い、ま

た、企画の内容に合っているかどうかを照合し、必要に応じ執筆者に修正等を以来する。また、用字、

用語を統一する。 

⑤ 写真、イラスト、解説、年表等の検討、準備 

本文中に写真、イラスト、口絵が必要な場合は、執筆者と打合せを行った上で、写真家やイラスト

レーター等にその作成を依頼する。解説、年表、あとがき等について検討し、その作成を解説者、執

筆者等に依頼する。 

⑥目次、索引、奥付けの準備 

目次、索引、奥付けについて検討し、原稿を作成する。 

⑦造本計画の立案と決定 

用紙、製本の仕方、装丁、カバー、帯、書名書体等について検討、決定し、カバー、帯の原稿を作成

するほか、必要に応じて装丁作家を選定し、装丁の作成を依頼する。 

                                                        
 
 
28 文化庁・前掲注22・9頁。出典：社団法人著作権情報センターＨＰ http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6.html 
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⑧組方体裁の決定（割付） 

原稿を書籍の版面としてどのように作り上げるかを決定する。すなわち、判型、縦・横組、活字の大

きさ、書体を決定し、段数、段間、柱（各ページの上部等に入れる章や節の題名、見出し）の位置、

けい線、余白等の指定を行い、イラスト、写真、図表等の位置を指定する。 

⑨校正 

原稿が印刷に回され、組版が作成され、校正刷りが出来上がると、校正を行う。校正は何回か繰り返

し行われる。 

⑩ 印刷・製本 

印刷を委託し、印刷が出来上がると、製本を委託する。 

⑪ 頒布 

製本された書籍の販売・配布を行う。委託販売する場合は、取次店と交渉し、販売を委託する。 

 

 

出典：社団法人著作権情報センターウェブサイト 

http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6.html 

資料7.5.30 書籍に関する出版社の活動 
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(2) 雑誌  

雑誌に関する出版活動は、書籍の場合と基本的には同じであるが、具体的な内容を見ると、以下の

ような若干の相違がある。  

①企画の立案・決定の段階では、雑誌の発行間隔や読者対象は創刊の時点で既に決定されているので、

それらを考慮して、どのようなテーマについて、だれに執筆してもらうか、出版者が自らの取材

等に基づき執筆するか等企画を立案し、決定する。  

②出版者が原稿を編集する場合は、取材やインタビュー等を行った上で原稿を作成したり、座談会を

開催し、会議録を作成するなどの作業を行う。  

雑誌に関する出版活動を図示すると、次のとおりである。 

 

 

出典：社団法人著作権情報センターウェブサイト 

http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6.html 

資料7.5.31 雑誌に関する出版社の活動 

 5） 出版社固有の権利に関する本節での位置づけ 

今まで述べてきたとおり、現行のわが国の著作権法においては出版者固有の権利に関する規定はない。

一方、その必要性を検討した著作権審議会第 8 小委員会の報告書では、出版行為について分析した上で、

著作物の伝達者としての出版社の役割は重要である旨述べて、出版社に対して権利を付与しその保護を図

るべきとした。 

出版社の出版行為について、従来のパッケージを中心とした取引市場において、その経済的価値の評価

を得て対価を生じていたのであれば、ネットワークでの著作物の流通においても、流通する著作物自体に

根本的な差異があるわけではないことから、同様に評価するのが至当と考えられる。 

パッケージによる流通において、そのパッケージの生産も出版社の役割であり、また、著作権の窓口機

能も果たしていることから、出版社の出版活動に対する対価の有無やその額を個別に算定するのは実際上

困難である。しかし、出版社は営利を目的として事業を行っているところ、その活動の一つである出版行

為が無償でなされているとは観念し難いところであり、また、出版行為を抜きにして出版物は世に流通し

ないのであるから、その多寡は別として、何らかの対価を得ていると考えるのが合理的である。 
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したがって、本節においては、出版社は出版物につき法的保護に値する経済的価値を有するものと仮定

し、一部にその導入を前提とした考察を加えることとする。 

（3） 出版社と著作権者との関係 

 1） 著作者としての出版社 

著作権法は、法人等の従業者等の職務上の著作について、一定の要件の下でその法人等が著作者となる

旨規定する（著作権法 15 条）。いわゆる職務著作である。出版物においては、例えば、自社の編集部員

や記者が執筆した雑誌の記事、表紙のデザイン等について、職務著作の成立により、法人としての出版社

が著作者となり、著作権が出版社に原始的に帰属する場合がある。 

また、出版物が雑誌や百科事典、辞書といった編集物の場合には、記事等の素材の選択や配列に創作性

が認められれば、それ自体が編集著作物として別個の著作物となるところ、それが職務著作の要件を具備

する態様で創作された場合には、出版社等の法人が著作者となり著作権を取得することとなる。 

ただし、編集著作物の著作権は、それを構成する個々の素材には及ばないため、例えば、編集物である

雑誌の記事のみを抜き出して利用する場合には、当該編集著作物の著作権者の許諾は必要なない。 

 2） 出版権の設定 

著作物の複製権者は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者（通常は出版社）

に対して出版権を設定することができる（79 条）。出版権者は、頒布の目的をもって、その出版権の目

的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利

を専有する（80 条第 1 項）。したがって、出版社は、作家等の著作物の複製権者（著作権者）と出版権

の設定契約を締結することにより、排他的に著作物の出版を行うことができる。 

設定出版権と電子出版との関係については、そもそもデジタルコンテンツには出版権は適用されないと

する見解29、デジタルコンテンツは出版権の内容を構成するがネットワークでの頒布は出版には該当しな

いとする見解30、法改正が望まれるものの、電子出版のみならず電子出版のネットワークでの配信も出版

権の内容に含まれると解すべきとする見解31等様々な解釈が示されており、その方向は定まっていない。 

もっとも、実務的には、出版社が複製権者から出版権の設定を受けて出版行為を行う場合は稀であると

され、設定出版権が電子出版にも及ぶかといった議論も含めて、現実的には設定出版権について検討する

実益はあまりない。 

 3） 著作権の譲渡 

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる（61 条第１項）。したがって、出版社は小説家

等、著作物の著作権者から、少なくともその複製権（譲渡権）及び公衆送信権（自動公衆送信）を譲り受

けることによって、自ら著作権者としてデジタルコンテンツのネットワークでの流通等を行うことができ

                                                        
 
 
29 『出版契約ハンドブック』（社団法人日本書籍出版協会、第３版、2006.９）150頁、『出版・マンガビジネスの著作権』

（桑野雄一郎、社団法人著作権情報センター、2009.2）66頁 
30『著作権契約法現行コード』（著作権契約法委員会、社団法人著作権情報センター、2010.3）78頁 
31『知的財産法講義Ⅱ第 2版』（渋谷達紀、有斐閣、2007.6）394頁 
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る。 

ただし、わが国の書籍の出版においては、一部の学術分野の学会誌等を除いて、通常の書籍等について

は出版社が著作権者から著作権の譲渡を受ける慣行は一般的ではなく、第三者への譲渡を伴わない信託的

譲渡も含めて、現実的には実効性のある方法ではないと考えられている。 

 4） 著作物の利用許諾 

わが国における出版者と著作者の関係については、出版社が著作権者から著作物の複製・譲渡等出版を

行うに当たって必要な許諾を得ることを内容とする、出版許諾契約を締結するのが通常である。 

この、出版許諾契約は、単純許諾契約と独占的許諾契約に分類され、後者は第三者に対して許諾しない

ことを内容とするものであるが、債権的な許諾契約であることには変わりはなく、仮に、著作権者が契約

に違反した場合でも、著作権者に対して債務不履行を問えるだけであり、第三者に対して差止等を求める

ことはできない。 

 5） 出版に係る契約の不明確性 

従前、わが国における出版社と著作者（著作権者）との契約は、著作権者（複製権者）の設定行為を要

する出版権設定契約は別として、契約内容を書面で確認する慣習がなく、口頭での約束として行われてい

る場合が多いとされる32。そのため、著作権の帰属や許諾内容が不明確であり、出版物の新たな利用形態

であるネットワークでの流通を促進するにあたっての懸案の一つである。 

雑誌等の定期刊行物については、連載マンガや連載小説等のように、単行本化が予定されているものは

別として、通常の雑誌記事のように基本的にその回限りで掲載されるものについては、著作権が出版社に

譲渡されているのか、その回限りの出版につき許諾されたものなのか、あるいは職務著作として出版社が

原始的に著作者なのか不明な場合が多く、当該出版物のネットワークでの配信に際して問題となる。写真

や挿絵、イラストといった素材についても同様である。 

また、雑誌等の場合には、基本的にそれぞれの号の出版物が継続的に流通するものではなく、刷部数と

原稿執筆の対価の牽連性も低いことから、原稿執筆の対価について、部数に応じて支払う「印税方式」で

はなく、いわゆる「原稿料方式」で支払われる場合が多い。この原稿料方式での支払の性質についても、

単に著作物使用料を一括で支払ったものなのか、その原稿の著作権の譲渡も内容とするものなのかは判然

としない場合が多い。こうした点も、電子出版物のネットワーク流通においては課題となる。 

なお、「秘録大東亜戦史事件」33で裁判所は、「原稿買取りといわれるものには、著作物掲載の対価と

して原稿料支払いが行なわれることもあり、直ちに著作権譲渡がなされたと即断することはできない。」

とした上で、本件に関しては、通常の印税額を大幅に上回る額が支払われていること等を理由に、少なく

とも出版に係る複製権は出版社に譲渡されていると判断しつつ、「著作権譲渡であるか否かは、原稿の買

取りということのみから直ちに判断されうることではなく、その際の契約当事者間の具体的な契約内容に

関する意思解釈にかかる事実認定の問題であって、原稿買取りであるからといって、著作権譲渡でないと

                                                        
 
 
32『電子書籍の真実』（村瀬拓男、毎日コミュニケーションズ,2010.7）150頁は、口約束で問題が生じなった理由として、「本

を出すこと」と再販制度の下での定価販売を前提とした「印税率」のみの合意で十分だった点を指摘する。 
33 東京地判昭和50年2月24日（判タ324号317頁） 
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することはできない。」と判示する。   

 

（4） 電子出版に関する著作権契約 

著作物の出版に際して書面による契約を推進し、その内容を明確化する取り組みは、従来から行われて

きたところであるが、デジタルコンテンツのネットワークでの流通という新たな利用形態の出現により、

その整理が急務となっている。 

 1） 社団法人日本書籍出版協会の活動 

社団法人日本書籍出版協会（以下、「日本書籍出版協会」という）は、1957 年の発足と同時に「出版

契約書」ヒナ型を作成し公表しており、近時では、2005 年に出版権の設定を内容とする従来通りの「出

版契約書」に加えて、新たに「著作物利用許諾契約書」を作成し公表している。 

出版権の設定を内容とする「出版契約書」34では、出版物の頒布の権利のほか、複製権の出版社への委

託（19条）や電子的使用について出版社の優先権を定めている（20条）。 

第 １ 条（出版権の設定）甲は、表記の著作物（以下「本著作物」という）の出版権を乙に対して

設定する。 

２．乙は、本著作物を出版物（以下「本出版物」という）として複製し、頒布する権利を専有す

る。 

３．甲は、乙が本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。 

＜中略＞ 

第 19  条（複写）甲は、本出版物の版面を利用する本著作物の複写（コピー）に係る権利（公衆送信

権および複写により生じた複製物の譲渡権を含む）の管理を乙に委託する。乙はかかる権利の管

理を乙が指定する者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が、かかる権利の管理をそ

の規定において定めるところに従い再委託することについても承諾する。 

第 20  条（電子的使用）甲は、乙に対し、本著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体に

より発行し、もしくは公衆へ送信することに関し、乙が優先的に使用することを承諾する。具体

的条件については、甲乙協議のうえ決定する。 

２．前項の規定にかかわらず、甲が本著作物の全部または相当の部分を公衆へ送信しようとする

場合は、あらかじめ乙に通知し、甲乙協議のうえ取扱いを決定する。 

第 21  条（二次的使用）この契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・

放送・録音・録画・電子媒体・貸与等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処

理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。 

資料7.5.32 日本書籍出版協会「出版契約書雛形」 

また、2010 年 2 月には、社団法人日本文藝家協会（以下、「日本文藝家協会」という）から日本書籍

                                                        
 
 
34社団法人 日本書籍出版協会ウェブサイトhttp://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/publication01.pdf 
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出版協会に対して、技術革新に伴う書籍と出版を取り巻く環境の急激な変化に対応した「出版契約書」モ

デルを、新しい時代に合わせた、より著作権者の立場を配慮した契約書モデルとして考案するよう要望が

出されている35。現在、電子出版を意識した新たな「出版契約書」モデルの作成が進行していると伝えら

れる36。 

一方、出版物の独占的利用許諾を内容とする「著作物利用許諾契約書」は 2005 年に新たに公表された

出版契約書である37。出版物の利用許諾について、第三者への許諾を禁止し、出版社への独占的利用許諾

を定め（第 1 条）、出版物の二次的な利用については、出版社に優先権を与えるとともに第三者への許

諾につき委任する旨の規定を設けている（2 条）。また、第 3 条では著作権は出版社ではなく、その契約

相手方である著作権者に帰属する旨の確認規定を置いている。 

第１条（出版物への利用の許諾） 

１．甲は乙に対し、本著作物に関して印刷媒体を用いた出版物として複製し、販売すること（以下

「出版」という）について独占的利用を許諾する。なお、この利用許諾が有効な地域は    

とする。 

２．この利用許諾により、この契約の有効期間中、甲は本著作物と明らかに類似すると認められる内

容の著作物、および同一題号の著作物の出版に関する利用の許諾を第三者に対して行わず、また

自らも行使しない。 

第２条（その他の複製等への利用の許諾及び第三者への許諾） 

本著作物の以下の利用については、甲は乙に対して、優先的に許諾を与え、その具体的条件は、甲乙

別途協議のうえ定める。ただし、乙が自ら利用する意思を表明しない場合の第三者への許諾につ

いては、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具体的条件に関して甲と協議の上決定する。 

① 電子媒体に記録したパッケージ出版物として複製し、翻案し、販売すること（以下「電子出版」

という） 

② 本著作物を電子的に利用し公衆に送信すること 

③ 本著作物をデータベースに格納し検索・閲覧に供すること 

第３条（著作権の帰属と権利処理の委任） 

甲の有する著作権は甲に帰属し、乙に譲渡あるいは移転するものではないことを甲および乙は確認す

る。ただし、本著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具

体的条件に関して甲と協議のうえ決定する。 

① 本著作物の複写（複写により生じた複製物の譲渡および公衆送信を含む） 

② 本著作物の貸与 

③ その他の二次的利用（翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等への利用をい

う） 

資料7.5.33 日本文藝家協会「著作物利用許諾契約書」 

                                                        
 
 
35 社団法人日本文藝家協会ＨＰhttp://www.bungeika.or.jp/pdf/201002shuppanyoubou.pdf  
36 村瀬・前掲注32・155頁 
37 社団法人日本書籍出版協会のＨＰからダウンロードできる。http://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/publication02.pdf 
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 2） 社団法人日本雑誌協会の動き 

社団法人日本雑誌協会（以下、「日本雑誌協会」という）は、2010年 12月 1日に「デジタル雑誌配信

権利処理ガイドライン」を公表した。本ガイドラインは、日本雑誌協会の提案に日本文藝家協会及び一般

社団法人日本写真著作権協会が賛同する形で策定されたもので、その趣旨について次の通り説明している。 

 

2010年 12月１日

デジタル雑誌配信の権利処理ガイドラインの趣旨について 

本ガイドラインは、日本雑誌協会が日本文藝家協会、日本写真著作権協会に提案し、両協会の賛同を

得て、共同提案するものです。３団体ではそれぞれのホームページに、このガイドラインを公知いたし

ます。 

このガイドラインを公知いたします。日本の雑誌出版界は、これまで多くの作家、写真家はじめ著者

関係者の皆さんとともに歩み、世界で屈指の雑誌市場を形成し、豊かな雑誌文化を育んできました。日

本には 3000 種類以上の雑誌があります。雑誌の最大の特徴は多様性です。多様な雑誌が、多くの読者

に支えられて存立している国は、寛容で豊かな国、といわれています。それは、様々な考え方、見方

を、それぞれの出版社、編集部の責任で、雑誌を通じて伝えるメディアであり、その国の多様性、文化

の豊饒さのひとつの物差しと考えられているからでしょう。 

こうした雑誌の本質的な特性は、これからも変わらない、変わってはいけないのではないかと考えら

れます。作家、写真家を含むすべての著作者の皆さんが作品を生む根源的な創作への心のありよう、い

わば内的な衝動が原動力にあること、その動機も変わらないと思います。 

その一方、デジタルネット環境の浸透、新端末の登場等によって雑誌を取り巻く環境は大きく変わっ

ており、こうした変化の中で、これからも「雑誌の場」を維持、発展させていくためには、出版社が主

体となり、新しい技術を活用、融合して、新たなモデルを雑誌に参加する作家、写真家を含むすべて著

作者の皆さんとともに創出していくことが必要です。そのための環境づくりのひとつが、このガイドラ

インです。 

したがって、日本雑誌協会、日本文藝家協会、日本写真著作権協会の３団体に所属する出版社、作

家、写真家を含むすべての著作者の皆さん、さらにより多くの雑誌出版に係る皆さんに、このガイドラ

インの趣旨を、ご理解をいただき、未来の雑誌の場を、ともに築いていくことができれば幸いです。 

日本雑誌協会が提案した本ガイドラインは、雑誌が印刷物としての販売とともに、デジタル配信され

ていく状況が一般化することが予想されることにかんがみ、雑誌と雑誌づくりに参加するすべての関係

者の権利処理を可能な限り、簡易迅速に行う必要があるとの認識を共有するところから始まりました。

雑誌協会加盟各社は、雑誌ごとにこのガイドラインに準拠した取り決めを、作家、写真家と結ぶこと

が望ましいと考えます。 

本ガイドラインが対象とするのは、外部に著作権が存在する場合であり、職務著作とされる場合や厳

密な意味での買取が行われる場合は対象外になります。また本ガイドライン自体に法的拘束力はありま

せん。 

雑誌出版社が仕事を依頼する際に、本ガイドラインに準拠するという提案を行い、それに対して作

家、写真家を含むすべての著作者の皆さんが承諾をして初めて効力が発生します。本ガイドラインに、
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すべての関係者が従わなければならないものではありませんが、多くの出版社、作家、写真家を含むす

べての著作者が本ガイドラインに準拠した権利処理に合意できれば、出版社は安定した権利関係のもと

で、新しいデジタルネット環境での「雑誌の場」の創出に専念することが期待できますし、そうする必

要があると考えます。 

なお、本ガイドラインは雑誌の電子的配信のビジネスモデルが未成熟な段階のものであることを前提

としており、市場動向の推移などを見ながら見直していきます。」 

出典：社団法人日本雑誌協会ウェブサイト 

http://www.j-magazine.or.jp/doc/information_006_01.pdf 

資料7.5.34 日本雑誌協会「デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインの趣旨について」 

 

本ガイドラインの特徴は、雑誌に利用される記事や写真等の著作物の複製権や公衆送信権等は、1 乃至

3か月の期間を限定して、雑誌発行社に信託的に譲渡されるとしている点である。 

 

2010 年 12 月１日 

デジタル雑誌配信権利処理ガイドライン 

１ 本ガイドラインは、（社）日本雑誌協会加盟社が発行する雑誌における、雑誌製作に参加する作

家、写真家を含むすべての著作者の著作権の取り扱いについて定める。 

また、本ガイドラインは、事前に作家、写真家を含むすべての著作者に告知され承諾を得ることに

より、雑誌発行社と作家、写真家を含むすべての著作者との間の契約を構成するものとなる。 

２ 本ガイドラインにおける「雑誌」とは、印刷物として刊行されるものの他、その全部または大部分

を電子的媒体により送信するもの、及び当該雑誌の表題を冠して雑誌中の記事（写真等を含む）を電

子的媒体により送信するものをいう。電子的媒体による送信は、印刷物のレイアウトを再現しない形

式のものを含むが、雑誌表題が出典表示にとどまるものは含まれない。 

３ 前条の具体的な利用状況については、雑誌発行社は、可能な限り作家、写真家を含むすべての著作

者に、事前に周知されるよう努める。 

４ 前２条の電子媒体による送信には、当該雑誌発行社が自ら行うものの他、雑誌発行社から許諾され

た第三者によるものを含む。 

５ 雑誌編集部から、当該雑誌のために新たに発注される記事・写真等の著作物については、特段の取

り決めがない限り、以下の範囲において著作者から雑誌発行社に対して下記の期間に限定した譲渡の

形式で、その利用がゆだねられるものとする。第三者に対する再譲渡は行われない。 

①期間 刊行間隔の倍の期間かつ１か月以上３か月内（首都圏発売日の翌日起算） 

例）週刊誌・隔週刊誌・月２回刊誌 １か月 

月刊誌・隔月刊誌 ２か月 

季刊誌 ３か月 

②対象となる権利 複製権（法 21 条）、譲渡権（26 条の 2）、翻案権（27 条 ただし外国語への翻
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訳・翻案のみ）、公衆送信権・送信可能化権（23 条） 

６ 前条の利用については、雑誌発行社は、著作者人格権（氏名の表示、同一性保持）に関し、印刷物

での利用と同様に必要な配慮を行うものとする。 

７ 著作権者が、第５条①の期間内に、雑誌以外での著作物の利用を希望し、雑誌発行社が同意する場

合は、第４条及び第８条の規定にかかわらず、著作権者は当該著作物の利用を行うことができる。 

８ 上記著作物の、雑誌における利用の対価は、原稿料等として一括して支払われるものとし、第５条

の期間内の利用に対しては、特段の取り決めがない限り、追加の利用料支払いは発生しない。 

９ 第５条①に定めた期間の経過により、著作権は当然にすべての著作者のもとに戻る。雑誌発行社が

電子媒体における利用の継続を希望する場合は、その具体的内容や対価などについて、別途協議する

ものとする。 

１０ 本ガイドラインの規定は、従来の印刷物における慣習に影響を及ぼすものではない。また、電子

的媒体における利用は、現在まだ定着しているとは言えず、その形態の変化も激しいことが予想され

ることに鑑み、本ガイドラインは、日本雑誌協会及び著作者等の関係者により、定期的に見直しを行

うものとする。 

出典：社団法人日本雑誌協会ウェブサイト 

http://www.j-magazine.or.jp/doc/information_006_02.pdf 

資料7.5.35 日本雑誌協会「デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインの趣旨について」 

（5） 電子出版に関する流通構造 

リアル市場における出版物の流通構造の特徴として、取次事業者の存在と、いわゆる再販制度（再販売

価格維持制度）及び委託販売制度を指摘することができる。 

電子出版と再販制度については、2010年 12月に公正取引委員会から、独占禁止法上の著作物再販適用

除外は、書籍、雑誌、新聞、音楽用ＣＤ、音楽テープ及びレコード盤の６品目の著作物に限定されること、

また、独占禁止法の規定上、著作物再販適用除外は「物」を対象としているところ、ネットワークを通じ

て配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通することを理由に、電子書籍は、著作物再販

適用除外制度の対象とはならない旨の見解が示されている38。したがって、現在のところ、電子出版を含

めネットワークでのデジタルコンテンツの流通にはいわゆる再販制度は適用されないものと解される。 

リアル市場の流通においては古くから主流となっている委託販売制度は、返品を容易にし、売残りの負

担を書店が負わなくて済むという利点がある。一方、ネット市場での電子出版物の配信においては、そも

そも返品の概念がなく、リアル市場における利点が見出しにくく、実務上、業務委託形式ではなく、出版

社と配信事業者との間でネットワーク配信にかかるライセンス契約を締結するのが一般的である。契約書

の文言上は業務委託の形式を採っていても、実際には、配信事業者側で DRM の設定等の作業が発生し、

出版社が製作した電子出版物のファイルをそのまま配信に供する訳ではないので、実質的にはライセンス

契約と同様に処理される。 

                                                        
 
 
38 公正取引委員会ＨＰ 独占禁止法ホーム＞よくある質問コーナー（独占禁止法関係）http://www.jftc.go.jp/dk/qa/#Q14 
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取次業務については、電子出版においても機能しており、現在、複数の事業者が参入している。 

また、電子出版のネットワークでの流通においては、PC 向けの配信を中心に、出版社と配信事業者が

直接取引するケースも散見される。出版社と配信事業者との間に資本関係等が存在する場合も含めて、出

版社自身が電子出版の配信を行うケース、いわゆる直販する形態も見られる。 

消費者配信事業
者

取次

書籍出
版者

作家作家
書籍出
版者

取次

配信事業
者

消費者

権利許諾 著作物流通 料金精算

電子出版物のネットワーク流通の権利処理の流れ

利用実績報告

Ⓒ2011 CDC All Rights Reserved
 

出典：著作権情報集中処理機構資料 

資料7.5.36 電子出版物のネットワーク流通と権利処理の流れ 

（6） 電子出版における著作権処理 

リアル市場の出版物の場合と同様に、電子出版物のネットワーク流通における著作権等の処理について

も、著作権者との窓口は基本的に出版社が担っている。 

リアル市場でのパッケージの出版物については、その生産にあたっては、著作権者の複製権が働くため、

印刷時点でその権利処理が必要となる。また、基本的には、出版物の発行段階で販売数の把握が可能であ

り、それに応じて印税の計算・支払いも完了する。その後、印刷済みの出版物が市場に出回ることがあっ

ても、それに対する著作権の処理は既に印刷時に完了しているため追加で処理する必要はない。 

これに対して、電子出版のネットワークでの配信については、購読者への配信に対して著作権が働くた

め、意識的にコンテンツを取り下げない限り、永続的に著作権処理が必要となる。この点は、リアルの出

版物の著作権処理とデジタルコンテンツのネットワーク流通における著作権処理との大きな相違点である。 

 1） ネットワーク配信に関する許諾 

電子出版物のネットワークでの配信に関する、第三者（配信事業社等）に対する許諾は、出版社が当該

著作物の著作権者である場合も含めて、出版社がその処理窓口となる。出版社が当該許諾を行う権限を取
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得する方法としては、次のような場合が考えられる。 

①職務著作の成立により出版社自身が著作権者である。 

②著作権者から信託や期限付きも含めて、著作権を譲り受ける。 

③著作権者（複製権者）から出版権の設定を受ける39。 

④著作権者から、ネットワークでの配信利用の許諾につき委任を受ける。 

⑤著作権者から、第三者への許諾も含めてネットワークでの配信につき許諾を得る。 

出版社が自らのサイトで配信を行う場合は別にして、通常、出版社が許諾した第三者をしてさらに別の

第三者に許諾する権限、いわゆるサブライセンスも含めて許諾する必要があり、出版社は、単に自らが

ネットワーク配信を行う許諾を得るのみならず、そうした第三者やさらにその先の許諾をもなし得る内容

の許諾を著作権者から得ておく必要がある。 

なお、実質的に出版社自身が運営するサイト等出版社が配信主体となる場合には、サブライセンスまで

含めた権限を取得する必要はないものの、通常は、電子出版の業務は、配信事業者へのライセンスと併用

して行われるところ、一般にはサブライセンスの権限も取得する必要がある。 

 2） ネットワーク配信に関する売上報告40 

リアル市場の場合における出版物の販売数は、破損や汚損等による廃棄処分や返品があるものの、発行

した部数を基準にある程度事前に予想することが可能であり、少なくとも発行部数を超えることはあり得

ないため、比較的容易に出版社自身が把握することが可能である。また、再販制度の下、販売価格は基本

的に同一であるため、数量さえ把握すれば、印税の計算等も可能である。 

これに対して、電子出版物のネットワークでの流通については、実際に販売数が把握できるのはユー

ザー（購読者）に直説配信する配信事業者であり、売上げの内容については、配信事業者から、販売経路

によっては電子出版の取次事業者を経て、出版社に報告されることになる。また、デジタルコンテンツの

ネットワークでの販売には再販売価格維持制度の適用がないと解され、販売価格は配信事業者が自由に決

定できるため、出版社はその報告を受けるまで、実際の販売価格を把握することができず、著作権者への

支払いが印税方式の場合にはその計算も遅れることになる。 

また、ネットワーク配信での販売量の把握に際しては、破損等による返品という概念がない半面、販売

数量の上限もない一方、全く販売されない、いわゆるゼロダウンロードが多量に発生する。通常は、実際

にダウンロードされなかった作品も含めて、配信に供した電子出版物すべてについて、出版社に報告する

ことになっており、その件数は増加しつつある。 

 3） ネットワーク配信に関する課金方法 

パッケージの出版物においては、再販制度と委託販売制度の下で、その価格や販売方法はどの書店でも

基本的には同じである。したがって、著作物の使用料も、通常、発行部数の把握のみで計算が可能である。 

電子出版における課金方法については、一回のダウンロードごとに料金を課金する従量制や、月ごとに

決まった額を支払う定額制、会員期間中の購読を認めるサブスクリプション（定期課金）制といった様々

                                                        
 
 
39 但し、電子出版のネットワーク配信が出版権の範囲か否かは議論がある。 
40 音楽分野における「利用実績報告」と同義である。セールスレポートともいう。 
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な方法があり、また、広告の有無、購読可能期間の限定の有無等によってもその体系が異なる。 

電子出版のサービス内容、すなわち電子出版物の販売方法についても、電子出版固有の多様性が見られ

る。例えば、シリーズ化された書籍やコミックを複数巻まとめて割安に販売するセット販売や、シリーズ

の一巻目を無料にしたり、課金の前に数分間無料で購読できる時間を提供したりといった方法がある。 

また、特に携帯電話向けのコミックの配信にあっては、回線や端末容量との関係で、一冊を丸ごと配信

するのではなく、分割して配信する場合もあり、それと課金方法との関係も様々である。 

このように、電子出版物のネットワーク流通においては複数の要素を組み込んだ多様な料金体系が存在

する。デジタルコンテンツについては、再販制度の適用がないため、原則として配信事業者が価格決定権

を有しており、同じコンテンツであっても、サービスの提供方法や課金方法によって、販売価格が異なる

可能性がある。 

 4） 著作物使用料の徴収方法 

リアル書店でのパッケージ販売では、消費者（購読者）は物（出版物）の購入代金、すなわち所有権の

移転の対価という意識で代金を支払う。 

一方、デジタルコンテンツのネットワークでの販売においては、ユーザー（購読者）は配信事業者が提

供する電子出版サービスの提供に対する対価という形で、携帯電話の通話料金と合算して支払ったり、ク

レジットカードや電子マネー等で決算したりすることになる。 

配信事業者が徴収した電子出版サービスに対する対価は、販売経路によっては取次（プラットフォー

ム）事業者を経由して、それぞれの利益や経費に相当する額を控除したうえで、各出版社に支払われる。 

 5） 著作物使用料の計算 

各配信事業者や取次（プラットフォーム）事業者からコンテンツの提供にかかる対価を徴収した出版社

は、売上実績を著作権者ごとに分類・集計し、著作物使用料として支払うことになる。 

著作物使用料の計算は、その著作物の提供により生じた経済的価値に即してその多寡を取り決めるのが

原則である。したがって、著作物使用料の計算にあたっては、著作物の提供、すなわち電子出版サービス

の課金方法や広告収入の有無を総合考慮して算定の基準を決める必要がある。 

電子出版物のネットワーク流通においては、その料金体系が多様であることから、著作物の使用料の算

定も複雑になる。１ダウンロード単位で課金する最も基本的な従量制課金であっても、販売単価は配信事

業者によって異なる場合があり、著作物使用料の算定も、販売価格に一定率を乗じて変動させる場合、販

売価格によらず一定額とする場合、あるいは、基本的には一定率を乗じて算定するものの、販売価格が一

定額以下の場合には実質的に定額制となるよう最低使用料を設定する場合等が考えられる。 

また、定額制の課金方法の場合には、一冊毎の単価が存在しないため、一般的には、当該サービスの売

上額（情報料収入）を実際に配信したコンテンツの数で按分し、それぞれのコンテンツの販売額を決定す

ることになる。 

実際の著作権使用料の計算にあたっては、割引特典付きのセット販売や、無料で提供するサービスでの

利用、広告料収入の有無等も勘案して取り決める必要がある。また、新たな提供形態が考案された場合に

は、その都度、その性質に合わせた合理的な計算方法を開発する必要がある。 
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7.5.7 今後の電子出版における課題の分析 

（1） 電子出版の配信と音楽配信との相違点 

本節の冒頭で触れたとおり、著作物の流通における著作権等の管理は、デジタルコンテンツの流通に共

通した課題を見出すことができる一方で、著作物の種類や特性、商習慣や業界構造といった諸要素に応じ

た方策も求められる。 

本節では、音楽配信における権利管理の状況を電子出版物のネットワークでの流通に敷衍する形で考察

を行うものであるところ、ここでは、その際に留意すべき事項として、電子出版と音楽配信における相違

点について、以下の諸点を摘示する。 

 1） 著作権等管理事業者による集中管理の有無 

音楽の分野においては、古くから特定の団体による著作権の集中管理が普及している。自らが作曲した

楽曲の無断演奏を知った作曲家の訴えが、集中管理を行うことの端緒となったとされることにも現われて

いる通り、音楽の著作物の特徴的な性質の一つとして、その利用態様が、演奏、録音等多様であり、また、

コンサートでの演奏利用を想起すれば自明であるが、その利用を作曲者自身が逐一把握するのは殆ど不可

能であるという事情が音楽分野での集中管理を促進した要因として考えられる。 

一方、書籍等の出版物においては、有償での無断朗読会等が想定され得るものの、その利用態様は印刷

による複製利用が中心であり、その後の販路等の流通過程も合わせて考えた場合に、それらを集中管理す

る蓋然性は音楽の著作物の場合に比べて希薄である。 

また、出版物の場合には作家と出版社との個別の牽連関係の維持が重要であり、著作権等管理事業法に

おける応諾義務に馴染まないとの見解もある。 

ただし、電子出版物のネットワークでの流通においては、従来のパッケージでの流通と異なった側面も

あるところ、著作権等管理事業法に基づく著作権の集中管理の導入も、拙速に排除すべきではなく、今後

の検討課題であると考えられる。 

 2） 音楽コンテンツにおける実演とレコード製作者 

楽譜の出版での利用は格別、音楽の著作物の場合には、著作物を録音により複製することになる。すな

わち、準創作的な行為と評価される実演やレコードの製作を通して「音」として固定する作業を経て伝達

される。ユーザーが直接感得するコンテンツの提供者（コンテンツホルダー）はレコード製作者であり、

当該レコード製作者には著作隣接権が付与されレコードには著作権隣接権による保護が及ぶ。したがって、

音楽の著作物の場合には、コンテンツホルダーは、通常、ライツホルダーとしての側面も持つ。 

また、音楽の著作物の場合には、実演という準創作的行為が介在することから、一般のユーザーにとっ

ては、その音楽の作詞作曲家等の著作者よりも、歌手（アーティスト）を中心とした実演家に対して親近

感があり認知度も高いのが通常である。 

一方、出版物の場合には、例外的な態様を除いて、実演等を経ることはなく、著作物そのものを複製し

たものがコンテンツとして流通する。出版物には、企画や編集、校正等の出版社が行う出版行為が介在す

るものの、現在のところ、当該出版行為は著作権法上の保護対象とはなっていない。したがって、出版社

は著作物の伝達者としてコンテンツホルダーではあるものの、その対象である著作物の著作権者としての

 391



 第 7 章 今後の課題と展開について 

地位を有していない限り、通常、ライツホルダーとしての立場にはない。 

その反面、出版物の場合には、著作物そのものの複製物であるという性格から、ユーザーは著作者であ

るところの作家に対する認知度は音楽の著作物の場合に比べて高いといえる。 

 3） 可視的固定物と聴覚的固定物との相違（メタ情報の分離可能性） 

音楽のコンテンツは「音」の固定物として流通するのが一般的であるが、通常、演奏された「音」であ

る音楽の中に、その曲の題名や作詞作曲家名や歌手（アーティスト）等の名前が明示的に録音されること

はなく、そのコンテンツに付随する印刷物やパッケージのレーベルあるいは音楽ファイルのメタ情報を頼

りにする以外に、その曲の題名や作詞作曲家名といった属性情報を知ることはできない。そのため、配信

による音楽の著作物の利用に際しては、その楽曲等の情報が往々にして分離し不明となる場合が多い。 

このことから、音楽の著作物、とくにデジタルコンテンツの流通においては、著作権等の処理に必要な

作品名や作詞作曲家名、アーティスト名といった作品を特定するのに必要な情報を効率的に取得するため

の工夫として、音楽データそのものから生成したフィンガープリントによるデータベース検索技術の導入

等が必要となる。 

一方、電子出版物の場合には、配信に供されるコンテンツは、文字表現を中心とした著作物の複製物で

あるところ、たとえメタ情報の紛失等によりその作品名や作家名といった書誌情報が不明になった場合で

も、コンテンツそのものにそうした書誌情報の手掛かりを求めることが可能である41。 

（2） 電子出版のネットワーク流通における特殊性 

デジタル化された出版物のネットワークでの配信については、その性質上、次のような特徴を指摘する

ことができる。 

 1） 分割配信 

電子書籍の一つであるデジタルコミックについては、画像データを含む関係から、そのデータ容量が比

較的大きくなる。そのため、特に回線や端末側の容量に制約のある携帯電話向けのコンテンツについては、

一つのコンテンツを複数のファイルに分割して配信する「話割」が行われる。 

音楽配信においても、その一部を配信する、着うた（全てを配信する場合は「着うたフル」と呼ばれ

る）といった形態が存在するものの、着うたは、その一部分だけで、コンテンツとして完結している。例

えば、イントロ、A メロ、B メロ、サビといった具合に分割されたものを順番にダウンロードして聞くと

いう性格のものではない。 

これに対して、「話割」は資源的技術的制約から生じたものであり、課金方法も含めた著作権処理の方

法において考慮すべき事項である。昨今は、「話割」の仕方にも携帯電話向けの「話割」以外に、スマー

フォン用に最適化した「話割」も登場している。 

もっとも、技術の進歩や通信インフラの整備により、「話割」を行う当初の必要性は解消しつつある。

                                                        
 
 
41 但し、雑誌の一部（マイクロコンテンツ）のみを切り出し利用する場合には、その著作物のみから題名や執筆者名、雑誌名

等を知ることは困難であることから、メタ情報が分離した際の対策が今後必要になる可能性もあり、文字情報データのフィン

ガープリント技術についても今後検討・開発する必要があると思われる。 
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一方で、近時は、そうした「話割」を先行配信等デジタルコミックの一形態として利用する動きが見られ

るようになっている。 

 2） 品質の違いによる区別 

印刷物を基にした電子出版物においては、印刷物固有の特徴として、モノクロ、グレースケール、二色

刷り、カラーといった色数の違いがある。一つのコンテンツの中でも、先頭の頁のみカラーであったり、

途中の数ページのみカラーであったりする場合もあり、その組み合わせは多様である。 

また、文字を中心とした電子出版物の場合は大きな問題にはならないものの、画像や写真を伴う場合に

は、その解像度の違いも課題となる。 

音楽の場合にも、音をデジタル化する際の標本化周波数の違いや、圧縮率の違い等による差異がないわ

けではないが、通常、区別されることはない。 

これに対して、電子出版の場合には、色数や解像度の違いによる区別が、比較的明確に存在し、場合に

よっては課金方法や著作物の使用料に影響することもある。 

 3） 試し読み 

リアル書店における、いわゆる立ち読みに相当する部分を、電子出版物のネットワーク配信において実

現する一つの手法として、「試し読み」と呼ばれる機能を提供する場合がある。この、「試し読み」につ

いては、ユーザーに対して直接課金することはないものの、例えば、広告と組み合わせることにより、情

報料としては必ずしも無料ではない場合も存在する。そのため、「試し読み」による配信についても、検

討が必要な場合もある。 

 4） セット販売・シリーズ配本の問題 

電子出版物のネットワーク流通においては、セット販売やパック販売という販売方法がとられる場合が

ある。これは、同一作家の作品や同一テーマの作品、あるいはコミック等のシリーズの複数話を一つの

セットやパックにして、一括して販売する方式である。通常、個別に購入するよりも廉価になるように価

格設定される場合もあり、一話分が無料になる旨宣伝する場合もある。 

このような、セット販売やパック販売においては、本来の電子出版物毎の単価が不明確であり、著作物

使用料の算定の際、考慮すべき事項である。どういったセットやパックを組むかは、コンテンツホルダー

が決定する場合もあれば、配信事業者やプラットフォーム事業者といった販路で決められる場合もある。 

（3） マイクロコンテンツの活用 

近年、デジタル化された雑誌について、その内容を構成する目次単位、コラム、特集といった記事単位

（マイクロコンテンツ）での配信が注目を集めている。従来の紙媒体においては、雑誌は、基本的に一定

期間しか流通しないものと考えられ、増刷等も行わないのが通常である。 

そのため、市場に投入されてから一定期間を経過した雑誌については、古本市場で流通しているものは

別として、それらを入手するのは困難である。しかし、そうした雑誌記事等の中には、経済的な価値を有

するものも多数存在し、それらを在庫コストが殆どかからないネットワーク流通を利用して、部分ごとの

配信を可能とすることで再度活用しようとするものである。 
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しかし、著作権管理の観点から見ると、様々な課題が考えられる。まず、雑誌の性質上、著作者への支

払いは、発行部数や販売部数に応じたいわゆる印税によるのではなく、一律で支払うケースが多いものの、

書面による契約が交わされることは少なく、その内容が、著作権の譲渡を意味するものなのか、単なる複

製許諾の対価であるのかが不明確な場合が多い。したがって、配信による利用、すなわち公衆送信する際

には、改めて著作権者の意向を確認する必要がある42。また、雑誌というメディアの性格上、写真やイラ

ストといった様々な素材が記事等と一体となって使われることが多く、それらも含めて配信に供する場合

には、更に著作権等の処理が複雑になる。この点、職務著作の成立についても、記事や素材を創作した時

点での雇用関係を調査する必要が生じるところ、その判断は容易ではない。 

また、雑誌記事等のマイクロコンテンツの配信にあたっては、記事自体に記者名等が表示されている場

合は別として、通常はそうした表示が無いことから、一旦、その記事の著作権者当を設定したメタ情報が

分離ないし紛失した場合には、どの雑誌のどの号のどの頁であったのかが不明になりかねず、こうした場

合、再度権利者を特定するは非常に困難な作業となる。 

（4） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の利用 

マイクロコンテンツの活用を視野に策定された、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、原則と

して、配信されるマイクロコンテンツ、すなわち目次・記事単位に付番される業界標準を企図したコード

である。差当り、マイクロコンテンツの特定は、この電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）を中心に

行うのが望ましい。 

しかし、電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）は、すべてが当該コンテンツの著作権者の単位とは

一致させるものではない場合もあり、当該コードを著作権等の処理に利用するにあたっては、別途、この

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に紐付ける形で、著作権者等の情報を関連付ける必要がある。 

また、テキストのみの配信なのか、版面を全て配信したのかといった利用形態の相違により関係する著

作権者が異なる場合などは、著作権等の処理を行うにあたってはそうした情報も必要となることがある。 

著作権者への著作物使用料の分配は、通常、著作物の販売方法（購読者への課金方法）よって異なる場

合もあり、その販売が、従量制課金なのか、定額制課金なのか、サブスクリプションによる定期課金なの

かといった情報も必要である。また、DRM を施した期日限定の利用形態なのか、広告を伴う配信なのに

よっても使用料が変動する場合もある。 

したがって、著作権等の処理にあたっては、こうした必要な情報を電子出版コンテンツ流通管理コード

（仮）をキーとして、別途管理する必要が生じると考える。 

（5） 著作権情報の未整備と多数の出版社の存在 

電子出版物も含めて、出版物については、わが国では現時点では著作権等の集中管理が行われていない。

現状では、個々の著作権者の把握及び管理は、実質的には出版社が行っている。このことについて、絶版

書籍、とりわけいわゆる孤児作品については権利に関する情報の入手が困難なことから何らかの形で権利

                                                        
 
 
42 そもそも、著作者を探し出すのが困難な場合も多い。 
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の集中が望まれること、現に流通している著作物でその二次利用に際して相談の相手方が著作者なのか出

版社なのかが特定できないため権利の所在を明確にする仕組が必要なことが集中処理を検討する理由とし

て挙げられる43。 

出版業界と音楽業界の構造の大きな違いの一つに、出版業界のコンテンツホルダー（出版社）の多さを

指摘することができる。例えば、一般社団法人日本レコード協会の会員社は正会員、準会員、賛助会員全

て合わせて 59社である44のに対して、大手の出版社が会員となっている日本書籍出版協会の会員社は 459

社である45。また、2009 年の統計では、全国の出版社数は、ここ数年減り続けているとはいえ 3902 社で

ある46。また、そのうち従業員数が 10名以下の組織が半数以上の 2045社を占める47。 

このように、わが国の出版社は小規模な組織が多数存在するのが特徴である。これら全ての出版社が、

電子出版物のネットワークでの流通に関与するとは限らないものの、出版社が中心となって管理している

著作権者等の情報も、実際にはかなり分散していることになり、また、昨年に比べて出版社の数が 70 社

近く減少している48ことを合わせて考えれば、電子出版物のネットワークでの円滑な促進に資するために

は、何らかの集中管理の方策が必要になるものと思われる。 

（6） 権利者の移動・権利消滅の管理 

デジタルコンテンツのネットワーク流通においては、長期間に渡り権利の把握が必要になる。すなわち、

リアルの市場においては、出版物を生産した段階で権利処理を行えばよく、以降の流通段階で著作権等の

変動が生じても、その生産物（複製物）に権利の変動内容が影響することはない。また、印税の支払い時

期についても、出版物の発行時点から大きく遅れることがないため、問題となることは少ない。 

これに対して、ネットワークでの電子出版物の流通においては、デジタルコンテンツの権利関係の確定

時期は、そのコンテンツの配信を開始した時点ではなく、実際に購読者に配信された時点となるため、常

に権利関係の変動を把握しその内容に応じた処理をしなければならない。権利者への印税の支払いも同様

である。 

加えて、デジタルコンテンツのネットワークでの流通にあっては、精緻な著作権処理が期待され、例え

ば、配信に供している途中で著作権が消滅した場合には、原則として、販売価格に含まれる著作物の使用

料は不要となる。 

7.5.8 今後の方向性 

（1） 電子出版スマートクラウドにおけるコード管理 

                                                        
 
 
43『デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用推進に関する懇談会報告』（デジタル・ネットワーク社会における

出版物の利活用推進に関する懇談会、2010.6）17頁 
44 一般社団法人日本レコード協会ＨＰ http://www.riaj.or.jp/about/member.html （参照日：2011年3月7日） 
45 社団法人日本書籍出版協会ＨＰ http://www.jbpa.or.jp/outline/member.html （参照日：2011年3月7日） 
46『出版年鑑2010 ①資料名簿編』（出版年鑑編集部編、出版ニュース社、2010年）295頁 
47 出版年鑑編集部編・前掲注 46・295頁 
48出版年鑑編集部編・前掲注 46・295頁 
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電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）はコンテンツを特定するキーコードであるところ、コードの

重複発番により、異なるコンテンツに同じコードが割り振られた場合、スマートクラウドの円滑な処理に

影響を及ぼしかねない。 

また、これらのコードについては、コードの一部分に特定の意味付けがなされているところ、それらの

意味内容の変更に伴い、コードが変更される可能性がある場合には、スマートクラウド全体の処理を安定

的に行う一方で、コードの変更を許容する目的から、更に上位の管理運営をすることが適当である。 

（2） 著作権者情報の整備・管理 

 1） 出版物の著作権者情報等の管理の実情 

出版物においては、実質的に著作権の管理を行う出版社は、自社で出版している作家の管理しか行わな

いため、その作家が別の出版社とも取引している場合には、それぞれの出版社が別々に当該作家の著作権

の管理を行うことになる。 

 2） 電子出版における問題点 

従来、リアル市場でのパッケージの流通においては、出版物を印刷発行する際に著作権の処理を行えば

よく、重版等が生じた場合にも、その都度著作権者と連絡をとり個別に対応することが可能であった。 

しかし、電子出版物のネットワーク流通においては、リアル市場におけるパッケージ流通の場合と異な

り、著作権等の処理対象となる著作物の利用行為が、個々の購読者に対して実際に電子出版物を配信する

都度発生するため、作品を配信に供している間、出版社は著作権者の所在や著作物の保護期間の把握と

いった著作権等の管理を恒常的に行う必要が生じる。また、ネットワーク流通においては、品切れという

ことがないため、配信する電子出版物は増加することはあっても減ることはない。そのため、電子出版物

に関する出版社の著作権等の管理作業は増加する一方となる。 

作家が複数の出版社から電子出版している場合には、こうした作業をそれぞれの出版社が別々に行うこ

とになり、出版業界全体として不合理であるのみならず、出版社の調査能力の相違によって、その把握内

容が異なる可能性も潜在する。 

デジタルコンテンツのネットワークでの流通にあっては、多量のコンテンツが長期間市場に流通する一

方で、精緻な著作権管理が期待され、著作権の保護期間の管理も適切に行い、存続期間満了に伴い公有に

帰した著作物についても適切に管理を行うことが必要である。 

 3） 著作権等情報データベース（仮）の構築 

こうしたことから、電子出版のネットワークでの流通における著作権等の管理は、一箇所に集約して行

うのが、合理的かつ安定的であり、電子出版スマートクラウド上にその機能を実装する「著作権等情報

データベース（仮）」の構築が望まれる。 

著作権等情報データベース（仮）においては、著作権者ごとにコードを付与し管理するとともに、それ

らを電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に紐付けて、個々の作品の権利関係を把握必要がある。

コード間の構造及び著作者情報等の要素は概ね次の通りとなる。 
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著作権等情報データベース（仮）管理項目（例） 

項目 説明 

管理コード 

氏名（法人名） 

種別 

変名 

生年月日 

国籍 

死亡年月日 

キーコード 

実名 

自然人、法人の別 

【複数設定】 

本人特定に使用 

著作物の本国判断に使用 

保護期間起算に使用 

 

 

著作者管理コード 

著作権管理者（出版社）コード 

（変動理由（承継、譲渡）、変動年月日等） 

……

……

著作権者管理コード 

著作者管理コード 

著作権者管理コード

電子出版コンテンツ流通管

理コード（仮） 

（底本発売日等） 

資料7.5.37 コード間の構造及び著作者情報等の要素 

（3） 印税処理の必要性 

 1） 出版物における印税計算及び支払い 

著作物使用料はコンテンツ利用料に含める形で、各配信事業者から、取次（プラットフォーム）事業者

を経由する等して各出版社に支払われる。著作権者への分配（印税の支払い）は、出版社と著作権者の印

税契約に基づき出版社が個別に処理することになる。 

出版物については、作家は複数の出版社と契約することが可能である。そのため、一人の作家に対する

それぞれの出版社からの分配額が僅少となり、分配の事務手続きに見合わない場合も想定される。 

 2） ネットワーク流通における印税処理の問題 

従来の紙媒体での出版物の場合には、印税の計算は出版物の発行時点で行うため、増刷の場合等がある

とはいえ、印税の支払が散発的に発生することは少ない。それに対して、電子出版物のネットワークでの

流通においては、作品が配信に供されている間は、どのようなタイミングで売上げが発生するか予測でき

ないため、基本的には月単位の集計の都度、印税の計算を行う必要がある。印税の分配にかかる出版社の

負担は、電子出版で配信する作品が多くなるにしたがって増加する。 

 3） 印税・分配処理クラウドの構築 

こうした問題の解決策の一つとして、各出版社が個別に行っている作家への印税計算及び分配業務を集
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中的に処理する機能を持ったクラウド型の決算システムの導入が考えられる。これにより、出版社の事務

処理の合理化と、複数の出版社に分散する印税を集約し、著作権者への支払を効率的に行うことが可能と

なる。 

 4） 課題と方向性 

しかし、従来から指摘されるように、作家への印税の支払いは、出版社と作家との関係の基礎であり、

個々の作家との印税契約の内容は、極めて機微な情報であることから、電子出版物のネットワーク配信に

かかる印税の支払いに限定したとしても、そうした情報を含む内容のクラウド化は困難な側面がある。 

したがって、当面の方向性としては、常に一定の支払いの発生が見込める作家については、従来どおり

各出版社が個別に処理し、印税の支払額が僅少な作家、あるいは、小規模な出版社については、クラウド

の決算システムを利用できるようにするといった、クラウドを選択的に利用できる方策が望まれる。 

（4） 著作権等の集中管理の検討 

 1） 著作権等処理窓口の必要性 

電子出版物のネットワーク流通の円滑化には、多数の利用者（配信事業者）と多数の著作権者（作家）

との関係を整理し、著作権等の処理を効率的に行うことが肝要である。現状では、配信事業者と作家との

間に、取次（プラットフォーム事業者）や出版社が介在することにより、電子出版物のネットワーク流通

においても、パッケージ流通と同程度の集中管理が行われている。 

しかし、電子出版物のネットワーク流通においては、従来のパッケージと比較して、多種類の商品が一

度に流通すること、商品流通が長期にわたること、著作権等の処理が購読者への販売（ダウンロード）毎

に必要になることといった特徴がある。このことから、電子出版物のネットワーク流通を円滑に行うに当

たっては、従来のパッケージ流通の場合以上に著作権等の管理の高度な集中化が求められる。 

特に、出版業界においては、現状、著作権等の権利処理窓口となっている出版社が多数存在することか

ら、それらの窓口をできるだけ集約することにより、電子出版物のネットワーク流通における著作権等の

管理をより効率化し、その促進普及を図ることができるものと思われる。 

 2） 著作権等管理の集中に関する方策 

著作権等の管理の集中化の方策としては、音楽分野で普及している通り、著作権等管理事業法に基づく

集中管理、いわゆる一任型で管理を行う形態と、同法によるのではなく、各著作権者からの委任を受けて、

著作権等処理の取次窓口を行う、いわゆる非一任型で管理を行う形態に大別される。 

 3） 集中管理における画一的な著作物使用料との関係 

出版事業では出版社から作家に支払う印税（著作物使用料）の額は作家ごとに異なるのが実態である。

この点、著作物の使用実績に応じて一律に定められる一任型の集中管理には馴染まないとの意見もある。

多元型の集中管理と併せて検討する必要がある。 

 4） 集中管理における応諾義務との関係 

出版に関して一任型の集中管理を導入するに当たっては、著作権等管理事業者のいわゆる応諾義務（著
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作権等管理事業法 16 条）との関係も課題となる。著作権等管理事業者は、原則として、利用の許諾の求

めを拒むことが出来ない。したがって、出版物に関する複製権を集中管理の対象とした場合、著名な作家

の作品であっても著作権等管理事業者の管理作品であれば、利用の申請により基本的にはどの出版社でも

出版（複製利用）することができるようになる。従前、出版事業の構造として、作家からの独占的な出版

許諾を背景に各出版社が業務を行ってきた側面があり、著作権等管理事業法に基づく集中管理によりその

維持が困難になることが想定される。 

 5） 集中管理の方法の検討 

デジタルコンテンツのネットワーク流通においては、多量の品揃えが特徴であるが、換言すれば、電子

出版物のネットワーク流通ではできるだけ多くの出版物を取り揃えることが重要となる。したがって、

ネットワーク流通市場に参画する意思の低い小規模な出版社から出版されている出版物についても、電子

出版物として流通させる途を開く必要があり、その方策の一つとして集中管理の方法を検討すべきである。

例えば、当初の出版社が独占的に利用できる時間を一定期間確保した上で、その後は集中管理に移行する

仕組み等も考えられる。 

また、ネットワークでの電子出版物の流通は、長期間に及ぶため、出版社が業務を継続しない場合も想

定される。そうした場合にも、集中管理事業者に権利を委託し、当該電子出版物のネットワーク流通を維

持することも考えられる。 

出版業界における現状の環境の下では、著作権等管理事業法に基づく集中管理、すなわち一任型の集中

管理の導入は難しい側面もあると思われる。また、業界構造に照らした場合、出版事業においては必ずし

も一任型の集中管理が妥当しない面がある。 

一方で、電子出版物のネットワーク流通の特殊性から、その円滑な流通と促進には何らかの集中管理が

望まれるところ、いわゆる非一任型の集中管理により、電子出版物のネットワーク配信に関する許諾窓口

も検討する必要がある。非一任型の集中管理の導入により、電子出版物のネットワーク流通に係る許諾及

び管理業務の効率化を図ることができる。また、電子出版物のネットワーク流通への参入が容易になり、

前述した別の情報データベースと組み合わせることにより、小規模の出版社においても、ネットワーク配

信による電子出版物の流通（販売）が可能になると思われる。 

 6） 出版社固有の権利の創設の必要性 

出版社に対して、出版物の版面等を保護する著作隣接権を付与することを前提に考えた場合、ネット

ワーク配信に関する著作権（公衆送信とそれに伴う複製）は出版社から分離して著作権等管理事業者が集

中管理しても、出版社は版面に対する自身の著作隣接権により、コンテンツホルダーとしての地位をライ

ツホルダーとしての地位とともに維持することが可能となると考える。 

電子出版物のネットワーク配信を行う者は、著作権等集中管理団体からその許諾を得るとともに、コン

テンツホルダーたる出版社から、コンテンツの提供及び版面利用に係る許諾を得ることになり、電子出版

物のネットワーク配信にかかる著作物使用料は著作権等管理事業者等に支払う一方で、出版社に対しては、

コンテンツ提供及び版面使用に対する対価を支払うことになる。 

これにより、著作権の消滅に伴う利益の消費者への還元も容易になるだけではなく、多量のコンテンツ

が取引されるネットワーク流通に対応した効率的な著作権の処理が可能となる。 
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（5） 著作権情報の集中処理の検討 

 1） 著作権情報の集中処理の必要性 

デジタルコンテンツのネットワーク流通を円滑に行いその促進を図るには、なによりその特徴である多

量の品揃えに対応した仕組み作りが必要である。中でも重要なのは著作権の処理に関する情報の効率的な

受渡しである。デジタルコンテンツのネットワーク流通において、具体的に大きな問題となるのは、著作

権者等への売上実績の報告事務の負担増加であり、この点が最も効率化が望まれる部分である。 

デジタルコンテンツのネットワーク流通においては、消費者にコンテンツを直接提供する配信事業者を

してその配信実績を集計し、それを個々の著作権者やその窓口となっている者に個別に報告する必要があ

るところ、ネットワーク配信に供する著作物の品揃えの多さ故に、その報告に係る事務作業は煩雑かつ膨

大になる。 

 2） 先行事例としての音楽配信 

著作権の集中管理が進んでいる音楽分野においても、従来の仕組みでは処理が滞ることが懸念されたた

め、音楽配信に係る著作権情報を集中的に処理する機関として CDC が設立され、音楽配信に関する著作

権情報を対象とした集中処理システムの構築及びその運用がなされているところである。 

 3） 電子出版物のネットワーク流通における現状 

電子出版物のネットワーク流通においては、多数の出版社と多数の配信事業者がそれぞれ相互に取引し

なければならない状況にあり、著作権等の処理にかかる事務作業は、今後、電子出版物の数が増えるにつ

れ、その負担も大幅に増加することが予想される。 

もちろん、電子出版物の取引においては、現状でも、出版社と配信事業者との間に取次（プラット

フォーム）事業者が介在する場合があり、また、出版社も個々の著作権者（作家）の権利を取りまとめる

権利処理の窓口の役割を担っていることから、リアルの出版物の流通と同程度の集中処理がなされている。 

しかし、音楽配信の状況から明らかなとおり、ネット市場における著作権等の処理に必要な事務作業は、

リアル市場における仕組みや枠組みの延長では対処しきれない規模になる。 

加えて、出版においては、そのコンテンツ数は膨大である一方で、現在、電子出版物として流通してい

るものはその数パーセントに過ぎないこと、各種デバイスや通信技術の進歩等電子出版を取り巻く環境が

近時大幅に進展していること、今後はマイクロコンテンツの利用等も含めて様々な取り組みが見込まれる

ことといった条件の下で、電子出版物のネットワーク流通は数年で急速に拡大発展することが予想される。 

 4） デジタルコンテンツのネットワーク流通における対応 

デジタルコンテンツにおいては、製品の製造や物流、在庫といった物理的な媒体に起因する費用がない

分、著作権等の処理に係る費用をいかに低減させるかが、その普及促進に際して重要な視点となる。 

同時に、デジタルコンテンツのネットワーク流通においては、その品揃えが膨大であるのみならず、提

供方法や課金体系も多様であり、その分、著作権の処理に係る情報量は莫大になるところ、これらを効率

的に処理する仕組みが不可欠となる。 

 5） 著作権等情報データベース（仮）の必要性 
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電子出版物のネットワーク流通を円滑に行い、それを促進するためには、リアル市場における著作権等

の処理以上に効率的な処理が求められるところ、その実現には、極めて高度な集中処理機能を有するクラ

ウド型のシステムの構築が求められる。すなわち、電子出版物のネットワークでの流通における著作権の

処理について、許諾や精算といった部分は従来どおり個別に行うとしても、そのために必要な売上報告

（利用実績報告）の処理については、共通の基盤としてのクラウド型のシステムを構築し、集中的に処理

することが必要となる。 

出版社、取次（プラットフォーム）事業者、配信事業者といった電子出版物のネットワーク流通にかか

わる各プレーヤーは、それぞれが相互に向き合うのではなく、著作権情報処理クラウドとの間で情報交換

を行えば済むように情報を整理・集約し、全体の効率化を実現する必要がある。このことは、取りも直さ

ず、電子出版のネットワーク流通の円滑な促進に資するものである。 

（6） 電子出版の複合的な利用における権利処理 

 1） 電子出版物の複合的な利用の進展 

ICT の発達は、複合的な形態での著作物の新たな提供方法を実現している。特に急速に進展している電

子出版物については、様々な提供方法の開発がなされているところである。 

従来の紙媒体の出版物においても、小説と挿絵、コミックの台詞と画といったいわゆる結合著作物が存

在し、雑誌においては、記事や写真、イラスト等、多様な著作物が使用される。しかし、それらは基本的

に印刷物として固定される視覚的な著作物という共通の性質を有し、著作権者が複数存在するものの、そ

の権利処理の仕方に大きな差異はない。 

しかし、ICT の進歩による新たな複合的な著作物については、従前の結合著作物の枠を超えて、視覚的

な著作物だけではなく、音楽等の聴覚的著作物や映像等の動きを伴う著作物といった電子出版物とは性質

の異なる著作物を結合し提供することを可能にしており、その著作権等の処理については出版物のそれと

同列に捉えることが出来ない面がある。 

 2） 電子出版における複合的な提供方法 

電子出版の提供形態の一つに、書籍等を朗読しその音声を録音した、いわゆるオーディオブックの配信

がある。従来、CD やカセットテープに固定して販売されていたものをネットワークで配信するものであ

る。近年、そうしたオーディオブックを発展させる形で、単に朗読音声のみを配信するのではなく、背景

に音楽を利用したり、画面上に人物のアニメ画像を表示し、あたかもその人物が朗読しているかのように

見せかけたりするなど様々な工夫がなされている。こうした提供方法では性質の異なる著作物が複合的に

利用される。 

また、コミックの台詞部分を音声で読み上げるとともに、静止画を多少の動きを持って撮影し、それを

画面上に影像として表示する「観る漫画」なども存在する。これらは従来、テレビ放映されたりビデオで

販売されたりしていたものが、ネットワーク配信されるものが多いが、音声や影像に関する著作権等につ

いて、その配信利用に係る権利処理が必要になる。 

最近では、電子書籍の新たな提供方法を模索する試みの一つとして、活字と音楽、写真、映像など、そ

れぞれが単独の著作物として流通対象となるような著名な作家による作品を融合させて提供する動きもみ
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られる。 

 3） 複合的な電子出版物の権利処理の問題点 

紙媒体のコミック等の出版物に音楽の歌詞等が利用される場合には、出版社が JASRAC との間で権利

処理を行う。いわゆる元栓処理である。それらを電子化して配信する場合においても、その権利処理は紙

媒体の場合と同様に基本的に元栓で処理する。 

このように、出版社が権利処理の主体となれるのは、出版物の作成過程で音楽（歌詞）の利用につき許

諾を得る必要があり、どういった楽曲が使われているかを出版社が把握することができるからである。 

ところが、オーディオブックの実演（声優）や背景音楽、あるいは、活字とともに音楽や写真を融合さ

せるような新たなコンテンツについては、出版社が当該コンテンツを作成する場合は別として、出版物

（活字）もいわば素材の一つとして利用されるところ、出版社は当該コンテンツにどういった著作物等が

利用されているかを把握できる立場になく、出版社による権利処理（いわゆる元栓処理）は困難である。 

したがって、実務的には、そうした複合的なコンテンツに含まれる出版物以外の著作物等の権利処理は、

そのコンテンツを作成した者や配信事業者、場合によっては取次事業者が、個別にあるいは分担して対応

することになる。 

 4） 複合的な電子出版物と著作権等の集中処理 

今後の ICT の発達に伴って、現在では想定し得ないような様々な形態での電子出版物の提供が伸張す

ることが予想されるところ、著作権等の権利処理はますます複雑かつ膨大なものになると思われる。この

ことは、電子出版のみならず、それとともに利用される音楽や映像あるいは実演といった様々な分野の権

利処理と密接に関係することから、電子出版の固有の問題ではなくデジタルコンテンツのネットワーク流

通における著作物等の権利処理全体の問題として捉える必要がある。 

デジタルコンテンツのネットワークでの円滑な流通及びその促進には、著作権等の処理を効率的に行う

ことが重要となる。 

それには、出版や音楽、映像、実演等といった個々の分野ごとの著作権等の処理の集中化・効率化を図

るだけではなく、著作権等の処理に関する情報を集中化し整理するとともに、そうした情報を集約した上

で個々の分野に振り分ける機能を有する、総合的な電子出版スマートクラウドの中に著作権等情報データ

ベース（仮）が必要となる。 

このような総合的な電子出版スマートクラウドにより、個々の分野の著作権等の権利処理を有機的に結

合させることで、著作権等処理全体の効率化を図る必要があり、その構築が望まれる。 
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7.6 参考:米国における出版物の著作権等管理 

7.6.1 米国著作権管理事情と大学教材における著作物の二次利用について 

（1） 米国の著作権管理 

米国の著作権法上では、教育機関における著作物の複製配布については 107 条の公正利用（フェア

ユース49）条項が適用される。教育機関では著作権処理サービスへの加盟のもと、複製に当たっては数量

を具体的に明示するなど限定的で厳密な運用が行われている。 

米国やヨーロッパにおいては積極的に他人の著作物を利用するために著作権処理を行う機関（複写権集

中処理機構）が存在し、特に教育機関の利用比率が高く占めている。よりより教科書・教材製作のための

執筆費用や編集費用は豊富な複写権使用料で賄われている。そこには他人の著作物を高く評価し対価を払

うことで新たな著作活動が行われているという、良好な循環があるといえる。 
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出典：富士ゼロックス株式会社資料「米国著作権管理事情とコースパックのご紹介」もとに作成 

資料7.6.1 各国の複写権処理機構による徴収額 

（2） 大学教材における著作物の二次利用について ―大学教材「コースパック」― 

                                                        
 
 
49 フェアユース規定：米国著作権法第107条においては、第106条及び第106Ａ条の規定にかかわらず、批評や解説、ニュー

ス報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のあ

る著作物のフェアユース（コピーまたはレコードへの複製その他第 106条に定める手段による使用を含む）は著作権の侵害に

当たらない、と規定している。 
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大学機関では元々（1991 年以前）、著作物の複写は著作権法フェアユース規定が適用されるとの推測

のもと、教員やコピーショップ関係者は著者や出版社からの許可を得ることなく、コースパック50を収

集・複写販売していた。 

1991 年の、Kinko’s のコースパック複写に対する出版社（著作者）の訴えにより、コースパックの複写

に対する著作権侵害との連邦裁判所裁決が出る。 

また 1996 年には上記裁決に反対し複写を続けてきたコピーショップが複数の出版社より訴えられ、

コースパックの複写はフェアユース規定に適用されないとの判決を受ける。 

これらの動きがきっかけで、現在多くの大学機関、コピーショップにおいては著作権処理サービス

（Copyright Clearance Center51）に加盟し、複写前に教員が著作権処理できるよう準備している。 

複写前に当機構に著作物の複写申請を行い、課金を受ける仕組みである。著作物の申請するための書誌

情報検索は ISBNまたは ISSNコードに基づいている。 

 

 
概要 「Copyright Clearance Center」 （著作権集中処理機構） 

米国の非営利の Reproduction Rights Organization (RRO)として、著作権所有者、出版社、ユー

ザーによって設立。 

Copyright Clearance Center は、著作権の許諾を円滑に進め、著作権すなわち「芸術と科学にお

ける進歩と創造性」の合法的な利用促進を進めるための著作権許諾システムを運営している。 

175 万点の作品の著作権を管理し、9,600 社以上の出版社、膨大な数の著者およびクリエイター

の代理を務めている。 

フォーチュン 100 社に選定された企業のほとんどを含む 1 万社の企業・関連会社、数千の政

府機関、法律事務所、文書配信業者、図書館、学術機関、コピー・ショップ、書店に対して、

著作権所有者の権利を尊重することを促し、著作権が保護された情報を彼らがビジネスに活用

できるように法的に保証している。 

 

役割 国内・国外の著作権所有者および出版社の作品の複写および電子的利用に対するロイヤリティ

の公正な徴収と販売を行うために、効率的な集約サービスを提供すること、そして新しい情報

技術の発展にしたがって集約的なライセンシング・システムを開発し、彼らのためのエージェ

ントとして最大限に行動することをあげている。 

日本においても、CCC と協定を締結している一般社団法人 出版者著作権管理機構を通じて、CCC

が管理する著作物を正当に利用できる。 

資料7.6.2  Copyright Clearance Center概要 

 

 

                                                        
 
 
50 コースパック：講師が授業で使用する書籍の一部や記事などの資料を集め教材として 1冊にまとめたもの 
51Copyright Clearance Center（CCC）：世界最大の著作権集中処理機構。著作物の再利用におけるソリューションプロバイ

ダーである。 
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出典：Copyright Clearance Center（CCC）ウェブサイト 

http://www.copyright.com/ 

資料7.6.3 各国の複写権処理機構による徴収額 

（3） Xerox社による米国著作権処理機構とのパートナーシップについて 

米国では、Xerox 社が著作権集中処理機構 CCC とのパートナーシップのもと、著作権が保護された著

作物の再利用のための関連支払使用料と併せて即時許諾するオンライン／リアルタイムソリューション

（コピー機の中に許諾・支払が済むプログラムをインテグレート）を提供し、適正な複写権利用料を

CCC 経由で教育機関より支払われる仕組みをできている。よって教育関係者にとっては著作権を気にす

ることなく利用ができ、本来業務である教材（コースパック）の製作・カスタマイズに専念することがで

きるわけである。 
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著作権処理機構（CCC）

出版社 出版社

大学等教育機関
（教材企画/製作）

Xerox
（複写・使用料・許諾可能なソリューション）

 

出典：富士ゼロックス株式会社資料「米国著作権管理事情とコースパックのご紹介」もとに作成 

資料7.6.4 著作権処理機構と著作者の権利保護の仕組み 



1.1 次世代電子出版コンテンツ ID 推進会議の開催概要 

 

資料1 次世代電子出版コンテンツID推進会

議について 

1.1 次世代電子出版コンテンツID推進会議の開催概要 

1.1.1 委員名簿 

 
役 割 所属・役職 氏名 

議 長 明治大学理工学部 情報科学科 教授 高木 友博 

議長代行 社団法人日本雑誌協会 デジタルコンテンツ推進委員会 

委員長 

大久保 徹也 

委 員 

（五十音順） 

社団法人日本書籍出版協会 理事 植村 八潮 

社団法人日本雑誌協会 デジタルコンテンツ推進委員会 

幹事 

梶原 治樹 

社団法人日本雑誌協会 ファイルフォーマット協議会 座

長 

久我 英二 

一般社団法人著作権情報集中処理機構 代表 佐々木 隆一 

デジタルコミック協議会 副幹事長 田中 敏隆 

一般社団法人日本出版インフラセンター 委員長補佐 永井 祥一 

一般社団法人日本電子書籍出版社協会 常任幹事 平井 彰司 

社団法人日本雑誌協会 デジタルコンテンツ推進委員会 

幹事 

丸山 信人 

デジタルコミック協議会 データベース委員会 副委員長 丸山 夢人 

社団法人日本雑誌協会 デジタルコンテンツ推進委員会 

幹事 

宮武 邦雄 

デジタルコミック協議会 幹事長 吉羽 治 
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オブザーバー 

（五十音順） 

独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部

知識基盤情報部 部長 

大倉 克美 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 通信SP・営業第

2部 部長 

上 克也 

株式会社ビットウェイ 代表取締役社長 小林 泰 

ジャパンクラウドコンソーシアム 業務連携ＷＧ事務局長 高瀬 博敏 

株式会社モバイルブック・ジェイピー 代表取締役社長 野村 虎之進 

大日本印刷株式会社 電子出版ソリューション本部 電子

メディアソリューションユニット長 

福田 健一 

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 デ

ジタルコンテンツソリューションセンター 部長 

松林 繁樹 

一般社団法人著作権情報集中処理機構 シニア・マネー

ジャー 

横山 眞司 

オブザーバー 

 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 統括補佐 松田 昇剛 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 制度係長 白石 牧子 

総務省 情報流通行政局情 報流通振興課 係員 笠岡 瑞紀 

経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 戦略

調整官 

木本 直美 

経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 係長 新井 絢子 

経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 係長 森田 僚 

事務局 社団法人日本雑誌協会 専務理事 勝見 亮助 

社団法人日本雑誌協会  山田 英樹 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 野上 光章 

株式会社インプレスＲ＆Ｄ 柴谷 大輔 
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1.1.2 次世代電子出版コンテンツID推進会議開催概要 

 次世代電子出版コンテンツ ID推進会議は以下のとおり、３回開催した。 

（1） 第一回 

日時：平成 22年 11月 17日 14：00～16：10 

場所：社団法人日本雑誌協会大会議室 

主な議題： 

本プロジェクトの趣旨説明及び今後の進め方、および電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に

ついて検討及び確認を行った。 

（2） 第二回 

日時：平成 23年 1月 24日（月）15：00～16：30 

場所：社団法人日本雑誌協会大会議室 

主な議題： 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の提議案について議論、国内外の流通管理コードに関す

る調査及び目次関連除法データベースについて進捗を確認した。 

（3） 第三回 

日時：平成 23年 3月 3日（木）15：00～16：30 

場所：社団法人日本雑誌協会大会議室 

主な議題： 

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の定義について、目次関連情報データベースの実証実験、

スマートクラウドの検討方針の報告を行った。 

 

1.2 議事要旨 

1.2.1 第1回次世代電子出版コンテンツID推進会議 

（1） 開催概要 

日時：平成22年11月17日14：00～16：10 

場所：社団法人日本雑誌協会会議室 

出席者（敬称略）  

 409



 資料 1 次世代電子出版コンテンツ ID 推進会議について 

委員：高木 友博（議長）、大久保 徹也（議長代理）、植村 八潮、梶原 治樹、久我 英

二、佐々木 隆一、田中 敏隆、永井 祥一、平井 彰司、丸山 信人、丸山 夢人、

宮武 邦雄、吉羽 治、 

オブザーバー：大倉 克美、上 克也、小林 泰、野村 虎之進、松林 繁樹、横山 眞司、

松田 昇剛、笠岡 瑞紀、木本 直美、新井 絢子 

事務局：勝見 亮助、山田 英樹、野上 光章、柴谷 大輔 

（2） 議事内容 

 1） 議事次第： 

1. 開会 

2. 議長挨拶（高木委員）、議長代行挨拶 

3. 総務省挨拶 

4. 委員の紹介 

5. 本プロジェクトの趣旨説明（事務局） 

6. 本会議の論点説明（高木議長） 

7.  デジタルコミック協議会が制定したJDCN (Japan Digital Comic/Contet Number)の 

講談社での活用事例について（吉羽委員） 

8. モバイルブックジェィピーにおけるコンテンツコードについて（野村氏） 

9. ビットウェイにおけるコンテンツコードについて（小林氏） 

10． 日本雑誌協会ファイルフォーマット協議会におけるコンテンツ流通管理コード  

（仮称）案について（丸山委員） 

  11. 質疑応答 

12. 事例研究 

(1)ＤＯＩについて（事務局） 

(2)著作権管理機構における音楽コード管理事例について（横山氏） 

13. 今後のプロジェクトの検討について（事務局） 

(1)目次関連データベース（仮）について 

(2)国内及び海外調査について 

14. 事務局連絡（今後の予定、委員承諾書等） 

15.  閉会 

 

 2） 配布資料： 

① 第1回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」議事次第（資料1） 

② 「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」委員名簿（資料2） 

③ 「デジタルネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」 

報告書抜粋（資料3） 
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④ 平成22年実施計画書抜粋（資料4） 

⑤ 「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進プロジェクト」提案概要（資料5） 

⑥ 第1回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」論点整理（資料6） 

⑦ デジタルコミック協議会が制定したJDCN (Japan Digital Comic/Contet Number)の 

講談社での活用事例（資料7） 

⑧ 日本雑誌協会ファイルフォーマット協議会 コンテンツ流通管理コード（仮）の体系案につい

て（資料8） 

⑨ ＤＯＩについて（資料9） 

⑩ 著作権情報集中処理機構の取り組み（資料10） 

⑪ 目次関連データベース（仮）について（資料11） 

⑫ 国内外の出版流通管理コードに関する調査について（資料12） 

⑬ 「次世代電子出版コンテンツＩＤプロジェクト」今後のスケジュール（資料13） 

⑭ 第1回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」座席表（資料14） 

 3） 議事要旨 

■管理コード案について 

○雑誌協会のファイルフォーマット検討委員会で、ISSNは検討しているか。 

○ISSNを使うことは想定しない。 

○日本では国際的なコードである ISSN は使用していない。しかし日本の雑誌の場合は、491 からは

じまる共通雑誌コードを使用しているが、コード体系の中に出版者記号が存在しないことが弱点

である。ISSN に関して、国際標準という点を視野に、メリット、デメリットを検討したほうがよ

いだろう。 

○日本の出版業界では ISSN を使用していないという背景があり検討はしていないが、事例としては

調査している。そのためISBNのほうが望ましいという点からJDCNを元にしたコード案を考えてい

る。 

○国際ルール上、雑誌のコードにはISBNを使用できない。 

○ISBN コードの使用について、日本出版インフラセンターとも共同協議し、アルファベットの使用

も含め、電子雑誌、あるいは電子出版用のISBNコードとの連携方法も検討し考えていきたい。 

 

■マイクロコンテンツの定義について 

○マイクロコンテンツの定義とガイドラインについて、何らかのルールや指標が必要だ。今は記事

単位だが、出版者によって図表までマイクロコンテンツ ID をつけるなど色々なケースが考えられ

る。 

○JDCN を元にしたコンテンツ流通管理コード（仮）の案 1 では、細かくルールを定めているので、

どの出版者が付けても、同じ意味になる。コード案 2 では、各社が自由にコードをつけられる形

式である。 

○何がマイクロコンテンツコードの要素として必要なのか、まだ論議しなければならない。例えば、
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流通の側から必要な項目や、出版社がどの範囲まで管理するのかなど問題点が整理できていない。 

○目次や記事単位を雑誌におけるマイクロコンテンツと定義している。雑誌協会としては写真 1点 1

点をばら売りにすることは想定してない。 

○ビジネスモデルがこれからどう変化するのか分からない。現段階では、記事あるいは目次単位で

管理することが、将来のビジネスにつなぎやすいという考えのもと検討している。 

○今は雑誌という紙をベースとして議論をしているが、10 年、20 年後に雑誌をベースとしないもの

が登場する可能性もある。今後、様々なビジネスに波及していく可能性があり、さらなる大きな

市場も念頭に、マイクロコンテンツの定義を何か決めたほうがよい。 

○マイクロコンテンツ ID の最小単位をどこに設定するかについては、様々なアプローチがあること

を実感した。議論は必要である。 

○雑誌においては、昨年度、雑誌協会で総務省のサイバー特区事業の中で、実証実験をしている。

そこでは、記事、目次というのが単位になると検証している。記事単位あるいは目次単位が、読

者にも受け入れやすく、出版社にも受け入れやすいという方向性を見いだしている。 

○今回のマイクロコンテンツは、記事・目次単位をベースにしたい。 

 

■著作権管理について 

○雑誌は、一つの記事に対して著作者が複数いる。著作権処理も考えてコードを取得する場合、写

真単位、あるいは著者単位で管理する必要があり難しい。今は、「流通」という点が、テーマに

なっている。その先の、流通後の著作権配分については、別の議論が必要である。 

○再編集ビジネスを可能にした場合、この流通管理コードで対応可能か議論しなければならない。 

○著作権については、ファイルフォーマット協議会で検討しているため、そちらに任せたい。 

 

■取り扱う出版物について 

○雑誌だけでなく、書籍に対する検討も必要と考える。書籍には、章・節・款という単位があるが、

款までマイクロコンテンツと定義するべきなのか、それを、出版社の判断に委ねるのか検討しな

ければならない。 

○今回のプロジェクトの対象は雑誌と言われているが、スコープは雑誌一般ではない。雑誌は世界

的に見ると、ジャーナルとマガジンに明確に分かれている。今回はジャーナルを対象としていな

いようだが、それでよいか。 

○世界的な区分で言えばジャーナルではなくてマガジン、つまり商業ベースの雑誌や書籍、コミッ

クなどが今回の対象であると考えている。 

○昨年度から行ってきた実証実験では、マガジンを想定している。もし、これにジャーナルも加え

た場合、マイクロコンテンツを目次単位とすると、何か齟齬が出てくるのだろうか。 

○エルゼビアやシュプリンガーでは管理手法が程度進んでおり、既存コードのみで世界に流通して

いるはずだ。日本のジャーナルにおいても、既存のコードを利用したいという要望がある。 

○ジャーナルは日本では学術雑誌と置き換えられるが、そのコードとしてはDOIを採用している。た

だ、マガジンでDOIを使えるかというと課題があり、検討が必要である。 

 412 



1.2 議事要旨 

 

○今回はマガジンを対象としたい。書籍に関しては、書籍協会の意見を聞く必要がある。 

 

■国内、海外展開について 

○アカデミック関係のジャーナルでは、エルゼビアとかシュプリンガーなどの海外の商業出版社が

中心になり、DOIという識別子が世界的にデファクトスタンダードとなっている。 

○日本国内の商業出版誌でも、ジャーナルであればDOIという枠組みに入るべきだと考えている。た

だ、海外の出版社でつくられた枠組みのため、日本の出版社がどのように参加していくのかとい

う点はなかなか難しい。海外への流通を考えると、英語で書かれたものが必須であるが、ジャパ

ンリンクセンター（科学技術振興機構）では日本語で書かれたものでもDOIを付与し世界で流通で

きる仕組みを作ろうと構想している。 

○DOIという枠組みの中に、今まで議論されたコンテンツはすべて入っていない 

かもしれないが、商業出版社も連携していける部分もあると考えている。 

○昨年から行っている実証実験では、海外での多言語化も考えている。ただし、ジャーナルに関し

ては機械翻訳がある程度可能であるが、雑誌コンテンツに関しては機械翻訳では対応できない。

まずは、国内のマガジンを対象としたい。 

○今後の展開においては、DOI や CrossRef、ジャパンリンクセンターとの長期的には連携を検討して

いく必要がある。しかし、今回のこのプロジェクトのスコープとしては、日本の電子出版市場に

おける、マガジンなどの商用の電子出版物の流通管理コードにフォーカスして検討することとす

る。 

 

■国内外の出版流通管理コードに関する調査について 

○特に議論はなし。調査対象先について、追加や変更意見があれば事務局に連絡することを確認し

た。 

 

 

 

以  上 

 

 

 

 413



 資料 1 次世代電子出版コンテンツ ID 推進会議について 

1.2.2 第２回次世代電子出版コンテンツID推進会議 

（1） 開催概要 

日時：平成23年1月24日（月）15：00～16：30 

場所：社団法人日本雑誌協会会議室 

出席者（敬称略、五十音順）  

委員：高木 友博（議長）、大久保 徹也（議長代理）、植村 八潮、梶原 治樹、久我 英

二、田中 敏隆、永井 祥一、平井 彰司、丸山 信人、丸山 夢人、宮武 邦雄、吉

羽 治 

オブザーバー：久保田 荘一（代理出席）、小林 泰、高瀬 博敏、野村 虎之進、福田 健

一、松林 繁樹、横山 眞司、松田 昇剛、笠岡 瑞紀、新井 絢子、森田 僚 

事務局：勝見 亮助、山田 英樹、野上 光章、柴谷 大輔 

（2） 議事内容 

 1） 議事次第： 

1. 開会 

2. 議長挨拶、議長代行挨拶 

3. 総務省挨拶 

4. 第1回会議ご欠席の委員の紹介 

5. 第１回会議の要点と課題に対する方向性（高木議長、事務局） 

6. 日本雑誌協会ファイルフォーマット協議会における電子出版コンテンツ流通管理コード案につ

いて（丸山委員） 

7. デジタルコミック協議会が実施した JDCN (Japan Digital Comic/Content Number)の実証実験報

告（吉羽委員） 

8. 質疑応答 

9. 実証実験の中間報告 

(1)国内外のコンテンツ管理コードの調査について（事務局） 

(2)目次関連情報データベースについて（事務局） 

10. 質疑応答 

11. 事務局連絡 

(1) 今後の予定 

(2) その他 

12. 閉会 
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1.2 議事要旨 

 

 2） 配布資料： 

① 第2回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」議事次第（資料1） 

② 「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」委員名簿（資料2） 

③ 第1回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」の要点と課題に対する方向性（資料3） 

④ 日本雑誌協会ファイルフォーマット協議会によるコンテンツ流通管理コードの検討案について

（資料4） 

⑤ JDCN実証実験報告書（資料5） 

⑥ 国内外の出版流通管理コードに関する調査について（資料6） 

⑦ 目次関連情報データベース（仮）実証実験概要について（資料7） 

⑧ 第2回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」座席表（資料8） 

⑨ 第1回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」議事要旨（資料9） 

 3） 議事要旨 

■流通管理コードの付番ルールについて 

○当社（取次会社）で、デジタルコミック協議会の JDCN コードを利用した実証実験に参加したが、

運用上の問題は起きていない。 

○当社（取次会社）では、システムのJDCNへの対応を図ろうとしている。 

○各出版社のコード付番ルールは、公開できるのか。メタ情報の相互運用に関するプロジェクトと

も連携を図りたい。 

○デジタルコミック協議会としては付番ルールの公開に関して検討していないが、所属社(出版社)と

しては公開していきたい。 

○所定の機関が流通管理コードの付番ルールを公開するのがいいのではないか。 

○所属会社（出版社）では、20 桁の JDCN で運用し始めている。しかし、底本の ISBN 書名コードを

JDCN に使用するのは、社内では運用上難しいと判断された。現状では頭の出版者コード 3 桁と書

名コード 5 桁でタイトルを特定させているが、底本の ISBN を用いず、紙と電子書籍は別々のコー

ドを振り、社内データベース上で連携させている。 

○所属会社（出版社）の中では、コミックと書籍、雑誌を統一した考え方やルールでの運用が難し

いのが現状である。デジタルコミック協議会の会員各社でも様々な意見があり、頭の出版社記号

のみを仕様として重複を避ける以外に方法がなかった。コード付与の仕方については自由を与え、

その結果を報告してもらう方がいいのではないか。 

  ○一部のコミックを発行している出版社では既に JDCN の運用が始まっているが、20 桁のコードであ

ること、頭 8 桁で出版社と書名の特定化ができるようにすることを最低限のルールとしていきたい。

付番のガイドラインは公開し、運用ルールは各社に委ねる方針としたいと考えている。 

○流通管理コードについては、ISO化またはJIS（日本工業規格）化の可能性も考えていきたい。 

 

■流通管理コードの管理運用について 

○出版社に対しどのように運用ルールを守らせて、制度を維持していくのかが非常に重要である。
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すでに周知されている ISBN についても、付番を各社にゆだねているため、間違いが多い。検討中

の流通管理コードについても管理体制をどう構築していくかが課題である。 

○一定の機関がコードの運用を管理し、各出版社に対して間違いを指摘するなどルールを守らせて

いく必要があるだろう。 

○コードの管理運用方法（体制）については、継続して検討していきたい。 

 

■デジタルオリジナルコンテンツへの付番について 

○電子書籍の書き下ろし作品（デジタルオリジナルコンテンツ）に対して、付番ルールをどのよう

にするかも検討する必要があるだろう。 

○デジタルオリジナルコンテンツが紙の書籍化された場合、ISBN 等のコードをどう付番するかも検

討が必要になるだろう。 

 

■中間報告について 

○国内外のコンテンツ管理コードの調査および目次関連情報データベースについては、現状のまま

進行していき、第3回にて報告をする。 

 

■次回会議の開催について 

 ○3月3日（木）15時～17時、雑誌協会会議室での開催を予定している。 

 

以  上 
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1.2.3 第３回次世代電子出版コンテンツID推進会議 

（1） 開催概要 

日時：平成 23年 3月 3日（木）15：00～16：30 

場所：社団法人日本雑誌協会会議室 

出席者（敬称略、五十音順）  

委員：高木 友博（議長）、大久保 徹也（議長代理）、植村 八潮、久我 英二、佐々木 

隆一、田中 敏隆、永井 祥一、平井 彰司、丸山 信人、丸山 夢人、宮武 邦雄、

吉羽 治 

オブザーバー：小林 泰、野村 虎之進、福田 健一、横山 眞司、上 克也、松田 昇剛、

笠岡 瑞紀 

事務局：勝見 亮助、山田 英樹、野上 光章、柴谷 大輔 

（2） 議事内容 

 1） 議事次第： 

1. 開会 

2. 議長挨拶 

3. 総務省挨拶 

4. 第 2回会議の要点と課題に対する方向性（高木議長） 

5. 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）について（事務局） 

6. 目次関連情報データベースの実証実験について（事務局） 

7. 電子出版スマートクラウドについて（事務局） 

8. 電子書籍サービス事例 

・大日本印刷グループの取り組みについて（福田委員） 

・凸版印刷グループの取り組みについて（小林委員） 

9. 報告書の目次案について（事務局） 

10. 質疑応答 

11. 事務局連絡 

12. 閉会 

 

 2） 配布資料： 

① 第 3回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」議事次第（資料 1） 

② 「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」委員名簿（資料 2） 

③ 第 2回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」の要点と課題に対する方向性（資料 3） 
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④ 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）について（資料 4） 

⑤ 実証実験に関する報告について（資料 5） 

⑥ 電子出版スマートクラウド（案）の方向性について（資料 6） 

⑦ DNPのハイブリッド出版サービス（資料 7） 

⑧ BookLive! サービスについて（資料 8） 

⑨ 報告書目次（案）（資料 9） 

⑩ 第 3回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」座席表（資料 10） 

⑪ 第 2回「次世代電子出版コンテンツＩＤ推進会議」議事要旨（資料 11） 

 3） 議事要旨 

■電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）について 

①決定事項 

○事務局より電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の最終案を提示し、了承をされた。 

②議事 

○電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）のメリットについて、読者（国民）のメリットも追加して欲

しい。コードにひも付いて、書誌情報等のメタデータや、新たな取り組みが利用できるようになると考

えている。 

○報告書には、読者のメリットも追加して記載する。また、来年度には「次世代書誌情報の共通化に向け

た環境整備」における書誌情報の検討とも連携して、電子出版リエゾンで今回の検討成果を発表したい

と考えている。 

○電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）の国際標準化の検討にあたっては、その略称を JAPAN を表

す「J」から、国際を表す「I」への変更を必要とする意見もある。また、ISO や IEC といったデ

ジュール標準以外にも、EDItEURによるフォーラム標準の検討も考えている。 

○EDItEUR は出版者による EDI の検討組織であり、商取引に必要な書誌情報（商品情報）について

ONIX という仕様を定めている。日本では出版インフラセンターも加盟しており、日本支部を設置する

予定となっている。 

 

■実証実験について 

①決定事項 

○電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）、および目次情報データベースを用いた実証実験の概要と結

果を報告した。 

②議事 

○「目次情報データベース」 のネーミングがわかりづらいという指摘を受けており、名称は継続して検

討している。高木議長より「セマンティック・インデックス」という案も提案頂いている。 

○報告書には、日本語表記も記載して欲しい。 

 

■スマートクラウドについて 
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1.2 議事要旨 

 

①決定事項 

○事務局よりスマートクラウドのコンセプトを説明し、現状の方向性で検討をまとめることを確認した。

また、新たなビジネス事例等も含めて報告書に記載する方針である。 

 

■電子出版サービス事例について 

①事例発表 

 ○大日本印刷グループ、凸版印刷グループより、電子出版サービスの事例発表があった。 

 

■報告書目次案について 

①決定事項 

○事務局より最終報告書の目次案を提案し、資料のとおり事務局で報告書としてまとめることを確認した。 

 

 

以  上 
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2.1 「pararaPRO」実証実験に関する出版社へのアンケート調査票 

 

資料2 アンケート調査票 
 

2.1 「pararaPRO」実証実験に関する出版社へのアンケート
調査票 

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」実証実験アンケート 【スクリーニング】

書込みＧＴ（Ｎ＝44）％（実数）

【全員に表示】

SC1. あなたがお勤めの業種および社名をお知らせください。 (SA)

N=44

1. 出版社 100.0 (44)

2. 出版社以外 - (0)

▼社名をご入力ください

SC2. あなたの性別をお知らせください。 (SA)

N=44

1. 男性 84.1 (37)

2. 女性 15.9 (7)

SC3. あなたの年齢をお知らせください。 (INT)

N=44

※半角数字

（回答必須）

⇒メッセージ表示：『pararaPRO』において記事・目次検索をされてから、ア
ンケートにご回答いただきますようお願いいたします。（調査終了）

歳

SC4. あなたは、今回の「pararaPRO」において、記事・目次検索をされましたか。 (SA)

N=44

1. 記事・目次検索をした 100.0 (44)

2. 記事・目次検索をしていない - (0)

次へ

改ページ

平均 46.45
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 資料 2 アンケート調査票 

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」実証実験アンケート 【実証サイト全体評価】

【全員に表示】

今回ご使用いただいた「ｐａｒａｒａＰＲＯ」についてお伺いします。

Q1. あなたは、今回の「pararaPRO」をご利用になって、このサイトで利用できるサービスについて、

どの程度満足されましたか。あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

N=44

1. 非常に満足 - (0)

2. やや満足 50.0 (22)

3. やや不満 36.4 (16)

4. 不満 13.6 (6)

Q2. あなたは、今回の「pararaPRO」をご利用になって、このサイトで利用できるサービスに対して、

どの程度興味を持たれましたか。あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

N=44

1. 非常に興味を持った 11.4 (5)

2. やや興味を持った 70.5 (31)

3. あまり興味を持てなかった 15.9 (7)

4. 全く興味を持てなかった 2.3 (1)

改ページ

【全員に表示】

Q3. あなたは、今回の「pararaPRO」をご利用になって、このサイト全体についてどのようにお感じになりましたか。

以下の項目について、あなたのお気持ちに最も近いものを、それぞれひとつずつお知らせください。 (各SA)

1. 2. 3. 4.

N=44

非
常
に
そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

全
く
そ
う
思
わ
な
い

11.4 59.1 27.3 2.3

(5) (26) (12) (1)

4.5 70.5 20.5 4.5

(2) (31) (9) (2)

6.8 47.7 40.9 4.5

(3) (21) (18) (2)

2.3 54.5 38.6 4.5

(1) (24) (17) (2)

2.3 45.5 43.2 9.1

(1) (20) (19) (4)

改ページ

【全員に表示】

Q4. あなたは、今回の「pararaPRO」をご利用になって、どのようにお感じになりましたか。

あなたのお気持ちにあてはまるものを、すべてお知らせください。 （MA)

N=44

1. クオリティが高い 11.4 (5) 5. センスの良い 2.3 (1)

2. 斬新な 18.2 (8) 6. 使い勝手の悪い 47.7 (21)

3. 便利な 56.8 (25) 7. あまりセンスがよくない 13.6 (6)

4. 魅力のある 11.4 (5) 8. この中にはない 4.5 (2) HC=1

改ページ

(4)

(5)

出版社の企画・編集業務に役立ちそうだと感じた

出版社から読者に向けて、コンテンツを用いた新たなサービスを提供するのに
役立ちそうだと感じた

電子出版制作の際に利用できそうだと感じた

広告ビジネスなどのデジタルサービスにつながると感じた

このサイトのサービス自体が、一般読者にも広まりそうだと感じた

(1)

(2)

(3)
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2.1 「pararaPRO」実証実験に関する出版社へのアンケート調査票 

 

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」実証実験アンケート 【実証サイト機能別評価】

【全員に表示】

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」の検索機能についてお伺いします。

Q5. 「pararaPRO」では、記事・目次検索をする際に、

「抽出キーワード」を検索対象に設定する方法（これを「意味検索」と呼びます）と、

「抽出キーワード」を検索対象に設定しない方法（これを「全文検索」と呼びます）の二つの検索方法があります。

あなたは、「意味検索」と「全文検索」をいずれもお試しになりましたか。 （SA)

※「意味検索」では記事に含まれる単語のほかに、記事が意味するカテゴリや連想キーワードまでを検索対象と

記事に含まれる単語のみが検索対象

することができ、

　 「全文検索」では となります。

N=44

1. いずれの方法も試した 72.7 (32)

2. 「意味検索」のみ試した 20.5 (9)

3. 「全文検索」のみ試した 6.8 (3)

改ページ

【「意味検索」使用者に表示：Q5=1or2ON】

Q5SQ. あなたは、「抽出キーワード」を検索対象に設定（＝「意味検索」）したときの記事・目次検索結果について、

どの程度満足されましたか。あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

n=41

1. 非常に満足 9.8 (4)

2. やや満足 46.3 (19)

3. やや不満 31.7 (13)

4. 不満 12.2 (5)

Q6-1. あなたは、「pararaPRO」における「意味検索」について、どのようにお感じになりましたか。

以下の項目について、あなたのお気持ちに最も近いものを、それぞれひとつずつお知らせください。 (各SA)

1. 2. 3. 4.

n=41

非
常
に
そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

全
く
そ
う
思
わ
な
い

9.8 51.2 34.1 4.9

(4) (21) (14) (2)

9.8 58.5 24.4 7.3

(4) (24) (10) (3)

2.4 51.2 39.0 7.3

(1) (21) (16) (3)

12.2 51.2 34.1 2.4

(5) (21) (14) (1)

9.8 56.1 29.3 4.9

(4) (23) (12) (2)

改ページ

(4)

(5)

(3)

新しい検索方法だと感じた

(1)

(2)

検索結果の質は十分だった

自分の意図した内容の記事を検索できた

全文検索とはちがい、便利だった

全文検索と両方を利用すると便利だと感じた
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 資料 2 アンケート調査票 

【「全文検索」使用者に表示：Q5=1or3ON】

Q6-2. あなたは、「pararaPRO」における「全文検索」について、どのようにお感じになりましたか。

以下の項目について、あなたのお気持ちに最も近いものを、それぞれひとつずつお知らせください。 (各SA)

1. 2. 3. 4.

n=35

非
常
に
そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

全
く
そ
う
思
わ
な
い

5.7 65.7 25.7 2.9

(2) (23) (9) (1)

5.7 60.0 31.4 2.9

(2) (21) (11) (1)

5.7 34.3 57.1 2.9

(2) (12) (20) (1)

14.3 51.4 31.4 2.9

(5) (18) (11) (1)

5.7 22.9 57.1 14.3

(2) (8) (20) (5)

改ページ

【「意味検索」「全文検索」いずれも使用者に表示：Q5=1ON】

Q7. あなたは、「pararaPRO」における「意味検索」と「全文検索」について、どのようにお感じになりましたか。

あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

n=32

1. 「意味検索」のほうが使いやすい 6.3 (2)

2. どちらかといえば「意味検索」のほうが使いやすい 34.4 (11)

3. どちらかといえば「全文検索」のほうが使いやすい 50.0 (16)

4. 「全文検索」のほうが使いやすい 9.4 (3)

改ページ

【全員に表示】

Q8. 「pararaPRO」では、記事・目次検索をする際に、

検索フィルタの各項目に0～10までの重み付けが行える機能があります。

あなたが記事・目次検索をする際によく利用された検索項目を、いくつでもお知らせください。 (MA)

N=44

1. 全て検索 47.7 (21) 9. 大見出し 29.5 (13)

2. 雑誌名 31.8 (14) 10. 見出し 18.2 (8)

3. コンテンツ管理コード - (0) 11. 本文 45.5 (20)

4. 特集名 63.6 (28) 12. キャプション 9.1 (4)

5. 記事名 56.8 (25) 13. クレジット 2.3 (1)

6. タイトル 50.0 (22) 14. 出版社 13.6 (6)

7. サブタイトル 13.6 (6) 15. その他 - (0)

8. リード 15.9 (7)

Q8SQ1. 現在重み付けが行える項目のなかで、検索項目として使いづらい・不要だと思われるものはありましたか。

あてはまるものを、すべてお知らせください。 (MA)

N=44

1. 全て検索 4.5 (2) 9. 大見出し 6.8 (3)

2. 雑誌名 6.8 (3) 10. 見出し 6.8 (3)

3. コンテンツ管理コード 31.8 (14) 11. 本文 - (0)

4. 特集名 2.3 (1) 12. キャプション 22.7 (10)

5. 記事名 6.8 (3) 13. クレジット 22.7 (10)

6. タイトル 2.3 (1) 14. 出版社 13.6 (6)

7. サブタイトル 11.4 (5) 15. その他 - (0)

8. リード 15.9 (7) 16. あてはまるものはない 40.9 (18)

Q8SQ2. では、現在重み付けが行える検索項目のほかに、追加されるといいと思う検索項目はありますか。

ご自由にお知らせください。 (FA)

改ページ

(5)

検索結果の質は十分だった

自分の意図した内容の記事を検索できた

意味検索とはちがい、便利だった

意味検索と両方を利用すると便利だと感じた

新しい検索方法だと感じた

(1)

(2)

(4)

(3)

HC=1

→2～15すべてOFFなら1必須
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【全員に表示】

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」の検索結果表示についてお伺いします。

Q9. 「pararaPRO」では、記事・目次の検索結果を、「目次情報」「カテゴリ」「出版社」の各条件で絞り込むことができます。

あなたは、この機能をお使いになりましたか。 （SA)

N=44

1. 使った 38.6 (17)

2. 使っていない 61.4 (27)

改ページ

【絞り込み機能使用者に表示：Q9=1ON】

Q9SQ1. あなたは、記事・目次検索結果の絞込み機能について、どのようにお感じになりましたか。

あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

n=17

1. 非常に満足 17.6 (3)

2. やや満足 76.5 (13)

3. やや不満 5.9 (1)

4. 不満 - (0)

Q9SQ2. では、現在検索結果の絞込みが行える条件のほかに、追加されるといいと思う絞込み条件はありますか。

ご自由にお知らせください。 (FA)

改ページ

【全員に表示】

Q10. 「pararaPRO」では、記事・目次の検索結果画面の「雑誌表紙画像」または「詳細」ボタンをクリックすると、

記事タイトルや本文などの記事詳細をポップアップ画面で見ることができます。

あなたは、この機能をお使いになりましたか。 （SA)

N=44

1. 使った 70.5 (31)

2. 使っていない 29.5 (13)

改ページ

【記事詳細表示機能使用者に表示：Q10=1ON】

Q10SQ1. あなたは、記事詳細のポップアップ画面をご覧になって、どのようにお感じになりましたか。

あなたのお気持ちに最も近いものをお知らせください。 （SA)

n=31

1. 詳細情報として、十分 9.7 (3)

2. 詳細情報として、まあ十分 61.3 (19)

3. 詳細情報として、やや不十分 19.4 (6)

4. 詳細情報として、不十分 9.7 (3)

改ページ
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 資料 2 アンケート調査票 

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」実証実験アンケート 【今後の行動変化・要望】

【全員に表示】

Q11. 今後、今回の「pararaPRO」で検索した記事をダウンロードできるサービスが、有料でおこなわれた場合、

あなたは利用したいと思いますか。 (SA)

N=44

1. ぜひ利用したい 4.5 (2)

2. やや利用したい 50.0 (22)

3. あまり利用したくない 34.1 (15)

4. 全く利用したくない 11.4 (5)

改ページ

【全員に表示】

Q12. 今後、今回の「pararaPRO」で検索した記事をダウンロードできるサービスがおこなわれた場合、

あなたの会社では雑誌コンテンツを提供したいと思いますか。 (SA)

N=44

1. ぜひ提供したい 15.9 (7)

2. やや提供したい 61.4 (27)

3. あまり提供したくない 20.5 (9)

4. 全く提供したくない 2.3 (1)

改ページ

【全員に表示】

Q13. あなたは、今回の「pararaPRO」をご利用になってみて、どのようにお感じになりましたか。

以下の点について、どのようなことでもかまいませんので、ご自由にお知らせください。 (FA)

・サービス内容、機能、使用感はいかがでしたか。ご要望はございますか。

（回答必須）

（回答必須）

・今後、日々の業務や新たなビジネス展開でどのように活用できそうだと思いますか。

改ページ

【全員に表示】

Q14. 今後、今回の「pararaPRO」で検索した記事をダウンロードできるサービスが一般向けにおこなわれた場合、

一般の読者はどのように利用するようになると思いますか。

以下の項目について、最もあてはまるものを、それぞれひとつずつお知らせください。 (各SA)

1. 2. 3. 4.

N=44

非
常
に
そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

全
く
そ
う
思
わ
な
い

29.5 54.5 13.6 2.3

(13) (24) (6) (1)

15.9 72.7 11.4 -

(7) (32) (5) (0)

2.3 22.7 52.3 22.7

(1) (10) (23) (10)

6.8 40.9 45.5 6.8

(3) (18) (20) (3)

9.1 54.5 27.3 9.1

(4) (24) (12) (4)

2.3 63.6 25.0 9.1

(1) (28) (11) (4)

2.3 31.8 47.7 18.2

(1) (14) (21) (8)

- 20.5 63.6 15.9

(0) (9) (28) (7)

上記の項目以外に、一般の読者の「pararaPRO」利用法として思いつくものがありましたら、

どのようなことでもかまいませんので、ご自由にお知らせください。 (FA)

改ページ後終了メッセージ表示

(5)

(6)

(7)

(8)

外出するときに「電子出版」が読めるデバイスを持って行くようになる

移動中や外出先で「電子出版」を読むようになる

新たに定期購読する「電子雑誌」が増える

「紙の雑誌」の購読も増える

「どの雑誌か」ではなく「どういう内容の記事か」で選んでデジタル記事を購入する

ふだん読まないような雑誌のデジタル記事を購入する

デジタル版で買った記事の本誌（紙の雑誌）も購入するようになる

「pararaPRO」で記事検索して読みたい記事が見つかったら、
それが掲載されている本誌（紙の雑誌）を購入する

(1)

(2)

(3)

(4)

（回答必須）
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2.1 「pararaPRO」実証実験に関する出版社へのアンケート調査票 

 

「ｐａｒａｒａＰＲＯ」実証実験アンケート 【調査項目一覧】

Qno. 設問項目 回答母数 形式
ｱｲﾃﾑ

数

SC1 業種チェック SA 1

SC2 性別 SA 1

SC3 年齢 INT 1

SC4 記事・目次検索体験の確認 SC4=1のみ通過 SA 1

Q1 実証サイトのサービスに対する満足度 全員 SA 1

Q2 実証サイトのサービスに対する興味関心度 全員 SA 1

Q3 実証サイトに対する期待感 全員 各SA 5

Q4 実証サイトのイメージ 全員 MA 1

Q5 体験した検索方法 全員 SA 1

Q5SQ 意味検索結果に対する満足度 意味検索使用者 SA 1

Q6-1 意味検索結果の評価 意味検索使用者 各SA 5

Q6-2 全文検索結果の評価 全文検索使用者 各SA 5

Q7 意味検索・全文検索の使用感比較 意味検索・全文検索使用者 SA 1

Q8 よく利用した検索項目 全員 MA 1

Q8SQ1 使いづらい・不要な検索項目 全員 MA 1

Q8SQ2 追加されるといい検索項目 全員 FA

Q9 絞り込み機能使用有無 全員 SA 1

Q9SQ1 絞り込み機能に対する満足度 絞り込み機能使用者 SA 1

Q9SQ2 追加されるといい絞り込み条件 絞り込み機能使用者 FA

Q10 記事詳細表示機能使用有無 全員 SA 1

Q10SQ 記事詳細情報の評価 記事詳細表示機能使用者 SA 1

Q11 有料時の記事検索・DLサービス利用意向 全員 SA 1

Q12 記事検索・DLサービスにおける雑誌コンテンツ提供意向 全員 SA 1

Q13-1 実証サイト利用後の内容・機能・使用感評価 全員 FA

Q13-2 実証サイトのビジネスにおける活用シーン 全員 FA

Q14-1 一般読者の実証サイト利用方法 全員 各SA 8

Q14-2 一般読者の実証サイト利用方法（自由回答） 全員 FA

質問数 27

item数 41

今後の行動
変化・要望

実
証
サ
イ
ト
機
能
別
評
価

スクリーニング

意
味
検
索
／
全

文
検
索

重み付
け

絞り込
み

記事
詳細

実証サイト
全体評価
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 資料 2 アンケート調査票 

2.2 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮）に関する出
版社へのアンケート調査票（社団法人日本雑誌協会） 

2011 年 2 月 1 日

電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）【アンケート】 

 

社名：                                                        

ご回答者  部署名：                   芳名：                        

 

１． 現状のコード運用方法について以下の質問にご回答ください。 

（１）現在、ファイルもしくは商品、著者等にコードを振って管理されていますか？ （例：はい○） 

はい   ／ いいえ 

（２）これ以降の質問は今後の予定も含めて、ご回答ください。 

① ファイル形式が異なる場合、違うコードを振っている、もしくは振ろうと考えていますか？ 

はい   ／ いいえ 

② 電子雑誌（書籍）と底本の ISBN は結びつけていますか？ 

はい   ／ いいえ 

③ 結びつけている場合その方法はどのようにしていますか？ 

 

 

④ 流通管理コードをどのような目的で利用したいと思っていますか？（例：売上管理） 

 

 

⑤ 国際配信を行う場合、コードをどのようにされますか？（例：国番号を追加して利用） 

 

 

⑥ コードで管理するもしくはされたいと考えている商品の単位を教えてください（例：記事単位）

 

 

２． 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）の定義ルールについて 

（１） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）のルール案について、貴社での運営上、課題

となりそうな部分があれば記入ください。 

 

 

（２） 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）のルール案に加えてほしいことがあれば記入

ください 

 

 

３． その他 電子出版コンテンツ流通管理コード（仮称）について、ご要望がございましたら、

記入ください。 

 

 

 

 

以 上

   ※ご協力ありがとうございました（調査報告書には個別の会社名は記載されません）。 

    お手数ですが、日本雑誌協会事務局まで、2 月 10 日までにご返信ください。  
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3.1 DNP のハイブリッド出版サービス（大日本印刷株式会社） 

 

資料3 次世代電子出版コンテンツID推進会
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3.1 DNP のハイブリッド出版サービス（大日本印刷株式会社） 
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3.2 BookLive! サービスについて（株式会社 BookLive） 

 

3.2 BookLive! サービスについて（株式会社BookLive） 
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3.2 BookLive! サービスについて（株式会社 BookLive） 
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3.2 BookLive! サービスについて（株式会社 BookLive） 
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3.2 BookLive! サービスについて（株式会社 BookLive） 
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3.2 BookLive! サービスについて（株式会社 BookLive） 
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 資料 3 次世代電子出版コンテンツ ID 推進会議発表資料 
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